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第４期中期目標期間における業務実績の自己点検評価・外部評価の概要 

○ 自己点検評価・外部評価の位置づけ 

・独立行政法人通則法では、中期目標管理法人の業務運営について、主務大臣が法人が

達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、法人はこれを達成するための

計画（中期計画・年度計画）を作成し、これらに基づき業務運営を行うとされている。 

・業務の運営状況については、独立行政法人通則法第 32条に基づき、毎事業年度終了

後 3 ヶ月以内に自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣へ提出し、

評価を受けなければならない。今年度は、毎年度実施する年度評価と併せて、第４期

中期目標期間における業務実績についても評価を行う。 

 

○ 自己点検評価・外部評価の体制 

・独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」）に、計画・評価委員会を設置。委員

会は理事長、理事、学術システム研究センター所長及び副所長、学術情報分析センタ

ー所長及び副所長、世界トップレベル拠点形成推進センター長、審議役、国際統括本

部長、さらに、各部長、参事及び監査・研究公正室長によって構成される。 

・振興会に独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会を設置。委員は、学界及び産業

界を代表する有識者等の内から理事長が委嘱する。 

 

○ 自己点検評価・外部評価報告書の構成 

評価項目毎に以下の内容で構成。 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２．主要な経年データ 

３．事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績に関する自己点検評価及び外部評

価委員による評価 

４．その他参考情報 

 

○ 評価の基準 

「独立行政法人の評価に関する指針（平成 26 年 9 月 2 日 総務大臣決定）」に従い、

評定区分は SABCD（B が標準）とする。 

S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な

成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対

年度計画値）の１２０％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認めら

れる場合）。 

A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると

認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％

以上とする。）。 

B：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標において

は対中期計画値（又は対年度計画値）の１００％以上１２０％未満）。 

C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標におい

ては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％以上１００％未満）。 

D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善

を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％未

満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必

要があると認めた場合）。 

 

 

 

 

 



 

 



第４期中期目標期間における業務実績に関する自己点検評価・外部評価報告書 

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 

１ 総合的事項 
（１）研究者等の意見を取り入れた業務運営 
（２）第一線級の研究者の配置による審査・評価機能の強化 
（３）学術研究の多様性の確保等 

業務に関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 13 条、第 15 条第６号、第９号 

当該項目の重要度、難易度 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標

期間最終年度

値等） 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度 平成 

30 年度 

令和元年

度 

２年度 ３年度 ４年度 

予算額（千円） 307,581 311,768 305,250 311,783 317,482 

決算額（千円） 469,094 537,880 459,368 494,267 439,106 

経常費用（千円） 470,181 494,890 415,592 445,957 456,682 

経常利益（千円） 862 -24,991 96,028 36,429 103,593 

行政サービス実施

コスト（千円）
472,961 － － － － 

行政コスト（千円） － 522,600 415,592 445,957 456,682 

従事人員数 4 4 3 3 1 

注１）予算額、決算額は「１ 総合的事項」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を除き各業務に配

賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「１ 総合的事項」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定：A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回る実績を上げこ

とから、評定を A とする。 

 

・中期目標期間を通して、評議員会の開

催及び学術顧問からの助言を受け、そ

こで聴取した業務運営の重要事項に対

する幅広く高い識見に基づく意見を参

考に、適切な事業運営を行っており、中

期目標に向かって順調に実績を上げて

いると評価できる。 

・学術システム研究センターでは、全て

の学問領域をカバーしたうえで、多様

な視点からの意見を活かすため、男女

比のバランス、所属機関の形態、地域的

なバランス等、多様性に配慮しながら

第一線で活躍中の研究者を研究員とし

て確保し、事業改善の提案・助言や業務

運営を行っている。特に、科研費国際先

導研究の創設に伴い、研究員を増員し

たこと、女性研究員の割合が 5 年間で

大きく向上したことは高く評価でき

る。 

・集中的に審議が必要な重要な課題に

ついて検討を行うため、複数のワーキ

ンググループ等を開催し、機動的に審

議を行ったことは評価できる。特に科

研費の審査については、学術システム

研究センターの各種会議において具体

的な検証と改善の検討を重ね、文部科

学省科学技術・学術審議会学術分科会

科学研究費補助金審査部会等に報告

し、提案が採用されることで制度の改

善が図られた。また、特別研究員事業に

ついては、制度の更なる改善に向けて

評定 Ｂ 評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を B とする。 

・中期目標期間において学術

システム研究センターの研究

員のタスクが、従来の定常業

務に加えて、マネジメント上

の課題に拡大し、その議論を

タスクフォースやワーキング

で実施することによって、多

くの成果が得られているこ

と。またセンター研究員の女

性比率が格段に向上したこと

は高く評価できる。特に、一

人当たりの審査件数の上限の

低減や、重複応募制限の見直

しなどは、現場の先生方の意

見をよく反映したものといえ

る。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

上記の女性比率の向上やタス

クの拡大によって、特定のセ

ンター研究員に対して、本来

の研究を妨げるような過度な

負担になっていないかは常に

検証が必要である。 

またワーキングやタスクフォ

ースで、どういうテーマを取

り上げるかについて、所長や

主任研究員からのトップダウ

ンの提案とセンター研究員か

らのボトムアップの提案が双

方向に行われ戦略的に設定さ

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい

ると言えることから評定を A

とする。 

・この中期目標期間に、科研

費の 2 月末日交付内定通知が

実現した。これは、研究スタ

ッフの継続雇用を円滑に進め

るため研究者や研究機関から

強く求められていたことであ

り、様々な困難があった中、

実施の英断を行ったことは、

まさに研究者の意見を取り入

れた業務運営の目に見える実

績であり、高く評価できる。 

・中期目標期間において学術

システム研究センターの研究

員の責務が、従来の審査委員

選考などの定常業務に加え

て、審査プロセスを中心とす

るマネジメント上の課題に拡

大することによって、多くの

革新的で重要な成果が得られ

ていることは高く評価でき

る。 

・センター研究員の女性比率

が格段に向上したことは特筆

される。 

また、学術システム研究セ

ンターの各種会議における検

討の結果、科研費の審査制度

の改善や、特別研究員事業の

申請方法、審査制度の抜本的

改革、さらには特別研究員-PD

等を受入研究機関で雇用でき
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継続的に検討を行い、申請方法、審査制

度の抜本的改革、さらには特別研究員-

PD 等を受入研究機関で雇用できるよう

にする事業の創設の検討を行った。こ

うしたことは、第一線級の研究者が学

術研究に対する真摯な議論を行って実

務レベルに昇華させる学術システム研

究センターならではのものとして、高

く評価できる。 

・情報セキュリティの確保に留意しつ

つ、全国各地の研究員がリモートで業

務を実施できる体制を整備し、新型コ

ロナウイルス感染症の影響下において

も中期計画通りに業務を実施したこと

に加え、ポストコロナを念頭に、ハイブ

リッド形式での会議開催を試行したこ

とは、評価できる。 

・学術研究の多様性の確保においては、

女性研究者の参画促進に向けた様々な

取組を実施し、男女共同参画推進委員

会において検証する体制を構築してお

り、男女共同参画の推進に向けて着実

に取り組んでいると評価できる。特に、

「女性研究者の出産に伴うキャリア継

続支援事業」の実施は、女性研究者の経

済的な不安を軽減し、安心して研究者

としてのキャリアを継続できるように

するものであり、研究分野における男

女共同参画を推進する取り組みとして

高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、研究者の意見を取り入れた

業務運営を図る。 

・学術システム研究センターでは、今後

も引き続きワーキンググループやタス

クフォースを必要に応じて開催し、科

研費やその他の事業の透明性、公平性

の確保に貢献し、新たな課題等への柔

軟な対応に努める。 

・学術システム研究センターでは、リモ

ートによる業務体制のメリットを活か

しつつ、ポストコロナにおける効率的

れることが重要である。 

 

＜その他事項＞ 

― 

るようにする事業の創設など

が達成されたことは高く評価

できる。特に、一人当たりの

審査件数の上限の低減は審査

員の負担を軽減し審査の質を

高めることになり、重複応募

制限の見直しなどは、特に若

手研究者の研究環境の向上に

資するものであり、研究者の

意見をよく反映したものとい

える。 

・学術研究の多様性の確保に

おいては、学術システム研究

センター研究員の女性比率の

継続的上昇のように女性研究

者の登用を進め、「女性研究者

の出産に伴うキャリア継続支

援事業」を開始するなど、研

究分野における男女共同参画

を強く推進していることは高

く評価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・学術システム研究センター

研究員の女性比率が継続的に

上昇していることは評価でき

るが、例えば、評議員会、学

術顧問の女性比率は必ずしも

増加していない。振興会各事

業の委員会の女性比率（例え

ば、科研費審査委員会など）

も明示されていない。振興会

における女性研究員の登用の

実情を理解させるためにもで

きるだけ、公表してほしい。 

・男女共同参画においては、

女性の登用や女性研究者のラ

イフイベントによる研究中断

への措置だけでは不十分であ

り、前者にとっては、女子大

学院生比率を上昇させること

が急務であり、後者にとって
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な業務運営方法について引き続き検討

し、運用していく。 

・引き続き、学術研究の多様性の確保に

向け、研究者の意見を取り入れつつ振

興会の業務を見直し、業務運営の改善

に努める。 

 

 

は男性の育児休暇取得の促進

など男性にあってもライフイ

ベントによる研究中断への配

慮も必要である。これらの案

件に関しても、振興会事業に

反映されることを期待した

い。 

・上記の女性比率の向上やタ

スクの拡大によって、特定の

センター研究員に対して、本

来の研究を妨げるような過度

な負担になっていないかは常

に検証が必要である。 

またワーキングやタスクフォ

ースで、どういうテーマを取

り上げるかについて、所長や

主任研究員からのトップダウ

ンの提案とセンター研究員か

らのボトムアップの提案が双

方向に行われ戦略的に設定さ

れることが重要である。 

・上記を勘案の上、引き続き、

研究者の意見を取り入れつつ

振興会の業務を見直し、業務

運営の改善に努めることを期

待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

１－１ 研究者等

の意見聴取状況

（評議員会の開催

実績等を参考に判

断） 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

【評議員会】 

・評議員は、理事長の諮問に応じ、学術界、産業界、大学等を代表する学識経験

者、日本学術会議関係者で構成されており、学術研究支援に関する政策にも通じ

たメンバーを含んでいる。 

・業務実績に関する評価、概算要求の概要、各事業部における最近の主な動き等、

中期目標期間において、毎年度の取組について御意見を伺った。 

・評議員会においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下において

も、研究者等の意見を取り入れ、研究活動の遂行に支障がないよう適切な対応・

支援を行ったことについて評価された。聴取した意見を参考に、引き続き適切な

対応・支援を行うための検討を進めている。 

 

 

（１）研究者等の意見を取り入れた業

務運営 

補助評定：ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定をｂとする。 

 

【評議員会】 

・定期的に評議員会を開催し、そこで聴

取した業務運営の重要事項に対する幅

広く高い識見に基づく意見を参考に、

適切な事業運営を行っている。 

（１）研究者等の意見を取り

入れた業務運営 

補助評定：ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

・中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向か

って順調に実績を上げている

と見込まれることから、評定

をｂとする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

（１）研究者等の意見を取り

入れた業務運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・評議員や学術顧問は、様々

な研究分野で実績があり、経
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１－１ 研究者等

の意見を取り入れ

る機会を確保し、

業務運営に適切に

反映されたか、評

議員会の開催実績

や学識経験者から

の意見聴取実績及

びそれら意見を踏

まえた業務運営状

況を参考に判断す

る。 

【学術顧問】 

・学術の振興に係る諸課題について、中期目標期間中に、理事長をはじめ役員や

事業担当が必要に応じて各顧問と個別に意見交換を行い、学術研究支援や研究者

支援のあり方について幅広い助言を聴取している。引き続き、必要に応じて学術

顧問からの幅広い助言を聴取することを予定している。 

 

 

【学術顧問】 

・学術研究の促進に必要な業務に係る

専門的見地からの助言を受けられるよ

う、理事長や各事業担当が、学術研究に

関して特に高い識見を有する学術顧問

と随時意見交換すると共に、学術顧問

との意見交換を通して、研究者の意見

を取り入れた業務運営が図られ、計画

通りに実施されている。 

 

＜課題と対応＞ 

中期計画通り業務を実施しており、引

き続き研究者の意見を取り入れた業務

運営を図る。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

評価指標１―１については、学術研究

を行う研究者を含めた評議員会を開催

するとともに、役員が学術顧問と意見

交換を行うことにより、研究者等の意

見を取り入れる機会を確保し、事業運

営の改善を行うなと、研究者の意見を

取り入れた業務運営が図られたことか

ら、計画通りに実施されたと認められ

る。 

 

 

＜その他事項＞ 

― 

験が豊富な研究者を配置して

おり、信頼感、安心感がある

が、これら研究者が開発、研

究促進してきた成果を享受す

るディジタルネイティブな若

手研究者では、研究者として

育つ環境が大幅に異なってき

ている。そのような中で、若

手研究者の意見を積極的に聴

取し取り入れる仕組みを構築

してほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 ＜主な定量的指標

＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

１－２ 学術シス

テム研究センター

による各種事業へ

の提案・助言の状

況（有識者の意見

を踏まえ判断） 

 

＜評価の視点＞ 

１－２ 第一線級

の研究者の知見を

＜主要な業務実績＞ 

【学術システム研究センター】 

■学術システム研究センターの体制 

・９つの専門調査班（人文学、社会科学、数物系科学、化学、工学系科学、情報

学、生物系科学、農学・環境学、医歯薬学）に研究員を配置することにより、全

ての学問領域をカバーしている。 

・研究員の選考にあたっては、研究開発法人や民間の研究機関を含む、科学研究

費助成事業（科研費）に応募可能な研究機関の長に候補者の推薦を依頼している。

選考の際には前任者と同一の研究機関からの選任を行わないようにするととも

に、国・公・私立大学及び大学共同利用機関等、組織形態のバランス、地域的バ

ランス、男女比バランスに配慮している。また、選考過程において候補者の科研

費等の採択実績や審査委員歴を踏まえつつ、外部の学識経験者に意見を聴取し、

第一線で活躍中の研究者を確保している。 

・所長 1人 

・副所長 2 人 

・主任研究員 31 人 

（２）第一線級の研究者の配置による

審査・評価機能の強化 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回る実績を上げた

ことから評定をａとする。 

 

・全ての学問領域をカバーしたうえで、

多様な視点からの意見を活かすため、

男女比のバランス、所属機関の形態、地

域的なバランス等、多様性に配慮しな

がら第一線で活躍中の研究者を研究員

として確保し、事業改善の提案・助言や

業務運営を行っている。科研費国際先

（２）第一線級の研究者の配

置による審査・評価機能の強

化 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回るペースで実績を

上げていると見込まれること

から評価をａとする。 

・学術システム研究センター

の女性研究員の割合が増加し

たことは、学術研究支援にお

ける男女共同参画のメッセー

ジとして評価できる。 

（２）第一線級の研究者の配

置による審査・評価機能の強

化 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい

ると言えることから評定をａ

とする。 

・学術システム研究センター

の女性研究員の割合が増加し

たことは、学術研究支援にお

ける男女共同参画のメッセー

ジとして評価できる。 
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生かした、各種事

業への提案・助言

が行われたか、有

識者の意見を踏ま

え判断する。 

・専門研究員 108 人 

（令和４(2022)年度９月現在） 

 

・科研費国際先導研究の創設に伴う業務増への対応のため、令和４(2022)年７月

から８月にかけて、新規主任研究員１１人を増員した。 

・女性研究員の確保に努めた結果、中期目標期間を通じて研究員の女性割合は大

きく上昇した。 

研究員の男女別人数 

 H30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

男性研究員 109 106 99 96 95 

女性研究員 19 23 30 33 44 

計 128 129 129 129 139 

女性割合（％） 14.8 17.8 23.3 25.6 31.7 

（参考：全国大学教授の女性割合：18.8％（令和４(2022)年度学校基本調査）） 

 

・上述のような体制を整備し、科研費、特別研究員事業、学術国際交流事業の審

査委員候補者（合計約 54,000 人）の選考及び審査結果の検証を着実に実施し、ま

た研究員が分担して各種審査会に出席した。 

 

■会議開催実績 

・学術システム研究センターに以下の会議等を設置し、これらの会議での議論を

踏まえて科学研究費助成事業、研究者養成事業、学術国際交流事業の各事業につ

いて提案・助言等を行うとともに、各事業の審査・評価業務に専門的な見地から

関与した。 

 

主任研究員会議（原則月２回） 98 回（H30 年度～R4年度） 

専門調査班会議（原則専門調査班ごと

に月１回、９班がそれぞれ実施） 

549回（H30年度～R4 年度） 

科学研究費事業改善のためのワーキ

ンググループ 

58 回（H30 年度～R4年度） 

特別研究員等審査システム改善のた

めのワーキンググループ 

45 回（H30 年度～R4年度） 

科研費改革推進タスクフォース 24 回（H30 年度～R3年度） 

審査委員等選考支援システム合同タ

スクフォース 

8 回（H30 年度～R3 年度） 

学術変革領域研究の移管及び科研費

大型研究種目の公募前倒しに伴う学

術システム研究センター研究員の増

員に関するタスクフォース 

4 回（R2年度～R3 年度） 

 

・単なる提案・助言にとどまらず、各事業への実施の状況から、各種会議におい

て再度検証を行い更なる事業改善に繋げる PDCA サイクルを絶えず回し、よりよ

導研究の創設に伴い、研究員を増員し

たこと、女性研究員の割合が 5 年間で

大きく向上したことは高く評価でき

る。 

・集中的に審議が必要な重要な課題に

ついて検討を行うため、科学研究費助

成事業（科研費）及び特別研究員事業で

ワーキンググループを開催するととも

に、３つのタスクフォースを設置し、機

動的に審議を行ったことは評価でき

る。特に科研費の審査については、学術

システム研究センターの各種会議にお

いて具体的な検証と改善の検討を重

ね、文科省科学技術・学術審議会学術分

科会科学研究費補助金審査部会等に報

告し、提案が採用されることで制度の

改善が図られたことや、科研費審査シ

ステム改革2018の点検を行うなど今後

の科研費制度改革の検討を積極的に行

った。また、特別研究員事業において

は、制度の更なる改善・充実に向けて継

続的に見直しを行い、申請方法、審査制

度の抜本的改革を行うとともに、特別

研究員制度の改革について議論のまと

めを策定し、それを踏まえて特別研究

員-PD 等を受入研究機関で雇用できる

ようにする事業の創設の検討を行っ

た。こうしたことは、第一線級の研究者

が学術研究に対する真摯な議論を行っ

て実務レベルに昇華させる学術システ

ム研究センターならではのものとし

て、高く評価できる。 

 

・ウェブサイトの構成を見直すと共に、

説明会等を積極的に開催したことは、

センターの活動のわかりやすい情報発

信として評価できる。 

 

・情報セキュリティの確保に留意しつ

つ、全国各地の研究員がリモートで業

務を実施できる体制を整備し、新型コ

ロナウイルス感染症の影響下において

も中期計画通りに業務を実施したこと

・ワーキンググループやタス

クフォース等で議論を重ね、

具体的な提案・助言を行うこ

とにより、継続的に科研費等

の審査の改善につなげている

ことは高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

・ワーキンググループやタス

クフォース等で議論を重ね、

具体的な提案・助言を行うこ

とにより、継続的に科研費等

の審査の改善につなげている

ことは高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・最近はセンター研究員の任

期に特例を認めるケースがし

ばしば起きているように思わ

れる。7 年近く継続している

研究員も見受けられる。余人

をもって代えがたいという側

面もあるかもしれないが、セ

ンター研究員は科研費の審

査・採択そのものには関わら

ない原則のもとで科研費審査

員の選出という重要な責務を

担う一方、科研費の申請者と

もなりうるので、ある意味利

益相反状態にあると言える。

事情を知らない研究者からは

疑念を抱かれる危惧もある。

センター研究員の任期の特例

延長はできるだけ避けるべき

であろう。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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い審査・評価制度へ継続的に取り組んでいる。その結果、学術システム研究セン

ターによる主な改善の提案・助言とその実施状況は次の通り。 

主な改善の提案・助言 実施状況 

科研費の応募件数増加の実態と要因

の探索、審査システム改革 2018 の検

証、審査負担の軽減を含む科研費制度

の更なる改善に関する検討を行い、

「科研費改革推進タスクフォースに

おける議論のまとめ」として文科省科

学技術・学術審議会学術分科会研究費

部会科研費改革に関する作業部会に

おいて報告した（H31 年 1 月及び 3

月）。 

H31 年度公募の審査より、審査委員あ

たりの審査件数を低減した。具体的に

は、2 段階書面審査における１人あた

りの審査件数の上限を 150 件から 

100件に低減した。 

審査委員候補を拡充するため、若手研

究の研究代表者を審査委員候補者デ

ータベースに追加するとともに、次世

代の審査委員育成の観点から若手・中

堅層（49 歳以下）の研究者を審査委員

候補者として積極的に選考すること

とした。 

文科省科学技術・学術審議会学術分科

会研究費部会科研費改革に関する作

業部会の要請を受け、「若手研究者の

大型種目への応募促進」、「挑戦的な研

究の促進」等について検討し、同作業

部会に報告した（R1年 6 月）。 

制度改善事項として R2 年度公募に反

映された。 

・若手研究者による、より大規模な研

究への挑戦を促進するため「若手研究

（2回目）」と「基盤研究（S・A・B）」

との重複応募制限の緩和 

・より幅広い研究者層の挑戦を促進

するため「挑戦的研究（開拓）」と「基

盤研究（B）」との重複応募、受給制限

を緩和。 

科研費審査システム改革 2018 により

導入された「審査区分表」について検

証・見直しを図ることが文科省科学技

術・学術審議会学術分科会科学研究費

補助金審査部会から要請され、これを

受けて検討を行い、「審査区分表」の

見直しに当たっての基本的な方向性

について同部会に報告した（R2 年 1

月）。 

「基本的な方向性」は同部会において

了承され、この方向性に基づいて「審

査区分表」の改正案を引き続き検討す

ることとなった。 

挑戦的研究の審査方式について、挑戦

的な研究課題を見出すことができる

ことを担保しつつ、審査負担の軽減に

つながる審査方式等を検討し、検討結

果は文科省科学技術・学術審議会学術

分科会科学研究費補助金審査部会に

報告した（R3年 6 月）。 

提案した挑戦的研究（萌芽）の二段階

書面審査方式への変更等が R4 年度公

募に反映された。 

基盤研究等の研究計画調書様式の見

直しについて検討し、検討結果は文科

提案した調書様式の構成や表現の修

正は R4 年度公募に反映された。 

に加え、ポストコロナを念頭に、ハイブ

リッド形式での会議開催の試行を増加

したことは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・今後も引き続きワーキンググループ

やタスクフォースを必要に応じて開催

し、科研費やその他の事業の透明性、公

平性の確保に貢献し、新たな課題等へ

の柔軟な対応に努める。 

・引き続き研究者コミュニティ及び社

会に対して、学術システム研究センタ

ーの業務について分かりやすい情報発

信に努める。 

・リモートによる業務体制のメリット

を活かしつつ、ポストコロナにおける

効率的な業務運営方法について引き続

き検討し、運用していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である１－２については、第

一線級の研究者から構成されるセンタ

ー研究員による主任研究員会議、専門

調査班会議、各種ワーキンググループ、

及び各種タスクフォースにおける検

討・議論を経て各種事業に対する提案・

助言が行われたことに対し、有識者か

ら構成される運営委員会において、提

案・助言の適切性を評価する意見を得

ており、高く評価できる。 
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省科学技術・学術審議会学術分科会科

学研究費補助金審査部会に報告した

（R3年 6 月）。 

令和５(2023)年度公募から適用する

審査区分表の改定案について検討し、

検討結果は文科省科学技術・学術審議

会学術分科会科学研究費補助金審査

部会に報告した。具体的には、審査の

大括り化（基盤研究（B）における合

同審査の導入）、審査区分表の見直し

案を提案した（R3年 8 月）。 

報告をもとに文科省がパブコメを実

施し、パブコメで寄せられた意見に対

する対応についても学術システム研

究センターにおいて検討し、同審査部

会に報告した（R4年 3 月）。 

提案した審査の大括り化（基盤研究

（B）における合同審査の導入）、審査

区分表の見直し案は令和５(2023)年

度公募に反映された。 

科研費の審査の在り方について多面

的に分析、検証、改善の検討を行い、

審査負担の軽減方策や、効率的な審査

方法、審査委員の意識の醸成方法等に

ついて、文部科学省科学技術・学術審

議会学術分科会科学研究費補助金審

査部会に報告した。（R5年 2 月） 

今後の科研費の審査の在り方や方向

性の検討の起点とするため、科研費審

査システム改革 2018 に関して、これ

までの５回にわたる公募・審査の経験

や審査システム改革の定性的な効果、

その後の制度改善等について点検を

行い、その結果を取りまとめた報告書

をホームページで公開した（R5 年 3

月）。 

挑戦的研究の事前の選考で不採択と

なった応募者に対する審査結果の通

知時期の早期化については、令和５

(2023)年度公募に反映された。また、

合議審査の開催形式及び審査資料の

電子化に向けた審査の改善方針につ

いては、令和５(2023)年度公募及び令

和６(2024)年公募に反映される見込

み。 

特別研究員の審査方法について検討

し、研究者としての資質や将来性によ

り重点を置いた評価を実施できるよ

う、申請様式の抜本的な見直しを提案

するとともに、より公正かつ効果的な

審査を実施できるよう、面接審査の廃

止と「二段階の書面審査」方式の導入

を提案した。（R2年度、R3 年度） 

R4 年度採用分から申請様式の変更が

反映されるとともに、面接審査が廃止

された。また、R4 年 2 月に募集開始

された令和５(2023)年度採用分から

「二段階の書面審査」方式が反映され

た。 
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特別研究員事業の申請方法、審査方

法、審査の手引きについて、申請者・

研究機関の手続の省力化及び若手研

究者が予め研究経費を見据えて研究

計画を構築する経験を積むための機

会の提供を目的として、「特別研究員

の申請」に併せて「科学研究費助成事

業－科研費－（特別研究員奨励費）」

の応募を同時に受付できるように検

討を行った。（R4年度） 

令和 6 年度採用分から募集要項、申請

様式、審査の手引き等の変更が反映さ

れた。 

令和 3 年度に「特別研究員制度の改革

について（議論のまとめ）」を策定し、

令和４年度はその検討内容も踏まえ、

特別研究員-PD 等を受入研究機関で

雇用できるようにする事業の創設に

ついて検討を行った。（R3年度、R4 年

度） 

令和 5年 1 月に公開された「研究環境

向上のための若手研究者雇用支援事

業」募集要項等に反映された。 

 

■運営委員会の実施 

・センターの運営及び業務実施に関する方針等について、多様な視点からの意見

を反映できるように運営委員会で審議を行った。運営委員会では、所長及び副所

長の人事、学術研究動向等に関する調査研究の実施、さらには新型コロナウイル

ス感染症の影響下におけるセンター業務の運営状況、センターによる各種事業へ

の提案・助言の適切性等について審議を行った。運営委員会では、新型コロナウ

イルス感染症の影響下においても、リモートでセンター業務を行う体制を整備し

たことにより、センターが各種事業の審査委員候補者選考、審査結果の検証等の

業務を着実に実施するとともに、科研費や特別研究員事業等の審査方法の改善に

ついてワーキンググループ等での議論を経て適切な提案・助言を行っている、と

の意見を得た。 

 

運営委員会の開催状況 

H30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

3 回 3 回 3 回 3 回 5 回 

 

■情報発信 

・センター業務の具体的な内容や活動の成果についてわかりやすく発信するた

め、令和２(2020)年度にウェブサイトの構成を見直した。その際、これまで紙媒

体のリーフレットで周知を図ってきた内容をウェブサイトに変更し、効果的な情

報発信に努めた。また、科研費に関する学術システム研究センターの役割をはじ

めとして、事業における審査・評価のプロセスについても可能な限り公表してい

る。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/gyoumu_jyosei.html 
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・研究員候補者の推薦を研究機関に依頼するに当たっては、センター研究員の業

務について一層の理解と協力を得るため、説明会や個別相談会を実施した。また、

国立大学協会、私立大学連盟、RU11 等の会議において学長等を対象にセンター業

務の重要性の周知を図った。 

説明会 5 回（H30 年度～R4 年度） 

個別相談会 11 回（R2 年度～R4 年度） 

大学協会等の会議 24 回（H30 年度～R4年度） 

 

・センター研究員が所属する研究機関や学会等で説明会を行うことにより、セン

ターの活動に対する理解だけでなく、科学研究費助成事業、特別研究員事業など

の振興会事業についても広く周知を図るよう努めている。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・センターの定例会議や審査委員候補者選考等のすべての業務は、従来、研究員

が振興会に来会して行っていたが、情報セキュリティの確保に留意してリモート

で業務を実施する体制を整備したことにより、研究員が来会できない新型コロナ

ウイルス感染症の影響下においても大きな遅れなくセンター業務を実施した。 

・ポストコロナを念頭に、対面とリモート参加を組み合わせたハイブリッド形式

の会議開催について開催基準等を検討し、この基準に基づきハイブリッド形式で

の主任研究員会議・専門調査班会議の開催を試行した。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

１－３ 学術研究

の多様性の確保と

現代的要請を踏ま

えた業務運営状況

（有識者の意見を

踏まえ判断） 

 

＜評価の視点＞ 

１－３ 学術研究

の多様性を確保す

る観点から、幅広

い分野等への支援

や女性研究者の参

画を促進するとと

もに、学術研究の

現代的要請を踏ま

＜主要な業務実績＞ 

【学術研究の多様性の確保等】 

・学術研究の多様性の確保や、学術研究の現代的要請である挑戦性、総合性、融

合性及び国際性の観点を踏まえた業務運営の状況について明らかにするため、「学

術研究の多様性の確保等を踏まえた業務運営状況の報告」を作成した。本報告書

において、振興会の諸事業について、学術研究の多様性の確保に係る状況として、

事業に参画する者等の多様性に係る状況を男女別、年齢別、研究分野別、研究機

関別に示した。また、学術研究の現代的要請を踏まえた業務運営状況として、「学

術研究の総合的な推進方策について（最終報告）」（平成 27年１月 27 日 文部科

学省科学技術・学術審議会学術分科会）に沿って、挑戦性、総合性、融合性及び

国際性の各観点から、振興会の取組実績等を取りまとめた。 

・作成した報告書を元に評議員会において報告するなど、有識者の意見を踏まえ

つつ、振興会の業務運営の不断の見直しを実施した。 

 

【男女共同参画の推進】 

■男女共同参画推進委員会 

・男女共同参画推進委員会を毎年度実施し、振興会事業における男女共同参画の

推進に向けた様々な方策を検討した。 

・平成 30（2018）年度においては、男女共同参画推進委員会の下に「男女共同参

画推進作業部会」を設置した。作業部会において、「独立行政法人日本学術振興会

の事業に係る男女共同参画推進基本指針」の策定に向け、振興会事業における女

性研究者の参画や支援の状況の検証を行った。 

（３）学術研究の多様性の確保等 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回る実績を上げた

ことから、評定をａとする。 

・「学術研究の多様性の確保等を踏まえ

た業務運営状況の報告」を作成し、有識

者の意見を踏まえつつ、学術研究の現

代的要請である挑戦性、総合性、融合性

及び国際性の観点を踏まえた業務運営

に向けて着実に取り組んでいると評価

できる。 

・女性研究者の参画促進に向けた様々

な取組を実施し、男女共同参画推進委

員会において検証する体制を構築して

おり、男女共同参画の推進に向けて着

実に取り組んでいると評価できる。 

・男女共同参画の推進に向け、ウェブサ

イトの公開・運営やシンポジウムの実

施など、研究者や研究機関における優

（３）学術研究の多様性の確

保等 

補助評定：ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定をｂとする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・引き続き、学術研究におけ

る多様性の確保に向け、振興

会の事業の不断の見直しを実

施することを期待する。 

・研究分野への女性の参画の

促進に向けて、振興会として

より一層取り組むことを期待

する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

（３）学術研究の多様性の確

保等 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい

ると言えることから評定をａ

とする。 

・ホームページ「CHEERS!」の

公開・運営や、男女共同参画

推進シンポジウムの開催等に

よって、広く情報発信を開始

したことは高く評価できる。 

・男女共同参画推進アドバイ

ザー制度を導入・活用するこ

とで、研究者と情報を共有し

つつ、振興会の諸事業におけ

る男女共同参画の推進に向け

た検討を行っていることは高

く評価できる。 
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えた業務運営が行

われているか、有

識者の意見を踏ま

え判断する。 

・令和元(2019）年度においては、振興会事業における男女共同参画推進の在り方

を検討するため、出産・育児等のライフイベントを経験している研究者を取り巻

く状況を調査する目的で、日本学術振興会特別研究員-RPD 及び海外特別研究員-

RRA の採用者および経験者にアンケートを実施した。男女共同参画推進委員会に

おいて、アンケートの結果を元に議論を行った。また、研究者の活動を安定的・

継続的に支援するという役割を一層果たしていくため、男女共同参画推進委員会

において議論を行い、「独立行政法人日本学術振興会の事業に係る男女共同参画

推進基本指針」を策定した。 

・令和３(2021）年度及び令和４(2022)年度は、作成した「独立行政法人日本学術

振興会の事業に係る男女共同参画推進基本指針」の達成状況について、男女共同

参画推進委員会にて確認した。 

 

■男女共同参画推進ウェブサイト「CHEERS!」の運営 

・学術分野における男女共同参画の推進を目的としたウェブサイト「CHEERS!」を

構築し、令和３(2021)年５月 11日に公開した。「CHEERS!」において、継続的に研

究者や研究機関における優良事例、海外の研究現場における事例、及び振興会の

支援制度に係る情報を発信した。令和５(2023）年１月から「女性研究者の出産に

伴うキャリア継続支援事業」を開始するにあたり、メールマガジンや Twitter に

よる予告も含めた重層的な情報発信やプレスリリースを行った。 

https://cheers.jsps.go.jp/ 

 

■JSPS男女共同参画推進シンポジウムの開催 

・男女共同参画に関する情報の共有等を目的として男女共同参画推進シンポジウ

ムを実施した。また、シンポジウムの開催後には、シンポジウム運営の改善のた

め、シンポジウム参加者へアンケートを実施した。 

＜実施状況＞ 

・令和３(2021)年 12 月 15 日 『研究とライフイベントの両立へのヒントがこ

こに！』（オンライン開催、参加登録者数 465 名）（シンポジウム全体につい

て、5 段階評価のうち、84.5%の回答者が「満足」「やや満足」と回答） 

・令和４（2022）年 12 月６日『男性の家庭進出 学術分野における その効果、

課題、解決策について』（オンライン開催、参加登録者数 390 名）（シンポジ

ウム全体について、5段階評価のうち、84.8%の回答者が「満足」「やや満足」

と回答） 

・シンポジウムの開催後に、振興会の YouTube チャンネルにシンポジウムの動画

を掲載することで、学術分野における男女共同参画の重要性を広く周知している。 

https://www.youtube.com/@jspsvideos/playlists 

 

■JSPS男女共同参画推進アドバイザー 

・振興会が行う各種取組について、男女共同参画推進の観点から助言を行う JSPS

男女共同参画推進アドバイザーを令和３(2021)年度から設置した。 

・JSPS 男女共同参画推進アドバイザーは、研究分野や職位、年齢等に配慮した現

役の研究者で構成されている。 

・JSPS男女共同参画推進アドバイザーは、ウェブサイト CHEERS!への記事の執筆

良事例の共有を積極的に実施している

ことは高く評価できる。 

・JSPS 男女共同参画推進アドバイザー

を設置する等、研究者の意見を取り入

れた男女共同参画の推進を実施する体

制を整備したことは評価できる。 

・「女性研究者の出産に伴うキャリア継

続支援事業」の実施は、女性研究者の経

済的な不安を軽減し、安心して研究者

としてのキャリアを継続できるように

するものであり、研究分野における男

女共同参画を推進する取組として高く

評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、学術研究の多様性の確保に

向け、研究者の意見を取り入れつつ振

興会の業務を見直し、業務運営の改善

に努める。 

・第４期中期目標期間に開始したウェ

ブサイトの運営やシンポジウムの開催

等の男女共同参画の推進に向けた取組

を引き続き実施する。 

・引き続き、審査会の委員等の選考の際

には、分野等を勘案しつつ、女性研究者

の割合にも配慮する。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である１－３については、評

議員会等の有識者の意見を踏まえて業

務運営を実施していることから、目標

水準に達している。 

 ・「女性研究者の出産に伴う

キャリア継続支援事業」を開

始したことは、女性研究者が

安心して研究者としてのキャ

リアを継続できる環境作りに

貢献するものであり高く評価

できる。 

・「独立行政法人日本学術振

興会の事業に係る男女共同参

画推進基本指針」のフォロー

アップが毎年度着実に実施さ

れており、中期計画の達成に

向けた取組の進捗管理が適切

に行われていると評価でき

る。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・引き続き、学術研究におけ

る多様性の確保に向け、振興

会の事業の不断の見直しを実

施することを期待する。 

・学術分野への女性の参画の

促進に向けて、振興会として

より一層取り組むことを期待

する。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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４．その他参考情報 

 

 

 

や、JSPS 男女共同参画推進シンポジウムへの出席等、振興会が行う男女共同参画

の推進に向けた取組に協力するとともに、学術分野における男女共同参画に関す

る課題等の情報を収集し、振興会に報告を行っている。 

 

■「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業」の実施 

・研究現場における男女共同参画推進に向けた取り組みについて、研究現場から

の要望を基に検討し、女性研究者の妊娠中及び出産後の健康の確保のため、日本

学術振興会の特別研究員（DC、PD、RPD、SPD、CPD）または海外特別研究員（一般、

RRA）の採用者のうち、採用期間中に出産を理由として採用の中断を行う者を対象

として「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援金」（以下「キャリア継続支援

金」という）を支給する「女性研究者の出産に伴うキャリア継続支援事業」を令

和５(2023）年１月より開始した。 

・令和４(2022）年度中に申請を受け付けた 37 件について、キャリア継続支援金

を支給した。 

 

■その他男女共同参画の推進に向けた取組 

・女性研究者の参画を促進するため、審査会の委員等の選考の際には、分野等を

勘案しつつ、女性研究者の割合にも配慮した総合的な判断を行った。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止も踏まえ、オンライン開催を積極的

に活用することで、育児等の事情により時間的制約のある研究者にも参加しやす

くなるよう取り組んでいる。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 

２ 世界レベルの多様な知の創造 
（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進 
（２）研究の国際化と国際的な共同研究等の推進 
（３）学術の応用に関する研究等の実施 

業務に関連する政策・施策 政策目標７ Society 5.0 の実現に向けた科学技術・イノベーション

政策 

施策目標７－３ 科学技術の国際活動の戦略的推進 

政策目標８ 知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究力

の強化 

施策目標８－２ 基礎研究・学術研究の振興 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第１号、第３号、第４号、第 18条 

当該項目の重要度、難易度 【重要度：高】【難易度：高】 

世界レベルの多様な知の創造を目的とした研究支援業務は、学術の振

興を目的とする資金配分機関としての根幹をなすものであり、我が国

の研究者が国内外で学術研究を先導していくための取組として極め

て重要である。また、その実施に当たっては、膨大な研究課題の中か

ら極めて効果的かつ効率的な手法により、短期間で公正性、透明性を

確保した審査を行い、優れた研究課題を選定することや、前例のない

国際共同研究への新たな支援枠組みの導入に際しては、相手国との間

で、異なる諸制度の調整を行い、研究者にとって使いやすい仕組みを

構築する必要があることから難易度は高い。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和４年度行政事業レビュー番号 0192,0219 

参考ＵＲＬ 科学研究費助成事業 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

二国間交流事業 https://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html 

日独共同大学院プログラム https://www.jsps.go.jp/j-jg_externship/index.html 

国際共同研究事業 https://www.jsps.go.jp/j-bottom/index.html 

研究拠点形成事業 https://www.jsps.go.jp/j-c2c/index.html 

課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業 https://www.jsps.go.jp/kadai/index.html 

人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業 https://www.jsps.go.jp/j-di/index.html 
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２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達

成

目

標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

30 年

度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度  平成 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

関連指標 予算額（千円） 233,780,728 239,967,471 243,178,385 241,330,092 239,807,249 

科学技術の状況に係る

総合的意識調査（文部

科学省科学技術・学術

政策研究所）における

科研費に関する調査

（※）結果 

－ 5.6 5.3 5.2 5.2 ― ― 

決算額（千円） 231,037,989 233,863,847 225,893,339 238,597,636 245,549,807 

経常費用（千円） 230,612,528 233,875,032 225,771,313 238,819,845 245,525,008 

経常利益（千円） 105,729 -16,074 2,279 -171,951 886,760 

事後評価を行う科研費

の研究種目において、

期待どおり、あるいは

それ以上の成果を上げ

た課題の割合 

－ 73％ 70% 77% 67% 79% 83% 

行政サービス実施コスト

（千円） 
229,820,121 - - － － 

行政コスト（千円） - 233,993,662 225,771,313 238,819,845 245,525,008 

従事人員数 62 59 61 63 64 

 

二国間共同研究・セミ

ナーのうち、次のステ

ージとなる共同研究に

結び付いた発展的な成

果を出したと研究者自

身が評価する共同研究

及びセミナーの割合 

－ 75％ 78% 78% 82% 75% 78% 

 

事後評価を行う国際的

な共同研究等を支援す

る事業において、想定

どおり、あるいはそれ

以上の成果を上げた課

題の割合 

－ 84％ 92.9% 100% 66.7% 87.5% 90.0% 

 

 

  

（※）「科学研究費助成事業は、研究者が新たな課題を積極的に探索し、挑戦することに十分に寄与してい

ると思いますか」という質問 

注１）予算額、決算額は「２ 世界レベルの多様な知の創造」の支出額を記載。人件費については

共通経費部分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「２ 世界レベルの多様な知の創造」の事業担当者数を計上（重複を

含む）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定：A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画を上回っ

て履行し、中期目標を上回る実績を

上げていることから評定を A とす

る。 

・科研費の審査業務については、文

部科学省が定める基本的考え方・役

割分担に基づき着実に実施されて

いる。審査・評価を公正性・透明性

を持って行うとともに、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響を勘案

し、研究遂行が困難となった研究者

や研究機関に向けて、各種申請期限

の延伸や特例の設定、手続きの簡素

化等の柔軟な対応を行っている。特

に集合形式の審査会が実施できな

くなった状況において、オンライン

形式の審査会等により約９万件も

の膨大な応募課題の中から優れた

研究課題を選定することで、研究者

が研究を早期に開始することがで

きるようにした点は極めて高く評

価できる。 

・令和４(2022)年度公募より、多数

寄せられていた研究者からの要望

に応え、例年４月に通知が行われて

いた基盤研究等の審査結果につい

て、公募・審査などを早期化し、２

月に通知した。また、ヒアリングを

実施する研究課題のうち特別推進

研究についても、公募・審査の早期

化及び迅速な審査業務の実施によ

り、３月に審査結果を通知した。さ

らに、令和３(2021)年度の外部評価

評定 A 評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、

中期計画を上回って履行

し、中期目標を上回るペー

スで実績を上げていると見

込まれることから評定を A 

とする。 

・科学研究費助成事業にお

いては、審査・評価業務、公

募・交付業務、広報業務そ

れぞれに、文部科学省の定

める基本的考え方・役割分

担に基づき着実に実施され

ている。特にこの中期目標

期間にあっては、以下に述

べるような高く評価される

実績があった。 

 科研費審査システム改革

2018 により、審査システム

が大幅に変更されたが、そ

の実施を検証するととも

に、審査システムのみなら

ず科研費の在り方について

も不断の見直し、改善を進

めている。その結果、審査

委員の審査上限数の低減、

申請書の業績欄の廃止、49

歳以下の若手・中堅研究者

の審査委員への積極的な登

用、重複申請制限の緩和、

押印の廃止とペーパーレス

化、審査結果の２月末日通

知の実現など、多くの評価

すべき成果・実績が上がっ

ている。 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、

中期計画を上回って履行

し、中期目標を上回る実績

を上げていると言えること

から評定を A とする。 

・科学研究費助成事業にお

いては、審査・評価業務、

公募・交付業務、広報業務

それぞれに、文部科学省の

定める基本的考え方・役割

分担に基づき着実に実施さ

れている。特にこの中期目

標期間にあっては、以下に

述べるような高く評価され

る実績があった。 

 科研費審査システム改革

2018 により、審査システム

が大幅に変更されたが、そ

の実施を検証するととも

に、審査システムのみなら

ず科研費の在り方について

も不断の見直し、改善を進

めている。その結果、審査

委員の審査上限数の低減、

申請書の業績欄の廃止、49

歳以下の若手・中堅研究者

の審査委員への積極的な登

用、重複申請制限の緩和、

押印の廃止とペーパーレス

化、審査結果の２月末日通

知の実現など、多くの評価

すべき成果・実績が上がっ

ている。 

 また、令和元(2019)年度
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における指摘等を踏まえさらなる

早期化に向けた検討を実施し、令和

６(2024)年度公募以降、特別推進研

究については１月上旬、基盤研究

（Ｓ）については２月中旬の審査結

果通知の実施を決定し、各研究機関

に周知した。前年度のうちに審査結

果が通知されることで、研究スタッ

フの継続雇用や物品調達の準備、出

張の調整等の事前手続きが前年度

中に実施できることになるなど研

究者や研究機関の利便性を格段に

高めることになることから極めて

高く評価できる。 

・行政手続における押印の見直しが

政府から要請されたことを受け、他

事業に先駆けて科研費に係る全て

の提出書類について押印を廃止し、

紙媒体での提出を求めない電子化

が顕著に進捗した。令和２(2020)年

度には電子申請システムから全書

類を提出可能にするとともに、通知

文書や審査委員委嘱業務・審査委員

候補者データベース更新作業の電

子化も実現したことは高く評価で

きる。 

・学術システム研究センターにおい

て、現状の分析、検証、改善を行い、

合議審査の開催形式及び審査資料

の電子化に向けた審査の改善方針

を策定したほか、科研費審査システ

ム改革 2018 の点検を行うなど、今

後の科研費制度改革の検討を積極

的に行っていることは、科研費制度

を改善していく上で大変重要なこ

とであり極めて高く評価できる。 

 

・国際的な共同研究等を推進するた

め、二国間交流事業を着実に実行

し、研究者や大学等のニーズに対応

する形で多様な国との共同研究や

セミナーを支援するとともに、国際

共同研究事業においては、複数の相

 また、令和元(2019)年度

末に始まる新型コロナウイ

ルス感染症の広がりによ

り、出張や入出国の制限等

研究にも様々な支障が出る

中、審査・評価業務のオン

ライン化とそのための環境

整備、各種締め切りの延長

や申請手続きの簡素化等研

究者や研究機関への配慮等

を、振興会職員も勤務形態

の変容を求められる中で実

現し、質を落とすことなく

円滑にすべての業務に対応

できたことも特筆に値す

る。 

・研究の国際化の推進に関

する取組においては、新型

コロナウイルス感染症によ

る渡航制限等の影響が特に

顕著であると予想され、委

託契約期間の延長等の弾力

的な運用を行うことで、二

国間交流事業、研究拠点形

成事業等を着実に推進し

た。二国間交流事業のうち

セミナーに関しては、新型

コロナウイルス感染症下の

渡航制限・自粛の中、オン

ライン形式での開催や延長

の承認を行うなど、日本と

相手国の研究者に配慮した

適切な対応がなされたこと

を高く評価したい。 

 また、国際共同研究加速

基金（国際共同研究強化

（A））における年齢の下限

の撤廃は、若手、中堅研究

者の国際的活躍を後押しす

る重要な措置であると評価

する。 

新型コロナウイルス感染症

の影響下にありながら、こ

末に始まる新型コロナウイ

ルス感染症の広がりによ

り、出張や入出国の制限等

研究にも様々な支障が出る

中、審査・評価業務のオン

ライン化とそのための環境

整備、各種締め切りの延長

や申請手続きの簡素化等研

究者や研究機関への配慮等

を、振興会職員も勤務形態

の変容を求められる中で実

現し、質を落とすことなく

円滑にすべての業務に対応

できたことも特筆に値す

る。 

その他、令和４(2022)年度

が創設後初めての審査とな

った国際共同研究加速基金

（国際先導研究）では、多

段階にわたる審査プロセス

を極めて短期間で完遂し

た。中でも合議審査対象課

題のすべてに対して海外レ

ビューを漏れなく実施した

点は高く評価できる。 

 

・研究の国際化の推進に関

する取組においては、新型

コロナウイルス感染症によ

る渡航制限等の影響が特に

顕著であると予想され、委

託契約期間の延長等の弾力

的な運用を行うことで、二

国間交流事業、研究拠点形

成事業等を着実に推進し

た。二国間交流事業のうち

セミナーに関しては、新型

コロナウイルス感染症下の

渡航制限・自粛の中、オン

ライン形式での開催や延長

の承認を行うなど、日本と

相手国の研究者に配慮した

適切な対応がなされたこと
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手国学術振興機関とリードエージ

ェンシー方式を導入し、本会がリー

ドエージェンシーとなり主体的に

審査を実施することにより、両機関

の相互理解と協力関係を一層強固

なものとした。また、両事業ともに、

新型コロナウイルス感染症の影響

を踏まえ、委託期間の延長等の弾力

的な運用を実施しつつ、新型コロナ

ウイルス感染症の影響が著しい地

域の相手国機関との協議も円滑に

進むよう努め、新規課題を採択する

など、中期計画を上回る実績を上げ

た。 

研究拠点形成事業においては、新型

コロナウイルス感染症の影響を踏

まえ、委託期間の延長等の弾力的な

運用を実施しつつ、多国間交流の枠

組みによる研究交流拠点の構築や

若手研究者の育成を図るなど、業務

を着実に実施した。 

以上のとおり、国際的な共同研究等

についても中期計画を上回る成果

が得られていると評価できる。 

 

・課題設定による先導的人文学・社

会科学研究推進事業では、引き続き

３つのプログラムによる共同研究

を推進するとともに、来年度から行

う新たなプログラムの検討等を行

い、中期計画に沿って着実に事業を

実施している。 

人文学・社会科学データインフラス

トラクチャー構築推進事業では、拠

点機関の中間評価を実施するとと

もに、振興会・拠点機関・国立情報

学研究所の三者で緊密な連携を図

り、事業を円滑かつ着実に推進して

いると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・科研費について、学術研究の特性

れまで通り諸外国の学術振

興機関との協議を継続的に

実施することで、相手国の

学術振興機関との間での協

力関係を確立向上させたこ

とも意義深い。特に、英国

研究・イノベーション機構

（UKRI）とのプログラムで

は、令和３(2021)年度に日

本学術振興会がリードエー

ジェンシーとして公募、審

査を実施するとともに、ド

イツ研究振興協会（DFG）及

びスイス国立科学財団

（SNSF）とのプログラムの

公募に向け協議し、募集要

項の合意に至ったことは、

両機関の相互理解と協力関

係を一層強固なものとし

た。ドイツ DFG とは、平成

30年度にドイツ DFGがリー

ドエージェンシーとなり審

査を試行している。これら

は日本学術振興会の国際化

の一環として、高く評価で

きる。 

・課題設定による先導的人

文学・社会科学研究推進事

業では、領域開拓プログラ

ムの令和２(2020)年度の研

究テーマ公募型プログラム

の新規採択において、その

課題の一つに“パンデミッ

クなど世界規模の災禍への

人間社会の対応と課題”が

設定されたことは、新型コ

ロナウイルスが猛威を振る

い始めた直後のことであ

り、時宜を得た設定である

と極めて高く評価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 

を高く評価したい。 

 また、国際共同研究加速

基金（国際共同研究強化

（A））における年齢の下限

の撤廃は、若手、中堅研究

者の国際的活躍を後押しす

る重要な措置であると評価

する。 

 

新型コロナウイルス感染症

の影響下にありながら、こ

れまで通り諸外国の学術振

興機関との協議を継続的に

実施することで、相手国の

学術振興機関との間での協

力関係を確立向上させたこ

とも意義深い。特に、英国

研究・イノベーション機構

（UKRI）やドイツ研究振興

協会（DFG）とのプログラム

では、平成 30(2018)年度に

は、相手国機関がリードエ

ージェンシーとなり、試行

的にリードエージェンシー

による審査を導入するとと

もに、令和３(2021)年度、

令和４(2022)年度には、日

本学術振興会がリードエー

ジェンシーとして公募、審

査を実施した。さらに、令

和４(2022)年度にはスイス

国立科学財団（SNSF）とも、

同様の取組（スイス SNSF が

リードをとり審査）を導入

しており、相手国の学術振

興機関との相互理解と協力

関係を一層強固なものとし

た。これらは日本学術振興

会の国際化の一環として、

高く評価できる。 

・課題設定による先導的人

文学・社会科学研究推進事

業では、領域開拓プログラ
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を踏まえ、より効率的・効果的な助

成制度となるよう、引き続き不断の

見直しを行っていく。 

 

・科研費についてはこれか

らも不断の検証と見直しを

継続し、公正性、透明性を

維持するとともに、成果の

最大化に意を払ってほし

い。研究費の使用法に関し

ては、振興会は研究者にと

って使いやすいような改定

を加えてきている。研究者

は心して科研費の恩恵にあ

ずかり、研究費不正を廃絶

するよう努めてほしい。 

・オンライン形式の審査・

評価について運営方法、審

査の質、審査委員及び応募

者双方の感想及び要望の聴

取など多面的な検証を加

え、集合形式の審査・評価

と共に、ポストコロナにお

ける審査・評価の新しい形

を提案してほしい。また、

想定外の事態が発生した時

の危機管理、対応方策につ

いてコロナ対策で得た経験

を生かしてほしい。 

・国際事業の予算が漸減傾

向にあることが懸念され

る。我が国の国際的なプレ

ゼンスを向上させるために

も、国際共同研究等のより

一層の充実が望まれる。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

ムの令和２(2020)年度の研

究テーマ公募型プログラム

の新規採択において、その

課題の一つに“パンデミッ

クなど世界規模の災禍への

人間社会の対応と課題”が

設定されたことは、新型コ

ロナウイルスが猛威を振る

い始めた直後のことであ

り、時宜を得た設定である

と極めて高く評価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 

・科研費についてはこれか

らも不断の検証と見直しを

継続し、公正性、透明性を

維持するとともに、成果の

最大化に意を払ってほし

い。研究費の使用法に関し

ては、振興会は研究者にと

って使いやすいような改定

を加えてきている。 

・オンライン形式の審査・

評価について、運営方法、

審査の質、審査委員及び応

募者双方の感想及び要望の

聴取など多面的な検証を加

え、集合形式の審査・評価

と共に、ポストコロナにお

ける審査・評価の新しい形

を提案してほしい。昨年度

の見込み評価で記載された

この要望に対し、学術シス

テム研究センターにおいて

科研費の審査の在り方につ

いて多面的に分析、検証、

改善の検討を行い、合議審

査の開催形式及び審査資料

の電子化に向けた審査の改

善方針を策定したことは、

真摯な対応であると評価す

る。また、想定外の事態が
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発生した時の危機管理、対

応方策についてコロナ対策

で得た経験を生かしてほし

い。 

・国際事業の予算が漸減傾

向にあることが懸念され

る。我が国の国際的なプレ

ゼンスを向上させるために

も、国際共同研究等のより

一層の充実が望まれるとこ

ろであり、その重要性をア

ピールし続ける必要があ

る。 

・科研費の審査結果通知の

早期化は、研究者の強い要

望に基づいて実現してお

り、今後も研究者の要望を

踏まえ、改善を行うという

柔軟な姿勢で臨んでほし

い。 

 

＜その他事項＞ 

・チャット GPT等生成系 AI

が急速に普及している。申

請や審査において利用され

ることが想定され、うまく

使えば効率化につながる一

方、申請そのものを AI に書

かせるといった極端な例も

考えられる。どう使ってい

くのか、振興会及び学術シ

ステム研究センターにおい

ては、これらに係る対策や

ガイドラインを検討・公表

するなどしてほしい。 
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 ＜主な定量的指

標＞ 

【関連指標】 

２－Ａ 科学技術

の状況に係る総

合的意識調査

（文部科学省科

学技術・学術政

策研究所）にお

ける科研費に関

する調査（※）

結果 

（※）「科学研究

費助成事業は、

研究者が新たな

課題を積極的に

探索し、挑戦す

ることに十分に

寄与していると

思いますか」と

いう質問 

 

２－Ｂ 事後評価

を行う科研費の

研究種目におい

て、期待どお

り、あるいはそ

れ以上の成果を

上げた課題の割

合 

 

＜その他の指標

＞ 

【評価指標】 

２－１ 科研費の

審査・評価の公

正性、透明性

（有識者の意見

を踏まえ判断） 

 

２－２ 科研費の

交付処理状況

（Ｂ水準：ヒア

＜主要な業務実績＞ 

（１）科学研究費助成事業の充実・強化に資する取組の推進 

・科研費の実施に当たっては、文部科学省が定める基本的考え方・役割分担に基づき、毎

年度滞りなく確実に実施した。 

・科研費改革は、①審査システムの見直し、②研究種目・枠組みの見直し、③柔軟かつ適

正な研究費使用の促進の三つの取組を柱として推進している。第４期中期目標期間におい

ては、平成 30(2018）年度助成（平成 29(2017)年９月公募）から導入した新たな「審査区

分表」を適用するとともに、同一の審査委員による書面審査と合議審査を実施する「総合

審査」方式及び同一の審査委員が２段階にわたり書面審査を実施する「２段階書面審査」

方式により審査を着実に実施した。 

 

①主な科研費制度・運用上の改善事項等 

 

年度別の改善事項および特筆事項は以下のとおりである。 

 

（平成 30(2018)年度） 

・「若手研究」の応募要件を 39 歳以下という年齢制限から博士号取得後８年未満に変更 

・「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（Ｂ））」を新設 

・研究計画調書審査における「researchmap」、「KAKEN」データベース活用機能を整備 

・交付申請書等の電子的提出（紙媒体の様式提出を不要）を導入 

 

（令和元(2019)年度） 

・「研究活動スタート支援」を基金化 

・海外渡航時における科研費の中断・再開制度を導入 

・「学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設 

・審査委員候補者データベースへ「若手研究」「若手研究 B」の研究代表者を追加 

・年齢層が比較的低い（49歳以下の）審査委員未経験者を「基盤研究（Ｂ・Ｃ）」「若手研

究」の審査委員に積極的に登用する運用変更を実施 

 

（令和２(2020)年度） 

・より大規模な研究への若手研究者による挑戦を促進するため、「若手研究（２回目）」と

「基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）」との重複応募制限を緩和 

・「研究活動スタート支援」と他研究種目との重複受給制限を緩和 

・より幅広い研究者層の挑戦を促進するため、「挑戦的研究（開拓）」と「基盤研究（Ｂ）」

との重複応募、受給制限を緩和 

・「若手研究」の研究期間を２～４年間から２～５年間に延伸 

・「挑戦的研究（開拓）」を基金化 

・合算使用の制限緩和 

・科研費で雇用される若手研究者の専従義務緩和 

・交付内定通知の電子化 

・全書類が電子申請システムから提出可能に 

 

（令和３(2021)年度） 

（１）科学研究費助成事業の充実・

強化に資する取組の推進 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画を量的及

び質的に上回って履行し、中期目標

を上回る実績を上げ質的に顕著な

成果が得られていることから評定

をｓとする。 

・科研費業務については、中期計画

に記載されている事項（科研費委員

会の開催や透明性の高い審査・評価

システムの構築、研究費の交付）を

着実に実施するのみならず、並行し

て、新たな制度設計を行うなど科研

費制度の不断の見直し・改善を行っ

ている。 

例年４月に通知が行われていた

基盤研究等の審査結果について、研

究期間開始と同時に効果的に研究

を立ち上げられるよう、公募・審査

などを早期化し、２月に通知した。

また、ヒアリングを実施する研究課

題のうち特別推進研究についても、

公募・審査の早期化及び迅速な審査

業務の実施により、令和５(2023)年

度助成分については３月 16 日に審

査結果を通知するとともに、令和３

(2021)年度の外部評価における指

摘等を踏まえさらなる早期化に向

けた検討を実施し、令和６(2024)年

度公募以降、特別推進研究について

は１月上旬、基盤研究（Ｓ）につい

ては２月中旬の審査結果通知の実

施を決定し、各研究機関に周知し

た。前年度のうちに審査結果が通知

されることで、研究スタッフの継続

雇用や物品調達の準備、出張の調整

等の事前手続きが前年度中に実施

できることになるなど、研究者や研

究機関の利便性を格段に高めるこ

とになり、また審査委員の負担軽減

（１）科学研究費助成事業

の充実・強化に資する取組

の推進 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、自己点検・評価に記

載のとおり、中期計画を量

的及び質的に上回って履行

し、中期目標を上回るペー

スで実績を上げ質的に顕著

な成果が得られていると見

込まれることから評定をｓ

とする。 

・科研費業務については、

中期計画に記載されている

科研費委員会の開催や審査

の質的充実、透明性の高い

審査・評価システムの構築、

研究費の交付の各業務を着

実・適切に実施するのみな

らず、これらの検証を通し

て科研費制度の不断の見直

し・改善を行っている。実

際、この中期目標・中期計

画期間にも、以下に示すよ

うに研究者にとってわかり

やすくよりよい科研費とな

るような様々な改革がなさ

れている。 

 一人の審査委員の最大審

査数の上限を低減した：審

査委員の過度な負担を軽減

し、質の高い審査を短期間

で終えるために適切な措置

である。一方で、この上限

の低減化により審査委員の

数が大幅に増加することに

なった。これは、振興会職

員の負担増を意味してい

る。例えば、審査委員への

就任許諾については、一人

一人に就任意思の確認をす

（１）科学研究費助成事業

の充実・強化に資する取組

の推進 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、

中期計画を量的及び質的に

上回って履行し、中期目標

を上回る実績を上げ、質的

に顕著な成果が得られてい

ると言えることから評定を

ｓとする。 

・科研費業務については、

中期計画に記載されている

科研費委員会の開催や審査

の質的充実、透明性の高い

審査・評価システムの構築、

研究費の交付の各業務を着

実・適切に実施するのみな

らず、これらの検証を通し

て科研費制度の不断の見直

し・改善を行っている。実

際、この中期目標・中期計

画期間にも、以下に示すよ

うに研究者にとってわかり

やすくよりよい科研費とな

るような様々な改革がなさ

れている。 

 一人の審査委員の最大審

査数の上限を低減した：審

査委員の過度な負担を軽減

し、質の高い審査を短期間

で終えるために適切な措置

である。一方で、この上限

の低減化により審査委員の

数が大幅に増加することに

なった。これは、振興会職

員の負担増を意味してい

る。例えば、審査委員への

就任許諾については、一人

一人に就任意思の確認をす

るなど万全を期している。
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リング審査等の

必要な研究課題

を除き４月上旬

に交付内定を通

知） 

 

＜評価の視点＞ 

２－１ 資金配分

機関として公正

性、透明性を確

保した適切な審

査等が行われた

か、有識者の意

見を踏まえ判断

する。 

 

２－２ 交付処理

の迅速性を確保

する観点から、

ヒアリング審査

等の必要な研究

課題を除き４月

上旬に交付内定

を通知すること

を達成水準とす

る。 

 

２－Ａ 卓越した

研究成果が持続

的に生み出され

るための環境の

整備状況を把握

するため、当該

指標について毎

年度確認を行う

とともに、平成

28 年度調査にお

ける実績（指数

5.6（※））を基

準とした状況変

化を評価におい

て考慮する。 

（※）指数 5.5 

・審査結果通知時期の早期化 

・令和５(2023)年度から適用する審査区分表の改訂 

・大規模・長期間に亘る国際共同研究を強力に支援する「国際共同研究加速基金（国際先

導研究）」を創設 

・研究計画調書様式の見直し 

・交付決定以降の通知の電子化 

・審査委員委嘱業務の電子化 

・審査委員候補者データベース更新作業の電子化 

・バイアウト経費の支出可能化 

 

（令和４(2022)年度） 

・「国際先導研究」において、新たな審査や交付の仕組みを導入しつつ極めて短期間で審査

を完遂 

・合議審査の開催形式及び審査資料の電子化に向けた審査の改善方針を策定 

・オンライン会議の利便性や審査の質の向上（研究計画調書の電子化、ヒアリングにおい

て応募者による概要説明（ショートプレゼン）を導入） 

・科研費審査システム改革 2018の点検 

・審査結果通知時期の早期化 

・公募・審査スケジュールの更なる見直し 

・若手研究者のより規模の大きな研究への挑戦を促進するため、令和５(2023)年度公募か

らは、「若手研究」（２回目）と「挑戦的研究（開拓）」の重複応募・受給制限を緩和 

・特別研究員奨励費改革（基金化、学術条件整備、応募手続きの見直し等） 

・「基盤研究（Ｂ）」において、一部の小区分について他の小区分との合同審査を実施 

・審査の過程におけるアンコンシャスバイアス排除の徹底等 

・研究計画調書の引き戻し機能を電子応募システムに実装 

・審査委員候補者データベースに国際活動情報に係る項目の追加や、国際共同研究を実施

する研究者と所属研究機関の連携強化についてのルール整備を実施 

・研究者用ハンドブックについて、電子ブック形式による掲載 

・科研費 FAQ について、新たに専用のサイトを構築し公開 

 

＜審査結果通知の早期化について＞ 

・長年に亘って研究者から要望が寄せられていた科研費の審査結果通知時期の早期化につ

いて、科研費審査システム改革 2018 を経て研究種目毎に審査スケジュールを組むことが

可能になったこと、電子申請システム／電子審査システムの構築・高度化により効率的に

公募・審査が実施できるようになったことから実現の可能性を見出し、全ての研究種目の

業務スケジュールを総点検し、例年４月に通知が行われていた基盤研究等の審査結果につ

いて、令和４(2022)年度公募から研究期間開始と同時に効果的に研究を立ち上げられるよ

う公募・審査などを早期化し、２月の審査結果通知を実現した。また、ヒアリングを実施

する研究課題のうち特別推進研究についても、公募・審査の早期化及び迅速な審査業務の

実施により、３月中旬に審査結果を通知するとともに、令和３(2021)年度の外部評価にお

ける指摘等を踏まえさらなる早期化に向けた検討を実施し、令和６(2024)年度公募以降、

特別推進研究については１月上旬、基盤研究（Ｓ）については２月中旬の審査結果通知の

実施を決定し、各研究機関に周知を行った。前年度のうちに審査結果が通知されることで、

にも資することから極めて高く評

価できる。 

・若手研究者のより規模の大きな研

究への挑戦を促進するため、令和５

(2023)年度公募からは、「若手研究」

（２回目）と「挑戦的研究（開拓）」

の重複応募・受給制限を緩和した。 

また、令和５(2023)年度助成分から

は、研究者からの要望を受け、事前

の選考による審査結果（不採択）の

通知を従来の審査結果通知（６月下

旬）よりも、４か月早期化し２月下

旬に行うこととした。これにより挑

戦的研究については、応募研究課題

の構想を他の事業等への応募に利

用することが可能となり研究者の

利便性の向上に寄与し、更なる制度

改善を着実に進めたものとして、高

く評価できる。 

・「国際先導研究」の創設に際し、非

常に短い期間ながら新たな審査や

交付の仕組みを導入する制度設計

を行い、続けて極めて短期間で審査

を完遂した。中でも合議審査対象課

題のすべてに対して海外レビュー

を漏れなく実施した点は高く評価

できる。加えて、採択者が速やかに

研究を開始できるよう交付スケジ

ュールを前倒しつつ制度改善及び

次回公募を行ったことは高く評価

できる。 

・学術システム研究センター等の機

能を活用し、公正な審査委員の選

考、透明性の高い審査・評価システ

ムの構築を行っている。 

・審査・評価を公正性・透明性を持

って行うとともに、審査システム改

革の検証及び科研費制度の更なる

改善に向けた検討を行い、検討結果

を制度に反映させている。 

・科研費の交付等については、交付

申請書及び実績報告書の作成等を

電子申請システムで行い、ペーパー

るなど万全を期している。

それにもかかわらず、これ

まで通りの期間で審査を終

え、円滑な交付業務が行わ

れていることは、振興会職

員の尽力によるものと感謝

したい。 

 申請書類の業績欄の廃

止：それまでは、この欄が

論文リスト欄となっていて

インパクトファクターの高

い雑誌に出た論文を中心に

評価される懸念があった。

廃止により、申請者が申請

研究を確実に実施できる能

力があるかを記載すること

が求められるようになっ

た。 

 審査委員への 49 歳以下

の若手・中堅研究者の積極

的登用：若手・中堅研究者

が審査を通して研鑽を積

み、成長する機会となると

ともに、今後の審査の質の

維持・向上のために極めて

重要な措置である。若手研

究者も審査業務に携わるこ

とによって、日本の科学の

将来を見越した適切な方策

であると評価する。 

 若手研究（２回目）と基

盤研究（Ｂ）の重複応募、重

複受給制限の廃止：若手研

究者がより大規模の研究種

目へ積極的に応募すること

を促し、科研費が若手研究

者を重視していることを具

体的に示したものである。 

 審査結果通知の早期化と

審査期間の早期化：令和３

(2021)年度から一部種目の

審査結果が２月末日に行わ

れるようになった。これは、

それにもかかわらず、これ

まで通りの期間で審査を終

え、円滑な交付業務が行わ

れていることは、振興会職

員の尽力によるものと感謝

したい。 

 申請書類の業績欄の廃

止：それまでは、この欄が

論文リスト欄となっていて

インパクトファクターの高

い雑誌に出た論文を中心に

評価される懸念があった。

廃止により、申請者が申請

研究を確実に実施できる能

力があるかを記載すること

が求められるようになっ

た。 

 審査委員への 49 歳以下

の若手・中堅研究者の積極

的登用：若手・中堅研究者

が審査を通して研鑽を積

み、成長する機会となると

ともに、今後の審査の質の

維持・向上のために極めて

重要な措置である。若手研

究者も審査業務に携わるこ

とによって、研究の推進に

加えて学術振興の責務を担

うことになり、日本の科学

の将来を見越した適切な方

策であると評価する。 

 若手研究（２回目）と挑

戦的研究（開拓）の重複応

募、重複受給制限の緩和、

及び若手研究（２回目）と

基盤研究（Ｂ）の重複応募

制限の廃止並びに特別研究

員の国際共同研究強化への

応募機会の拡大：若手研究

者がより大規模の研究種目

へ積極的に応募することを

促し、科研費が若手研究者

を重視していることを具体
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以上で、最も高

い水準である

「状況に問題は

ない」とされ

る。 

 

２－Ｂ 独創的・

先駆的な学術研

究への支援状況

を把握するため、

当該指標につい

て毎年度確認を

行うとともに、前

中期目標期間に

おける実績（平成

25～28 年度の評

価において、期待

どおり、あるいは

それ以上の成果

を上げたと評価

された課題の割

合：73％）を基準

とした状況変化

を評価において

考慮する。 

研究スタッフの継続雇用や物品調達の準備、出張の調整等の事前手続きが前年度中に実施

できるようになり、研究者や研究機関の利便性が格段に高まった。なお、早期化の前に実

施した審査委員に対するアンケートにおいて、審査を引き受けにくい時期として回答が多

かった１月～４月に主に実施していた審査の時期を 10 月～１月に移動できたことで審査

委員の負担軽減にもつながった。 

 

＜研究計画調書の様式について＞ 

・平成 30(2018)年度は業績偏重主義からの脱却を目指して「研究業績」欄から「応募者の

研究遂行能力」欄に見直した。また、令和３(2021)年度は基盤研究及び若手研究について、

応募者の重複感の軽減や審査委員の負担軽減を図るため、科研費審査システム改革 2018の

趣旨を堅持しつつ、「１ 研究目的、研究方法など」及び「２ 本研究の着想に至った経緯な

ど」の統合などの見直しを実施し、令和４(2022)年度助成に係る公募から適用した。 

 

＜審査区分の見直しについて＞ 

・平成 30(2018)年度に文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審

査部会（以下「審査部会」という。）から示された「審査区分表の見直しの基本的考え方」

に沿って、令和５(2023)年度助成を目処として中間的な検証を行って必要な見直しを行う

こととし、審査区分表策定後から検討時までの全ての大区分・中区分・小区分への研究種

目別の応募データ等に基づき公正な審査が行えているかを検証した。結果として、おおよ

そ公正な審査が行われているが、基盤研究（Ｂ）で応募件数が多くない小区分においては、

審査単位をまとめ、他の小区分と合同で審査を行うことが適切であると判断した。さらに、

現行の大区分・中区分・小区分については維持することとし、小区分の「内容の例」を中

心に検討することとした。 

・令和３(2021)年８月に審査部会に対して見直し案を報告し、審査部会での審議を経た上

で、文部科学省において令和３(2021)年８月～９月にかけて意見募集が行われた。その結

果 196 件（意見総数 461件）の意見提出があり、うち４分の１程度は今回の見直し案に賛

同するもの又は意見無しとされたものであったが、それ以外の意見について、改めて全て

の意見について点検を行った。 

・結果として、意見について一部採用して見直し案を修正することとし、これらの検討結

果を令和４(2022)年３月の審査部会に報告し、審議を経て、令和５(2023)年度公募から適

用する審査区分表が策定された。なお、本検討に当たっては、学術システム研究センター

及び研究事業部を中心に、平成 30(2018)年から令和４(2022)年まで 100回以上の会議を開

催し、慎重かつ丁寧な検討を行った。 

 

＜基金化について＞ 

・「研究活動スタート支援」について、平成 31(2019)年度以降新規採択課題及び平成

30(2018)年度以前に採択された継続研究課題を基金化した。 

・「挑戦的研究（開拓）」について、令和２(2020)年度以降新規採択課題及び令和元(2019)

年度以前に採択された継続研究課題を基金化した。 

・基金から交付を行っているものの後年度負担の影響で単年度毎に交付決定を行っていた

「国際共同研究強化（Ｂ）」について、令和３(2021)年度新規採択分から研究期間全体に対

して複数年度で交付決定することとした。 

・また、令和３(2021)年度に基金による新研究種目「国際先導研究」を創設した。 

レス化の実現、報告書の作成上のミ

スが軽減されるなど利用者の負担

軽減にも繋がっている。 

・新型コロナウイルス感染症の影響

により、集合形式の審査会が実施で

きなくなった状況において、オンラ

イン形式の審査会等による課題の

考察と実施、特に 1,000名を超える

審査委員に対する接続テストで万

全を期したことなど、量的質的に審

査業務を円滑に実施していること

は高く評価できる。また、オンライ

ン会議形式によるヒアリングにお

いて、審査委員の意見を踏まえ、応

募者による概要説明（ショートプレ

ゼン）を導入したことや、Web ブラ

ウザ上で研究計画調書を閲覧する

機能を導入し審査の電子化を推進

していることなど、審査の質の向上

や審査委員の審査負担の軽減を積

極的に図っていることも評価に値

する。 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大の

影響を勘案し、研究遂行が困難とな

った研究者や 研究機関に向けて、

各種申請期限の延伸や特例の設定、

手続きの簡素化等の柔軟な対応を

緊急事態宣言下においても行った

ことは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・新たな審査システムのさらなる改

善を行うため、審査委員に対するア

ンケートや審査会での意見交換等

を通じて課題等の把握に努めると

ともに、オンライン審査・評価の効

果的な活用など審査委員の負担軽

減に向けた検討を行う。 

・引き続き、研究者の利便性向上を

図りながら円滑な募集・交付業務等

を実施するとともに、わかりやすい

情報発信を行っていく。 

科研費で雇用している研究

スタッフの継続雇用など、

極めて重要な改善であり特

段に評価する。これまでは

大学教員が最も忙しい１

月、２月が審査期間にかか

り審査委員の負担が大きか

ったが、審査期間が２か月

ほど前倒しになり、審査員

が余裕をもって期限内に審

査を終えることが可能にな

った。 

 このほか、押印廃止、ペ

ーパーレス化、様々な通知

の電子化など、振興会の主

導で時代に即した改革が行

われていることも評価した

い。 

  

 この中期目標・中期計画

期間の業務は２年目（令和

元(2019)年度）年度末に始

まる新型コロナウイルス感

染症の拡大に大きく影響さ

れている。出張や出入国制

限に始まり、在宅勤務など

勤務形態の変容が求められ

るようになった。この影響

が多大であったにも関わら

ず、通常と同等の質を保っ

たまま、すべての業務が遅

滞することなく行われたこ

とは、振興会職員の尽力の

賜物であると推測する。研

究者に配慮し、研究費使用

や繰り越し申請などに取り

うる最大限の緩和措置をと

っている。特に重要と思わ

れる 3 点を以下に記述して

おく。 

 

 審査・評価のオンライン

化：本来は対面合議制で行

的に示したものである。 

 審査結果通知の早期化と

審査期間の早期化：令和３

(2021)年度から一部種目の

審査結果通知が２月末日に

行われるようになった。こ

れは、科研費で雇用してい

る研究スタッフの継続雇用

を遅滞なく進めることが可

能となるなど、極めて重要

な改善であり高く評価す

る。これまでは大学教員が

最も忙しい１月、２月が審

査期間にかかり審査委員の

負担が大きかったが、審査

期間が２か月ほど前倒しに

なり、審査委員が余裕をも

って期限内に審査を終える

ことが可能になった。科研

費で雇用している研究スタ

ッフの継続雇用などの要請

が高い特別推進研究など大

型種目についても、２月末

日審査結果通知の実現に向

けたスケジュールを決定し

たことも高く評価する。さ

らに、令和 4(2022)年度に

は早期化後、応募者、審査

委員に対しアンケートを実

施し、80％以上の賛意が示

されたことは、研究者の要

望に応えたものであること

が裏付けられたものであ

り、振興会の早期化の英断

を評価したい。 

 このほか、押印廃止、ペ

ーパーレス化、様々な通知

の電子化など、振興会の主

導で時代に即した改革が行

われていることも評価した

い。さらに科研費審査シス

テム改革 2018 から 5 年を

経過した時点で、点検を実
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・「特別研究員奨励費」について、令和４(2022)年度以前に採択された継続研究課題を基金

化し、令和５(2023)年度以降に採択する新規研究課題についても基金化に向けた規程整備

や電子システム改修等の準備を遅滞なく実施した。 

 

＜使い勝手の向上について＞ 

・平成 31(2019)年度交付から、海外における研究滞在等による科研費の中断・再開制度を

導入した。また、令和２(2020)年度交付から、合算使用の制限について、一定の要件の下

で、科研費の直接経費同士の合算使用を設備等に限らず、広く可能とした。さらに、科研

費で購入した図書の寄付については、研究上の支障がなくなる時までの寄付の留保を購入

金額によらず可能とした。科研費で購入した設備等についても、補助事業者が所属する研

究機関を異動する際に、当該設備等を移設して使用することを希望する場合、研究期間内

に加えて、少なくとも研究期間終了後５年間は、科研費で購入した設備等を返還して移設

させることとした。 

・「競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ」を踏まえ、令和２(2020)年度交付か

ら、科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施を可能とし（専従義

務緩和）、さらに令和３(2021)年度交付から、研究代表者及び研究分担者の研究以外の業務

の代行に係る経費（バイアウト経費）の支出を可能とした。 

 

＜新研究種目の新設について＞ 

・平成 30(2018)年度公募から「海外学術調査」の研究対象・方法を一般化し、国際共同研

究加速基金「国際共同研究強化(Ｂ)」を新設した。さらに、研究代表者が海外の研究機関

等に直接出向いて研究を実施し、国際共同研究の基盤の構築や更なる強化につなげるとい

う趣旨を⼀層明確にするため、令和５(2023)年度公募より研究種目名を「海外連携研究」

に変更した。 

・令和３(2021)年度公募から高い研究実績と国際ネットワークを有するトップレベル研究

者が率いる優れた研究チームの国際共同研究を強力に推進するため、国際共同研究加速基

金に創設された「国際先導研究」について、令和４(2022)年３月 18 日に公募を開始し、極

めて短期間で事前の選考や海外レビュー、ヒアリング等の審査プロセスを完遂し、令和４

(2022)年 12月 20 日に環境整備のための経費を追加した上で交付内定通知を発出した。 

・令和元(2019)年度に新学術領域研究（研究領域提案型）を見直し、次代の学術の担い手

となる研究者の参画を得つつ、多様な研究グループによる有機的な連携の下、様々な視点

から、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導することなどを

目的として創設された「学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」の交付業務を実施した。 

 

＜通知電子化について＞ 

・平成 30(2018)年度交付から、交付申請書等の様式の提出に当たって、電子申請システム

対応課題の紙媒体での様式提出を不要とした。令和２(2020)年 10月から、「規制改革推進

に関する答申」等を踏まえ、従来、電子申請システムを介さずに書面により提出を求めて

いた書類について、押印を不要とするとともに、電子申請システムにおいて提出を受け付

ける（令和２(2020)年度中はシステム未改修のため Web入力フォームによる。）こととし、

書面による提出を求めないこととした。さらに、令和３(2021)年度交付からは、従来、書

面で各研究機関へ通知していた公文書や各種参考資料を含む交付決定通知全体を電子申

請システムにおいて通知することとし、書面による通知は廃止した。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である２－１について

は、外部有識者で構成する科学研究

費委員会において応募・採択件数、

審査の組織、方法、経過等について

毎年度総括を行い、審査・評価の公

正性・透明性が確保されていること

が確認された。また、各年度の審査

終了後に行う審査の検証において

も、審査の中で利害関係や利益誘導

が行われていないか等を確認して

おり、様々な形で審査・評価の公正

性・透明性を確認できる仕組みを構

築している点は高く評価できる。 

・評価指標である２－２について

は、中期目標に定められた水準にて

交付処理を行うだけではなく、迅速

かつ正確に約９万件の新規応募課

題を処理していることや毎年の応

募、審査、交付業務を行う傍ら、科

研費の審査システムに係る不断の

見直しや改善を図っている点は高

く評価できる。加えて、多数寄せら

れていた研究者からの要望に応え、

例年４月に交付内定とともに通知

が行われていた基盤研究等の審査

結果について、令和４(2022)年度公

募から研究期間開始と同時に効果

的に研究を立ち上げられるよう、全

研究種目の業務スケジュールを点

検した上で公募・審査などを早期化

し、２月の審査結果通知を実現した

ことは特に高く評価できる。 

・関連指標である２－Ｂについては

第４期中期目標期間の平均は

75.2％であった。今後も推移を確認

しつつ、研究成果が一層生み出され

るよう、引き続き制度改善を行って

いくこととする。 

 

 

う審査会の実施形態が、新

型コロナウイルス感染症の

影響で変更を迫られたが、

通信環境の整備、1,000 名

を超える審査委員との接続

テスト等入念な準備を行

い、オンライン形式の審査

業務に伴う諸課題への対応

がなされた。円滑に遅滞な

く審査・評価を進められた

ことを高く評価する。 

 各種書類の提出締め切り

の延長と申請手続きの簡素

化：勤務形態の変容が求め

られている各研究機関や研

究者の実態を勘案し、これ

らの特例的措置を令和２

(2020)年度から採用してい

る。勤務形態の変容が求め

られているのは振興会職員

も同等であるにもかかわら

ず、事業計画の遅延が認め

られなかったことは、短期

間でしかも質を保ったまま

検証、とりまとめが行われ

たこと、すなわち振興会職

員が過度な負担を負ったこ

とを意味しており、特記す

べきである。 

・膨大な件数の審査、評価、

交付を滞りなく進めたこと

に加え、科研費制度の不断

の見直しに取り組んでお

り、審査システム改革の検

証および科研費制度のさら

なる改善に向け、科研費改

革推進タスクフォースによ

る検討を継続して実施して

いる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・基盤研究などの種目にお

いて、令和３(2021)年度か

施していることも評価した

い。 

  

 この中期目標・中期計画

期間の業務は２年目（令和

元(2019)年度）年度末に始

まる新型コロナウイルス感

染症の拡大に大きく影響さ

れている。出張や出入国制

限に始まり、在宅勤務など

勤務形態の変容が求められ

るようになった。この影響

が多大であったにも関わら

ず、通常と同等の質を保っ

たまま、すべての業務が遅

滞することなく行われたこ

とは、振興会職員の尽力の

賜物であると推測する。研

究者に配慮し、研究費使用

や繰り越し申請などに取り

うる最大限の緩和措置をと

っている。特に重要と思わ

れる３点を以下に記述して

おく。 

 

・審査・評価のオンライン

化：本来は対面合議制で行

う審査会の実施形態が、新

型コロナウイルス感染症の

影響で変更を迫られたが、

通信環境の整備、1,000 名

を超える審査委員との接続

テスト等入念な準備を行

い、オンライン形式の審査

業務に伴う諸課題への対応

がなされた。円滑に遅滞な

く審査・評価を進められた

ことを高く評価する。さら

に、この経験を基礎とし、

学術システム研究センター

において、科研費合議審査

の開催形式及び審査資料の

電子化に向けた審査の改善
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＜重複制限等について＞ 

・令和２(2020)年度公募から、若手研究者のより規模の大きな研究への挑戦を促進するた

め、「若手研究（２回目）」と「基盤研究(Ｓ)・(Ａ)・(Ｂ)」との重複応募制限を緩和する

とともに、「研究活動スタート支援」と他種目との重複受給制限を緩和。さらに、より幅広

い研究者層の挑戦を促進するため、「挑戦的研究（開拓）」と「基盤研究(Ｂ)」との重複応

募、受給制限を緩和。令和５(2023)年度公募からは、若手研究者のより規模の大きな研究

への挑戦を促進するため、「若手研究（２回目）」と「挑戦的研究（開拓）」の重複応募・受

給制限を緩和した。 

・自由な発想の下に主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を得た若手研究

者である日本学術振興会特別研究員に対する国際的な研究活動とアカデミア採用前後の

研究活動の継続・発展を後押しするため、特別研究員奨励費については、令和５(2023)年

度継続課題及び令和５(2023)年度公募より「国際共同研究強化」への応募機会を拡大した。 

 

＜その他＞ 

・令和３(2021)年 12月から、科学研究費助成事業データベース（KAKEN）において、国際

共同研究に関する情報検索を容易に行えるよう、検索機能の充実（詳細検索画面に国際共

著論文、国名及び外国機関名の項目追加）を図った。 

・令和４(2022)年度から、科研費全体における「学術研究の国際化」を推進する仕組みの

構築のため、審査委員候補者データベースに国際活動情報に係る項目の追加（国際性に留

意した審査委員選考環境の充実）や、国際共同研究を実施する研究者と所属研究機関の連

携強化についてのルール整備（補助条件及び機関使用ルールへの追加）といった取組を実

施した。 

・学術システム研究センターにおいて、現状の分析、検証、改善を行い、合議審査の開催

形式及び審査資料の電子化に向けた審査の改善方針を策定したほか、審査システム改革

2018 の点検等を行った。 

・研究者用ハンドブックについて、従来、PDF ファイルのみの掲載としていたところ、電

子化の推進の一環として、スマートフォンやタブレット端末等による閲覧を想定した操作

性の向上のため、令和４(2022)年６月に電子ブック形式による掲載を行った。 

・科研費 FAQ について、従来、PDF ファイルのみの掲載としていたところ、50ページを超

えるページ数であるなど利便性が低いことから、新たに専用のサイトを構築し、令和５

(2023)年３月に公開した。 

 

②審査・評価の充実 

（ⅰ）審査業務 

・令和４(2022)年度及び令和５(2023)年度助成分では、約９万件の膨大な応募研究課題を

受け付け、そのうちヒアリング審査等を行う研究種目や審査時期が異なる研究種目を除く

約７万５千件について、オンライン形式の審査会等により約５か月という短期間で優れた

研究課題を選定し、研究者が研究を早期に開始できるようにした。 

・国際共同研究加速基金（国際先導研究）では、多段階にわたる審査プロセスを極めて短

期間で完遂した。また、研究計画調書のカラー化や審査資料の電子化を試行するなど、審

査業務においても改善を先導した。 

・研究計画調書の業績欄の見直しに合わせ、平成 30(2018)年度より審査システムに

ら２月末日審査結果通知が

可能となった。雇用の継続・

非継続の通知は、１か月前

までに行わなければならな

いという条件があるので、

２月末日審査結果通知は極

めて重要で、意義深い進歩

である。科研費で雇用して

いる研究スタッフの継続雇

用などの要請は、特別推進

研究など大型種目の方が高

いと思われる。これらヒア

リングを要する大型研究種

目においても、２月末日審

査結果通知の実現を望みた

い。 

・審査結果通知の早期化

は、研究者の強い要望に後

押しされてのことであると

認識している。今後も、研

究者の要望を精査して取り

入れ、よりよい科研費とな

るよう努めてほしい。 

・新型コロナウイルス感染

症の影響の有無にかかわら

ず、振興会は科研費の使用

に過度な制限をかけていな

い。にもかかわらず、研究

費不正のニュースを聞くの

は残念でならない。研究者

は、科研費受給の際に、そ

の使用ルールをよく理解

し、研究費不正が廃絶され

るよう努めてほしい。 

・オンラインによる面接審

査・合議審査について検証

を行い、ポストコロナにお

いて、対面形式とオンライ

ン形式が融合した、より優

れた審査形態の案出に期待

したい。 

・新型コロナウイルス感染

症による勤務形態の変容に

方針を策定したことは、今

後の審査の質の向上のため

に極めて重要であり、高く

評価する。 

・各種書類の提出締め切り

の延長と申請手続きの簡素

化：勤務形態の変容が求め

られている各研究機関や研

究者の実態を勘案し、これ

らの特例的措置を令和２

(2020)年度から採用してい

る。勤務形態の変容が求め

られているのは振興会職員

も同様であるにもかかわら

ず、事業計画の遅延が認め

られなかったことは、短期

間でしかも質を保ったまま

検証、とりまとめが行われ

たこと、すなわち振興会職

員が過度な負担を負ったこ

とを意味しており、特記す

べきである。 

・膨大な件数の審査、評価、

交付を滞りなく進めると同

時に、科研費制度の不断の

見直しにも取り組んでい

る。審査システム改革の検

証および科研費制度のさら

なる改善に向け、科研費改

革推進タスクフォース及び

学術システム研究センター

による検討が継続して実施

されていることに敬意を表

するとともに、今後に期待

したい。 

・見込み評価で要望した特

別推進研究などの大型種目

の２月末日審査結果通知の

実現に対し、検討を加え令

和 5(2023)年度申請からの

実施決定は、本外部評価を

真摯に受け止めた結果であ

ると、高く評価する。 
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researchmap 及び KAKEN との連携機能を設定することで、掲載情報を必要に応じて参照で

きるようになり、審査時の利便性が向上した。 

・平成 30(2018)年度助成にかかる審査より適用されている「審査区分表」について、審査

部会から示された「基本的考え方」を踏まえ令和３(2021)年度に学術システム研究センタ

ーを中心に、より公正な審査方法や各小区分（306 区分）の内容の例等について検討を行

い、改定案を取りまとめた。また、同審査区分表の改訂に合わせて英語版の「審査区分表」

についても改訂した。 

・平成 30(2018)年度は、審査委員 1 人あたりの審査件数の上限を低減し、審査委員の審査

負担を軽減した。令和元(2019)年度は「若手研究者の大型種目への応募促進」等の検討を

行い、最終的には学術システム研究センターとしてとりまとめ、文部科学省に報告。報告

結果は、令和２(2020)年度公募からの制度改善事項として採用され、重複制限の緩和など

令和２(2020)年度公募要領から適用された。 

・審査委員の選考に当たっては、学術システム研究センター研究員が審査委員候補者デー

タベースを活用し、専門的見地から適切な審査委員を選考した。具体的には、学術システ

ム研究センターの研究員によって、審査の公正性の観点から、利益誘導の有無や、審査規

程(ルール)に基づいた審査の実施状況等についての検証を行い、前年度の検証の結果、利

益誘導を行っている、あるいは審査規程（ルール）に基づかない審査を行ったと認められ

た審査委員については、当該結果を適切にデータベースに反映した上で選考を行った。 

・「科研費改革推進タスクフォース」を設置し、文部科学省からの要請に基づき、タスクフ

ォースを中心として、科学研究費助成事業ワーキンググループや主任研究員会議において

今後の課題点の把握、科研費制度の更なる改善検討を行い、以下のとおり、研究計画調書

の様式見直しや研究種目毎の審査方法の改善に努めた。 

＞研究計画調書の様式について、平成 30(2018)年度は業績偏重主義からの脱却を目指

して「研究業績」欄から「応募者の研究遂行能力」欄に見直した。また、令和３(2021)

年度は基盤研究及び若手研究について、応募者の重複感の軽減や審査委員の負担軽

減を図るため 「１ 研究目的、研究方法など」及び「２ 本研究の着想に至った経緯

など」の統合などの見直しを実施し、令和４(2022)年度助成に係る公募から適用し

た。 

＞挑戦的研究の審査委員の負担を大幅に軽減するため、令和４(2022)年度助成分から

挑戦的研究（萌芽）の審査方式を見直し、「２段階書面審査」で行うこととし、審査

システムを改修した。応募研究課題が種目の趣旨に合致しているかどうかを評価す

るため、令和４(2022)年度助成分から評定要素を「Ａ．挑戦的研究としての妥当性

に関する評定要素」と「Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素」に整理した。また、

令和５(2023)年度助成分からは、研究者からの要望を受け、事前の選考による審査

結果（不採択）の通知を従来の審査結果通知（６月下旬）よりも、４か月早期化し

２月下旬に行った。 

  ＞より公正な審査及び、今後の審査区分の更なる大括り化を目指す観点から、基盤研

究（Ｂ）において、著しく応募件数の少ない状況にある一部の小区分については、

他の小区分と合同で審査を行うこととし、令和５(2023)年度助成に係る公募から適

用した。 

 

（ⅱ）評価業務 

第４期中期目標期間中に、以下について業務を行った。 

基づく研究の停滞や外国渡

航制限による国際共同研究

の停滞等に対し、研究期間

の延長や研究費の次年度繰

越手続きの簡素化などの配

慮が継続されることが望ま

れる。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・審査結果通知の早期化

は、研究者の強い要望に後

押しされてのことであると

認識している。今後も、研

究者の要望を精査して取り

入れ、よりよい科研費とな

るよう努めることで、研究

者からの信頼に応えてほし

い。 

・科研費の使用に当たって

は過度な制限をかけず、令

和 2(2020)年度からは合算

使用の制限も見直し、研究

者にとって使い勝手がよく

なるように制度が変わって

きている。振興会のこのよ

うな配慮にもかかわらず、

研究費不正は後を絶たな

い。研究費不正はいうまで

もなく、科学への信頼を損

なう行為だ。大学などの研

究機関に対して、ルールを

十分に理解して研究費を正

しく使うための研修などを

改めて徹底してほしい。 

・オンラインによる面接審

査・合議審査について検証

を行い、ポストコロナにお

いて、対面形式とオンライ

ン形式が融合した、より優

れた審査形態の案出に期待

したい。また、現在紙媒体

で送付している審査資料に

ついても、電子化を順次進

めていただきたい。昨年度

のこの要望に対しては、真

摯な対応がなされており、

感謝する。 

・新型コロナウイルス感染

症による勤務形態の変容に

基づく研究の停滞や外国渡
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（研究進捗評価の実施） 

・科学研究費委員会において、「特別推進研究」及び「基盤研究（Ｓ）」については、

これまでの研究成果、研究組織の適切性、研究費の使用、研究目的の達成見込みといっ

た当該研究課題の研究の進捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に資するため、現地

調査・ヒアリング・書面・合議による研究進捗評価、及び研究成果の検証を行った。 

 

（中間評価・事後評価の実施） 

・「特別推進研究」及び「基盤研究（Ｓ）」については、新たに中間評価・事後評価を

導入し、平成30(2018)年度以降に採択された研究課題を対象に研究期間の中間年度に、

書面及びヒアリング等による中間評価を実施した。また、研究終了翌年度に書面により

事後評価を実施した。 

 

●研究進捗評価・中間評価及び事後評価の実施状況 

(第４期中期目標期間(H30(2018)-令和４(2022)年度)の実施実績) 

部会名 
研究種

目 

研究進捗評価／中間・事後

評価の別の内容 

実施課

題数 

審査・評

価第一部

会 

特 別 推

進 研 究  

研究進捗評価（現地調査） 
14 件 

研究進捗評価 40 件 

研究進捗評価（検証） 64 件 

中間評価 34 件 

審査・評

価第二部

会 

基 盤 研

究

（ Ｓ ）  

研究進捗評価 249 件 

研究進捗評価（検証） 398 件 

中間評価 240 件 

事後評価   ３ 件 

計 1,042  件 

 

（評価結果の公開） 

・評価結果は以下のとおりウェブサイトにおいて毎年度公開している。 

●特別推進研究 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/25_tokusui/index.html 

●基盤研究（Ｓ） 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/index.html 

・国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）とは、科研費の「特別推進研究」及び「基

盤研究（Ｓ）」について行った評価結果を提供するなど、支援事業に係る情報共有を進め

た。 

 

③ 助成業務の円滑な実施 

（ⅰ）募集業務（公募） 

・応募時の研究分担者承諾手続きについては紙媒体にて行っていたが、全ての研究種目に

おいて電子化することで研究者、研究機関の負担軽減に繋げた。 

・平成 31(2019)年度より、若手研究者等が海外渡航によって研究を断念することなく、帰

航制限による国際共同研究

の停滞等に対し、研究期間

の延長や研究費の次年度繰

越手続きの簡素化などの配

慮が継続されることが望ま

れる。 

・審査の電子化が進み、審

査委員は、Web ブラウザ上

で研究計画調書を閲覧でき

る機能が導入されている。

また、学術システム研究セ

ンター研究員も、リモート

でセンター業務を行うこと

が可能となっている。これ

らは、審査委員やセンター

研究員の負担の軽減化によ

り質の高い業務遂行が期待

できるが、情報漏洩には格

段の注意を払ってほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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国後の研究費を保障できるよう海外渡航時における科研費の中断・再開制度を導入した。 

・令和３(2021)年度には、国際共同研究加速基金「国際先導研究」の創設にあたり、審査

スケジュールや審査体制等について学術システム研究センターの科研費 WG等で集中的（４

か月で８回程度）に検討を重ねた上で、令和３(2021)年 12月 24日に公募予告を行い、令

和４(2022)年３月 18 日に公募を開始した。 

 

（ⅱ）交付業務 

・科学研究費委員会等の審査結果及び文部科学省からの通知に基づき、研究費が速やかに

活用できるよう、交付業務を迅速に行った。 

・ヒアリングを実施するなど研究種目にふさわしい審査を実施している特別推進研究や基

盤研究（Ｓ）、事前の選考を行っている挑戦的研究（開拓・萌芽）、公募・審査の時期を別

途設定している研究活動スタート支援等を除き、基盤研究、若手研究の不採択となった応

募者のうち希望者に対し、おおよその順位、評定要素毎の平均点、不十分と評価された項

目など書面審査等の結果について、令和４年度審査結果より４月に電子申請システムにお

いて開示を行った。 

・行政手続における押印の見直しが政府から要請されたことを受け、令和２(2020)年度に

他事業に先駆けて全ての提出書類について押印を廃止。加えて紙媒体での提出も求めない

こととし、ペーパーレス化を顕著に進展させた。令和３(2021)年度には交付決定後の通知

文についても電子申請システム上で配布する形式とし、紙面での通知を廃止するなど研究

者および研究機関の事務負担を大幅に軽減した 。 

・令和３(2021)年度には、KAKEN において国際共同研究に関する情報検索を容易に行える

よう国立情報学研究所とも協力し、国際共著論文を産出した研究課題の検索機能を追加す

るなど利用者の利便性向上に努めた。 

 

（制度改善による弾力的な運用） 

・科研費（補助金分）については、繰越手続により次年度に研究費を繰り越すことを可能

としている。科研費（基金分）については、研究の進捗に合わせた研究費の前倒し使用や、

事前の手続きなく補助事業期間内での研究費の次年度使用を可能としており、年度にとら

われない弾力的な運用を行っている。 

・科研費（基金分）について、前年度に延長をした課題については、新型コロナウイルス

感染症の影響による再延長の申請を認めることとした。 

・科学研究費補助金に「調整金」の枠を設け、補助金分の対象研究種目において前倒し使

用や繰越事由に該当しない研究課題について次年度使用を可能とし、研究等の進捗状況に

応じて弾力的に経費の執行ができるようにしている。 

 

③ 研究成果の適切な把握 

（ⅰ）研究成果の把握・公表 

・終了した研究課題の研究実績の概要について、KAKEN により公開している。 

・科研費の研究開始時及び終了時における公開情報の充実について、交付申請書及び研究

成果報告書の様式の見直しを実施し、科研費で実施される研究内容や得られた研究成果

を、国民に対して分かりやすい形での情報提供に努めた。 

 

（ⅱ）広報誌等 
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・科研費による研究成果を一般の方々にわかりやすく紹介する「科研費 研究成果トピッ

クス」について、掲載原稿の様式と記入要領を提示した上で、掲載する原稿の選考・作成・

校閲を研究機関に一部委ねることで、研究機関の広報と連携を図りつつ、さらに掲載に係

る業務を停滞させることなく、掲載する原稿数を大幅に増やすことができた。科研費及び

その研究成果の発信を充実させるため、掲載に当たっては、KAKEN の各研究者のページへ

のリンクを設けた。また、掲載した研究成果については、専用ホームページに掲載すると

ともに、検索性を向上するよう取り組んだ。 

・特別推進研究、学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）、基盤研究（Ｓ）の新規採択研究課題の研究

概要を取りまとめた冊子「我が国における学術研究課題の最前線」を令和２(2020)年度ま

で作成し、科研費ホームページで公開するとともに、JST を含めた国内の主な研究機関に

情報提供している。令和３(2021)年度（国際先導研究を令和４(2022)年度に追加）以降は、

冊子の作成は廃止し、ユーザーのアクセシビリティ向上に資するよう、各研究種目のウェ

ブサイトを見直し改善しており、「大型研究種目 採択課題情報」のページにまとめて掲載

した。 

●我が国における学術研究課題の最前線  

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/30_front/index.html 

●大型研究種目 採択課題情報 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/30_lsrp/index.html 

 

＜新型コロナウイルス感染症による影響と対策について＞ 

・研究遂行が困難となった研究者や研究機関に向けた柔軟な対応を行い、緊急事態宣言下

においても円滑に事業を行った。 

・令和２(2020)年度公募において、特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）の合議審査の中断を

余儀なくされたが、迅速かつ臨機応変に従来の集合形式からオンライン形式による合議審

査方式に切り替え、経験・ノウハウが全くない中で着実に審査を実施した。 

挑戦的研究（開拓・萌芽）の審査では書面審査実施後の令和２(2020)年４月 16日に緊急事

態宣言の対象が全国に拡大されたことにより、集合形式での合議審査に代え、公正・公平

な審査を迅速に実地し、速やかに交付業務を行うため、文部科学省及び科学技術・学術審

議会との協議により「基盤研究（Ｂ・Ｃ）」等の審査方式である「二段階書面審査」の仕組

みを活用し、同一の審査委員に相互の評点・コメントを確認した上で再度評価する２段階

の書面審査によって採択候補研究課題を選定した。 

・令和３(2021)年度以降の公募においても、新型コロナウイルス感染症が未だ収束しない

状況を踏まえて、合議審査を採用する種目（特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、基盤研究（Ａ）、

挑戦的研究、国際共同研究強化（Ａ）及び帰国発展研究）全てについてオンライン形式に

よる合議審査を実施している。 

・合議審査当日の円滑な進行を確保するため、1,000 名を超える審査委員に対して事前に

オンライン接続テストを実施し、大きなトラブルを生じさせることなく、全ての審査会を

完了した。 

・令和２(2020)年度から令和３(2021)年度にかけて、新型コロナウイルス感染症拡大を事

由とする研究課題の繰越や補助事業期間延長の申請期限の延長、繰越申請書の様式簡略

化、延長済みの補助事業期間の再延長を認める等、研究費を効率的に使用できるよう柔軟

に対応した。また、令和３(2021)年度から令和４(2022)年度にかけて同様に柔軟な対応を

実施した。 
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令和３(2021)年度への繰越申請：約 7,500件（対前年度 約 2.0 倍） 

うち、新型コロナウイルス感染症拡大を事由とする申請数：約 6,800 件 

令和３(2021)年度への補助事業期間延長承認申請：約 9,900件（対前年度 約 1.6 倍） 

新型コロナウイルス感染症拡大を事由とする補助事業期間の再延長申請数：約 3,400 件

（前年度延長した課題の約５割） 

令和４(2022)年度への補助事業期間延長承認申請：約 11,000 件（対前年度 約 1.1 倍） 

新型コロナウイルス感染症拡大を事由とする補助事業期間の再延長申請数：約 5,300 件

（前年度延長した課題の約５割） 

新型コロナウイルス感染症拡大を事由とする補助事業期間の再々延長申請数：約 1,900 

件（前年度延長した課題の約６割） 

・応募や繰越、実績報告書等の書類、提出期限延長等の特例措置を実施 

・臨時問い合わせフォームを振興会ウェブサイトに開設 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う問い合わせの回答（ FAQ ）を公開し、随時更新 

 

 ＜主な定量的指

標＞ 

【関連指標】 

２－Ｃ 二国間共

同研究・セミナ

ーのうち、次の

ステージとなる

共同研究に結び

付いた発展的な

成果を出したと

研究者自身が評

価する共同研究

及びセミナーの

割合 

 

２－Ｄ 事後評価

を行う国際的な

共同研究等を支

援する事業にお

いて、想定どお

り、あるいはそ

れ以上の成果を

上げた課題の割

合 

 

＜その他の指標

＞ 

【評価指標】 

２－３ 国際共同

＜主要な業務実績＞ 

（中期計画に対する対応の概要） 

・学術システム研究センターの意見も聴取しつつ「日本学術振興会第４期中期計画に係る

国際戦略」を令和元(2019)年５月 10 日付で策定し、原則として同戦略を基に国際交流事

業を積極的に推進している。 

・具体的には、諸外国の学術振興機関のニーズ、又は新興国等の新たなニーズに対応し、

申請数の少ない研究者交流の見直しを行い、より需要の高い相手国との共同研究を、覚書

の改正や交流枠の拡充などにより充実させる等、事業の見直しを図った。特に日独共同大

学院プログラムでは、ドイツ研究振興協会（DFG）と連携して令和３(2021)年度に事業内容

を見直した。 

・海外の学術振興機関との連携の下、我が国の大学等の優れた研究者が海外の研究者と協

力して行う国際共同研究を推進した。申請・審査過程の効率化・国際化を図るため複数の

相手国学術振興機関と協議し、特に英国及びドイツとはリードエージェンシー方式を導入

したプログラムを実施した（英国、ドイツ共平成 30(2018)年度に導入）。また、スイスと

はリードエージェンシー方式による審査を導入した国際共同研究事業の令和４(2022)年

度実施に向けた募集要項について合意に至った。 

・先端研究分野における世界的水準の研究交流拠点の形成やアジア・アフリカ地域におけ

る諸課題解決に資する中核的な研究交流拠点の形成を推進した。 

 

■国際共同研究加速基金 

・国際共同研究強化（Ｂ）については、令和元(2019)年度審査より２段階書面審査で行う

こととし、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「独立行政法人日本学術振興会が行う

科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」に基づき、「科学研究費助成事業における審査

及び評価に関する規程」の一部を改正したほか、評定要素の内容等を変更するなど、研究

種目の特性に応じ、適切に審査を行う仕組みを整備した。 

・帰国発展研究について、令和２(2020)年度公募より、「ポストドクター」という身分であ

っても、種目の趣旨に合致する場合には応募可能とした 。 

・国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（Ａ））について、応募資格の年齢制限を「36

歳以上 45 歳以下」から「45 歳以下」に改め、年齢の下限を撤廃した。 

（２）研究の国際化と国際的な共同

研究等の推進 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画を上回っ

て履行し、中期目標を上回る実績を

上げていることから、評定をａとす

る。 

・新型コロナウイルス感染症の影響

下においても、弾力的な運用を実施

し、学術国際交流が停滞しないよう

研究者のニーズに配慮した支援を

行ったことは着実に業務を実施し

たと評価できる。 

・諸外国の学術振興機関との協定等

に基づき実施する事業については、

新型コロナウイルス感染症の影響

が著しい地域の相手国機関とも協

議が円滑に進むよう努め、とりわけ

国際共同研究事業について、本会が

リードエージェンシーとなり遅滞

なく新規課題を採択したことは、高

く評価できる。 

・国際共同研究加速基金について

は、評定要素の内容等を変更したこ

とで、研究種目の目的・性格に応じ

た審査をより効果的に行うことが

可能となった。 

（２）研究の国際化と国際

的な共同研究等の推進 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、

中期計画を上回って履行

し、中期目標を上回るペー

スで実績を上げていると見

込まれることから、評定を

ａとする。 

・「日本学術振興会第４期

中期計画に係る国際戦略」

を令和元(2019)年５月 10

日付で策定し、同戦略に基

づき国際交流事業を推進し

ている。諸外国の学術振興

機関のニーズ、あるいは新

興国等の新たなニーズに対

応し、より需要の高い相手

国との共同研究を、覚書の

改正や交流枠の拡充など事

業の見直しを図っているこ

とは、国際交流事業の効果

を高めるうえでも重要な取

組であり、評価できる。 

・今中期目標・中期計画期

間の２年目から新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴

（２）研究の国際化と国際

的な共同研究等の推進 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、

中期計画を上回って履行

し、中期目標を上回る実績

を上げていると言えること

から評定をａとする。 

・「日本学術振興会第４期

中期計画に係る国際戦略」

を令和元(2019)年５月 10

日付で策定し、同戦略に基

づき国際交流事業を推進し

ている。諸外国の学術振興

機関のニーズ、あるいは新

興国等の新たなニーズに対

応し、より需要の高い相手

国との共同研究を、覚書の

改正や交流枠の拡充など事

業の見直しを図っているこ

とは、国際交流事業の効果

を高めるうえでも重要な取

組であり、評価できる。 

・今中期目標・中期計画期

間の２年目から新型コロナ

ウイルス感染症の拡大に伴

い、外国渡航の制限、勤務
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研究における新

たな枠組みの導

入による申請・

審査過程の効率

化・国際 

化（有識者の意

見を踏まえ判

断） 

 

＜評価の視点＞ 

２－３ 英語での

申請に加え、相

手国対応機関と

審査を分担する

ことにより、審

査過程の効率

化・国際化が図

られたか、有識

者の意見を踏ま

え判断する。 

 

２－Ｃ 国際的な

共同研究の促進

と国を越えた優

れた学術研究へ

の支援状況を把

握するため、当

該指標について

毎年度確認を行

うとともに、前

中期目標期間に

おける事業実施

後のアンケート

調査結果（平成

25～28 年度の調

査において、研

究成果の発展予

定、別事業への

申請予定、相手

国側とのネット

ワークの形成・

拡大、研究者の

育成等の点で進

 

■JSPS-LEADSNET（リーズネット）事業 

・JSPS-LEADSNET（リーズネット）事業研究交流会を開催した。研究交流会では、国際的に

活躍している研究者による講演や、参加者の渡航地域別・専門分野別での自由な交流を行

ったほか、国際的な研究活動に関する四つのテーマでグループセッションを行った。国際

的な研究活動を展開する上で必要となるノウハウ等の共有を図る等、真に国際的な視野を

持つリーダーとして活躍できるよう、志を同じくした研究者との交流や相互連携の強化を

図る機会を提供するとともに、国際共同研究の進め方等について情報交換を行うことがで

きた。令和元(2019)年度からは新たに創設された特別研究員-CPD（国際競争力強化研究員）

まで対象を拡大した。 

 

 

＜新型コロナウイルス感染症による影響と対策について＞ 

・JSPS-LEADSNET（リーズネット）について、集合形式による研究交流会の開催に代えて、

過去の開催概要及び現在でも参考となる意見交換の内容等をウェブサイトで紹介すると

ともに、過去の参加者と令和２(2020)年度の参加対象となる予定であった研究者のネット

ワーキングに資するべく、「JSPS Researchers Network (JSPS-Net)」への登録を促し、国

際的な研究活動を展開する上で必要となるノウハウ等の共有を図る等、真に国際的な視野

を持つリーダーとして活躍できるよう、志を同じくした研究者との交流や相互連携の強化

を図る機会を提供した。令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度はオンライン形式による

新しい形式での交流会を開催した。 

 

・公募事業の審査については、学術システム研究センターを活用した適切な審査員の選考・

審査結果の検証を行い、透明かつ公正な審査を実施した。 

・国際交流事業の実施においては、事業の成果及び効果を把握するため、一部事業におい

て、採用期間が終了した課題に対する事業評価を実施し、評価の内容を踏まえて我が国の

研究力及び国際競争力の強化を進めるための検討を行っている。 

 

 

【諸外国との二国間交流の支援】 

■二国間交流事業 

●協定等に基づく共同研究・セミナー・研究者交流 

・我が国の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機関

との協定等に基づき実施される二国間交流事業においては、34 か国、46 機関との協定等

に基づき、下記のとおり実施した。 

平成 30(2018)年度 

共同研究 361件 セミナー 41 件 

派遣交流総数 1,576 人 受入交流総人数 1,235 人 

研究者交流（派遣） ３人 研究者交流（受入） 14 人 

令和元(2019)年度 

共同研究 363件 セミナー 40 件 

派遣交流総数 1,549 人 受入交流総人数 943人 

研究者交流（派遣） ２人 研究者交流（受入） ９人 

また、海外調査、アンケートを実施

したことで、現状や今後の課題を把

握するだけでなく、基盤研究種目と

は別に本研究種目を設ける意義・必

要性についても確認され、国際性の

向上に寄与していると評価できる。 

・令和元(2019)年度より更に対象者

を広げ、JSPS-LEADSNET（リーズネッ

ト）事業研究交流会を開催し、国際

的な研究活動を展開するためのノ

ウハウ等を共有したことは、国際共

同研究の強化に資する取組として

高く評価できる。 

【諸外国との二国間交流の支援】 

・二国間交流事業では、研究者のニ

ーズや諸外国の学術振興機関との

関係に配慮して、継続的な見直しを

行いながら中期計画通り着実に業

務を実施した。 

・日独共同大学院プログラムでは、

ドイツ研究振興協会（DFG）と連携し

て事業内容の見直しを実施し、覚書

を締結するとともに、中間評価及び

事後評価を着実に実施した。 

 

【国際的な共同研究の推進】 

・国際共同研究事業では、採択課題

の研究が円滑に実施されるよう滞

りなく支援するとともに、英国研

究・イノベーション機構（UKRI）、ド

イツ研究振興協会（DFG）及びスイス

国立科学財団（SNSF）とは、審査に

リードエージェンシー方式を導入

したプログラムを開始し、計５回の

公募を行った。特に、英国 UKRI、ド

イツ DFGとのプログラムでは、本会

がリードエージェンシーとして、主

体的に公募、書面審査及び相手国と

の合同合議審査を実施し、遅滞なく

新規課題を採択したことは、両機関

の相互理解と協力関係を一層強固

なものとしたと高く評価できる。 

・国際共同研究加速基金について

い、外国渡航の制限、勤務

形態の変容など、国際共同

研究の実施やセミナーの開

催には大きな制約が課せら

れた。その中で、支援期間

の延長や経費の弾力的運用

の容認等、研究者に配慮し

た施策を取り入れたうえ、

計画通りの多様な支援が行

われたことを高く評価す

る。 

・オンライン形式の審査・

評価により新型コロナウイ

ルス感染症の影響が著しい

地域の相手国の学術振興機

関を含めた協議を実施し、

例年通り新規採択課題を決

定したことも評価できる。 

・諸外国の学術振興機関と

の協定に基づく二国間交流

事業は相手側が 34 か国 46

機関にもおよび、共同研究、

セミナー及び研究者交流の

支援がなされている。加え

て、協定を結んでいない国

との国際交流も促進するべ

く、多くのオープンパート

ナーシップ共同研究・セミ

ナーとして支援がなされて

いる。新型コロナウイルス

感染症の影響下でも可能な

限り国際交流を推進し、我

が国の研究水準の向上、国

際競争力の強化に資するも

のとして高く評価される。 

・また、大学コンソーシア

ム等の組織的な取組を支援

するオープンパートナーシ

ップセミナー（大学間連携）

を新設し、更なる二国間の

連携強化を図ったことも高

く評価される。 

・国際共同研究事業では、

形態の変容など、国際共同

研究の実施やセミナーの開

催には大きな制約が課せら

れた。その中で、支援期間

の延長や経費の弾力的運用

の容認等、研究者に配慮し

た施策を取り入れたうえ、

計画通りの多様な支援が行

われたことを高く評価す

る。 

・オンライン形式の審査・

評価により新型コロナウイ

ルス感染症の影響が著しい

地域の相手国の学術振興機

関を含めた協議を実施し、

例年通り新規採択課題を決

定したことも評価できる。 

・諸外国の学術振興機関と

の協定に基づく二国間交流

事業は相手側が 34 か国 46

機関にもおよび、共同研究、

セミナー及び研究者交流の

支援がなされている。加え

て、協定を結んでいない国

との国際交流も促進するべ

く、多くのオープンパート

ナーシップ共同研究・セミ

ナーとして支援がなされて

いる。新型コロナウイルス

感染症の影響下でも可能な

限り国際交流を推進し、我

が国の研究水準の向上、国

際競争力の強化に資するも

のとして高く評価される。 

・国際共同研究事業では、

第４期において英国研究・

イ ノ ベ ー シ ョ ン 機 構

（UKRI）、ドイツ研究振興協

会（DFG）、スイス国立科学

財団（SNSF）、及び中国国家

自然科学基金委員会（NSFC）

と新たなプログラムの実施

に向けてそれぞれ協議し、
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展があると評価

された共同研究

及びセミナーの

割合：75％）を

基準とした状況

変化を評価にお

いて考慮する。 

 

２－Ｄ 国を越え

た優れた学術研

究への支援状況

を把握するため、

当該指標につい

て毎年度確認を

行うとともに、前

中期目標期間に

おける実績（平成

25～28 年度の評

価において、想定

どおり、あるいは

それ以上の成果

を上げたと評価

された課題の割

合：84％）を基準

とした状況変化

を評価において

考慮する。 

令和２(2020)年度 

共同研究 350件 セミナー 38 件 

派遣交流総数 ６人 受入交流総人数 ０人 

研究者交流（派遣） １人 研究者交流（受入） ０人 

令和３(2021)年度 

共同研究 336件 セミナー 23 件 

派遣交流総数 75 人 受入交流総人数 61 人 

研究者交流（派遣） ２人 研究者交流（受入） ０人 

令和４(2022)年度 

共同研究 315件 セミナー 20 件 

派遣交流総数 866人 受入交流総人数 664人 

研究者交流（派遣） １人 研究者交流（受入） ６人 

※研究者交流（受入）は令和４(2022)年度をもって終了 

 

＞申請・採択実績 

平成 30(2018)年度実施分 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 1,101 件 216件 19.6％ 

研究者交流派遣 12 件 ３人 25.0％ 

令和元(2019)年度実施分 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 1,044 件 203件 19.4％ 

研究者交流派遣 12 件 ２人 16.7％ 

令和２(2020)年度実施分 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 1,117 件 195件 17.5％ 

研究者交流派遣 ８件 ３人 37.5％ 

令和３(2021)年度実施分 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 861件 170件 19.7％ 

研究者交流派遣 11 件 ２人 18.2％ 

令和４(2022)年度実施分 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 734件 150件 20.4％ 

研究者交流派遣 14 件 ３人 21.4％ 

※研究者交流（派遣）において、令和５(2023)年度募集分にスイスを新規追加。 

 

●オープンパートナーシップ共同研究・セミナー 

・協定等に基づく二国間交流事業を実施している国以外との交流に対する研究現場からの

ニーズにも幅広く応えるため、我が国と国交のある全ての国（台湾及びパレスチナについ

てはこれに準じて取り扱う）を対象に、下記のとおり実施した。 

また、令和２(2020)年度に新設したオープンパートナーシップセミナー（大学間連携）に

より、大学コンソーシアム等の組織的な取組への支援を行った。 

平成 30(2018)年度 

共同研究・セミナー 97 件 

派遣交流総数 450人 受入交流総人数 84 人 

令和元(2019)年度 

は、評定要素の内容等を変更したこ

とで、研究種目の目的・性格に応じ

た審査をより効果的に行うことが

可能となった。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大

を受け、交流会の代替手段として、

ウェブサイト上で過去開催時の意

見交換の内容等を紹介するととも

に、「 JSPS Researchers Network 

(JSPS-Net)」への登録を促すことに

より、志を同じくした研究者との交

流や相互連携の強化を積極的に図

っている。 

 

【研究交流拠点の形成支援】 

・研究拠点形成事業「A.先端拠点形

成型」が対象とする国際的に競争の

激しい先端研究分野において、米英

独仏等の先進諸国 39 か国・地域と

の間で交流を実施し、日本と複数の

先進諸国との多国間交流の枠組み

による共同研究・セミナー・研究者

交流を行っている。当事業の事後評

価においては、目標水準を上回る

90％の研究交流課題において想定

通りまたは想定以上との評価を得

ており、先端研究分野における研究

交流拠点の構築や若手研究者の育

成を図る観点から評価できる。 

・研究拠点形成事業「B.アジア・ア

フリカ学術基盤形成型」では、当該

地域共通課題の解決に資する研究

分野においてアジア・アフリカの 54 

か国・地域と交流を実施し、多国間

交流の枠組みで共同研究・セミナ

ー・研究者交流について行ってい

る。当事業に採択された研究交流課

題に対し支援期間終了後に実施し

たアンケートでは、申請時の目標を

達成でき、今後も相手国研究者との

交流を継続・発展させるとの回答が

あることから、我が国及びアジア・

アフリカ諸国の研究交流拠点形成

第４期において英国研究・

イ ノ ベ ー シ ョ ン 機 構

（UKRI）、ドイツ研究振興協

会（DFG）、スイス国立科学

財団（SNSF）、及び中国国家

自然科学基金委員会（NSFC）

と新たなプログラムの実施

に向けてそれぞれ協議し、

合意に至ったことは、相手

国の学術振興機関との相互

理解と協力関係が一層強固

になったと高く評価する。

また、英国 UKRI、ドイツ

DFG、スイス SNSF とは、リ

ードエージェンシー方式を

導入したプログラムの実施

に向け協議し、募集要項の

合意に至った。特に令和３

(2021)年度に実施した英国

UKRI とのプログラムでは、

日本学術振興会がリードエ

ージェンシーとなり、主体

的に公募、書面審査、合同

合議審査を実施し、遅滞な

く新規課題を採択した。ま

た、ドイツ DFG とのプログ

ラムでは、平成 30(2018)年

度にドイツ DFG がリードエ

ージェンシーとして新規課

題 9 件を採択し、令和４

(2022)年度には振興会がリ

ードエージェンシーとして

審査に当たることになって

いる。これらは、これまで

の相手国の学術振興機関と

の緻密な協議、試験的運用

の成果が活かされたもので

あり、日本学術振興会の国

際化に寄与する成果として

特筆される。 

・国際共同研究加速基金

（国際共同研究強化（Ａ））

について、応募資格の年齢

合意に至ったことは、相手

国の学術振興機関との相互

理解と協力関係が一層強固

になったと高く評価する。

また、英国 UKRI、ドイツ

DFG、スイス SNSF とは、リ

ードエージェンシー方式を

導入したプログラムを開始

し、計５回の公募を実施し

ている。特に英国 UKRI やド

イツ DFG とのプログラムで

は、日本学術振興会がリー

ドエージェンシーとなり、

主体的に公募、書面審査、

合同合議審査を実施し、遅

滞なく新規課題を採択し

た。これらは、これまでの

相手国の学術振興機関との

緻密な協議、試験的運用の

成果が活かされたものであ

り、日本学術振興会の国際

化に寄与する成果として特

筆される。 

・国際共同研究加速基金

（国際共同研究強化（Ａ））

について、応募資格の年齢

制限を「36 歳以上 45 歳以

下」から「45 歳以下」に改

め、年齢の下限を撤廃した

ことや、帰国発展研究につ

いて、令和２(2020)年度公

募より、「ポストドクター」

という身分であっても、種

目の趣旨に合致する場合に

は応募可能としたことは、

若手研究者の研究機会を増

やしその活躍を後押しする

ものであり、高く評価する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・様々な国際共同研究プロ

グラムにおいて、リードエ

ージェンシー方式の審査が
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共同研究・セミナー 95 件 

派遣交流総数 374人 受入交流総人数 105人 

令和２(2020)年度 

共同研究・セミナー・セミナー（大学間連携） 99 件 

派遣交流総数 ０人 受入交流総人数 １人 

令和３(2021)年度 

共同研究・セミナー・セミナー（大学間連携） 96 件 

派遣交流総数 16 人 受入交流総人数 18 人 

令和４(2022)年度 

共同研究・セミナー・セミナー（大学間連携） 100件 

派遣交流総数 806人 受入交流総人数 101人 

 

●オープンパートナーシップ申請・採択実績 

平成 30(2018)年度実施 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 237件 51 件 21.5％ 

上記採択数のうち、平成 30(2018)年度に実施した協定等を締結していない国との

交流は 25 か国・42 件であり、研究現場からの多様な国との交流ニーズに幅広く対

応できた。 

令和元(2019)年度実施 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー 220件 45 件 20.5％ 

上記採択数のうち、令和元(2019)年度に実施した協定等を締結していない国との

交流は 21 か国・37 件であり、研究現場からの多様な国との交流ニーズに幅広く対

応できた。 

令和２(2020)年度実施 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー・セミナ

ー（大学間連携） 
288件 52 件 18.1％ 

上記採択数のうち、令和２(2020)年度に支援した協定等を締結していない国との

交流は 27 か国・44 件であり、研究現場からの多様な国との交流ニーズに幅広く対

応できた。 

令和３(2021)年度実施 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー・セミナ

ー（大学間連携） 
199件 52 件 26.1％ 

上記採択数のうち、令和３(2021)年度に支援した協定等を締結していない国との

交流は 22 か国・37 件であり、研究現場からの多様な国との交流ニーズに幅広く

対応できた。 

令和４(2022)年度実施 申請件数 採択数 採択率 

共同研究・セミナー・セミナ

ー（大学間連携） 
172件 53 件 30.8％ 

上記採択数のうち、令和４(2022)年度に支援した協定等を締結していない国との

交流は 29 か国・46 件であり、研究現場からの多様な国との交流ニーズに幅広く

対応できた。 

 

の推進や若手研究者の育成等に寄

与していると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、諸外国の学術振興機関

との協力の下、国際的な共同研究な

ど国を超えた優れた学術研究への

支援を行っていく 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である２－３について、

国際共同研究事業で、複数の相手国

学術振興機関とリードエージェン

シー方式を導入したプログラムを

開始するとともに、英国 UKRI 及び

ドイツ DFG とのプログラムでは、本

会がリードエージェンシーとして、

主体的に公募、審査、採択したこと

は高く評価できる。 

 

・関連指標２－Ｃについて、前期中

期目標期間を上回る 78％の課題で

発展的な成果を出したと研究者自

身が評価したことは着実に業務を

実施したと評価できる。 

・関連指標２－Ｄについて、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、

事後評価を実施できない課題があ

ったが、87.4％の課題で想定どおり

あるいはそれ以上の成果を上げて

いることは着実に業務を実施した

と評価できる。 

 

制限を「36 歳以上 45 歳以

下」から「45歳以下」に改

め、年齢の下限を撤廃した

ことや、帰国発展研究につ

いて、令和２(2020)年度公

募より、「ポストドクター」

という身分であっても、種

目の趣旨に合致する場合に

は応募可能としたことは、

若手研究者の研究機会を増

やしその活躍を後押しする

ものであり、高く評価する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・様々な国際共同研究プロ

グラムにおいて、リードエ

ージェンシー方式の審査が

多くの国の学術振興機関と

の間で実施されるようにな

ることを期待したい。 

・対面形式による研究者間

の情報交換や共同研究の遂

行が中断している現状は、

若手研究者の国際的感性を

涵養する重要な機会が奪わ

れていることでもある。ポ

ストコロナに向けて、これ

までのパンデミック時期が

「失われた時間」とならな

いような新たな若手育成プ

ログラムの立案を開始して

ほしい。 

・若手研究者の活性化、国

際化を促す「対策」を立案

し、我が国の研究活動の発

展を図ってほしい。ここで

重要なことは、活性化や国

際化の促進はあくまで若手

研究者の自主的な考え、自

由な発想に任せることで、

「対策」ではそれを支援す

る立場に徹することが必要

とされる。 

多くの国の学術振興機関と

の間で実施されるようにな

ることを期待したい。 

・対面形式による研究者間

の情報交換や共同研究の遂

行が中断している現状は、

若手研究者の国際的感性を

涵養する重要な機会が奪わ

れていることでもある。ポ

ストコロナに向けて、これ

までのパンデミック時期が

「失われた時間」とならな

いような新たな若手育成プ

ログラムの立案を開始して

ほしい。 

・若手研究者の活性化、国

際化を促す「対策」を立案

し、我が国の研究活動の発

展を図ってほしい。ここで

重要なことは、活性化や国

際化の促進はあくまで若手

研究者の自主的な考え、自

由な発想に任せることで、

「対策」ではそれを支援す

る立場に徹することが必要

とされる。 

昨年度見込み評価でなさ

れた上記要望に対応し、特

別研究員に対する国際的な

研究活動とアカデミア採用

前後の研究活動の継続・発

展を後押しするため、令和

５(2023)年度継続課題及び

令和５(2023)年度公募よ

り、基金化、「国際共同研究

強化」への応募機会の拡大

及び特別研究員奨励費（学

術条件整備）という特別研

究員の研究ポテンシャルを

最大限引き出せるような仕

組みを導入する決定をした

ことは、高く評価したい。 

・国際的な共同事業の推進
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●オープンパートナーシップ採択内訳（交流相手国・地域） 

平成 30(2018)年

度 
共同研究 セミナー  

協定等に基づく

交流の募集を平

成 30(2018)年度

実施していない

国 

(共同研究:22 か

国・37 件、セミナ

ー:５か国・５件） 

カザフスタン、カン

ボジア、スリラン

カ、ネパール、ブー

タン、マレーシア、

ミャンマー、モンゴ

ル、台湾、ガーナ、

オーストラリア、ア

イスランド、オラン

ダ、スイス、スペイ

ン、ノルウェー、フ

ィンランド、ベラル

ーシ、アラブ首長国

連邦、ボリビア、ホ

ンジュラス、米国 

インドネシア、台

湾、英国、カナダ、

米国 

 

協定等に基づく

交流の募集を平

成 30(2018)年度

実施している国

(共同研究:６か

国・９件） 

シンガポール、中

国、イタリア、ドイ

ツ、英国、ブラジル 

  

令和元 (2019) 年

度 
共同研究 セミナー  

協定等を締結し

ていない国 

(共同研究:20 か

国・33 件、セミナ

ー:４か国・４件） 

カンボジア、マレー

シア、ミャンマー、

台湾、ガーナ、カメ

ルーン、タンザニ

ア、オーストラリ

ア、オランダ、スイ

ス、スペイン、セル

ビア、デンマーク、

ノルウェー、ポルト

ガル、エクアドル、

ボリビア、メキシ

コ、カナダ、米国 

オーストラリア、

スイス、英国、米

国 

 

協定等を締結し

ている国(共同研

究:５か国・７件、

セミナー：１か

国・１件） 

バングラデシュ、ベ

トナム、イタリア、

スロベニア、英国 

中国  

令和２ (2020) 年 共同研究 セミナー セミナー 

・国際的な共同事業の推進

はコロナ禍で相当困難であ

ったと思われる。このよう

に世界中が新型コロナウイ

ルス感染症で困難に直面し

ている時期にこそ、海外の

学術振興機関との連携を強

化し、国際的な人的つなが

りを強めることができる好

機でもある。 

 

＜その他事項＞ 

― 

はコロナ禍で相当困難であ

ったと思われる。このよう

に世界中が新型コロナウイ

ルス感染症で困難に直面し

ている時期に培った海外の

学術振興機関との連携を今

後も強化し、国際的な人的

つながりを強めてほしい。 

・策定された国際戦略に基

づき、申請数の少ない研究

者交流の見直しを行い、よ

り需要の高い相手国との共

同研究を、覚書の改正や交

流枠の拡充などにより充実

させる等、事業の見直しを

行っていることは理解でき

るが、申請数が少ないこと

は、必ずしも当該国との交

流が不要ということではな

いだろう。可能な限り、多

様な国・地域との交流を振

興会が支援することが望ま

れる。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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度 （大学間連携） 

協定等を締結し

ていない国 

(共同研究:22 か

国・36 件、セミナ

ー:４か国・５件、

セミナー（大学間

連携）：３か国・３

件） 

スリランカ、マレー

シア、ミャンマー、

モンゴル、台湾、ザ

ンビア、オーストラ

リア、アイスラン

ド、ウクライナ、オ

ランダ、キルギス、

スウェーデン、スペ

イン、デンマーク、

ノルウェー、フィン

ランド、ルーマニ

ア、コロンビア、チ

リ、メキシコ、カナ

ダ、米国 

スロベニア、ノル

ウェー、カナダ、

米国 

台湾、スイス、ス

ウェーデン 

協定等を締結し

ている国(共同研

究:５か国・６件、

セミナー（大学間

連携）：２か国・２

件） 

インド、インドネシ

ア、中国、フランス、

英国 

 中国、フランス 

令和３ (2021) 年

度 
共同研究 セミナー 

セミナー 

（大学間連携） 

協定等を締結し

ていない国 

(共同研究:20 か

国・32 件、セミナ

ー :４ か国・ ４

件）、セミナー（大

学間連携）：１か

国・１件） 

カンボジア、バング

ラデシュ、マレーシ

ア、モンゴル、台湾、

ザンビア、タンザニ

ア、オーストラリ

ア、イタリア、ウズ

ベキスタン、オース

トリア、オランダ、

クロアチア、スイ

ス、スウェーデン、

スペイン、スロバキ

ア、ノルウェー、ア

ラブ首長国連邦、米

国 

ネパール、オース

トラリア、スロバ

キア、米国 

タイ 

協定等を締結し

ている国(共同研

究:９か国・13 件、

セミナー：１か

国・１件) 

インドネシア、タ

イ、フィリピン、ベ

トナム、中国、チェ

コ、ドイツ、フラン

ス、英国 

ドイツ  

令和 ４ (2022) 年 共同研究 セミナー セミナー 
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度 （大学間連携） 

協定等を締結し

ていない国 

(共同研究:28 か

国・41 件、セミナ

ー :４ か国・ ４

件）、セミナー（大

学間連携）：１か

国・１件） 

スリランカ、マレー

シア、モンゴル、台

湾、ウガンダ、エチ

オピア、ガーナ、ケ

ニア、オーストラリ

ア、イタリア、オラ

ンダ、スイス、スウ

ェーデン、スペイ

ン、スロベニア、デ

ンマーク、フィンラ

ンド、ルーマニア、

ロシア、イラク、イ

ラン、ヨルダン、エ

クアドル、パラグア

イ、ブラジル、ペル

ー、カナダ、米国 

台湾、ギリシャ、

カナダ、米国 

台湾 

協定等を締結し

ている国(共同研

究:４か国・６件、

セミナー：１か

国・１件) 

ベトナム、ドイツ、

フランス、ベルギー 

ドイツ  

 

●新型コロナウイルス感染症への対応 

・新型コロナウイルス感染症の影響が著しい地域の相手国機関との協議についても円滑に

進むよう努め、新規課題を採択した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う渡航制限措置等の影響を受けながらも、各課題

では、必要に応じてオンラインを活用した共同研究の実施、ウェブ会議システムを利用し

たセミナーの開催などにより、交流を推進した。渡航を要とする計画を含む課題は特例措

置により、委託期間を延長した。 

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う弾力的な運用） 

・令和元(2019)年度から令和４(2022)年度は、オンライン等を介した交流等の実施に必要

な設備・備品に係る経費を支出可能とするとともに、委託費の 50％以上を旅費に使用する

という条件を免除した。 

・弾力的な経費執行に対応するため、事前の申請により委託期間を翌年度に延長可能とし

た。 

令和２(2020)年度延長件数：共同研究 331件 セミナー42 件 計 373 件 

令和３(2021)年度延長件数：共同研究 308件 セミナー20 件 計 328 件 

令和４(2022)年度延長件数：共同研究 114件 セミナー２件 計 116 件 

・なお、令和元(2019)年度については緊急措置として、セミナー４件について、委託期間

を１か月程度延長、また事業終了後の報告書類の提出期限を延長した。 

 

■日独共同大学院プログラム 

35



 

 

・ドイツ研究振興協会（DFG）と連携して行う日独共同大学院プログラムを実施した。 

平成 30(2018)年度実施件数：継続２件 

令和元(2019)年度実施件数：新規１件、継続１件 

令和２(2020)年度実施件数：継続２件 

令和３(2021)年度実施件数：継続２件 

令和４(2022)年度実施件数：継続１件 

・中間評価と事後評価を実施した。 

平成 30(2018)年度実施分 

＜中間評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

平成 28(2016)年度 

採択課題１件 

Ｂ：想定どおりの成果をあげつつあ

り、現行の努力を継続することによっ

て目標の達成が概ね期待できる。 

※評価はＡ～Ｄの４段階で実施 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

平成 24(2012)年度 

採択課題１件 

Ｃ：当初の目標はある程度達成され

た。 

平成 26(2014)年度 

採択課題１件 

Ｂ：当初の目標は想定どおり達成され

た。 

※評価はＡ～Ｄの４段階で実施 

令和元(2019)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

平成 27(2015)年度 

採択課題１件 

Ａ：意義があった 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

令和４(2022)年度実施分 

＜中間評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

令和元(2019)年度

採択課題１件 

Ａ：想定どおりの意義をあげつつあ

り、現行の努力を継続することによっ 

て目標の達成が概ね期待できる 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

平成 28(2016)年度

採択課題１件 

Ａ：意義があった 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-jg_externship/08_hyouka.html 

・新型コロナウイルス感染症の影響がある中、ドイツ DFG と連携して事業内容の見直しに

向けた協議が円滑に進むように努め、令和３(2021)年９月に改正覚書（MoC）を締結すると
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ともに、改正覚書に基づき、次回の実施に向け遅滞なく募集を開始した。 

・令和４(2022)年度には、ドイツ DFGと連携し、ドイツ DFG が実施する予備審査に係るレ

ビュア２名を選定した。 

 

●新型コロナウイルス感染症への対応 

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う弾力的な運用） 

・弾力的な経費執行に対応するため、事前の申請により委託契約を翌年度に延長可能とし

た。 

（令和２(2020)年度申請件数：２件、令和３(2021)年度申請件数：１件、令和４(2022)年

度申請件数：０件） 

 

 

【国際的な共同研究の推進】 

■国際共同研究事業 

●欧州との社会科学分野における国際共同研究プログラム（ORAプログラム） 

・欧州等４か国の学術振興機関（フランス国立研究機構（ANR）、ドイツ研究振興協会（DFG）、

英国社会科学研究会議（ESRC）、オランダ科学研究機構（NWO）（令和２(2020)年度募集より

オランダ NWO に代えて、カナダ社会・人文科学研究会議（SSHRC）が参画）との連携によ

り、社会科学分野における多国間国際共同研究事業を実施した。 

平成 30(2018)年度支援件数：新規３件、継続２件 

令和元(2019)年度支援件数：継続３件 

令和２(2020)年度支援件数：新規１件、継続３件 

令和３(2021)年度支援件数：継続４件 

令和４(2022)年度支援件数：新規１件、継続４件 

・事後評価を実施した。 

令和元(2019)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

２件 Ａ：意義があった／２課題 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-bottom/06_f_jigohyouka.html 

・新型コロナウイルス感染症の影響が著しい地域の相手国機関との協議が円滑に進むよう

努め、遅滞なく公募、書面審査及び合議審査を行った。 

（参考）平成 30(2018)年度公募実施 対象分野：社会科学 申請件数：12 件 採択件数：

３件 

令和２(2020)年度公募実施 対象分野：社会科学 申請件数：２件 採択件数：１件 

令和４(2022)年度公募実施 対象分野：社会科学 申請件数：20 件 採択件数：１件 

 

●国際共同研究教育パートナーシッププログラム（PIRE プログラム） 

・米国国立科学財団 NSF と連携して行う国際共同研究事業を実施した。 

平成 30(2018)年度支援件数：継続２件 

令和元(2019)年度支援件数：継続２件 

令和２(2020)年度支援件数：継続２件 
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令和３(2021)年度支援件数：継続１件 

令和４(2022)年度支援件数：新規２件 

（参考）平成 27(2015)年度公募実施 対象分野：人文学、社会科学及び自然科学にわたる

全分野 申請件数：７件 採択件数：２件 

令和４(2022)年度募集実施 対象分野：気候変動、クリーンエネルギー 申請件数：２件 

採択件数：２件 

・事後評価を実施した。 

令和３(2021)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

１件 Ａ：意義があった 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

令和４(2022)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

１件 Ａ：意義があった 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-bottom/06_c_jigohyouka.html 

 

●スイスとの国際共同研究プログラム（JRPs） 

・スイス国立科学財団（SNSF）と連携して行う国際共同研究事業を実施した。 

平成 30(2018)年度支援件数：継続４件 

令和元(2019)年度支援件数：新規８件、継続４件 

令和２(2020)年度支援件数：継続８件 

令和３(2021)年度支援件数：継続８件 

令和４(2022)年度支援件数：新規 10 件、継続８件 

（参考）平成 28(2016)年度公募実施 対象分野：人文学、社会科学、生物学、医歯薬学 申

請件数：38 件 採択件数：４件 

令和元(2019)年度公募実施 対象分野：数物系科学、化学、工学系科学、情報学、農学・

環境学申請件数：21件 採択件数：８件 

令和４(2022)年度公募実施 対象分野：未来社会のデザイン（全分野） 申請件数：67 件 

採択件数：10件 

・事後評価を実施した。 

令和２(2020)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

４件 Ａ：意義があった／２課題 

Ｂ：ある程度意義があった／２課題 

※評価はＳ～Ｃの 4 段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-bottom/06_g_jigohyouka.html 

・令和元(2019)年度採択に向けて、SNSF が実施した予備審査を通過した申請について日本

側の書面審査及び日スイス合同合議を実施した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響がある中、相手国期間との協議が円滑に進むよう努め、
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令和４(2022)年度実施に向け、遅滞なく公募を開始するとともに、スイス SNSF がリード

エージェンシーとなり、67件の応募から 10 件を採択した。 

 

●国際化学研究協力事業（ICCプログラム） 

・米国国立科学財団（NSF）と連携して行った国際共同研究事業の平成 26 年度採択課題の

終了を受けて、平成 30(2018)年度に事後評価を実施した。 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

２件 Ａ：当初設定された研究計画の達成度

は想定以上であった。／１課題 

Ｂ：当初設定された研究計画は概ね達

成された。／１課題 

※評価はＡ～Ｄの４段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-bottom/06_a_jigohyouka.html 

 

●ドイツとの国際共同研究プログラム（JRP-LEAD with DFG） 

・ドイツ研究振興協会（DFG）と連携して、リードエージェンシー方式による審査を導入し

た国際共同研究事業を実施した。 

平成 30(2018)年度支援件数：新規９件 

令和元(2019)年度支援件数：継続９件 

令和２(2020)年度支援件数：継続９件 

令和３(2021)年度支援件数：継続９件 

令和４(2022)年度支援件数：新規８件、継続５件 

（参考）平成 30(2018)年度公募実施 対象分野：地球科学 申請件数：25 件 採択件数：

９件 

令和４(2022)年度公募実施 対象分野：エネルギー貯蔵・変換・輸送のための材料科学／

工学 申請件数：43件 採択件数：８件 

・事後評価を実施した。 

令和４(2022)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

４ Ａ：意義があった／４課題 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-bottom/06_h_jigohyouka.html 

・ドイツ DFG との間でリードエージェンシー方式による審査スキームの導入にあたり、国

際事業委員会に新たに専門委員を設置し専門分野別の合同合議審査の実施に向けた準備

を行ったほか、学術システム研究センターの協力を得て専門委員の選考を行った。 

・平成 30(2018)年度に、リードエージェンシー方式による審査を導入したプログラムの公

募を行い、25 件の応募から９件を採択した。なお、ドイツ DFG 側のリードの下、書面審査

はドイツ側のみで行い、合議審査は日独双方の審査委員により合同で実施した。 

・令和４(2022)年度の実施に向け、本会がリードエージェンシーとなり、新たに公募を行

い、書面審査を実施した。また、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、オンラ
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インを介した日独合同合議審査が円滑に進むよう努め、43 件の応募から遅滞なく８件を採

択した。。 

 

●英国との国際共同研究プログラム（JRP-LEAD with UKRI） 

・英国研究・イノベーション機構（UKRI）と連携して、リードエージェンシー方式による

審査を導入した国際共同研究事業を実施した。 

平成 30(2018)年度支援件数：新規 10件 

令和元(2019)年度支援件数：継続 10 件 

令和２(2020)年度支援件数：継続 10 件 

令和３(2021)年度支援件数：新規 10 件、継続 10 件 

令和４(2022)年度支援件数：継続 16 件 

（参考）平成 30(2018)年度公募実施 対象分野：生命科学、環境科学 申請件数：169 件 

採択件数：10件 

令和３(2021)年度公募実施 対象分野：社会科学、芸術、人文学 申請件数：166 件 採

択件数：10 件 

・事後評価を実施した。 

令和４(2022)年度実施分 

＜事後評価の実施･公表実績＞ 

実施課題数 評価結果 

４ Ａ：意義があった／４課題 

※評価はＳ～Ｃの４段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-bottom/06_i_jigohyouka.html 

 

・英国 UKRI との間でリードエージェンシー方式による審査スキームの導入にあたり、国

際事業委員会に新たに専門委員を設置し専門分野別の合同合議審査の実施に向けた準備

を行ったほか、学術システム研究センターの協力を得て専門委員の選考を行った。 

・平成 30(2018)年度に、リードエージェンシー方式による審査を導入したプログラムの公

募を行い、169 件の応募から 10 件を採択した。なお、審査については英国 UKRI のリード

の下、書面審査及び合議審査とも日英双方の審査委員による審査を実施した。 

・令和３(2021)年度の実施に向け、本会がリードエージェンシーとなり、新たに公募を行

い、書面審査を実施した。また、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、オンラ

インを介した日英合同合議審査が円滑に進むよう努め、166件の応募から遅滞なく 10件を

採択した。 

 

●中国との国際共同研究プログラム（JRP with NSFC） 

・中国国家自然科学基金委員会（NSFC）と連携して行う国際共同研究事業を実施した。 

令和元(2019)年度支援件数：新規４件 

令和２(2020)年度支援件数：継続４件 

令和３(2021)年度支援件数：継続４件 

令和４(2022)年度支援件数：継続４件 

（参考）令和元(2019)年度公募実施 対象分野：サステイナブル・レメディエーション 申

請件数：35 件 採択件数：４件 
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・令和元(2019)年度の実施に向け、中国 NSFCと連携して、公募を新たに行い、書面審査及

び合議審査を実施し、NSFCとの協議により 35件の応募から４件採択した。 

 

●新型コロナウイルス感染症への対応 

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う渡航制限措置等の影響を受けながらも、各課題

では、必要に応じてオンラインを活用した共同研究の実施、ウェブ会議システムを利用し

た研究発表などにより、研究を推進した。渡航を要とする計画を含む課題は特例措置を利

用し、委託期間を延長した。 

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う弾力的な運用） 

・弾力的な経費執行に対応するため、事前の申請により委託契約を翌年度に延長可能とし

た。 

（令和２(2020)年度申請件数：22件） 

（令和３(2021)年度申請件数：14件） 

・令和３(2021)年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響の低減及び円滑な事業実施

の観点から、複数年度の委託契約を締結し、研究費の年度間繰越を認め、委託期間の延長

も可能とすることにより、研究の進捗状況に応じて研究費を執行できる弾力的な経費執行

の促進に努めた。 

・令和２(2020)年度については緊急措置として、事業終了後の報告書類の提出期限につい

て、４月末日であったところ、受託機関からの申し出により、１か月程度延長した。 

 

【研究交流拠点の形成支援】 

■ 研究拠点形成事業 

（A. 先端拠点形成型） 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度にかけ、先端的かつ国際的に重要な研究課題に

ついて、米英独仏等の 39 の国・地域との間でのべ 25 機関 71 課題を実施し、日本と複数

の交流相手国との多国間交流の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。 

・また、各課題において、大学院生を含む若手研究者の海外発表やセミナーの実施等、若

手研究者の育成プログラムを実施した。 

・先端的な分野において、各国の強みを生かした研究交流を推進し学術的な成果を創出す

るとともに、研究を進める上のネットワークを確立した。例えば、EU のプロジェクトと連

携しつつ本事業を通じて研究交流・若手研究者の育成を推進し、国際研究ネットワークの

強化・拡大や外国出版社からの本事業成果を含む専門書の出版につなげた。 

 

●中間評価の実施・公表実績 

令和４(2022)年度までに行った中間評価 34 件のうち、30 件で想定通り、または想定以上

との評価を得た。 

 

 実施課題数 
評価結果（平成 30(2018)年度以前採択課

題／平成 31(2019)年度以降採択課題） 

中間評価 34 A/S：想定以上の成果をあげつつあり、当初

の目標の達成が大いに期待できる／６課題 

B/A：想定どおりの成果をあげつつあり、現

行の努力を継続することによって目標の達
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成が概ね期待できる／24 課題 

C/B：ある程度の成果をあげつつあるが、目

標達成のためには一層の努力が必要である

／４ 課題 

※評価は、平成 30(2018)年度採択課題まではＡ～Ｄの４段階で実施し、平成 31(2019)年

度採択課題からはＳ～Ｃの４段階で実施 

中間評価結果： 

https://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html 

 

●事後評価の実施・公表実績 

令和４(2022)年度までに行った事後評価 31 件のうち、28 件で想定通り、または想定以上

との評価を得た。 

 

 実施課題数 
評価結果（平成 27(2015)年度以前採択課

題／平成 28(2016)年度以降採択課題）   

事後評価 31 A/S：想定以上の成果をあげており、当初の

目標は達成された／５課題 

B/A：想定どおりの成果をあげており、当初

の目標は達成された／23 課題 

C/B：ある程度成果があがり、当初の目標も

ある程度達成された／３課題 

※評価は、平成 27(2015)年度採択課題まではＡ～Ｄの 4 段階で実施し、平成 28(2016)年

度採択課題からはＳ～Ｃの 4段階で実施 

事後評価結果：https://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html 

 

●交流国・地域数：39 か国（平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度） 

アイルランド、アルゼンチン、イタリア、インド、インドネシア、英国、オーストラリア、

オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウ

ェーデン、スペイン、スロベニア、タイ、台湾、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、ニュ

ージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フラン

ス、米国、ベトナム、ベルギー、ポーランド、マレーシア、メキシコ、ラオス、ルクセン

ブルク、ロシア 

 

●申請採択状況 

選考は、国際事業委員会において、課題の先端性・重要性やネットワークの構築等多角的

な視点から実施。また、令和３(2021)年度以降の採択分の審査においては新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、ヒアリング審査をオンライン形式で実施した。 

 

 申請件数 採択数（予定数含む） 採択率 

令和元(2019)年度採択 52 件 ８件 15.4％ 

令和２(2020)年度採択 41 件 ９件 22.0％ 

令和３(2021)年度採択 38 件 ８件 21.0％ 

令和４(2022)年度採択 17 件 ８件 47.1％ 

42

https://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html


 

 

令和５(2023)年度採択 14 件 ８件 57.1％ 

 

（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型） 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度にかけ、アジア・アフリカ地域の問題解決に資

する研究課題について、54か国・地域との間でのべ 39 機関 74課題を実施し、日本と複数

の交流相手国との多国間交流の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。 

・また、各課題において、大学院生を含む若手研究者の海外発表やセミナーの実施等、若

手研究者の育成プログラムを実施した。 

・感染症や環境汚染の問題等、アジア・アフリカ地域の問題解決に取り組み学術的な成果

を上げるとともに、研究を進める上のネットワークを確立した。例えば、ユネスコと連携

した南アフリカにおける地震に関する国際的な大型研究プロジェクトにおいて、本事業が

中心となって国際連携を進めて研究活動を推進した。 

・本事業に採択された研究交流課題については支援期間終了後にアンケートを実施してお

り、その結果、いずれの年度についても拠点機関から申請時の目標を達成でき、今後も相

手国研究者との交流を継続・発展するとの回答を得る等、我が国及び相手国の拠点形成に

寄与したことを確認した。 

 

●交流国・地域数：54 か国（平成 30(2018)年度～令和４(2022)年度） 

アルジェリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エ

ジプト、エチオピア、オマーン、ガーナ、カザフスタン、カタール、ガボン、韓国、カン

ボジア、キルギス、ケニア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジブチ、シンガポール、スー

ダン、スリランカ、セネガル、タイ、台湾、タジキスタン、タンザニア、中国、トルコ、

ナイジェリア、ネパール、バーレーン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブ

ータン、ブルキナファソ、ブルネイ、ブルンジ、ベトナム、ベナン、ボツワナ、マレーシ

ア、南アフリカ、ミャンマー、モザンビーク、モロッコ、モンゴル、ヨルダン、ラオス、

ルワンダ、レバノン 

 

●申請採択状況 

選考は、国際事業委員会において課題の重要性・必要性やネットワークの構築等多角的な

視点から実施。 

 

 申請件数 採択数（予定数含む） 採択率 

令和元(2019)年度採択 74 件 10 件 13.5％ 

令和２(2020)年度採択 50 件 10 件 20.0％ 

令和３(2021)年度採択 38 件 10 件 26.3％ 

令和４(2022)年度採択 33 件 10 件 30.3％ 

令和５(2023)年度採択 26 件 ８件 30.8％ 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う弾力的な運用） 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和２(2020)年度から令和４(2022)年度の間に

以下の運用を実施した。 

① 研究交流経費総額の 50％以上を旅費として用いることとする制限を免除した。 

② 弾力的な経費執行に対応するため、事前の申請により該当年度事業計画の実施期間延
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長を可能とした。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う渡航制限措置等の影響を受けながらも、各課題に

おいて、必要に応じてオンラインを活用した共同研究の実施、ウェブ会議システムを利用

した研究発表やセミナーの開催などにより、研究交流を推進した。渡航を要とする計画を

含む課題は、前述の特例措置を利用し、該当年度事業計画の実施期間を延長した。 

 

【審査・評価業務】 

（審査業務） 

・公募事業は国際事業委員会等において利害関係者の取扱いに厳正を期しつつ、書面審査

及び合議審査（ヒアリング審査を含む）を競争的な環境の下で行った。合議審査は令和２

(2020)年度以降は新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン形式により実施し、審

査業務を滞りなく行った。 

＞審査委員に審査の手引等を配布して、審査基準及び評価方法等を明確に示し、併せて

利害関係者の取り扱いについても周知し、公平で公正な審査体制を維持した。 

＞書面審査員の名簿は任期終了後に、合議審査を行う国際事業委員会委員の名簿は年度

終了後にホームページで公開するとともに、審査方針や審査方法も公開し、審査の透

明性確保に努めた。 

＞学術システム研究センターにおいて、審査意見の適切性等についての分析・検証（審

査に問題があった審査員や有意義な審査を行った審査員の特定など）を行い、翌年度

の審査員候補者を選考した。 

 

（評価業務） 

・上述のとおり、「日独共同大学院プログラム」、「研究拠点形成事業（Ａ.先端拠点形成型）」、

「国際共同研究事業」、「日中韓フォーサイト事業」の４事業において、事業の成果及び効

果を把握するため、中間評価や事後評価を実施した。事後評価、中間評価いずれの結果も

報告書とともにウェブサイトに公開した。 

 

 ＜主な定量的指

標＞ 

ー 

 

＜その他の指標

＞ 

【評価指標】 

２－４ 学術の応

用に関する研究

における適切な

課題設定に向け

た取組状況（有

識者からの意見

聴取実績等を参

考に判断） 

 

＜主要な業務実績＞ 

【課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業】 

（平成 30(2018)年度） 

・実社会対応プログラムの公募を行い、67件の申請を受け付け、審査部会における客観的

かつ公平・公正な審査を経て、８件の研究テーマを採択した。審査終了後、採択理由及び

不採択理由を申請者に通知し、審査の透明性を確保した。 

・平成 30(2018)年度中に委託契約が終了した、実社会対応プログラムの研究評価を行っ

た。（Ａ評価：８件、Ｂ評価：４件） 

・採択した８件の研究テーマの概要及び評価結果をウェブサイトに公開することで情報発

信に努めた。 

https://www.jsps.go.jp/jissyakai/index.html 

 

（令和元(2019)年度） 

・グローバル展開プログラムの公募を行い、49 件の申請を受け付け、審査部会における客

観的かつ公平・公正な審査を経て、６件の研究テーマを採択した。審査終了後、採択理由

及び不採択理由を申請者に通知し、審査の透明性を確保した。 

（３）学術の応用に関する研究等の

実施 

補助評定：ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、 

下記の理由により、中期計画通り、

中期目標を達成する実績を上げて

いることから、評定をｂとする。 

 

【課題設定による先導的人文学・社

会科学研究推進事業】 

・平成 30(2018)年度～令和２(2020)

年度は、平成 24(2012)年文部科学省

科学技術・学術審議会学術分科会報

告を踏まえたプログラムによる研

究を推進し、さらに令和３(2021)年

（３）学術の応用に関する

研究等の実施 

補助評定：ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期

目標に向かって順調に実績

を上げていると見込まれる

ことから、評定を b とする。 

・文部科学省科学技術・学

術審議会学術分科会報告を

踏まえたプログラムで「課

題設定による先導的人文

学・社会科学研究推進事業」

が開始され、３プログラム

が順調に推進された（令和

（３）学術の応用に関する

研究等の実施 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期

目標を達成する実績を上げ

ていると言えることから評

定を b とする。 

・文部科学省科学技術・学

術審議会学術分科会報告を

踏まえたプログラムで「課

題設定による先導的人文

学・社会科学研究推進事業」

が開始され、３プログラム

が順調に推進された（令和
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＜評価の視点＞ 

２－４ 様々な学

術的・社会的要請

に応えた課題設

定に向けた取組

が行われたか、有

識者からの意見

聴取実績や情報

収集の取組等を

参考に判断する。 

・令和元(2019)年度中に委託契約が終了した、グローバル展開プログラムの研究評価を行

った。（Ａ評価：２件、Ｂ評価：５件） 

・採択した６件の研究テーマの概要及び評価結果をウェブサイトに公開し、また、シンポ

ジウムを開催し、情報発信に努めた。 

https://www.jsps.go.jp/global/index.html 

・人文学・社会科学研究分野の特性を踏まえた評価指標に関し、シンポジウムにおいて議

論を行った。 

 

（令和２(2020)年度） 

・領域開拓プログラムの公募を行い、75 件の申請を受け付け、審査部会における客観的か

つ公平・公正な審査を経て、11 件の研究テーマを採択した。審査終了後、採択理由及び不

採択理由を申請者に通知し、審査の透明性を確保した。なお、新型コロナウイルス感染症

の蔓延を受け、公募時に設定する課題に「パンデミックなど世界規模の災禍への人間社会

の対応と課題」を追加した。 

・令和２(2020)年度中に委託契約が終了した、領域開拓プログラムの研究評価を行った。

（Ｓ評価：１件、Ａ評価：６件、Ｂ評価：６件） 

・採択した 11 件の研究テーマの概要及び評価結果をウェブサイトに公開することで情報

発信に努めた。 

https://www.jsps.go.jp/ryoiki/index.html 

・令和３(2021)年の科学技術・学術審議会学術分科会人文学・社会科学特別委員会審議の

まとめを踏まえ、３つのプログラムを再編・一本化する学術知共創プログラムの内容を検

討した。 

・事業委員会委員等の意見を聞き、人文学・社会科学研究分野の特性を踏まえた評価指標

を取りまとめた。 

 

（令和３(2021)年度） 

・学術知共創プログラムの公募を行い、31件の申請を受け付け、審査部会における客観的

かつ公平・公正な審査を経て、２件の研究テーマを採択した。 

なお、同プログラムには、前年度にとりまとめた評価指標を審査の観点の一つに加えた。

また、審査終了後、採択理由及び不採択理由を申請者に通知し、審査の透明性を確保した。 

・令和３(2021)年度中に委託契約が終了した、実社会対応プログラムの研究評価を行った。

（Ｓ評価：１件、Ａ評価：２件、Ｂ評価：４件、Ｃ評価：１件）なお、評価の際には、新

型コロナウイルス感染症の影響を考慮した。 

・採択した２件の研究テーマの概要及び評価結果をウェブサイトに公開し情報発信に努め

た。 

https://www.jsps.go.jp/gakuzyututi/index.html 

 

（令和４(2022)年度） 

・令和３(2021)年度中に公募を行った学術知共創プログラムについて、29 件の申請を受け

付け、審査部会における客観的かつ公平・公正な審査を経て、２件の研究テーマを採択し

た。また、審査終了後、採択理由及び不採択理由を申請者に通知し、審査の透明性を確保

した。 

・令和３(2021)年度に委託契約が終了した、グローバル展開プログラムの研究評価を行っ

度から、同学術分科会人文学・社会

科学特別委員会審議のまとめを踏

まえ、３つのプログラムを再編・一

本化し学術知共創プログラムによ

る研究を推進している。 

・公募時の課題設定において、外部

有識者からの意見聴取等を行い、

様々な学術的・社会的要請に応える

よう努め、また、令和２(2020)年度

には、新型コロナウイルス感染症の

蔓延を受け対応する課題を追加し、

時勢に適切に対応している。 

・ウェブサイトやシンポジウムを活

用し、情報発信に努めている。 

・事業委員会委員等の意見を聞き、

人文学・社会科学研究分野の特性を

踏まえた評価指標を策定し、審査に

活用している。 

 

【人文学・社会科学データインフラ

ストラクチャー構築推進事業】 

・振興会・拠点機関・国立情報学研

究所の三者で取組状況を共有しつ

つ、人文学・社会科学総合データカ

タログ（JDCat）の構築やデータのオ

ンライン上での分析を可能にする

JDCat 分析ツールの開発、「人文学・

社会科学におけるデータ共有のた

めの手引き」の策定など、データの

利用環境の向上に資する取組を着

実に実施している。 

・シンポジウム、事業委員会、作業

部会等により有識者からの意見聴

取や情報収集を行っている。 

 

＜課題と対応＞ 

・課題設定による先導的人文学・社

会科学研究推進事業において、学術

知共創プログラムの研究期間が最

長６年間となったことに伴い、令和

５(2023)年度から行う中間評価の

仕組みを新たに構築する必要があ

る。 

３(2021)年に一本化）こと

が評価される。 

・課題設定による先導的人

文学・社会科学研究推進事

業では、領域開拓プログラ

ムの令和２(2020)年度の研

究テーマ公募型プログラム

の新規採択において、その

課題の一つに“パンデミッ

クなど世界規模の災禍への

人間社会の対応と課題”が

追加されたことは、新型コ

ロナウイルス感染症が猛威

を振るい始めた直後のこと

であり、時宜を得た設定で

あると極めて高く評価でき

る。 

・公募時の課題設設定にお

いて、外部有識者の意見を

聞くなどして、人文社会科

学研究の学術的要請及び社

会的要請に十分に配慮する

とともに、事業委員会委員

等からは、人文学・社会科

学研究分野の特性を踏まえ

た評価指標の策定に支援を

仰いだ。新たな人文学・社

会科学研究を強く推進すべ

しとする覚悟が見て取れ、

高く評価される。 

・人文学・社会科学データ

インフラストラクチャー構

築推進事業では、人文学・

社会科学におけるデータの

利用環境の向上に取り組ん

でいることは重要である。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・新たに設定した課題にそ

って、研究支援を今後も継

続して欲しい。 

・【課題設定による先導的

人文学・社会科学研究推進

３(2021)年に一本化）こと

が評価される。 

・課題設定による先導的人

文学・社会科学研究推進事

業では、領域開拓プログラ

ムの令和２(2020)年度の研

究テーマ公募型プログラム

の新規採択において、その

課題の一つに“パンデミッ

クなど世界規模の災禍への

人間社会の対応と課題”が

追加されたことは、新型コ

ロナウイルス感染症が猛威

を振るい始めた直後のこと

であり、時宜を得た設定で

あると極めて高く評価でき

る。 

・公募時の課題設定におい

て、外部有識者の意見を聞

くなどして、人文社会科学

研究の学術的要請及び社会

的要請に十分に配慮すると

ともに、事業委員会委員等

からは、人文学・社会科学

研究分野の特性を踏まえた

評価指標の策定に支援を仰

いだ。新たな人文学・社会

科学研究を強く推進すべし

とする覚悟が見て取れ、高

く評価される。 

・人文学・社会科学データ

インフラストラクチャー構

築推進事業では、人文学・

社会科学におけるデータの

利用環境の向上に取り組ん

でいることは重要である。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・新たに設定した課題にそ

って、研究支援を今後も継

続して欲しい。 

・【課題設定による先導的

人文学・社会科学研究推進
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た。（Ａ評価：３件、Ｂ評価：３件）なお、評価の際には、新型コロナウイルス感染症の影

響を考慮した。 

・採択した２件の研究テーマの概要及び評価結果をウェブサイトに公開し情報発信に努め

た。 

https://www.jsps.go.jp/gakuzyututi/index.html 

 

 

＜シンポジウムの開催実績＞ 

開催日 パネルディスカッションの

テーマ 

参加者数 開催場所 

令和２(2020)年２

月 16日 

本事業における人文学・社会

科学の特性を踏まえた研究

評価 

56 名 ベルサール

東京日本橋 

令和３(2021）年２

月 16日 

ウィズ・コロナ／ポスト・コ

ロナ社会における国際共同

研究の課題 

134名 オンライン 

令 和 ４ (2022)年

12 月 15 日 

未来社会を見据えた 

人文学・社会科学分野におけ

る学術知共創の課題につい

て 

168名 オンライン 

 

 

（新型コロナウイルス感染症への対応） 

・従来の対面形式による会議ではなく、メール形式やオンライン形式による会議を実施す

ることで、委員や関係者の安全を確保しつつ事業を運営した。また、令和２(2020)年度の

シンポジウムはオンライン形式により行うことで、多くの参加者の安全を確保しつつ開催

した。 

 

 

【人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業】 

・平成 30(2018)年 11 月に「人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進セ

ンター」を設置した。センターにはセンター長（PD）及び研究員（PO）を配置し、海外の

データ・アーカイブ等の動向調査、データカタログの仕様、メタデータ・スキーマ、統制

語彙の策定等、本事業実施に係る検討・決定を行った。  

・データのアーカイブ化等を担う拠点機関として、大学の研究所等を対象に公募を行い、

平成 30(2018)年度に社会科学系４機関、令和元(2019)年度に人文学系１機関を採択し、デ

ータの共有化、国際化、連結化の取組を実施した。 

・人文学・社会科学分野における学術的調査データの現状について、日本国内の研究機関

に所属する研究者を対象に調査データの概要や保管状況等の基本的情報を調査し、事業展

開のための基礎資料としてとりまとめた。  

・以下の通りシンポジウムを開催し、人文学・社会科学系研究者等を対象に、本事業の目

的・意義を発信した。  

 

・人文学・社会科学データインフラ

ストラクチャー構築推進事業は令

和４(2022)年度で終了するが、令和

５(2023)年度より人文学・社会科学

データインフラストラクチャー強

化事業を開始し、これまで事業で整

備した基盤を引き続き強化してい

く。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

公募時の課題設定、シンポジウム、

評価指標の策定など様々な機会に

おいて外部有識者等からの意見を

聴取し、事業運営に反映させてい

る。 

 

事業】においては、審査・評

価のために、人文学・社会

科学研究分野の特性を踏ま

えた評価指標に関し、議論

を重ねたうえで、指標を策

定している。課題審査や評

価のためだけにこのような

指標を用いるのではなく、

人文学・社会科学研究の意

義を理解させ、人文学軽視

の風潮に警鐘を鳴らす意味

でも、分かりやすい形で公

開してほしい。 

 

＜その他事項＞ 

・データインフラストラク

チャーの構築は、長期にわ

たるデータ収集と、維持管

理が成功の鍵となる。本推

進事業は中長期に亘る持続

性の確立に努める必要があ

ろう。とりわけ、人文学・社

会科学分野の研究者の熱意

と分野全体からの継続的な

支援が望まれる。 

 

事業】においては、審査・

評価のために、人文学・社

会科学研究分野の特性を踏

まえた評価指標に関し、議

論を重ねたうえで、指標を

策定している。課題審査や

評価のためだけにこのよう

な指標を用いるのではな

く、人文学・社会科学研究

の意義を理解させ、人文学

軽視の風潮に警鐘を鳴らす

意味でも、分かりやすい形

で公開してほしい。 

 

＜その他事項＞ 

・データインフラストラク

チャーの構築は、長期にわ

たるデータ収集と、維持管

理が成功の鍵となる。本推

進事業は中長期に亘る持続

性の確立に努める必要があ

ろう。とりわけ、人文学・

社会科学分野の研究者の熱

意と分野全体からの継続的

な支援が望まれる。 

・課題設定による先導的人

文学・社会科学研究推進事

業では、領域開拓プログラ

ムの令和２(2020)年度の研

究テーマ公募型プログラム

の新規採択において、その

課題の一つに“パンデミッ

クなど世界規模の災禍への

人間社会の対応と課題”が

追加されたことは、新型コ

ロナウイルス感染症が猛威

を振るい始めた直後のこと

であり、時宜を得た設定で

あると高く評価した。令和

4(2022)年度はロシアのウ

クライナ侵攻という事件が

起きた。このような時こそ、

人文学・社会学の英知を結
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４．その他参考情報 

○日本の論文に占める科研費が関与する論文の状況 

 （1996年-1998年） （2001年-2003年） （2006年-2008年） （2011年-2013年） 

日本の論文に占める科研費が関与する論文

（Wos-KAKEN 論文）の件数 
23,800 30,940 37,393 40,157 

日本の TOP10％補正論文に占める科研費が関

与する論文（Wos-KAKEN論文）の件数 
2,630 3,141 3,695 3,893 

 

 （1996年-1998年平均） （2001年-2003年平均） （2006年-2008年平均） （2011年-2013年） 

日本の論文に占める科研費が関与する論文

（Wos-KAKEN 論文）の割合 
36.0％ 41.5％ 49.0％ 52.0% 

日本の TOP10％補正論文に占める科研費が関

与する論文（Wos-KAKEN論文）の割合 
52.1％ 55.6％ 61.5％ 60.4% 

※出典：「論文データベース（Web of Science）と科学研究費助成事業データベース（KAKEN）の連結による我が国の論文産出構造の分析」追加資料 

（文部科学省科学技術・学術政策研究所） 

開催日 開催場所 参加者数 

平成 30 年７月１日 一橋講堂 79 名 

平成 30 年 10月 20日 政策研究大学院大学 189名 

 

・令和２(2020)年度に拠点機関の中間評価を実施した。（Ｓ評価：１機関、Ａ評価：４機関） 

・国立情報学研究所とともに、拠点機関が提供するメタデータを横断的に検索可能な人文

学・社会科学総合データカタログ（JDCat）の構築（令和３(2021)年７月運用開始）、及び

データのオンライン上での分析を可能にするオンライン分析ツール（JDCat 分析ツール）

の開発（令和４(2022)年４月運用開始）を行った。 

・研究データの利活用促進を目指して、「人文学・社会科学におけるデータ共有のための手

引き」を策定した（令和３(2021)年 11月公開）。 

・振興会・拠点機関・国立情報学研究所の三者で定期的に連絡協議会等を開催するなど緊

密に連携し、JDCat の整備を進めた。 

・事業の概要、成果及び令和５（2023）年度以降の人文学・社会科学データインフラス

トラクチャーのあり方についてまとめた「人文学・社会科学データインフラストラクチ

ャー構築推進事業の成果と今後の展望（報告書）」を作成した（令和４(2022)年６月公

開）。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・従来の対面形式での会議ではなく、メール形式やオンライン形式による会議を実施する

ことで、委員や関係者の安全を確保しつつ事業を運営した。 

 

集し分野を超えて世界平和

や相互理解に関する総合的

研究並びに人類への提言を

行う先導的課題が設定され

てもよいのではないだろう

か。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－３ 

３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成 
（１）自立して研究に専念できる環境の確保 
（２）国際舞台で活躍する研究者の養成 
（３）研究者の顕彰・研さん機会の提供 
（４）研究者のキャリアパスの提示 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第２号、第３号 

当該項目の重要度、難易度 【重要度：高】 

次世代の研究者の養成に係る業務は、学術の振興を目的とする資金配

分機関として、研究支援業務と並んで根幹をなすものであり、将来に

わたり我が国の学術研究の水準を高めていくための取組として重要

であるため。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

参考ＵＲＬ 特別研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html 

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd-koyou/ 

海外特別研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html  

若手研究者海外挑戦プログラム https://www.jsps.go.jp/j-abc/index.html 

外国人研究者招へい事業（外国人特別研究員） https://www.jsps.go.jp/j-fellow/index.html  

外国人研究者招へい事業（外国人招へい研究者） https://www.jsps.go.jp/j-inv/index.html  

論文博士号取得希望者に対する支援事業 https://www.jsps.go.jp/j-ronpaku/index.html  

サイエンス・ダイアログ https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/index.html  

日本学術振興会賞 https://www.jsps.go.jp/jsps-prize/index.html  

日本学術振興会育志賞 https://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html  

国際生物学賞 https://www.jsps.go.jp/j-biol/index.html 

野口英世アフリカ賞 https://www.jsps.go.jp/j-noguchiafrica/index.html 

HOPE ミーティング https://www.jsps.go.jp/hope/index.html 

ノーベル・プライズ・ダイアログ https://www.jsps.go.jp/j-

nobel_prize_dialogue/index.html 

先端科学シンポジウム https://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos/index.html 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 https://www.jsps.go.jp/j-lindau/index.html 

卓越研究員事業 https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html  

 

２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成

目標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度  平成 

30 年度 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

評価指標 予算額（千円） 24,810,475 24,145,857 23,563,408 23,757,324 23,331,243 

特別研究員及び海外特別研究

員採用者への支援に対する評

価（Ｂ水準：アンケート調査に

より肯定的評価を得た割合が

80％程度） 

上段：特研、下段：海特 

80％ 

程度 
 

97.4% 

94.9% 

97.6% 

95.8% 

98.2% 

95.5% 

97.1% 

94.2% 

97.0% 

92.5% 

決算額（千円） 23,469,021 22,250,799 20,031,135 20,669,372 23,522,220 

経常費用（千円） 23,497,706 22,255,310 19,951,517 20,273,800 23,582,794 

経常利益（千円） -37,173 331,072 429,960 736,489 1,806,124 

特別研究員及び海外特別研究

員の受入先の評価（Ｂ水準：ア

ンケート調査により肯定的評

価を得た割合が 80％程度） 

80％ 

程度 
 

92.8% 

100.0% 

92.1% 

97.9% 

85.1% 

98.1% 

94.3% 

98.8% 

94.5% 

95.4% 

行政サービス実

施コスト（千円） 
23,442,113 － － － － 

行政コスト（千

円） 
－ 22,313,118 19,951,517 20,273,800 23,582,794 
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上段：特研、下段：海特 
従事人員数 30 29 29 27 28 

外国人研究者を受け入れた研

究機関における研究環境の国

際化状況（Ｂ水準：受入研究者

へのアンケート調査により肯

定的評価を得た割合が 75％程

度） 

75％

程度 
76.8％ 89.4% 86.0% 84.0% 88.6% 94.0% 

 

若手研究者へ

の国際的な研

さん機会の提

供に係る取組

状況（Ｂ水準：

振興会が実施

するシンポジ

ウム等参加者

へのアンケー

ト調査により

肯定的評価を

得 た 割 合 が

95％程度） 

HOPE ミーテ

ィング 

95％

程度 
91～100％ 

100% 

－ 

（開催

中止） 

－ 

（開催

延期） 

92.2% 98% 

ノーベル・プ

ライズ・ダイ

アログ 

96.8% 

－ 

（開催

無し） 

－ 

（開催

延期） 

－ 

（開催

延期） 

97.2% 

先端科学シ

ンポジウム 
96％ 94.3% 

－ 

（開催

延期） 

－ 

（開催

延期） 

90.2% 

関連指標 

特別研究員事

業及び海外特

別研究員事業

における採用

終了後の就職

状況 

５年経過後 

１段：PD 

２段：海特 

－ 
91.6％ 

94.2％ 

86.2％ 

91.9％ 

90.6% 

89.2% 

86.3% 

91.5% 

84.2% 

90.5% 

84.6% 

92.3% 

10 年経過後 

（DC） 
－ 88.5％ 84.3％ 86.9% 87.7% 82.4% 78.2％ 

注１）予算額、決算額は「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」の支出額を記載。人件

費については共通経費部分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」の事業担当者数を

計上（重複を含む）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定：A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画を上回る

実績を上げていることから評定を A

とする。 

 

・特別研究員事業においては、募集か

ら審査、採用、採用後に至る一連の膨

大な業務を、採用計画等に基づき、積

極的かつ円滑に実施している。特に、

令和元(2019)年度末以降は、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大が社

会に大きな影響を及ぼし、臨機応変

な対応が求められた中でも、限られ

たスケジュールの中で着実かつ円滑

に実施している。 

また、若手研究者が海外の研究機

関で長期間研究に専念するととも

に、海外研究者とのネットワークを

構築することを支援するため、令和

元(2019)年度に「特別研究員-CPD」を

創設し、募集・審査の上採用を開始、

以降計画的な拡充を図っており、こ

うした取組は、優れた若手研究者に

世界レベルでの活躍を促すととも

に、CPD採用者をハブとした今後の我

が国の研究力強化にも資するものと

して、高く評価できる。 

さらに、新型コロナウイルス感染

症への対応として、制度利用者から

の相談・要望等を踏まえ、若手研究者

への影響を考慮し、採用者及び採用

内定者に対して、採用期間の中断、延

長や、海外渡航義務の緩和、採用開始

評定 A 評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画を上回って履行し、

中期目標を上回るペースで

実績を上げていると見込ま

れることから評定を A とす

る。 

・特別研究員事業、海外特別

研究員事業及び外国人研究

者招へい事業において、募

集・審査、採用及び採用後の

手続に係る各種業務を円滑

に実施している。特に令和

元(2019)年度末からは、新

型コロナウイルス感染症の

感染拡大により、若手研究

者に大きな影響が生じたこ

とから、多様な特例措置を

不断に検討・実施し、制度利

用者の立場に立った柔軟な

事業運営を行うとともに、

そのような未曾有の状況に

あって、若手研究者を取り

巻く様々な状況を把握し、

制度の魅力や効果の向上に

向けた多様な制度改革にも

不断に取り組んでおり、こ

うした柔軟かつ積極的な事

業運営により中期計画を大

きく上回る実績が見られ

る。特に以下に掲げる実績

については高く評価でき

る。 

 特別研究員、海外特別研

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画を上回って履行し、

中期目標を上回る実績を上

げていると言えることから

評定を Aとする。 

・特別研究員事業、海外特別

研究員事業及び外国人研究

者招へい事業において、募

集・審査、採用及び採用後の

手続に係る各種業務を円滑

に実施している。特に令和

元(2019)年度末からは、新

型コロナウイルス感染症の

感染拡大により、若手研究

者に大きな影響が生じたこ

とから、多様な特例措置を

不断に検討・実施し、制度利

用者の立場に立った柔軟な

事業運営を行うとともに、

そのような未曾有の状況に

あって、若手研究者を取り

巻く様々な状況を把握し、

制度の魅力や効果の向上に

向けた多様な制度改革にも

不断に取り組んでおり、こ

うした柔軟かつ積極的な事

業運営により中期計画を大

きく上回る実績が見られ

る。特に以下に掲げる実績

については高く評価でき

る。 

 特別研究員、海外特別研

究員及び外国人研究者招へ
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時期の延期など、制度利用者の立場

に立った多様な特例措置を不断に検

討・実施している。また、令和４

(2022)年度中に海外の物価高が著し

い地域に長期間滞在した特別研究

員、海外特別研究員、若手研究者海外

挑戦プログラム採用者に対し、臨時

の救済的一時金を支給している。こ

れらの取組は、新型コロナウイルス

感染症の影響により、研究活動に支

障が生じた者や海外での急激な物価

高等により、生計の維持や研究活動

に支障が生じた者に安心を与え、そ

の研究継続を安定的かつ柔軟に支援

したものとして、高く評価できる。 

加えて、ポストコロナも見据えて、

採用時及び採用後の各種手続、書面

審査及び審査委員の委嘱手続に係る

更なる電子化の取組により、ペーパ

ーレス化を大きく前進させるととも

に、特別研究員制度の基本設計や趣

旨を考慮した上で、「研究専念義務」

の趣旨の明確化を行いつつ、採用者

の報酬受給制限の緩和（職種制限の

撤廃）や、DC の留学制限の緩和、PD

等を対象とした保険契約（傷害補償

等）への一括加入、DC 採用期間中の

博士号取得による、PD への資格変更

に係る研究奨励金の増額支給に加

え、令和６(2024)年度採用分より「特

別研究員の申請」と「科研費(特別研

究員奨励費)の応募」を一本化し、PD・

RPD・CPD を受入研究機関で雇用可能

とする「研究環境向上のための若手

研究者雇用支援事業」を創設するな

ど、採用者の処遇改善に係る多様な

制度改革に不断に取り組んでいる。

こうした特別研究員制度の魅力向上

に向けた様々な取組は、制度利用者

の利便性の向上や事業の効果的・効

率的な運営に資するだけでなく、優

秀な若手研究者の研究意欲を高め、

更なる研究専念に資するものであ

究員及び外国人研究者招へ

い事業の募集・審査に関し、

令和２(2020)年度において

は新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響下にお

いても、可能な限り応募期

限を延長しつつ審査方法に

ついて特例措置を講じるな

ど、採用内定者の決定・通知

を遅滞なく行っている。ま

た、新型コロナウイルス感

染症の拡大が採用者の研究

活動に及ぼした影響を考慮

し、多様な特例措置を検討・

実施している。さらに特別

研究員事業においては、ウ

ェブサイトにおいて数々の

特例措置を事例（ケース）ご

とに分かりやすく整理して

周知を図っている。こうし

た取組は、制度利用者に安

心を与え、若手研究者の立

場に立った柔軟かつきめ細

かな対応として高く評価で

きる。 

また、特別研究員及び海外

特別研究員においては、若

手研究者養成の趣旨を踏ま

えつつ、申請書様式や選考

方法の抜本的な見直しを令

和４(2022)～５(2023)年度

採用分の２ヵ年にわたって

実施している。このことは、

更なる効果的な事業運営に

向けて積極的に審査制度の

改善を図ったものとして高

く評価できる。 

さらに、若手研究者が海外

の研究機関で長期間研究に

専念するとともに海外研究

者とのネットワーク構築を

支援するため、特別研究員

事業において令和元(2019)

い事業の募集・審査に関し、

令和２(2020)年度において

は新型コロナウイルス感染

症の感染拡大の影響下にお

いても、可能な限り応募期

限を延長しつつ審査方法に

ついて特例措置を講じるな

ど、採用内定者の決定・通知

を遅滞なく行っている。ま

た、新型コロナウイルス感

染症の拡大が採用者の研究

活動に及ぼした影響を考慮

し、多様な特例措置を検討・

実施している。さらに特別

研究員事業においては、ウ

ェブサイトにおいて数々の

特例措置を事例（ケース）ご

とに分かりやすく整理して

周知を図っている。こうし

た取組は、制度利用者に安

心を与え、若手研究者の立

場に立った柔軟かつきめ細

かな対応として高く評価で

きる。 

加えて、令和４(2022)年度

中に海外の物価高が著しい

地域に長期間滞在する特別

研究員、海外特別研究員、若

手研究者海外挑戦プログラ

ム採用者に対し、臨時の救

済的一時金を支給したこと

も、制度利用者に安心を与

え、その研究継続を安定的

かつ柔軟に支援したものと

して高く評価できる。 

また、特別研究員及び海外

特別研究員においては、若

手研究者養成の趣旨を踏ま

えつつ、申請書様式や選考

方法の抜本的な見直しを令

和４(2022)～５(2023)年度

採用分の２ヵ年にわたって

実施し、また、令和６(2024)
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り、中期計画を大きく上回る内容で

制度の改善・充実を進めたものとし

て、特筆に値する。 

このほか、研究者としての資質や

将来性の評価に重点を置いた特別研

究員の審査の趣旨を踏まえつつ、更

なる公正かつ効果的な審査制度の実

現に向け、学術システム研究センタ

ーにおける議論を経て、申請書様式

の抜本的な見直しや「二段階の書面

審査」方式を導入したことも、特別研

究員事業のより効果的な運営に資す

る取組であり、高く評価できる。 

 

 

・優れた若手研究者が積極的に海外

で研さんする機会を推進する取組、

外国人研究者招へいの取組において

も、新型コロナウイルス感染症の影

響を考慮し、申請書の提出期限を延

長するとともに、審査方法において

も特例措置を講じることで採用内定

者の決定・通知を遅滞なく行ってい

る。 

このほか、書類提出期限の延長を

はじめ、採用期間の中断・延長や採用

開始時期の延期など、制度利用者の

立場に立った多様な特例措置を迅速

に設定し、柔軟な制度運用により優

れた若手研究者の研究継続を着実に

支援している。また、海外特別研究員

事業においても研究専念義務の明確

化と報酬受給制限の緩和を行ったほ

か、制度の趣旨を踏まえつつ、研究者

としての資質や将来性により重点を

置いた評価を行うとともに、より公

平・公正かつ効果的・効率的な審査を

実施できるよう、申請様式を抜本的

に見直すとともに、「面接審査」を廃

止し、最終的に「二段階の書面審査」

方式を導入するなどして、不断の制

度改善に取り組んでいる。これらの

取組は、中期計画を大きく上回る事

年度より新たに「特別研究

員-CPD」を創設したことは、

優れた若手研究者に世界レ

ベルでの活躍を促すととも

に、CPD採用者をハブとした

今後の我が国の研究力の強

化にも資するものであり、

高く評価できる。 

これらのことに加え、特別

研究員事業においては、制

度の基本設計・趣旨を踏ま

え、「研究専念義務」の趣旨

の明確化を行いつつ、報酬

受給制限の緩和や、DC の受

入研究機関の「ダブルディ

グリー・プログラム」による

留学を可能とする制度変

更、PD 等の保険契約（傷害

補償等）への一括加入、DC 採

用期間中に博士号を取得し

て PDに資格変更を行った者

の研究奨励金の増額支給、

更には採用時及び採用後の

諸手続の電子化の実現な

ど、多種・多様な制度改善に

不断に取り組んでいる。こ

うした積極的な制度改革の

取組は、ポストコロナも見

据えた制度の利便性・有効

性の向上に加え、優秀な若

手研究者が自らの能力を高

め活躍する機会を拡げると

ともに、採用者の研究意欲

の向上、更なる研究専念に

も資するものであり、制度

の魅力や効果を大きく向上

させるものとして高く評価

できる。 

 

・研究者の顕彰や、研究者の

研鑽機会を提供する事業に

おいては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で集合会

年度採用分 PD・DC・RPD の募

集に際して、特別研究員の

申請と科研費(特別研究員

奨励費)の応募の一本化を

行っている。このことは、更

なる効果的・効率的な事業

運営に向けて積極的に審査

制度の改善を図ったもので

あることに加え、若手研究

者に研さんの機会を提供す

べく積極的な改革を図った

ものとして高く評価でき

る。 

さらに、若手研究者が海外

の研究機関で長期間研究に

専念するとともに海外研究

者とのネットワーク構築を

支援するため、特別研究員

事業において令和元(2019)

年度より新たに「特別研究

員-CPD」を創設したことは、

優れた若手研究者に世界レ

ベルでの活躍を促すととも

に、CPD 採用者をハブとした

今後の我が国の研究力の強

化にも資するものであり、

高く評価できる。 

これらのことに加え、特別

研究員事業においては、制

度の基本設計・趣旨を踏ま

え、「研究専念義務」の趣旨

の明確化を行いつつ、報酬

受給制限の緩和や、DC の受

入研究機関の「ダブルディ

グリー・プログラム」による

留学を可能とする制度変

更、PD 等の保険契約（傷害

補償等）への一括加入、DC採

用期間中に博士号を取得し

て PDに資格変更を行った者

の研究奨励金の増額支給、

PD・RPD・CPD の研究環境向

上のための雇用支援事業の
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業改善の取組として高く評価でき

る。 

 

・研究者の顕彰及び研さん機会の提

供に係る事業においては、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大状況を

踏まえ、審査会やシンポジウムの実

施形式をオンライン・ハイブリッド・

対面と柔軟に使い分けて開催する

等、中期計画に沿って適切に事業を

実施している。 

 

・研究者のキャリアパスの提示に係

る事業においても、中期計画に沿っ

て着実に事業を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・特別研究員事業の募集、審査、採用、

採用後に係る一連の膨大な業務を円

滑に実施し、我が国の優秀な若手研

究者の養成・確保にこれまで以上に

貢献していく。また、若手研究者を取

り巻く様々な状況を踏まえ、研究者

を目指す者にとって特別研究員事業

がより魅力あるものとなるよう、引

き続き採用者の処遇改善や支援の充

実等の制度改革に努めていく。加え

て、新たに開始する「研究環境向上の

ための若手研究者雇用支援事業」に

ついても、更なる効果的な事業運営

に向け、継続的に制度の改善・充実の

ための検討を実施する。 

 

・海外特別研究員事業、若手研究者海

外挑戦プログラム、外国人研究者招

へいの各種事業において、採用者や

受入研究機関のニーズ等を踏まえ着

実に実施していくとともに、各種事

業の周知に向け、効果的な情報発信

に取り組んでいく。 

 

議の開催が困難になる中、

オンライン形式による審査

を実施したほか、延期され

たイベントに関しては、オ

ンラインによる公開シンポ

ジウムの実施といった再開

に向けた準備業務を行うこ

と等により、限られた環境

下においても適切に業務を

遂行している。 

 

・卓越研究員事業において

も、中期計画に沿った着実

な業務の遂行が確認でき

る。 

 

＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 

・特別研究員事業は、わが国

における次世代研究者育成

の中核となる事業で、歴史

も古く実績もあることは誰

もが認めるところである。

その一方で、多くの研究分

野で若手研究者の減少や研

究レベルの低下が顕在化す

る中で、内閣府や文部科学

省では、種々の若手支援の

施策が実施されている。中

核の事業を実施する日本学

術振興会として、これらの

各事業との趣旨の違いや連

携の必要性などを正確に把

握した上で、本事業がどう

あるべきかの議論は重要で

ある。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

創設、更には採用時及び採

用後の諸手続、書面審査及

び審査委員の委嘱手続の電

子化等の実現・推進など、多

種・多様な制度改善に不断

に取り組んでいる。こうし

た積極的な制度改革の取組

は、ポストコロナも見据え

た制度の利便性・有効性の

向上に加え、優秀な若手研

究者が自らの能力を高め活

躍する機会を拡げるととも

に、採用者の研究意欲の向

上、更なる研究専念にも資

するものであり、制度の魅

力や効果を大きく向上させ

るものとして高く評価でき

る。 

 

・研究者の顕彰や、研究者の

研鑽機会を提供する事業に

おいては、新型コロナウイ

ルス感染症の影響で対面・

集合形式の会議開催が困難

になる中、再開に向けた広

報となるオンラインでの公

開シンポジウムを実施した

ほか、感染拡大状況を踏ま

えてオンライン・ハイブリ

ッド・対面と柔軟に使い分

けて審査会やシンポジウム

を開催すること等により、

限られた環境下においても

適切に業務を遂行してい

る。 

 

・卓越研究員事業において

も、中期計画に沿った着実

な業務の遂行が確認でき

る。 

 

＜指摘事項、業務運営上の

課題及び改善方策＞ 
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・特別研究員事業は、わが国

における次世代研究者育成

の中核となる事業で、歴史

も古く実績もあることは誰

もが認めるところである。

その一方で、多くの研究分

野で若手研究者の減少や研

究レベルの低下が顕在化す

る中で、内閣府や文部科学

省では、種々の若手支援の

施策が実施されている。中

核の事業を実施する日本学

術振興会として、これらの

各事業との趣旨の違いや連

携の必要性などを正確に把

握した上で、本事業がどう

あるべきかの議論は重要で

ある。 

その視点としては、長年築

き上げてきた公平・公正な

審査を通してトップ層の若

手研究者個人を支援すると

いうことの意義や成果を明

確にすることが制度の価値

を高め、種々の支援事業の

中核であることの再認識に

つながると考える。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 ＜主な定量的指

標＞ 

【評価指標】 

３－１ 特別研究

員及び海外特別

研究員採用者へ

の支援に対する

評価（Ｂ水準：

アンケート調査

により肯定的評

価を得た割合が

80％程度） 

＜主要な業務実績＞ 

【大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等への支援】 

■特別研究員事業 

●特別研究員の採用及び支援 

・採用計画に基づき下表のとおり特別研究員-SPD、PD、DC（以下それぞれ「SPD」、「PD」、

「DC」という。）を採用し、研究奨励金を支給した。また、出産・育児により研究を中断

した研究者の研究復帰を支援するため、特別研究員-RPD（以下「RPD」という。）を採用

し、研究奨励金を支給した。 

・若手研究者が海外の研究機関で長期間研究に専念するとともに、海外研究者とネット

ワークを構築することを支援するため、令和元(2019)年度に特別研究員-CPD（国際競争

力強化研究員）（以下「CPD」という。）を創設し、募集、申請受付、審査、採用を行い、

研究奨励金等を支給した。これにより、毎年度５千名を超える若手研究者を採用し、将

（１）自立して研究に専念できる環

境の確保 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画を量的及

び質的に上回る実績を上げ質的に顕

著な成果が得られていることから、

評定を sとする。 

 

・特別研究員事業においては、募集か

ら審査、採用、採用後に至る一連の膨

（１）自立して研究に専念

できる環境の確保 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画を量的及び質的に上

回って履行し、中期目標を

上回るペースで実績を上げ

質的に顕著な成果が得られ

ていると見込まれることか

ら、評定を s とする。 

（１）自立して研究に専念

できる環境の確保 

補助評定：s 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画を量的及び質的に上

回って履行し、中期目標を

上回る実績を上げ、質的に

顕著な成果が得られている

と言えることから評定を s

とする。 
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３－２ 特別研究

員及び海外特別

研究員の受入先

の評価（Ｂ水

準：アンケート

調査により肯定

的評価を得た割

合が 80％程度） 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究

員事業及び海外

特別研究員事業

における採用終

了後の就職状況 

 

＜その他の指標

＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

３－１ 特別研究

員事業及び海外

特別研究員事業

について、採用

者のニーズを踏

まえてさらなる

制度改善を図る

観点から、現状

の支援に関する

アンケート調査

を実施し、80％

程度の肯定的評

価を得ることを

達成水準とす

る。 

 

３－２ 特別研究

員及び海外特別

研究員の受入先

に対し、特別研

究員及び海外特

来の学術研究を担う優秀な若手研究者の育成・支援を行った。 

 

「特別研究員の採用状況」                    （単位：人） 

資格 

H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

継続 新規 
継

続 

新

規 

継

続 
新規 継続 新規 

継

続 

新

規 

SPD 26 18 24 15 21 14 15 －※ 9 －※ 

PD 559 333 528 347 500 368 529 361 541 360 

DC1 1,334 695 1,318 691 1,315 721 1,426 731 1,460 707 

DC2 899 1,096 894 1,096 893 1,095 1,047 1,134 1,099 1,095 

RPD 136 73 140 72 144 69 150 70 160 69 

計 2,954 2,215 2,904 2,221 2,873 2,267 3,167 2,296 3,269 2,231  

合計 5,169 5,125 5,140 5,463 5,500 

 

資格 
H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

継続 新規 継続 継続 継続 新規 継続 新規 

CPD - 14 13 14 23 13 34  14 

合計 14 27 36 48 

 

「特別研究員の申請状況」               （単位：人） 

資格 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

PD 2,223 2,070 1,922 1,800 1,705 

DC1 3,375 3,604 3,711 3,582 3,824 

DC2 5,391 5,513 5,654 5,728 5,833 

RPD 280 299 288 239 193 

計 11,269 11,486 11,575 11,349 11,555 

 

資格 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

CPD 52 38 44 38 

 

－SPD：PD申請者のうち、特に優れた者 

 ※SPD の新規採用は令和２(2020)年度をもって終了 

－PD：博士の学位取得者等 

－DC1：博士課程（後期）第１年次に在籍する者等 

－DC2：博士課程（後期）第２年次以上に在籍する者等 

－RPD：出産・育児により研究活動を中断した者 

－CPD：PD又は SPD の新規採用者を対象に令和元(2019)年度から募集開始 

－採用時の資格で計上 

－育志賞受賞による採用者を含む 

 

●男女共同参画を進めるための取組 

・特別研究員事業において、出産・育児の際に採用を中断しその期間分を採用延長でき

大な業務を、採用計画等に基づき、積

極的かつ円滑に実施している。また、

令和元(2019)年度に「特別研究員-

CPD」を創設し、優れた若手研究者の

世界レベルでの活躍を促す新たな取

組を進めている。さらに、令和元

(2019)年度末以降は、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大により、若

手研究者に生じた様々な影響を踏ま

え、多様な特例措置を検討・実施する

とともに、こうした制度利用者の立

場に立った柔軟な対応が求められた

中にあって、限られたスケジュール

の中で着実かつ円滑に事業運営を進

めただけでなく、採用時手続の「電子

申請システム」への移行や、採用後手

続に係る「学振マイページ」の運用開

始等により、各種手続の更なるペー

パーレス化・電子化を進めたほか、学

術システム研究センターの議論に基

づく審査制度の抜本的な見直し、さ

らには、制度の基本設計・趣旨を踏ま

えた上で、「研究専念義務」の明確化

を行いつつ、報酬受給制限の緩和（職

種制限の撤廃）や、DC の留学制限の

緩和、PD 等の保険契約（傷害補償等）

への一括加入、DC 採用期間中の博士

号取得者への研究奨励金単価の増額

支給など、採用者が研究意欲を高め、

より研究に専念できる環境の整備に

向けて、継続的・積極的に取り組んで

いる。 

令和４(2022)年度には、当該年度中

に海外の物価高が著しい地域に長期

間滞在する特別研究員に対しての臨

時の救済的一時金を支給するととも

に、令和６(2024)年度採用分の募集

に向けた特別研究員の申請と科研費

(特別研究員奨励費)の応募の一本化

や、PD・RPD・CPD への雇用制度の創

設など、大きな制度改革について検

討・実施している。 

こうした取組は、ポストコロナにお

・特別研究員事業において

は、募集から審査、採用、採

用後に至る一連の膨大な業

務を、採用計画等に基づき、

積極的かつ円滑に実施して

いる。 

・若手研究者が海外の研究

機関で長期間研究に専念す

るとともに海外研究者との

ネットワーク構築を支援す

るため、令和元(2019)年度

に新たに「特別研究員-CPD」

を創設したことは、優れた

若手研究者に世界レベルで

の活躍を促すとともに、CPD

採用者をハブとした今後の

我が国の研究力強化にも資

するものであり、高く評価

できる。 

・令和元(2019)年度末から

は新型コロナウイルス感染

症の拡大という未曾有の事

態が発生したことから、特

別研究員採用者及び申請者

の置かれた状況を踏まえ、

応募期限の延長や採用開始

時期の延期、採用期間の中

断、延長など様々な特例措

置を設定し、柔軟な対応を

行っている。このことは、非

常時における適時適切な対

応であるとともに、若手研

究者に安心を与え、その研

究継続を柔軟に支えたもの

として高く評価できる。ま

た、これらの数々の特例措

置をウェブサイトに事例

（ケース）ごとに整理して

分かりやすく掲示したこと

も、制度利用者の立場に立

ったきめ細かな対応として

高く評価できる。 

・令和４(2022)年度及び５

・特別研究員事業において

は、募集から審査、採用、採

用後に至る一連の膨大な業

務を、採用計画等に基づき、

積極的かつ円滑に実施して

いる。 

・若手研究者が海外の研究

機関で長期間研究に専念す

るとともに海外研究者との

ネットワーク構築を支援す

るため、令和元(2019)年度

に新たに「特別研究員-CPD」

を創設したことは、優れた

若手研究者に世界レベルで

の活躍を促すとともに、CPD

採用者をハブとした今後の

我が国の研究力強化にも資

するものであり、高く評価

できる。 

・令和元(2019)年度末から

は新型コロナウイルス感染

症の拡大という未曾有の事

態が発生したことから、特

別研究員採用者及び申請者

の置かれた状況を踏まえ、

応募期限の延長や採用開始

時期の延期、採用期間の中

断、延長など様々な特例措

置を設定し、柔軟な対応を

行っている。また、海外での

急激な物価高等に対応する

ため、該当する採用者に臨

時の救済的一時金を支給し

ている。海外での生活環境

の変化（特に物価高など）に

対応した柔軟な措置を講じ

たことは、海外での活発な

研究活動の維持に役立つと

考えられ、また、これらのこ

とは、非常時における適時

適切な対応であるととも

に、若手研究者に安心を与

え、その研究継続を安定的
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別研究員の活動

状況に関するア

ンケート調査を

実施し、80％程

度の肯定的評価

を得ることを達

成水準とする。 

 

３－Ａ 事業によ

る支援の結果、

優秀な学術の研

究者の養成に寄

与したかを把握

するため、当該

指標について毎

年度確認を行う

とともに、平成

28 年度の状況

（５年経 

過後特別研究員-

PD は 91.6％、５

年経過後海外特

別 研 究 員 は

94.2％、10 年経

過後特別研究員-

DC は 88.5％）を

基準とした状況

変化を評価にお

いて考慮する。 

る制度や、研究再開準備支援として採用中断期間中に短時間の研究を継続できるよう、

研究奨励金の半額を支給する制度を実施した。これらの取組により、特別研究員のライ

フイベントとキャリア形成の両立支援・活躍促進を図った。 

 

「出産・育児に伴う中断及び延長の取扱数」            （単位：人） 

資格 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

SPD,PD,DC 50(20) 75(16) 87(15) 42(13) 46(9) 

RPD 28(16) 26(16) 39(14) 30(14) 24(8) 

計 78(36) 101(32) 126(29) 72(27) 70(17) 

※括弧内は、研究再開準備支援取得者（中断期間中に研究奨励金の半額を支給）で内数 

 

・特別研究員が子供の保育園の入園をはじめとする行政サービス等を享受しやすくする

よう、平成 30(2018)年度に、自治体担当者向けに特別研究員制度の説明資料を作成し、

特別研究員事業のウェブサイトに掲載するとともに、保育園への入園申込等の手続きを

早めに行えるよう、採用内定者に対する「採用見込証明書」の発行可能時期を２ヶ月程

度早期化した。 

・また、令和３(2021)年度には、特別研究員事業のウェブサイトにおいて、子供の保育

園入園等で必要となる「採用証明書」の発行に係る手続きの流れを分かりやすく解説す

るページを新たに設けるとともに、採用者が入園手続きなどをより円滑に行えるよう、

自治体担当者向けの特別研究員制度の説明資料を全面的にリニューアルの上、作成・公

開した。 

・平成 30(2018)年度、令和元(2019)年度、令和３(2021)年度及び令和４（2022）年度に

「特別研究員-RPD 研究交流会」を開催した。開催にあたっては、秋篠宮皇嗣妃殿下の御

臨席を賜るとともに、研究活動と出産・育児の両立に係る課題や研究者としてのキャリ

ア形成等についての意見交換を行ったほか、先輩研究者による体験談も交え、分野を越

えた研究交流・情報交換の機会を提供した。（新型コロナウイルス感染症の影響により、

令和２(2020)年度は中止。令和３(2021)年度はオンラインで開催。） 

・RPD の選考方法に係るウェブサイトの掲載については、従来、特別研究員事業全般に

関する選考方法の説明の一部として掲載していたが、令和３(2021)年度より、RPD に特

化した専用ウェブサイトに独立させ、より分かりやすいものとなるよう記載の見直し・

充実を図り、積極的に制度利用者への情報提供の改善に取り組んだ。 

・特別研究員の募集に関する説明会において、学術研究分野における男女共同参画を進

める観点から、優れた若手研究者が出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に復

帰することを支援する RPD の趣旨や申請資格等を詳しく説明し、RPD 制度の一層の周知

を図った。 

・令和５(2023）年度採用分以降の DC、PD、RPDの募集要項及び令和４(2022）年度採用

分以降の CPD の募集要項において、振興会における男女共同参画の取組の一環である

「CHEERS!」（研究とライフイベントの両立に関する情報発信等を行うためのウェブサイ

ト）の紹介を追加し、積極的な周知を図った。 

・令和６(2024)年度採用分の DC、PD、RPD の募集要項及び令和５(2023)年度採用分の CPD

の募集要項において、「キャリア継続支援事業」（女性研究者の妊娠中及び出産後の健康

の確保のため、対象事業の採用者の出産に伴う研究中断期間中に支援助成金を措置する

ことで、安心して研究者としてのキャリアを継続できるようにすることを目的とした事

ける生活様式も見据えた利便性の向

上、更なる効果的・効率的な事業運営

を前進させるとともに、特別研究員

制度の魅力や効果を大きく向上さ

せ、若手研究者の更なる研究専念環

境の向上に大きく資するものであ

り、特筆に値する。 

具体的な理由については、下記の通

り。 

 

・特別研究員事業の募集、審査、採用、

採用後に係る一連の膨大な業務（各

年度の[申請総数]：1.1 万人超、[新

規・継続採用数]：５千人超）を、限

られたスケジュールの中で採用計画

等に基づき、積極的かつ円滑に実施

した。また、令和元(2019)年度から

は、可能な限り審査日程・作業スケジ

ュールの見直しを図り、PD 及び DC の

第１次採用内定をそれまでより２週

間程度早い９月下旬に開示したこと

は、申請者が少しでも早く安心して

進路選択できるとともに、優秀な若

手研究者の確保に資するものとし

て、高く評価できる。 

 

・若手研究者が海外の研究機関で長

期間研究に専念するとともに、海外

研究者とネットワークを構築するこ

とを支援するため、令和元(2019)年

度に「特別研究員-CPD」を新たに創設

し、募集・審査の上採用を開始したこ

とは、優れた若手研究者に世界レベ

ルでの活躍を促すとともに、CPD採用

者をハブとした今後の我が国の研究

力強化にも資するものであり、高く

評価できる。 

また、海外での長期の研究活動を計

画・調整する CPD 申請予定者の申請

準備に資するため、募集要項の公開

時期を毎年のように早め、募集期間

の確保を図るとともに、事業開始初

年度から、申請受付、審査、採用内定

(2023)年度採用分 PD・DC の

募集に際して、若手研究者

養成の趣旨を踏まえつつ申

請書様式や選考方法の抜本

的な見直しを行ったこと

は、審査制度のより効果的

な運用を実現するものとし

て高く評価できる。 

・特別研究員制度の基本設

計・趣旨を踏まえ、「研究専

念義務」の趣旨の明確化を

図りつつ、採用者の報酬需

給制限の緩和や、DC の留学

制限の緩和、PD 等を対象と

した保険契約（傷害補償等）

への一括加入、DC 採用期間

中に博士号を取得し PDに資

格変更した者に対する研究

奨励金の増額支給など、制

度改善に向けた不断の取組

を積極的に進めている。ま

た、採用手続、採用後の諸手

続に係る電子化も実現して

いる。これらの取組は、制度

利用者の利便性の向上、事

業の効果的・効率的な運営

に資するだけでなく、若手

研究者が自らの能力を高め

活躍の機会を拡げるととも

に、研究意欲を高め、更なる

研究専念に資するものであ

り、制度の魅力・効果を大き

く向上させたものとして、

高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・感染症の拡大は、この中期

目標期間の大半を占めたの

で、それにより影響を受け

て実施できなかったこと、

逆に、これを改革の機会と

とらえ実施できたことを層

別して、年度ごとに整理し

かつ柔軟に支えたものとし

て高く評価できる。また、こ

れらの数々の特例措置をウ

ェブサイトに事例（ケース）

ごとに整理して分かりやす

く掲示したことも、制度利

用者の立場に立ったきめ細

かな対応として高く評価で

きる。 

・令和４(2022)年度及び５

(2023)年度採用分 PD・DCの

募集に際して、若手研究者

養成の趣旨を踏まえつつ申

請書様式や選考方法の抜本

的な見直しを行ったこと、

また、令和６(2024)年度採

用分 PD・DC・RPD の募集に際

して、特別研究員の申請と

科研費(特別研究員奨励費)

の応募の一本化を行ったこ

とは、審査制度のより効果

的・効率的な運用を実現す

るものであることに加え、

若手研究者に研さんの機会

を提供すべく積極的な改革

を図ったものとして高く評

価できる。 

・特別研究員制度の基本設

計・趣旨を踏まえ、「研究専

念義務」の趣旨の明確化を

図りつつ、採用者の報酬需

給制限の緩和や、DC の留学

制限の緩和、PD 等を対象と

した保険契約（傷害補償等）

への一括加入、DC 採用期間

中に博士号を取得し PDに資

格変更した者に対する研究

奨励金の増額支給、PD・RPD・

CPD の研究環境向上のため

の雇用支援事業の創設な

ど、制度改善に向けた不断

の取組を積極的に進めてい

る。また、採用手続、採用後
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業）の紹介を追加し、積極的な周知を図った。 

 

「採用年度毎の申請者数に占める女性比率」        （単位：％） 

資格 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

PD 26.9 27.5 27.7 27.1 27.1 

DC1 24.2 24.8 25.9 23.6 25.0 

DC2 26.3 26.6 26.4 26.6 26.7 

RPD 94.6 93.6 94.1 94.1 89.1 

CPD － 20.9 28.9 25.0 18.4－ 

 

「採用年度毎の採用者数に占める女性比率」        （単位：％） 

資格 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

PD 23.3 25.9 24.4 23.0 23.0 

DC1 24.9 22.0 23.0 21.9 20.8 

DC2 23.1 23.7 25.5 24.3 22.5 

RPD 90.4 90.3 91.3 98.6 88.4 

CPD － 16.7 30.8 30.8 21.4 

－PD：令和２(2020)年度までは SPD を含む 

 

◆審査の適切な実施 

・特別研究員等の選考に当たっては、学術システム研究センターでの検討を経て平成

30(2018)年２月に定めた新たな審査区分を用い、各年度、１万１千名を超える申請者に

ついて、約 240～270 の審査グループ（各年度延べ約 1,500～1,800 名の審査員）による

書面審査（令和４(2022）年度は、「二段階の書面審査」方式にて実施）を行ったほか、

「特別研究員等審査会」を開催し、面接審査（令和元(2019)年度まで実施）及び合議審

査（令和３(2021）年度まで実施）を行った。審査結果については、平成 30(2018)年度

までは PD 及び DC の第１次採用内定を 10 月中旬頃に該当者に対して通知していたが、

申請者が少しでも早く安心して進路を選択できるとともに優秀な研究者の確保にも資

するため、令和元(2019)年度からは、書面審査委員に審査期限の厳守をお願いしつつ審

査会日程、作業スケジュールの更なる見直しを行い、PD 及び DC の第１次採用内定を９

月下旬に該当者に対して通知した。令和２(2020)～４(2022)年度は新型コロナウイルス

感染症の影響を強く受けつつも、遅延することなく PD 及び DCの第１次採用内定を９月

末頃に、PD 及び DC の第２次採用内定を 12 月末頃に該当者に対して通知した。また、

RPD については、これより早い７月下旬～８月中旬に採用内定を該当者に対して通知し

た。 

・令和元(2019)年度に創設した CPD については、長期の海外渡航を計画し調整を進める

申請者の申請準備に資するよう、令和２(2020)年度以降毎年度募集要項の公開時期を早

めるとともに、事業開始初年度から申請受付、審査、採用内定までの業務を２ヶ月弱と

いう短期間で迅速に遂行し、CPD申請の制度利用者である PD（令和２(2020)年度採用分

までは SPD を含む）の研究計画への影響に可能な限り配慮した。具体的には、約 40～50

名の申請者に対して 50 名程度の審査員による書面審査を行った上で、特別研究員等審

査会委員長及び副委員長による採否の判定を経て採用内定者を決定し、８月中旬には該

までの業務を２ヶ月弱という短期間

で迅速に遂行し、CPD申請の制度利用

者である PD等の研究計画への影響に

可能な限り配慮している。こうした

取組は、新型コロナウイルス感染症

の影響によって海外との人的交流が

停滞してきた状況下においても、優

れた若手研究者に世界レベルでの活

躍を支援する施策を安定的かつきめ

細かく実施したものとして、高く評

価できる。 

 

・男女共同参画推進の取組として、出

産・育児に伴う採用期間の中断・延長

や研究再開準備支援の運用、「RPD 研

究交流会」の実施、子供の保育園の入

園等に必要な手続きを解説したペー

ジのウェブサイトへの新設、自治体

向け特別研究員制度の説明資料の全

面的リニューアル、「キャリア継続支

援事業」及び「CHEERS!」など研究と

ライフイベントの両立に関する情報

の紹介など、採用後の特別研究員へ

の支援をきめ細かく行うとともに、

RPDの募集・申請・審査に関する情報

発信についても充実させており、高

く評価できる。 

 

・特別研究員採用者や申請希望者等

に生じた、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大による様々な影響を考

慮し、書類の提出期限の延長（令和２

(2020)年度）をはじめ、採用期間の中

断、延長や、CPDの渡航義務の緩和、

採用開始時期の延期を可能とする取

扱いなど、制度利用者の立場に立っ

た多様な特例措置を不断に検討・実

施しており、これらの取組は、将来の

学術研究を担う優れた若手研究者に

安心を与え、その研究継続を安定的

かつ柔軟に支援したものとして高く

評価できる。 

また、多数の特例措置を新型コロナ

ておく必要がある。その上

で、今後の感染状況の変化

を、いくつかの場合で想定

して、継続展開する項目、従

来の進め方に戻すべき項

目、新たに実施すべき項目

を明確にしておく必要があ

る。 

 

＜その他事項＞ 

ー 

 

の諸手続、書面審査及び審

査委員の委嘱手続に係る電

子化等も実現・推進してい

る。これらの取組は、制度利

用者の利便性の向上、事業

の効果的・効率的な運営に

資するだけでなく、若手研

究者が自らの能力を高め活

躍の機会を拡げるととも

に、研究意欲を高め、更なる

研究専念に資するものであ

り、制度の魅力・効果を大き

く向上させたものとして、

高く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・感染症の拡大は、この中期

目標期間の大半を占めたの

で、それにより影響を受け

て実施できなかったこと、

逆に、これを改革の機会と

とらえ実施できたことを層

別して、年度ごとに整理し

ておく必要がある。その上

で、今後の感染状況の変化

を、いくつかの場合で想定

して、継続展開する項目、従

来の進め方に戻すべき項

目、新たに実施すべき項目

を明確にしておく必要があ

る。 

 

＜その他事項＞ 

・例えば物価高や為替レー

トを織り込むなど、世界情

勢の変動の影響に対応でき

る支援制度が構築できない

か検討してほしい。 

・PD（5 年後）及び DC(10年

後)の取得者のその後の進

路についてのデータがあり

これは貴重である。多くの

取得者が研究機関等で常勤
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当者に対して通知した（採用開始日は 10 月１日）。 

・書面審査に当たっては、審査委員の適切な審査の実施、負担軽減に資するため、審査

の基準や利害関係者の取扱いを分かりやすく詳しく記載した「審査の手引」を作成し、

審査委員に配布して周知した。また、令和４(2022)年度からは、審査委員の利便性を考

慮し、同手引を電子申請システムの審査員用画面からも確認できるようにした。 

・令和３(2021)年度審査実施分までは、審査委員に送付する審査資料は紙媒体のみの対

応としていたが、審査委員からの意見も踏まえ、令和４(2022)年度審査実施分より、希

望する審査委員については、電子媒体のみによる審査を可能とする対応を実施した。 

・令和３(2021）年度審査実施分までは、審査に係る留意事項や審査規定等の個別の文書

を申請書類に添付し配布していたが、令和４(2022)年度審査実施分では、それらの文書

をひとつの冊子体に統合するとともに、審査の流れをわかりやすくまとめた概要や審査

に関する FAQ を掲載し、審査委員の負担軽減に努めた。 

 

・PD は、採用後の受入研究機関を博士課程在学時の大学（出身研究機関）とは別の研究

機関とすることを申請資格としているため、選考にあたり、特例措置の適用を受けて出

身研究機関を受入研究機関とすることを希望する申請者に対しては、特例措置希望理由

の妥当性を確認するよう審査委員に周知し、適切に資格審査を実施した。周知にあたっ

ては、審査方法を明確かつ簡潔に「審査の手引」等に記述し、精度の高い審査を実施し

た。 

 

「博士の学位を取得した研究機関以外の場で研究する者（PD・SPD）」 

資格 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 
R4 年度 

 

新規採用者数（育志

賞受賞に伴う採用者

を除く） 

348人 359人 363人 356人 356 

博士の学位を取得し

た研究機関以外の場

で研究する者の数 

348人 357人 363人 354人 355 

割合 100.0％ 99.4％ 100.0％ 99.4％ 99.7% 

 

・審査方針や審査方法等はウェブサイト上で公開し、審査の透明性の確保に努めた。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html 

また、選考結果については、不採用者に対して各審査項目の評価、総合評価及び不採用

者の中でのおおよその順位を開示した。なお、採用者については振興会のウェブサイト

上で氏名、研究課題名、受入研究機関等を公開している。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_saiyoichiran.html 

 

・「特別研究員等審査会」の委員（約 60名）、専門委員（約 1,600～1,800 名）について

は、学術システム研究センター研究員が審査委員候補者データベースを活用して候補者

名簿案を作成した。同センターでの審査委員候補者の選考過程においては、各分野の申

請状況や候補者の所属機関のバランスに配慮し、適切な人材を選定すること等を前提と

しながら、女性研究者の積極的な選考にも配慮した。 

ウイルス感染症の影響に伴う事象

（ケース）毎に分類・整理して分かり

やすくウェブサイトで紹介する取組

も、制度利用者にとっての利便性を

考慮したきめ細かな取組として高く

評価できる。 

・令和４(2022)年度における欧米を

中心とした著しい物価高等に伴う特

別研究員採用者への影響を考慮し、

当該年度中に海外の物価高が著しい

地域に長期間滞在した特別研究員に

対し、臨時の救済的一時金を支給し

たことは、急激な物価高等により、生

計の維持・研究活動に支障が生じた

若手研究者に安心を与え、その研究

継続を安定的かつ柔軟に支援したも

のとして、高く評価できる。 

 

・特別研究員の「研究専念義務」の趣

旨について、「特別研究員としての研

究活動」以外の様々な活動を一律に

制限するものではないこと、及び「特

別研究員としての研究活動」を自ら

の主たる活動としてその遂行に支障

が生じないよう適切に自己管理する

ものであることを、採用者向けの「令

和３(2021)年度版手引」より明記し、

「研究専念義務」のより分かりやす

い周知を進めた。併せて、特別研究員

からの要望やその取り巻く状況を踏

まえ、令和３(2021)年度から一定の

要件のもとで採用者の報酬受給を伴

う活動の職種制限を撤廃し、特別研

究員の能力を活かした多様な活動等

を可能とした。また、令和３(2021)年

度から DC が受入研究機関の「ダブル

ディグリー・プログラム」を利用して

留学することを可能とする制度変更

を行い、DC 採用者が国際的な環境の

下で幅広い知識や経験を得る機会を

拡大した。さらに、令和４(2022)年度

より、海外渡航支援・促進等を目的と

する他の支援制度による助成金等に

研究者となっていること

は、喜ばしい。特別研究員の

一般企業に於ける活躍も促

進すべきで、引き続きその

数の把握にも努めてほし

い。 
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「審査委員女性比率」  

H30年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

17.4％ 18.5％ 20.3％ 23.0％ 23.7％ 

※令和５(2023)年度審査委員候補者女性比率：25.0％ 

 

◆事業の評価と改善 

（進路状況調査等） 

・採用期間終了後の進路状況調査を毎年度実施し、常勤の研究職への就職状況を通じて

事業の効果を確認した。これにより、PD（採用終了５年後）、DC（採用終了 10年後）共

に８～９割程度の者が常勤の研究職に就いていることから、本事業が研究者の養成・確

保のため有効に機能していることが確認できた。 

また、進路状況調査の結果は、ウェブサイト等で「就職状況調査」として国民に分かり

やすい形で公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_syusyoku.html 

 

「PD の常勤の研究職への就職状況（採用終了５年後）」 

職等 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

常勤の研究

職 
86.2% 90.6% 86.3% 84.2% 84.6% 

ポスドクフ

ェロー 
2.8% 1.3% 3.7% 4.9% 5.9% 

非常勤の研

究職 
2.6% 2.6% 3.1% 3.9% 2.7% 

非研究職 8.3% 4.8% 5.4% 6.3% 6.4% 

学生 - - - - - 

無職等 0.0% 0.7% 1.4% 0.8% 0.5% 

 

「DC の常勤の研究職への就職状況（採用終了 10 年後）」 

職等 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

常勤の研究

職 
84.3% 86.9% 87.7% 82.4% 78.2% 

ポスドクフ

ェロー 
1.2% 1.5% 1.8% 1.8% 2.5% 

非常勤の研

究職 
1.1% 0.9% 1.8% 1.4% 1.8% 

非研究職 13.2% 9.8% 7.3% 12.9% 15.6% 

学生 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 

無職等 0.2% 0.9% 1.4% 1.4% 1.6% 

 

 

・若手研究者を対象とした賞について、特別研究員採用経験者の受賞状況を調査したと

ついて、一定の要件のもと受給を認

めることとし、特別研究員が海外に

おいて研究活動を行う上での環境の

改善を図った 。 

こうした制度の基本設計・趣旨を踏

まえた上で積極的かつ適切に制度改

革を進めた取組は、若手研究者の可

能性を広げ、更なる幅広い活躍を支

援するものとして、高く評価できる。 

 

・令和３(2021)年度より、PD 等を対

象として保険契約（傷害補償等）に日

本学術振興会にて一括加入し、研究

活動等の事故による入院費、通院費

等が補償されるよう制度改善を行っ

ており、これは博士課程を修了し独

立した研究者となった特別研究員に

安心を与え、これまで以上に研究に

専念できる環境整備を大きく前進さ

せたものとして、高く評価できる。 

 

・令和４(2022)年度より、DC 採用期

間中に博士号を取得し PDに資格変更

した場合、採用期間の残期間につい

て通常の PDに支給する額（月額 36.2

万円）に研究奨励金を増額支給する

こととしており、このことは、若手研

究者の研究意欲を高め、優秀な若手

研究者がより安心して研究に専念で

きる環境のいち早い整備に大きく寄

与するものであり、高く評価できる。 

 

・従来雇用関係を有していなかった

PD・RPD・CPD について、受入研究機

関で雇用することを可能にするとと

もに、当該研究機関の責任において、

PD 等の育成と研究環境の向上を図る

ため、「研究環境向上のための若手研

究者雇用支援事業」を創設し、周知を

図った。これは、優秀な若手研究者の

研究専念環境を向上させ、更なる活

躍を支援するだけでなく、研究機関

においても優秀な若手研究者の確
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ころ、以下のとおり、本事業経験者の割合が継続的に高いことが確認された。 

 

「特別研究員採用経験者の受賞実績」               （単位：人） 

賞の名称 H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

文部科学大臣表彰若

手科学者賞 
64(99) 73(99) 70(97) 78(97) 76(98) 

日本学士院学術奨励

賞 
2(6) 5(6) 4(6) 4(6) 3(6) 

日本学術振興会賞 14(25) 13(24) 16(25) 14(25) 17(25) 

日本学術振興会育志

賞 
18(18) 17(18) 18(18) 16(18) 15(18) 

※括弧内は全受賞者数 

 

（審査結果の検証） 

・特別研究員等審査会の審査結果について、学術システム研究センターにおいて審査意

見の適切性等について分析・検証を行い、その結果を翌年度の審査委員候補者の選考に

反映させた。 

また、審査区分毎の申請者数の状況を確認し、審査グループ数の調整を行うなど、審査

体制の改善を行った。 

 

（SPD の評価） 

・SPD については、学術システム研究センターにおいて、中間評価（１年目終了後及び

２年目終了後：SPD 本人の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に研究の進捗

状況等を検証）、事後評価（採用終了後：SPD 本人の自己評価及び受入研究者が作成した

評価書を基に採用期間全体の研究状況等を検証）を行い、その評価結果を本人に対して

通知した。 

 

●制度運用の見直し・改善 

（１）特別研究員の「研究専念義務」の明確化、報酬受給制限の緩和及び他の資金援助

制度に係る受給制限の緩和 

・特別研究員の処遇改善の観点から、令和２(2020)年度より、国費を原資としない奨学

金等については「研究専念義務」の範囲内で受給を可能とする制度改革を行った。 

・特別研究員に課されている「研究専念義務」のより分かりやすい周知を図るため、研

究専念義務は「特別研究員の研究活動」以外の様々な活動を一律に制限するものではな

いこと、及び「特別研究員としての研究活動」を自らの主たる活動としその遂行に支障

が生じないよう適切に自己管理するものであることを「特別研究員遵守事項及び諸手続

の手引（令和３(2021)年度版）」（以下「令和３(2021)年度版手引」という。）において明

記した。 

・併せて、特別研究員制度の基本設計・趣旨を考慮しつつ採用者からの要望やその取り

巻く状況を踏まえた上で、令和３(2021)年度より、報酬受給を伴う活動については特別

研究員としての研究課題の遂行に支障が生じない限り職種に制限を設けないこととし、

制度の趣旨を担保しつつ柔軟な制度改革を行った。 

・さらに、令和４(2022)年度からは、特別研究員からの要望やその取り巻く状況を踏ま

保・育成が可能になるとともに、更な

る研究現場の活性化が期待されるも

のとして、高く評価できる。 

 

・令和４(2022)年１月の採用時手続

の「電子申請システム」への移行及び

令和４(2022)年度に受入研究機関事

務担当者向けに実施したアンケート

の結果を踏まえた同システムの機能

の充実化、令和３(2021)年６月に運

用開始した「学振マイページ」の導

入、令和４(2022)年度に着手した審

査員の委嘱手続の電子化に向けた改

修は、採用時・採用後の各種手続、書

面審査及び審査委員の委嘱手続のペ

ーパーレス化を進め、特別研究員採

用者及び受入研究機関の事務負担を

大幅に軽減するとともに、申請状況

の適正な管理、各種申請に対する詳

細な分析を可能にするなど、利便性・

有効性を大きく向上させるものであ

る。また、これにより、自宅等にいな

がら各種手続が完結できるようにな

ることで、新しい生活様式であるリ

モートワークの推進にも大きく寄与

するものである。これらは、新型コロ

ナウイルス感染症の影響が過ぎても

継続的に活用していくものであり、

ポストコロナも見据えた制度の効率

的かつ効果的な運営の大きな前進と

して、高く評価できる。 

 

・特別研究員の審査について、更なる

公正かつ効果的な審査制度とするた

め、研究者としての資質や将来性の

評価に重点を置く特別研究員の審査

の趣旨を踏まえ、学術システム研究

センターにおける集中的な議論を経

て、令和４(2022)年度採用分の審査

より申請書様式の抜本的な見直しを

行うとともに、令和５(2023)年度採

用分 PD・DC の審査より「二段階の書

面審査」方式を導入したことは、事業
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えた上で、海外渡航支援・促進等を目的とする奨学金、助成金等についても特別研究員

としての研究課題の遂行に支障が生じない限り受給を認めることとし、制度の趣旨を担

保しつつ不断の制度改革を実施した。 

 

（２）DC の留学に関する制限緩和 

DC について、研究者としての視野・幅を広げるとともに、特別研究員の当初計画の進展・

相乗効果にも資するため、令和３(2021)年度より、これまで認めていた受入研究機関の

「ジョイントディグリー・プログラム」に加え、「ダブルディグリー・プログラム」等を

利用して留学し連携外国大学院の学籍を持つことについても認める制度改革を行った。 

 

（３）PD、RPD、SPD、CPD を対象とする保険（傷害補償等）の導入 

PD、RPD、SPD、CPD（以下「PD等」と総称する。）が受入研究機関における研究活動等に

おいて事故に見舞われた際に通院費用等の補償を受けられるよう、令和３(2021)年度よ

り PD 等を対象とする保険契約（傷害補償・特定感染症危険補償特約）に振興会として

一括加入し、優秀な若手研究者である PD 等の研究環境の改善を図った。 

 

（４）DC 採用期間中の博士の学位取得者の処遇向上 

令和３(2021)年度までは、DC の採用期間中に博士の学位を取得し、PD に資格を変更し

た場合でも、研究奨励金の支給額（月額 20万円）に変更はなかったが、優秀な若手研究

者がより安心して研究に専念できる環境をいち早く整備するため、令和４(2022)年度よ

り、博士の学位の取得により、DC から PDに資格を変更した場合は、採用期間の残期間

について、通常の PD に支給する額（月額 36.2 万円）に研究奨励金を増額支給すること

とし、博士の学位取得後の環境改善を大きく前進させた。 

 

（５）採用内定者に係る採用手続の電子化等 

採用内定者が、申請時と同様の「電子申請システム」上で採用手続も行えるようシステ

ムの拡張を行い、令和４(2022)年１月から運用を開始した。これにより、これまで紙で

作成、スキャンの上、アップロードされていた採用時の受入承諾書、資格確認書等の採

用手続書類についてペーパーレスでの運用が実現し、採用内定者及び受入研究機関の負

担軽減だけでなく、採用内定者情報の適正管理や確認作業の簡素化など、利便性と有効

性を大きく向上させた。また、従来日本語表記のみであった採用内定者向けの「採用手

続の手引」及び「電子申請システム」内の採用手続に係る記載に英語表記を追加し、併

せて利便性の向上を図った。 

さらに、令和５(2023)年度採用分に向けては、令和４(2022)年度に受入研究機関事務担

当者向けに実施したアンケートの結果を踏まえて、受入研究機関の担当者が自機関で受

け入れる採用内定者の手続の進捗を把握できるよう更なる機能の充実を図り、機関担当

者の更なる利便性向上・負担軽減を進めた。 

 

（６）採用後手続きの電子化 

特別研究員採用者が自身の登録データを Web 上で確認できるとともに、オンラインで採

用後の各種申請等を行うことを可能とするウェブサイト「日本学術振興会特別研究員

（採用後）マイページ」（通称：「学振マイページ」）を構築し、令和３(2021)年６月から

運用開始した。これにより、これまで紙で提出されていた採用後手続書類についてペー

のより効果的な運営に資する審査制

度の実現の取組として、高く評価で

きる。 

 

・令和６(2024)年度採用分 DC、PD、

RPDの募集について、学術システム研

究センターでの議論を経て、申請者・

研究機関の手続の省力化及び若手研

究者が予め研究経費を見据えて研究

計画を構築する経験を積むための機

会の提供を目的として、「特別研究員

の申請」と「科研費(特別研究員奨励

費)の応募」を同時に受け付けること

とし、その旨を反映した令和６

(2024）年度採用分募集要項を令和５

(2023）年２月に公開した。これらは

特別研究員の募集に係る更なる効率

的・効果的な運営に資する取組であ

り、高く評価できる。 

 

・令和６(2024）年度採用分より、電

子申請システムの申請画面について

英訳を併記するとともに、DC の募集

要項及び申請書作成要領等の英語版

をウェブサイト上で公開したこと

は、申請者の利便性向上と、外国籍の

申請者のサポートを行っていた申請

機関担当者の事務負担の大幅な軽減

を前進させた取組であり、高く評価

できる。 

 

・主たる評価指標である「特別研究員

採用者への支援に対する評価」、「特

別研究員の受入先の評価」では、中期

目標に定められた水準を大きく上回

る実績を上げており、特別研究員事

業が採用者及び受入先の双方から極

めて高い評価を得ていることが分か

る。 

 

＜課題と対応＞ 

・特別研究員事業の募集、審査、採用、

採用後に係る一連の業務を円滑に実
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パーレスでの運用が実現し、従来の紙媒体での申請書等の提出と比べ、特別研究員の負

担軽減、申請状況の適正管理、各種申請等に対する分析など、利便性と有効性を大きく

向上させた。 

 

（７）「特別研究員の申請」と「科研費（特別研究員奨励費）の応募」の一本化 

令和６(2024)年度採用分 DC・PD・RPDより、申請者・研究機関の手続の省力化及び若手

研究者が予め研究経費を見据えて研究計画を構築する経験を積むための機会の提供を

目的として、「特別研究員の申請」に併せて「科学研究費助成事業（特別研究員奨励費）」

の応募を同時に受け付けることとし、その旨を令和６（2024）年度採用分募集要項に反

映するとともに、令和５（2023）年２月にウェブサイトにおいて公開した。これにより、

制度利用者は、特別研究員の申請・採用内定後に「科学研究費助成事業（特別研究員奨

励費）」の応募を行い、改めて研究計画等を作成することが省略できることとなった。 

（８）DC 募集要項及び電子申請システムの英語版公開 

募集要項及び申請に使用する電子申請システムについては、従来、日本語版のみ公開し

ていたが、申請者、申請機関、受入研究者等からの要望を踏まえ、令和６（2024）年度

採用分より、電子申請システムの申請画面について英訳を併記するとともに、DC の募集

要項や申請書様式、申請書作成要領等について英語版をウェブサイト上に公開した。こ

れにより、申請者の利便性向上と、外国籍の申請者のサポートを行っていた申請機関担

当者の事務負担の大幅な軽減につなげた。 

 

（９）PD、RPD、CPDの雇用制度導入 

特別研究員採用者からの要望や、学術システム研究センター、文部科学省における審議

会等での意見等を踏まえ、従来雇用関係がなく不安定な身分との指摘があった PD・RPD・

CPD（以下「PD 等」と総称する。）について、受入研究機関で雇用することを可能にする

とともに、当該研究機関の責任において、PD等の育成と研究環境の向上を図る「研究環

境向上のための若手研究者雇用支援事業」を創設することとし、令和５(2023）年１月に

令和５（2023）年度分の募集要項を公開した。なお、本事業では、PD 等を雇用して積極

的に優秀な若手研究者の確保・育成に取り組むことを希望する研究機関を公募により雇

用制度導入機関に登録の上、PD 等の雇用に係る経費を当該機関に交付するとともに、

「科学研究費助成事業 特別研究員奨励費（学術条件整備）」においても支援を行うこと

とした。 

 

（１０）審査員の委嘱手続の電子化促進等 

「特別研究員等審査会」の委員（約 60名）、専門委員（約 1,600 名）の委嘱手続につい

て、個人宛の委嘱依頼文書及び機関宛の兼業依頼文書について、従来は紙媒体での送付

（回答は WEB フォーム）であったところ、電子媒体のみで事務手続きが完結するよう令

和４(2022）年度にシステムの改修に着手し、事務手続の更なる簡素化を図った。 

 

●審査制度の改善に関する検討と見直しの実施 

特別研究員の採用審査について、更なる公正かつ効果的な審査制度とするため、学術シ

ステム研究センターに設置した「特別研究員等審査システム改善のためのワーキンググ

ループ」において、事業の趣旨にも留意しつつ検討を進め、その検討結果に基づき、PD・

DC の令和４(2022)年度採用分審査（令和３(2021)年度実施の審査）より、以下の見直し

施し、引き続き我が国の学術研究の

将来を担う優秀な若手研究者の養成

にこれまで以上に貢献していく。 

また、若手研究者を取り巻く様々な

状況を把握し、研究者を目指す者に

とって特別研究員事業がより魅力あ

るものとなるよう、引き続き採用者

の処遇改善や支援の充実等の制度改

革に努めていく。 

加えて、新たに開始する「研究環境向

上のための若手研究者雇用支援事

業」について、更なる効果的な事業運

営に向け、継続的に制度の改善・充実

のための検討を実施する。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である３－１（現状の支援

に対する評価）については中期目標

に定められた水準（80％程度）を大き

く上回る 97.0％～98.2％であり、極

めて高い肯定的評価を受けている。 

 

・評価指標である３－２（特別研究員

の活動状況に関する評価）について

は中期目標に定められた水準（80％

程度）を大きく上回る 85.1％～

94.5％であり、極めて高い肯定的評

価を受けている。 

 

・関連指標である３－Ａについては、

５年経過後 PD の就職状況は 84.2～

90.6％、10年経過後 DC の就職状況は

78.2～87.7％となっており、中期目

標の基準となっている平成 28(2016) 

年度の状況（５年経過後 PD は

91.6％、10 年経過後 DC は 88.5％））

と概ね同水準であった。 
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を行った。 

・令和３(2021)年度に実施した、令和４(2022)年度採用分 PD 及び DC の審査では、従来

の第二段審査において申請者の一部のみに行っていた「面接審査」に代わり、申請書に

基づく「書面審査及び合議審査」を導入・実施した。（※合議審査はオンラインにて実

施） 

・令和５(2023)年度採用分 PD 及び DC の審査については、見直しの最終形として、「二

段階の書面審査」方式（関連する審査区分を組み合わせて設定した審査グループ毎に一

段階目の書面審査を実施し、その結果ボーダーゾーンとなった申請を対象に、一段階目

と同一の審査委員（原則６名）により、二段階目の書面審査を実施するもの）を導入す

ることとし、その旨を令和５(2023)年度採用分募集要項に反映・公開するとともに、ウ

ェブサイトにおいても詳しく解説し、広く周知を図った。なお、「二段階の書面審査」方

式の導入に伴い、総合評価（相対評価）の評点分布を再検討し変更を行った。 

・また、令和４(2022)年度採用分の審査からは、特別研究員の審査が研究者としての資

質や将来性の評価により重点を置くことを踏まえ、研究遂行力を自ら分析し研究に関す

る自身の強み等を記入する項目を新たに申請書に設けるなど、より研究者としての人物

評価に資する審査を実施した。 

 

 

【新型コロナウイルス感染症の影響への対応】 

・特別研究員に係る採用手続き、研究奨励金の支給手続きにおいては、例年４月に繁忙

期を迎えるところ、令和２(2020)～３(2021)年度においては、４月に「緊急事態宣言」

が発出され、出勤体制を抑制せざるを得ない状況であった中、採用及び研究奨励金の支

給は特別研究員の生活の基盤となるものであり、最優先事項との認識のもと作業を滞り

なく進め、特別研究員に遅滞なく研究奨励金を支給した。 

 

・令和２(2020)年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、若手研究者に

生じた様々な影響を考慮し、制度の基本設計等を踏まえた上で、新型コロナウイルス感

染症の影響下における特別研究員採用者や申請希望者等の様々な状況に可能な限り対

応できるよう、以下の特例措置を講じた。 

（１）書類の提出期限の延長等（令和２(2020)年度実施） 

① 在学証明書や学位取得証明書等の採用手続書類を、提出期限後も随時受け付ける特

例措置を講じた。 

② 申請予定者等からの相談、要望を踏まえ、審査スケジュールや審査結果開示時期へ

の影響も考慮するとともに、一部の審査委員には委嘱期間の延長を依頼するなどの調整

も行い、申請書の提出期限を可能な限り延期（PD・DC：６月３日→６月 15 日、RPD：５

月７日→６月４日）した。 

 

（２）制度運用に係る特例取扱いの設定 

 採用中の特別研究員等からの相談、要望や申請実績等を踏まえ、以下のとおり、制度

運用に係る特例措置を講じた。 

①  （令和２(2020)年度・令和３(2021)年度通知発出）DC・PD・RPD・SPD・CPD を対象と

して、新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動に支障が出たことを事由とする

採用期間の中断を可能とする特例措置を設け、その運用を行った。なお、令和４(2022)

64



 

 

年度末までに、本特例措置の申請者は計 237 名となっており、新型コロナウイルス感染

症が国内外で拡大する中で、本特例措置は採用者にとって極めて有効な措置だったこと

が確認できる。 

②  （令和２(2020)年度・令和３(2021)年度・令和４(2022)年度通知発出）令和２(2020)

年度、令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度に採用期間が終了となる DC を対象とし

て、大学が延長を認める在学期間（原則最大６ヶ月）について、採用期間の延長を認め

る特例措置を設け、その運用を行った。また、当該採用延長期間中の研究奨励金につい

て、対象となり得る DC及びその受入研究者に調査を実施して実態を把握するとともに、

次年度予算において別途必要な予算額を確保の上支給することとし、該当者の研究環境

の維持を柔軟に支援した。なお、令和３(2021)年度末で、本特例措置の申請者は計 654

名となっており、本特例措置は該当する DC にとって極めて有効な措置だったことが確

認できる。 

③  （令和２(2020)年度・令和３(2021)年度通知発出）海外渡航の延期を余儀なくされた

令和元(2019)年度及び令和２(2020)年度採用の CPD を対象に、義務とする「海外渡航期

間（主要渡航期間）」の下限を３年→２年６ヶ月に緩和する特例措置を設けた。これに

より、26 名の採用対象者のうち５名の CPD がこれまでに本特例措置の適用を受け、現

在、該当者は自身の意向どおり CPD を辞退することなく、主要渡航先の海外受入研究機

関において研究を遂行している。 

④  （令和２(2020)年度・令和３(2021)年度・令和４(2022)年度通知発出）令和３(2021)

年度、令和４(2022)年度及び令和５(2023)年度採用分 DC・PD・RPDの採用内定者を対象

として、採用年度４月１日において申請資格（採用要件）を満たすことができない場合、

最長で採用年度１月１日まで採用開始日を延期可能とする（延期中は引き続き採用内定

者として取り扱う）特例措置を設け、その運用を行った。本特例措置については、計 61

名の採用内定者から申請がなされ、少数ではあるものの新型コロナウイルスに起因して

生じた採用内定者への影響に柔軟に対応した。 

なお、上記の特例措置については、本会ウェブサイトにおいて、新型コロナウイルス感

染症の影響の事象（ケース）毎に分類して、「特別研究員事業における特例措置の活用事

例～新型コロナウイルス感染症の影響で研究遂行などに困ったら～」として纏めて掲載

しており、多数の特例措置を可能な限り分かりやすく発信することに努めている。 

https://www.jsps.go.jp/j-pd/tokken_tokurei_2020.html 

 

【海外の著しい物価高等に伴う対応】 

・令和４（2022）年度において欧米を中心に近年類を見ない急激な物価高等が生じたこ

とを踏まえ、令和４（2022）年度中に海外の物価高が著しい地域に長期間滞在した特別

研究員を対象に、渡航先での生計の維持や研究活動等に支障が生じていることに対する

臨時の救済的一時金（臨時特別給付金）を支給した。 

 

◆募集・採用業務の円滑な実施 

・特別研究員に支給する研究奨励金について、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金

との重複受給を防止するため、平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度において採用者

情報を同機構に提供し、重複チェックを引き続き実施した。 

・平成 30(2018)年度、令和元(2019)年度、令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度に、

特別研究員制度について広く周知を図るため、募集内容や申請方法について、研究機関

65



 

 

等の事務担当者を対象とした説明会及び申請希望者を対象とした説明会を計 18 回（う

ち、令和３(2021）年度開催の３件及び令和４(2022）年度開催の２件はオンライン開催）

実施し、令和６(2024)採用分の募集にあたっては、より多くの申請機関等の事務担当者

及び申請希望者への周知を図るべく、令和５(2023）年 3 月に、募集内容や申請方法等

について、研究機関等の事務担当者や申請希望者を対象とした説明動画をオンラインで

配信した。説明会等においては、男女共同参画を推進する観点から、特別研究員の出産・

育児による採用期間の「中断」や「研究再開準備支援」の取扱い、出産・育児による研

究中断後に円滑に研究現場に復帰することを支援する RPD 制度の周知にも努めた。ま

た、説明資料は、本会ウェブサイトに掲載して各機関の事務担当者及び申請希望者等に

広く周知した。なお、令和２(2020)年度は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点

から令和４(2022)年度採用分の募集に係る説明会の開催を見送ったが、例年の説明資料

に加え、令和４(2022)年度採用分特別研究員の募集・審査に係る主な変更点と申請者に

留意いただきたい点等をその趣旨とともに簡潔に纏めた資料を別途作成して本会ウェ

ブサイトに公開し、申請者の参考に供した。このほか、「研究環境向上のための若手研究

者雇用支援事業」について、令和５（2023）年３月に説明動画及び資料を本会ウェブサ

イトに公開し、各機関の事務担当者に通知したほか、国立大学協会等関係団体の会議等

において各機関の長を対象に事業概要を説明するなど、広く周知を図った。 

 

 ＜主な定量的指

標＞ 

【評価指標】 

３－１ 特別研究

員及び海外特別

研究員採用者へ

の支援に対する

評価（Ｂ水準：

アンケート調査

により肯定的評

価を得た割合が

80％程度） 

 

３－２ 特別研究

員及び海外特別

研究員の受入先

の評価（Ｂ水

準：アンケート

調査により肯定

的評価を得た割

合が 80％程度） 

 

３－３ 外国人研

究者を受け入れ

た研究機関にお

＜主要な業務実績＞ 

【若手研究者の海外派遣（個人支援）】 

■海外特別研究員事業 

◆海外特別研究員の採用と支援 

・採用計画に基づき下表のとおり海外特別研究員及び海外特別研究員-RRAを採用し、彼

らが海外の特定の大学等研究機関において長期間研究に専念できるよう支援した。 

・第 4 期中期目標期間中の海外特別研究員の新規採用者数は、第 3期中期目標期間に比

して、全体的にやや減少傾向となった。特に令和４(2022)年度は、申請が行われた令和

３(2021)年度初頭において、新型コロナウイルス感染症が未だ猛威を振るっていること

から、過去 10 年間で最低の申請者数となった。 

 

「海外特別研究員の申請・採用状況」 

 年度 申請数 新規採用数 

第 3 期

中期目

標期間 

平成 25 年度 810 192 

26 年度 824 204 

27 年度 974 170 

28 年度 987 190 

29 年度 811 158 

第 4 期

中期目

標期間 

30 年度 791 176 

31 年度・ 

令和元年度 
811 189 

令和 2 年度 782 162 

令和 3 年度 801 168 

令和 4 年度 582 160 

（２）国際舞台で活躍する研究者の

養成 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について、下記

の理由により、中期計画を上回って

履行し、中期目標を上回る実績を上

げていることから補助評定を a とす

る。 

 

【若手研究者の海外派遣（個人支

援）】 

・第 4 期中期目標期間中において、

海外に若手研究者を派遣する取り組

みを着実に実施していることに加

え、特に、開始から約 40 年が経過し

た既存事業の海外特別研究員事業に

おいては、時代の趣向に沿って適切

に見直しが行われており、高く評価

できる。 

 

・海外特別研究員の新規採用人数が

前期中期目標期間に比してやや減少

傾向にありつつも、特に新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴い、

（２）国際舞台で活躍する

研究者の養成 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

て、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中

期目標を上回るペースで実

績を上げていると見込まれ

る事から補助評定を a とす

る。 

・海外特別研究員事業・若手

研究者海外挑戦プログラム

において、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大によ

り若手研究者の研究活動に

支障が生じる状況が継続す

る中、採用者の置かれた状

況に寄り添い様々な特例措

置を設定し、採用者の研究

継続を柔軟に支援したこと

は大いに評価できる。 

・外国人研究者招へい事業

は、新型コロナウイルス感

染症の影響下において特例

（２）国際舞台で活躍する

研究者の養成 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画を上回って履行し、

中期目標を上回る実績を上

げていると言えることから

評定を aとする。 

・海外特別研究員事業・若手

研究者海外挑戦プログラム

において、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大によ

り若手研究者の研究活動に

支障が生じる状況が継続す

る中、採用者の置かれた状

況に寄り添い様々な特例措

置を設定し、採用者の研究

継続を柔軟に支援したこと

や、海外での急激な物価高

等に対応するため、当該物

価高の著しい地域に滞在す

る海外特別研究員および若

手研究者海外挑戦プログラ
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ける研究環境の

国際化状況（Ｂ

水準：受入研究

者へのアンケー

ト調査により肯

定的評価を得た

割合が 75％程

度） 

 

【関連指標】 

３－Ａ 特別研究

員事業及び海外

特別研究員事業

における採用終

了後の就職状況 

 

＜その他の指標

＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

３－１ 特別研究

員事業及び海外

特別研究員事業

について、採用

者のニーズを踏

まえてさらなる

制度改善を図る

観点から、現状

の支援に関する

アンケート調査

を実施し、80％

程度の肯定的評

価を得ることを

達成水準とす

る。 

 

３－２ 特別研究

員及び海外特別

研究員の受入先

に対し、特別研

究員及び海外特

別研究員の活動

*平成 28(2016)年度以降は、海外特別研究員-RRA 事業を含む。 

 

（支援業務の適切な実施） 

・第 4 期中期目標期間中は令和元(2019)年度～令和４(2022)年度採用分の選考・審査業

務を行う一方、当該年度新規採用者・継続採用者に対する資金支給業務を適切かつ効率

的に実施した。 

・希望者に対して、出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続を行った。ま

た、傷病により研究に専念することが困難な者に対し、傷病を理由とする採用の中断及

び延長の取扱いの手続も行った。 

 

◆審査業務の適切な実施 

・特別研究員等審査会において、専門的見地から審査及び選考を行った。また、審査の

基準や、利害関係者の取扱いについて明記した手引を委員に対して配布し、審査に厳格

を期した。 

 

・学術システム研究センターに設置されたワーキンググループでの検討を踏まえ、募集

要項や審査方法の見直し等を図ることにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整

備に継続的に取り組んだ。特に令和２(2020)年度においては、令和４(2022)年度採用分

海外特別研究員について、従来の審査で申請者の一部に対して行っていた「面接審査」

に代わり、申請書のみに基づく「書面審査及び合議審査」を導入し、当該審査を実施し

た。（※合議審査はオンラインにて実施） 

・令和５(2023)年度採用分の審査では、見直しの最終形として、「二段階の書面審査」方

式（関連する審査区分を組み合わせて設定した審査グループ毎に一段階目の書面審査を

実施し、その結果ボーダーゾーンとなった申請を対象に、一段階目と同一の審査委員（原

則６名）により、二段階目の書面審査を実施するもの）を導入することとし、令和５

(2023)年度採用分募集要項等に反映・公開した。 

・審査委員に配布する「審査の手引」についても、「二段階の書面審査」方式の導入に伴

い、総合評価（相対評価）の評点分布を再検討し、ボーダーライン上での同点が少なく

なるよう、総合評価の評点分布を変更することとした。 

・なお、令和４(2022)年度採用分の審査（令和３(2021)年度に実施）からは、海外特別

研究員の審査は研究費の審査とは異なり、研究者としての資質や将来性の評価により重

点を置くことを踏まえ、申請者が単に「研究業績」を列挙するのではなく、自身の研究

遂行力を自ら分析するとともに研究に関する自身の強み等を記入する項目を新たに申

請書に設け、より人物評価に資する審査を実施した。 

・選考結果については、不採用者に、特別研究員等審査会における各審査項目の評価及

び不採用者の中でのおおよその順位を通知した。なお、採用者については、振興会のウ

ェブサイト上で氏名等を公開した。 

 

◆募集業務の円滑な実施 

・各年度において、翌年度採用分海外特別研究員の募集と併せて、海外特別研究員-RRA

事業の募集を行った。募集要項、申請書、審査方針、書面審査セット、申請・採用状況

及び採用者一覧等について、振興会ウェブサイトを通じて、広く一般に公開し、申請者

が迅速に入手できるようにした。 

既存の採用者に対する救済措置を迅

速に行ったことは、中期目標の想定

をはるかに超える実績として、高く

評価できる。 

 

・毎年度、派遣終了直後の就職状況調

査に加え、終了後 1 年・5 年・10 年

経過後の追跡調査を行ったことは高

く評価できる。加えて、その調査結果

を見ても、特に 5 年経過後で約 90％

が常勤の研究職に就職しており、海

外特別研究員事業のキャリアパスと

しての有効性・重要性が高く認識で

きる結果となっている。 

 

・平成 29(2017)年度より開始した若

手研究者海外挑戦プログラムについ

ては、平成 31年度（令和元(2019)年

度）採用分より、申請希望者の多様な

ニーズを踏まえ、従来の年 1 回募集

から年 2 回募集に増やしつつ、申請

書類の簡略化や審査期間短縮を実現

することにより、一定の申請者数を

確保できる事業へと着実にレベルア

ップしており、高く評価できる。 

 

・令和４(2022)年度における欧米を

中心とした著しい物価高等に伴う海

外特別研究員、若手研究者海外挑戦

プログラム採用者への影響を考慮

し、当該年度中に海外の物価高が著

しい地域に長期間滞在した海外特別

研究員および若手研究者海外挑戦プ

ログラム採用者に対し、臨時の救済

的一時金を支給したことは大いに評

価できる。 

 

 

【若手研究者の組織的な海外派遣

（組織支援）】 

・事業終了まで各年度計画的・継続的

に支援することにより、将来性のあ

る多様な研究人材の育成・確保に努

措置により個々の状況に応

じて適切な対応を行い、日

本の学術研究の国際化に大

いに寄与したことは大いに

評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・外国人研究者招へいの各

種事業において、採用者や

受入研究機関のニーズ等を

踏まえ着実に実施していく

とともに、各種事業の周知

に向け、効果的な情報発信

にいかに取り組んでいくか

が課題として挙げられる。 

・外国人研究者招へいプロ

グラムの更なる充実に積極

的に努めてほしい。 

・若手研究者海外挑戦プロ

グラムのような海外渡航を

前提とした事業は、感染症

の影響を大きく受けたこと

は否めない。このような状

況にもかかわらず実施でき

たケースもあり、それらに

どのような工夫や決断、そ

して苦労があったのかは、

今後の方策のために共有し

てほしい。 

・またプログラムの制度設

計時に課題として、あげら

れていた若手研究者の海外

離れのような状況は、感染

症によりさらに拡大したの

か、もしくはオンライン国

際学会やリモート会議によ

る研究室交流などの機会が

増えたことにより、むしろ

身近になったのかは検証し

てほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

ム採用者に臨時の救済的一

時金を支給したことは大い

に評価できる。 

 

・外国人研究者招へい事業

は、新型コロナウイルス感

染症の影響下において特例

措置により個々の状況に応

じて適切な対応を行い、日

本の学術研究の国際化に大

いに寄与したことは大いに

評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・外国人研究者招へいの各

種事業において、採用者や

受入研究機関のニーズ等を

踏まえ着実に実施していく

とともに、各種事業の周知

に向け、効果的な情報発信

にいかに取り組んでいくか

が課題として挙げられる。 

・外国人研究者招へいプロ

グラムの更なる充実に積極

的に努めてほしい。 

・若手研究者海外挑戦プロ

グラムのような海外渡航を

前提とした事業は、感染症

の影響を大きく受けたこと

は否めない。このような状

況にもかかわらず実施でき

たケースもあり、それらに

どのような工夫や決断、そ

して苦労があったのかは、

今後の方策のために共有し

てほしい。 

・またプログラムの制度設

計時に課題として、あげら

れていた若手研究者の海外

離れのような状況は、感染

症によりさらに拡大したの

か、もしくはオンライン国

際学会やリモート会議によ
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状況に関するア

ンケート調査を

実施し、80％程

度の肯定的評価

を得ることを達

成水準とする。 

 

３－３ 国際的な

頭脳循環の中

で、外国人研究

者の受入れによ

って受入機関の

研究環境の国際

化を図る観点か

ら、前中期目標

期間における事

業実施後のアン

ケート調査の結

果（平成 25～28 

年度実績：

76.8％）を踏ま

え、75％程度の

肯定的評価を得

ることを達成水

準とする。 

 

３－Ａ 事業によ

る支援の結果、

優秀な学術の研

究者の養成に寄

与したかを把握

するため、当該

指標について毎

年度確認を行う

とともに、平成

28 年度の状況

（5年経 

過後特別研究員-

PD は 91.6％、5年

経過後海外特別

研究員は 94.2％、

10 年経過後特別

研 究 員 -DC は

・申請書の作成から提出まで完結させる電子申請システムについて、毎年度、申請者及

び事務担当者の利便性を考慮し、使いやすいよう改修を行った。 

・併せて、電子申請システムの体験版や簡易版操作手引を整備しているほか、専用のコ

ールセンターを引き続き設置し、申請者が円滑に申請できるよう便宜を図った。 

・特別研究員事業と併せて、海外特別研究員事業の制度について広く周知を図るための

説明や募集に係る申請書作成について、各機関の事務担当者に注意点を広く周知するた

めの説明会を実施した。なお、説明会においては、学術研究分野における男女共同参画

を推進する観点を踏まえ、優れた若手研究者が結婚・出産・育児・看護・介護のライフ

イベントによる研究中断等の後に、海外の特定の大学等研究機関において長期間研究に

専念できるよう支援する、海外特別研究員-RRAの周知に努めた。 

・なお、令和３(2021)年度及び令和４(2022)年度においては、新型コロナウイルス感染

症の影響に鑑み、説明会で周知していた事項を広く周知するためのウェブサイトを作成

した。 

 

●特別研究員事業等説明会実績 

開催大学等 

令和元年度（2019 年度）採用分 

麻布大学、茨城大学、信州大学、埼玉大学、名古屋大学 

令和 2 年度(2020年度)採用分 

東洋大学、上智大学、大阪大学 

令和 3 年度(2021年度)採用分 

東洋大学、上智大学 

 

◆事業の評価 

（就職状況調査） 

・毎年度、海外特別研究員の採用終了後の就職状況調査を実施した。また、調査結果を

ウェブサイト上で公表した。 

 

●採用期間終了後の就職状況 

区分 
調査実施年度 

H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

常勤の研究職

（国内） 

69 人 81 人 51 人 68 人 74 人 

常勤の研究職

（海外） 

26 人 12 人 15 人 13 人 18 人 

非常勤の研究

職 

4 人 ９人 2 人 4 人 3 人 

ポストドクタ

ー（国内） 

7 人 14 人 10 人 13 人 16 人 

ポストドクタ

ー（海外） 

54 人 60 人 69 人 62 人 56 人 

非研究職 10 人 14 人 10 人 13 人 19 人 

め、若手研究者の海外派遣を促進し

ているほか、相手側からの研究者招

へいも併せて支援することで、双方

向の人的交流を促進したことは評価

できる。 

 

・事後評価では、事業趣旨に沿った評

価の方法、手順等を整え、審査と同様

に評価を実施し、採択事業、事後評価

結果、審査・評価部会名簿の公表、ま

た、事後評価についての意見申し立

ての機会を設けることにより、透明

性、信頼性確保を図っており、評価で

きる。さらに、総合評価 3 以上が 36

件中 36 件となっており、若手研究者

の人材育成が国際共同研究と有機的

に連携して実施され、事業終了後も、

海外の研究機関等との研究ネットワ

ークの継続が見込まれることが確認

できたことは高く評価できる。 

 

【外国人研究者の招へい】 

・招へいの目的や外国人研究者のキ

ャリアステージに合わせることがで

きるよう、大学等のニーズに即した

効果的かつ多様なプログラムを実施

し、国内大学との交流機会を提供し

ていることは我が国の学術研究の推

進及び国際化に寄与したものと考え

られ評価できる。また、採用期間が終

了した外国人特別研究員（一般）の日

本側受入研究者へのアンケート調査

においては、年平均 88.4％が肯定的

な評価をしていることから、事業の

効果が窺え、中期計画を上回る成果

として評価できる。 

 

・採用者や受入研究機関のニーズ等

を踏まえ、事業の見直しにより、「外

国人特別研究員（定着促進）」につい

て平成 30（2018）年度より、「外国人

招へい研究者（短期 S）」について令

和２(2020）年度より、そして「外国

る研究室交流などの機会が

増えたことにより、むしろ

身近になったのかは検証し

てほしい。この点に関連し

て、我が国の若手研究者の

海外離れを少なくする観点

から、海外特別研究員制度

の採用数をより増やすこと

も検討課題としてほしい。

我が国の研究環境の整備が

進んだ現状や、就職のこと

を考えて、海外離れが進ん

でいると思われるが、海外

の研究者との共同研究を促

進することや、異なる文化

に直接触れることは若手研

究者にとって大変良い経験

となる。 

・種々の制度を活用して、海

外での研究を経験したこと

が、帰国後の研究にどのよ

うなよい変化をもたらした

かをフォローアップするこ

とが、今後の制度の拡大に

もつながると考える。語学

や人脈形成、新しい技術や

知識の獲得は当然のことで

あるが、異なる文化に接す

ることや国内では経験でき

ない様々な場面をどのよう

に乗り切ってきたかという

ようなことを共有すること

が、新しい応募の動機付け

にもつながると考える。 

 

＜その他事項＞ 

・海外特別研究員の常勤研

究職への就職統計について

も、引き続き企業への就職

者の数の把握に努めてほし

い。 
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88.5％）を基準と

した状況変化を

評価において考

慮する。 

その他 0 人 0 人 1 人 0 人 0 人 

計 170人 190人 158人 173人 186人 

 

・採用期間終了後 1年、5 年及び 10 年経過した者を対象とした就職状況等の追跡調査を

実施し、事業の効果を検証した。また、調査結果をウェブサイト上で公表した。 

 

●海外特別研究員の常勤の研究職への就職状況 

区分 
調査実施年度 

H30年度 H31年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

5 年経過後 91.9% 89.2% 91.5% 90.5% 92.3% 

 

◆事業の改善・見直し 

・令和２(2020)年度採用分募集要項より、申請時において常勤・非常勤の別を問わない

こととし、単に我が国の大学等学術研究機関への所属状況を問う形式へと変更した。 

・令和３(2021)年度採用分募集より、これまで申請機関に紙媒体での提出を求めていた

「申請件数一覧」について、紙媒体での提出を求めないよう変更し、申請機関への便宜

を図った。 

・令和３(2021)年度から、報酬の受給を伴う活動については、海外特別研究員の研究課

題の遂行に支障が生じない限り、内容に制限は設けないこととし、海外特別研究員が能

力に応じて多様な活動に従事することを可能とした。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

（募集・申請関連） 

・通常時は海外特別研究員の採用歴がある者の再申請を認めていないが、令和３(2021)

年度から令和５(2023)年度採用分募集要項においては、新型コロナウイルス感染症の影

響により日本国内で採用を開始したものの海外に渡航することができなかった者の再

申請を特例として認めることとした。 

・令和２(2020)年 4 月に発出された、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態

宣言により、多くの申請機関において入構制限や在宅勤務が実施されたことを受け、当

初 5月 6日に予定していた令和３(2021)年度採用分の申請締め切りを 6月 4日まで延長

した。 

 

（執行関連） 

・令和元(2019)年度末における新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各国が入国制

限を強化し、各機関が研究環境の封鎖などを実施したことにより、渡航や現地での研究

の実施が困難となった採用者に対し、個々の状況を踏まえ、渡航延期や一時帰国などの

取扱について柔軟な対応を実施するとともに、以下の特例措置を実施した。 

－令和元(2019)年度末頃から寄せられた、他の収入源がなく渡航延期をせざるを得ない

複数の採用者からの救済支援を求める要請を踏まえ、急遽日本国内で採用を開始する

特例措置を実施した（令和２(2020)年度および令和３(2021)年度）。 

－新型コロナウイルス感染症の影響により採用内定取り消しを取り消したいという要

望にも柔軟に対応した（令和２(2020)年度）。 

－新型コロナウイルス感染症の影響により研究の遂行に支障が生じた海外特別研究員

人特別研究員（戦略的プログラム）」

について令和４(2022）年度より、募

集を終了したことは、予算の効率的

な運用に努めつつ、申請の効率化と

事業実施に際する利便性を向上させ

た取組として評価できる。 

 

・「外国人特別研究員（一般）」および

「外国人特別研究員（欧米短期）」に

ついて、令和４（2022）年度募集より、

妊娠・出産・育児による中断期間を除

いた期間を申請要件の年限とする見

直しを実施したこと、及び、外国人特

別研究員が出産・育児による不利益

を被ることがないよう、採用期間の

中断への対応等、一定の配慮をしつ

つ、事業を運営したことは、学術研究

分野における男女共同参画を推進す

る取組として高く評価できる。 

 

・平成 30（2018）年度より、これま

で一部紙媒体での提出を求めていた

申請手続きを不要とし、すべて電子

申請システムで行えるようにするこ

とにより、申請受付を効率化したこ

と、採用期間中の手続きに係る手引

き・様式及び FAQ（和文及び英文）の

更新を行い、従来問い合わせの多か

った事項等を整理することで、外国

人研究者、受入研究者及び受入研究

機関が事業を有効活用し、経費を適

切に執行する環境整備を行ったこ

と、及び、採用後の手続きに係る様式

等の署名・押印を廃止し、提出専用ウ

ェブサイトの導入を進めことは、外

国人研究者、受入研究者及び受入研

究機関の事務作業を減少させ、利便

性の向上に資するものとして高く評

価できる。 

 

・103 の多様な国/地域から、様々な

キャリアステージの外国人研究者

を、我が国の多様な受入機関に招へ
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を対象として、採用期間を延長し、滞在費・研究活動費を追加支援する特例措置を実

施した（令和２(2020)年度から令和４(2022)年度）。 

－通常時は出産・育児・傷病に限定されている採用の中断及び延長の取り扱いについて、

採用者の状況を考慮し、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とした申請も特例的

に認める措置を実施した（令和２(2020)年度および令和３(2021)年度）。 

－海外特別研究員の日本への一時帰国について、通常時は採用期間中において通算 40

日間という上限を設けているが、新型コロナウイルス感染症の影響及び海外特別研究

員個々人の事情を考慮し、上限を超える一時帰国も柔軟に認めることとした（令和２

(2020)年度および令和３(2021)年度）。 

－新型コロナウイルス感染症の影響により、渡航を延期せざるを得ない採用者に対し、

採用年度の翌年度に採用を開始することを認める特例措置を実施した（令和２(2020)

年度および令和３(2021)年度）。 

－採用年度の４月１日に申請資格を満たさない採用者について、最長で採用年度の１月

１日まで採用開始を延期可能とする措置を実施した（令和２(2020)年度から令和４

(2022)年度）。 

 

【物価高への対応】 

・令和４(2022)年度中に海外の物価高が著しい地域に滞在する海外特別研究員に対し、

臨時の救済的一時金を支給した。 

 

 

 

■若手研究者海外挑戦プログラム 

・博士後期課程学生が積極的に海外での研究に従事できるよう支援するため、平成

29(2017)年度に創設した「若手研究者海外挑戦プログラム」について、事業開始以来、

着実に申請数を増やした。しかし、令和２(2020)年以降における新型コロナウイルス感

染症の影響を受け、我が国の大学に所属する学生の海外渡航が大幅に制限されたことか

ら、申請数・新規採用数共に減少した。 

 

 採用年度 申請数 新規採用数 

第 3 期

中期目

標期間 

平成 29 年度 311 132 

第 4 期

中期目

標期間 

30 年度 278 143 

31 年度/令和元年度* 489 147 

令和 2 年度* 364 104 

  3 年度* 242 123 

  4 年度* 274 142 

*令和元(2019)年度以降は、年２回の合計 

 

（審査業務・募集業務） 

・例年、書面審査業務を約 2 か月という限られた期間内に迅速かつ適切に行い、速やか

に採用結果を開示した。さらに、翌年度採用分の募集に係る要項を作成・公開した。 

いする外国人研究者招へい事業を実

施し、外国人特別研究員では延べ

4,848 人（令和４(2022)年度 1,144

人、令和３(2021)年度 714人、令和２

(2020)年度 757 人、令和元(2019)年

度 1,083人、平成 30(2018)年度 1,150

人）を、外国人招へい研究者では、延

べ 981 人（令和４(2022)年度 384人、

令和３(2021)年度 56 人、令和２

(2020)年度 44 人、令和元(2019)年度

236 人、平成 30(2018)年度 261 人）

を招へいし、外国人研究者及び受入

研究者相互の研究の進展と我が国の

研究環境の国際化を推進したことは

評価できる。 

 

・令和元(2019)年度 114 人、平成

30(2018)年度 112 人、平成 29(2017)

年度 109 人、平成 28(2016)年度 108

人）の外国人特別研究員（一般）が、

採用期間終了後も日本の大学等研究

機関で研究を継続していることは、

外国人研究者の定着として評価でき

る。また、外国人特別研究員の採用終

了後の日本における研究活動支援の

ための情報提供として、事前収録の

ビデオ（日本の大学等研究機関へ就

職している、外国人特別研究員経験

者による講演）を、採用期間中の外国

人特別研究員へ公開したこと、及び、

日本の大学等研究機関で研究に従事

する外国人特別研究員経験者へイン

タビューを実施し広報物を作成した

ことは、外国人研究者の定着をより

一層推進する取組として評価でき

る。 

 

・ODA 被支援国のうち、アジア・アフ

リカ諸国等の論文博士号取得希望者

に対して学位取得のための研究に必

要な支援を着実に実施していること

は評価できる。 
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・特に令和元(2019)年度においては、申請希望者の多様なニーズに応えるため、同年度

中に第 2回目の募集に係る要項を作成し、年度内に公開した。当該募集要項の作成に当

たっては、第 1 回募集時と比較して申請書類を簡略化し、より簡易に申請できるように

した。 

・さらに、令和２(2020)年度採用分募集要項からは、前年度に引き続き年 2回の募集を

行い申請希望者の利便性を確保するとともに、2 段階書面審査を実施し、審査の合理化・

迅速化を図った。 

 

（採用手続） 

・各年度において、採用後の手続を簡潔に記した手引を新たに準備すると同時に、各種

手続に係る様式一式を準備した。手引及び様式を準備するに当たっては、採用者の負担

を可能な限り減らすため、簡易な手続方法となるよう努めた。また、前年度採用分で問

合せがあった部分や分かりにくい表現を適宜改め、全般的に手引及び様式の見直しを行

った上で、採用手続を行った。また、手引及び様式は振興会ウェブサイトで公開し、容

易に入手できるよう工夫に努めた。 

 

（執行業務） 

・各年度において、翌年度採用分の選考・審査業務を行う一方、当該年度採用者に対す

る資金支給業務を適切かつ効率的に実施した。 

・特に、類似の例のないベンチフィーの支払いに当たっては、受入機関によって異なる

請求内容を丁寧に確認し、適切な支給か否かを見極めた上で、事例を収集・分析しつつ

適切な執行に努めた。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

（募集・申請関連） 

・令和２(2020)年 4 月に発出された、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急

事態宣言により、多くの申請機関において入構制限や在宅勤務が実施されたことを受

け、当初 4 月 17 日に予定していた令和２(2020)年度採用分（第 2 回）の申請締め切り

を 6 月 4日まで延長した。 

 

（執行関連） 

・令和元(2019)年度末以降、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各国が入国制限

を強化し、各機関が研究環境の封鎖などを実施したことにより、渡航や現地での研究の

実施が困難となった採用者に対し、個々の状況を踏まえ、渡航延期や一時帰国などの取

扱について柔軟な対応を実施するとともに、以下の特例措置を実施した。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、渡航を延期せざるを得ない採用者に対し、

採用年度の翌年度に採用を開始することを認める特例措置を実施した（令和２(2020)年

度および令和３(2021)年度）。 

 

【物価高への対応】 

・令和４(2022)年度中に海外の物価高が著しい地域に滞在する若手研究者海外挑戦プロ

グラム採用者に対し、臨時の救済的一時金を支給した。 

 

・来日直後の外国人研究者 446 人（令

和４(2022)年度 136人、令和３(2021)

年度 43 人、令和２(2020)年度 27人、

令和元 (2019)年度 116 人、平成

30(2018)年度 124 人）に対して、日本

語及び日本文化研修を含むオリエン

テーションを実施したことは、我が

国での円滑な研究活動を推進するも

のとして評価できる。また、学術情報

を充実させた生活ガイドブックの作

成・配付は、日本での円滑な研究及び

生活の開始に資するものであり評価

できる。 

 

・招へいした外国人研究者が、高等学

校等において、研究活動や母国につ

いて英語で講義を行うサイエンス・

ダイアログを、延べ 612 回（令和４

(2022)年度 135 回、令和３(2021)年

度 108 回、令和２(2020)年度 97回、

令和元 (2019)年度 135 回、平成

30(2018)年度 137 回）実施したこと

は、次世代を担う生徒に対して科学

や国際社会への関心を深めることに

貢献するものと考えられ高く評価で

きる。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・外国人研究者招へいの取組におい

て、我が国の研究機関の研究環境の

国際化が停滞しないため、新型コロ

ナウイルス感染症の影響の収束後、

優れた外国人研究者の招へいの取組

を迅速に再開できるよう、円滑かつ

着実に事業を実施したことは評価で

きる。特に、新型コロナウイルス感染

症の影響による申請者の状況を考慮

し、申請書の提出期限の延長を行う

とともに、審査においても審査方法

を工夫することにより、例年とほぼ

同時期に採用を決定したことは高く

評価できる。 
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■海外渡航を促進するための取組 

・平成 26(2014)年度以降、以下の海外の対応機関等と協定に基づき、特別研究員を対象

として海外の大学等研究機関の研究者と共同研究する機会を提供する取組を積極的に

行った。 

事業名 相手先（対応機関名称） 実施年度 

若手研究者交流事業（スイス

枠） 

スイス（スイス連邦工

科大学チューリッヒ校

（ETH Zurich）） 

平成 26 年度～

令和 4 年度 

ERC との協力による特別研究

員の海外渡航支援事業 

EU （ 欧 州 研 究 会 議

（ERC）） 

平成 28 年度～ 

若手研究者交流事業（インド

枠） 

インド（インド科学技

術庁（DST）） 

平成 29 年度～

令和元年度 

 

・特に、「ERC との協力による特別研究員の海外渡航支援事業」の募集に当たっては、毎

年 1 月に特別研究員の受入れを希望する ERC 研究費支援を受けている研究者の情報を

特別研究員に提供するとともに、オンラインシステムにて申込受付を開始した。また、

渡航希望者が受入研究者と円滑に連絡が取り合えるよう、振興会から受入研究者宛に事

業趣旨や特別研究員事業の説明を記載した英文レターを準備し、振興会ウェブサイトで

公開した。 

 

 

【若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）】 

■頭脳循環プログラム 

●頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（評価・交付：平成

30(2018)年度） 

（評価業務） 

・平成 27(2015)年度に採択された 12 事業について、国際事業委員会及び当該委員会の

下に設置された分野別の審査・評価部会（人社系、理工系、生物系、総合系の 4 部会）

において、書面評価及び合議評価による事後評価を実施した。その結果、若手研究者の

人材育成が国際共同研究と有機的に連携して実施され、事業終了後も、海外の研究機関

等との研究ネットワークの継続が見込まれるなど、4 段階評価の総合的評価で 5 事業が

「4」（高く評価できる）、7 事業が「3」（概ね高く評価できる）の評価を得た。事後評価

結果については、事業実施機関に速やかに通知するとともに、審査・評価部会の委員名

簿と併せてウェブサイトで公開した。 

 

（交付業務） 

・平成 27(2015)年度から 29(2017)年度までに採択された 36 事業に交付した平成

29(2017)年度補助金について、事業実施機関から提出された実績報告書等の書類の審査

及び必要に応じて事業実施機関への現地調査を行い、事業に要する経費か否か厳格に精

査した上で交付した補助金の額の確定を実施した。 

 

●国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業（交付：平成 30(2018)年度～令和元

・新型コロナウイルス感染症に対す

る対応についても、前例のない事態

であるにもかかわらず、採用者や受

入機関のニーズを適切に把握し、採

用期間延長や来日期限の延長、一時

出国や中断の柔軟な取扱いなどの特

例措置を行い、これまでの特例措置

をまとめた専用ページをウェブサイ

ト上に設けたことは評価できる。特

に、水際対策措置の推移に応じて、都

度、早期入国に向けた取組や、採用者

の負担軽減に配慮した柔軟な措置を

講じたことは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

外国人研究者招へいの各種事業にお

いて、採用者や受入研究機関のニー

ズ等を踏まえ着実に実施していくと

ともに、各種事業の周知に向け、効果

的な情報発信に取り組んでいく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である３－１（現状の支援

に対する評価）については中期目標

に定められた水準（80％程度）を大き

く上回る 94.2％～95.8％であり、極

めて高い肯定的評価を受けている。 

・評価指標である３－２（海外特別研

究員の活動状況に関する評価）につ

いては中期目標に定められた水準

（80％程度）を大きく上回る 97.9％

～100.0％であり、極めて高い肯定的

評価を受けている。 

・評価指標である３－３については

中期目標に定められた水準（75％程

度）を上回る 94.0%であった。 

・関連指標である３－Ａについては、

５年経過後就職状況は 89.2～91.9％

となっており、中期目標の基準とな

っている平成 28(2016) 年度の状況

（５年経過後は 94.2％）と概ね同水

準であった。 
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(2019)年度、評価：令和元(2019)年度～2(2020)年度） 

（交付業務） 

・「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」として平成

28(2016)年度に採択した 12 事業と平成 29(2017)年度に採択した 12 事業の計 24 事業に

ついて、平成 29(2017)年度行政事業レビュー公開プロセスの結果を踏まえ、平成

30(2018)年度から、人材育成に重きを置いた事業内容に見直しを図った上で「国際的な

活躍が期待できる研究者の育成事業」として事業を継続させ、事業の実施に必要な補助

金を令和元(2019)年度まで交付した。 

・事業実施機関からの問合せに対してこれまでの回答状況を網羅的に確認しつつ、事業

を取り巻く周辺環境を考慮した上で最適な回答を提示した。また、事業実施機関から申

請のあった事業計画の変更承認手続について、事業が円滑に実施されるよう迅速かつ的

確に処理した。 

・事業実施機関から提出された実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて事業実施機

関への現地調査を行い、事業に要する経費か否か厳格に精査した上で交付した補助金の

額の確定を実施した。 

・そのほか、事業実施機関に対して実地調査を実施し、事業の進捗状況を把握するとと

もに、補助金の執行状況について確認し、所要の指導を行った。 

 

（評価業務） 

・第 4 期中期目標期間中に事業実施期間が終了した計 24 事業について、国際事業委員

会及び当該委員会の下に設置された分野別の審査・評価部会（人社系、理工系、生物系、

総合系の 4 部会）において、書面評価及び合議評価による事後評価を実施した。 

・令和元(2019)年度から「国際的な活躍が期待できる研究者の育成事業」として事後評

価を実施するに当たり、平成 30(2018)年度まで実施していた「頭脳循環を加速する戦略

的国際研究ネットワーク推進プログラム」の事後評価から、評価項目や事後評価資料等

を見直すとともに、書面評価の担当委員を２名から３名に増員し、より幅広い視点から

事業趣旨に沿った評価を実施した。 

・事後評価の結果、若手研究者が派遣先の海外研究機関との共同研究を通じて顕著な成

果を上げるとともに、国際的な研究ネットワークの構築に貢献し、国際的に活躍できる

若手研究者の育成が順調に進んでいるなど、4段階評価の総合的評価で 8 事業が「4」（高

く評価できる）、12 事業が「3」（概ね高く評価できる）、4事業が「2」（ある程度評価で

きる）の評価を得た。事後評価結果については、評価の実施年度毎に事業実施機関に速

やかに通知するとともに、審査・評価部会の委員名簿と併せてウェブサイトで公開した。 

 

【諸外国の優秀な研究者の招へい】 

■外国人研究者招へい事業（外国人特別研究員、外国人招へい研究者） 

（募集業務等） 

・招へいの目的や外国人研究者のキャリアステージに合わせることができるよう、複数

のプログラムにより事業を構成し、国内公募と海外対応機関からの推薦により申請を受

け付けた。 

・リーフレット（和文及び英文）を作成し、ウェブサイトでの掲載、国内大学等研究機

関だけでなく、海外研究連絡センター及び海外対応機関を通した配布によって、積極的

な広報活動を行った。 
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・外国人研究者及び受入研究者が計画を十分に検討できるよう、募集要項（和文及び英

文）を来日時期の１年前に作成、公開した。また、様々な計画に対応できるよう、年複

数回に分けて募集した。 

・採用者や受入研究機関のニーズ等を踏まえ、事業の見直しにより、「外国人特別研究員

（定着促進）」については平成３０（2018）年度より、「外国人招へい研究者（短期 S）」

については令和２（2020）年度より、「外国人特別研究員（戦略的プログラム）」につい

ては令和４（2022）年度より、募集を終了し、予算の効率的な運用に努めた。 

 

（申請受付・採用業務） 

・募集要項において研究費の不正使用や安全保障貿易管理についての記載を充実させ、

申請時点での認識共有と注意喚起を図った。 

・EU の一般データ保護規則（GDPR）に対応するなど、個人情報のより厳格な取扱いに努

めた。 

・「外国人特別研究員（一般）」および「外国人特別研究員（欧米短期）」について、令和

４(2022）年度募集より、妊娠・出産・育児による中断期間を除いた期間を申請要件の年

限とする見直しを実施した。 

・平成３０（2018）年度より、これまで一部紙媒体での提出を求めていた申請手続きを

不要とし、すべて電子申請システムで行えるようにすることにより、申請受付の効率化

及び受入研究機関の負担軽減を図った。 

・募集要項とともに審査区分表等を作成、公開することにより、申請者に対する選考方

法の透明性を高めるとともに、幅広い分野の審査員によるピアレビューを適切に機能さ

せた。 

・国内公募分の選考にあたっては、我が国の学界の第一線の研究者で構成される国際事

業委員会において、書面審査及び合議審査による二段階審査を行った。（外国人研究者

招へい事業合議審査について、従来の特別研究員等審査会は、令和３(2021)年度より開

催回数及び開催方法に変更が生じることから、国際事業委員会において合議審査を行う

よう審査方法を変更した。） 

・「外国人特別研究員（一般）」及び「外国人招へい研究者（長期・短期）」について、不

採用の申請におけるおおよその位置づけを電子申請システムにより開示することによ

り、情報公開を進めた。 

・選考方法について、ウェブサイト上で公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-ippan/senko.html 

https://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-oubei-s/senko.html 

https://www.jsps.go.jp/j-inv/senko.html 

 

なお、採用者一覧もウェブサイト上で公開している。 

https://www.jsps.go.jp/j-fellow/saiyo/index.html 

https://www.jsps.go.jp/j-inv/adoptlist.html 

 

（採用期間中の運営業務） 

・外国人特別研究員（欧米短期）において、採用期間開始時に博士号の学位を有しない

場合であっても、その後に学位記等の提出があった場合の滞在費（月額）を博士号を有

する者と同額に増額する見直しを令和５(2023）年度より全ての外国人特別研究員（欧米
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短期）を対象に実施する。・外国人研究者管理システムを改修し、個々の招へい計画に応

じた効率的かつ迅速な滞在費支給等を行った。 

・採用期間中の手続きに係る手引き・様式及び FAQ（和文及び英文）の更新を行い、従

来問い合わせの多かった事項等を整理することで、外国人研究者、受入研究者及び受入

研究機関が事業を有効活用し、経費を適切に執行する環境整備を行った。 

・採用後の手続きに係る様式等の署名・押印を廃止し、提出専用ホームページの導入を

進めた。 

・外国人特別研究員が出産・育児による不利益を被ることがないよう、採用期間の中断

への対応等、一定の配慮をしつつ、事業を運営した。 

 

（事業の評価） 

・事業の改善を目的とし、事業終了後、外国人研究者及び日本側受入研究者に対してア

ンケート調査への回答や報告書の提出を求めることにより実績等の把握に努めている。

第４期中期目標期間に採用期間が終了した外国人特別研究員（一般）の日本側受入研究

者へのアンケート調査においては、平成 30(2018)年度に 89.4%、令和元(2019)年度に

86.0%、令和２(2020)年度に 84.0%、令和３(2021)年度に 88.6％、令和４(2022）年度に

94.0%が肯定的な評価をしている。 

・今後の事業運営の参考とするために、令和２(2020)年度に新規採用した外特（一般）

採用期間終了後の就職状況を調査し、活躍状況や事業の成果についての検証を実施し

た。 

 

●令和４(2022)年度プログラム別受入実績（単位：人） 

 

申請・採用実績 受入実績 

国内公募 
海外 

推薦* 

新規来

日者実

数 

総滞在

者数** 申請数 採用数 採用率 

外国人特別研究員

（一般） 
2,004 230 11.5% 84 347 711 

外国人特別研究員

（欧米短期） 
187 51 27.3% 69 217 256 

外国人特別研究員

（戦略的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   9 18 19 

外国人特別研究員

（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   78 155 158 

外国人招へい研究

者（長期） 
183 60 32.8%  94 113 

外国人招へい研究

者（短期） 
237 105 44.3%  269 271 

* 延べ 34 の海外対応機関からの推薦。 

** 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和３(2021)年度プログラム別受入実績（単位：人） 

 申請・採用実績 受入実績 

75



 

 

国内公募 
海外 

推薦* 

新規来

日者実

数 

総滞在

者数** 申請数 採用数 採用率 

外国人特別研究員

（一般） 
2,160 230 10.6% 91 237 631 

外国人特別研究員

（欧米短期） 
183 55 30.1% 74 54 70 

外国人特別研究員

（戦略的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   7 3 3 

外国人特別研究員

（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   67 10 10 

外国人招へい研究

者（長期） 
160 60 37.5%  25 38 

外国人招へい研究

者（短期） 
262 120 45.8%  13 18 

* 延べ 37 の海外対応機関からの推薦。 

** 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和２(2020)年度プログラム別受入実績（単位：人） 

 

申請・採用実績 受入実績 

国内公募 
海外 

推薦* 

新規来

日者実

数 

総滞在

者数** 申請数 採用数 採用率 

外国人特別研究員

（一般） 
2,287 230 10.1% 110 204 681 

外国人特別研究員

（欧米短期） 
186 55 29.6% 70 18 71 

外国人特別研究員

（戦略的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   9 1 5 

外国人特別研究員

（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   102 0 0 

外国人招へい研究

者（長期） 
187 61 32.6%  17 32 

外国人招へい研究

者（短期） 
414 160 38.6%  8 12 

* 延べ約 50の海外対応機関からの推薦。 

** 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和元(2019)年度プログラム別受入実績（単位：人） 

 

申請・採用実績 受入実績 

国内公募 海外 

推薦* 

新規来

日者実

総滞在

者数** 申請数 採用数 採用率 
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数 

外国人特別研究員

（一般） 
2,355 235 10.0% 98 298 794 

外国人特別研究員

（定着促進） 
   0 0 2 

外国人特別研究員

（欧米短期） 
247 61 24.7% 67 97 162 

外国人特別研究員

（戦略的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   13 10 28 

外国人特別研究員

（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   97 97 97 

外国人招へい研究

者（長期） 
273 60 22.0%  57 75 

外国人招へい研究

者（短期） 
510 170 33.3%  147 159 

外国人招へい研究

者（短期 S） 
19 3 15.8%  2 2 

* 延べ約 50の海外対応機関からの推薦。 

** 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●平成 30(2018)年度プログラム別受入実績（単位：人） 

 

申請・採用実績 受入実績 

国内公募 
海外 

推薦* 

新規来

日者実

数 

総滞在

者数** 申請数 採用数 採用率 

外国人特別研究員

（一般） 
2,449 240 9.8% 99 299 808 

外国人特別研究員

（定着促進） 
   0 0 6 

外国人特別研究員

（欧米短期） 
267 60 22.5% 72 114 193 

外国人特別研究員

（戦略的ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   27 27 41 

外国人特別研究員

（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 
   102 102 102 

外国人招へい研究

者（長期） 
259 60 23.2%  57 79 

外国人招へい研究

者（短期） 
605 180 29.8%  170 178 

外国人招へい研究

者（短期 S） 
12 4 33.3%  4 4 

* 延べ約 50の海外対応機関からの推薦。 
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** 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和４(2022)年度地域別受入実績（単位：人） 

地域 受入実績（総滞在者数*） 割合 

アジア 563 36.8 

オセアニア 44 2.9 

アフリカ 47 3.1 

ヨーロッパ 635 41.6 

北米 189 12.4 

中南米 25 1.6 

中東 25 1.6 

合計 1,528  

* 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和３(2021)年度地域別受入実績（単位：人） 

地域 受入実績（総滞在者数*） 割合 

アジア 366 47.5 

オセアニア 30 3.9 

アフリカ 34 4.4 

ヨーロッパ 256 33.2 

北米 53 6.9 

中南米 13 1.7 

中東 18 2.3 

合計 770  

* 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和２(2020)年度地域別受入実績（単位：人） 

地域 受入実績（総滞在者数*） 割合 

アジア 398 49.7 

オセアニア 29 3.6 

アフリカ 39 4.9 

ヨーロッパ 254 31.7 

北米 49 6.1 

中南米 15 1.9 

中東 17 2.1 

合計 801  

* 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。 

 

●令和元(2019)年度地域別受入実績（単位：人） 
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地域 受入実績（総滞在者数*） 割合 

アジア 513 38.9 

オセアニア 44 3.3 

アフリカ 47 3.6 

ヨーロッパ 529 40.1 

北米 137 10.4 

中南米 22 1.7 

中東 27 2.1 

合計 1,319  

 

●平成３０年度地域別受入実績（単位：人） 

地域 受入実績（総滞在者数*） 割合 

アジア 540 38.3 

オセアニア 34 2.4 

アフリカ 36 2.6 

ヨーロッパ 579 41.0 

北米 169 11.9 

中南米 28 2.0 

中東 25 1.8 

合計 1,411  

 

（外国人特別研究員（一般／欧米短期／戦略的プログラム／サマー・プログラム）） 

・令和元(2019)年度に採用され、これまでに採用期間を終了した外国人特別研究員（一

般）296 名中 114名(38.5%)が終了後も日本の大学等研究機関で研究を継続している。 

 

●「外国人特別研究員（一般）」の採用期間終了後の日本における大学等研究機関での研

究継続について 

新規採用年度 新規採用人数 継続者数 
継続者数の 

割合 

令和元（2019）年度 296 114 38.5 

平成 30（2018）年度 291 112 38.5 

平成 29（2017）年度 309 109 35.3 

平成 28（2016）年度 301 108 35.9 

 

・令和３(2021)年度より、外国人特別研究員の採用終了後の日本における研究活動支援

のための情報提供として、事前収録のビデオ（日本の大学等研究機関へ就職している、

外国人特別研究員経験者による講演）を、採用期間中の外国人特別研究員へ公開する取

組を実施した。また、令和４(2022）年度には、日本の大学等研究機関で研究に従事する

外国人特別研究員経験者へインタビューを実施し広報物を作成した。 

 

■論文博士号取得希望者への支援事業 
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・令和４(2022）年度より、これまで一部紙媒体での提出を求めていた申請手続きを不要

とし、すべて電子申請システムで行えるようにすることにより、申請受付の効率化及び

受入研究機関の負担軽減を図った。 

 

・ODA 被支援国のうち、アジア・アフリカ諸国等の論文博士号取得希望者に対して学位

取得のための研究に必要な支援を実施した。 

 

●支援状況 

年度 申請者数 採用者数 継続者数 総被支援者数 

令和４（2022）年度 27 9 33 42 

令和３（2021）年度 37 10 32 42 

令和２（2020）年度 44 10 28 38 

令和元（2019）年度 40 16 34 47 

平成 30（2018）年度 62 20 38 58 

 

●博士号取得状況 

新規採用年度 取得年度 取得割合 

令和元（2019）年度 令和３（2021）年度 29% 

平成 30（2018）年度 令和２（2020）年度 44% 

平成 29（2017）年度 令和元（2019）年度 45% 

平成 28（2016）年度 平成 30（2018）年度 52% 

平成 27（2015）年度 平成 29（2017）年度 48% 

 

■外国人研究者への交流支援、生活支援 

・来日直後の外国人特別研究員（一般）に対して、オリエンテーションを実施し、研究

者同士の交流や採用経験者との交流機会を設けるとともに、日本語・日本文化研修や日

本の研究環境に関する講義を実施した。令和２(2020）年度、令和３(2021）年度及び令

和４(2022）年度第 1 回はオンラインにて実施したが、令和４(2022）年度 2 回目の 9月

実施分から 3 年ぶりに対面形式にて実施した。 

・令和２(2020）年度と令和３(2021）年度は、外国人特別研究員を対象に、オンライン

による日本の研究環境に関する講義を実施し、YouTube にて配信した。 

・日本での円滑な研究生活を支援するため、日常生活で必要となる情報に加え、学術関

連情報を充実させた生活ガイドブックを作成し、外国人研究者招へい事業の採用者に対

して、採用通知時に配付した。 

 

●オリエンテーションの実施日と参加人数実績 

実施年度 参加人数 

令和４（2022）年度 136 

令和３（2021）年度 43 

令和２（2020）年度 27 

令和元（2019）年度 116 
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平成 30（2018）年度 124 

 

■サイエンス・ダイアログ事業 

・招へいした外国人特別研究員が、高等学校等において、研究活動や母国について英語

で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施し、次世代を担う生徒の科学や国際社会へ

の関心を深めることに貢献した。。 

 

●実施状況 

年度 開催数 参加生徒数 

令和４（2022）年度 135 5,684 

令和３（2021）年度 108 4,502 

令和２（2020）年度 97 4,488 

令和元（2019）年度 135 6,502 

平成 30（2018）年度 136 6.577 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

■外国人研究者招へい事業（外国人特別研究員、外国人招へい研究者） 

（申請受付・採用業務） 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、令和２(2020）年度外国人特別研究員

（一般）及び外国人招へい研究者（短期）第２回募集回の申請受付期限を、令和２(2020）

年５月８日から６月４日に延長した。 

・令和２(2020)年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に配慮し、特別研究員等審

査会は、審査員委員が集う形式での合議審査は行わず、書面審査及び電子メール等を活

用した審議により実施した。 

 

（採用期間中の運営業務） 

・令和２(2020)年度は、緊急事態宣言の発令により研究活動に支障が生じたことを考慮

し、一定の要件を満たす者に、採用期間１ヶ月延長を認める特例措置を実施した。 

・令和２(2020)年度、令和３(2021)年度及び令和４(2022）年度は、新型コロナウイルス

感染症に係る入国制限措置等の影響を鑑み、来日期限を延長する特例措置を実施したほ

か、一時出国や中断などの取扱いについて柔軟な対応を実施した。 

・特例措置の内容については、受入機関に通知するとともに、ウェブサイトで公開して

いる。 

https://www.jsps.go.jp/j-fellow/korona_tokureisoti.html 

https://www.jsps.go.jp/j-inv/korona_tokureisoti.html 

・新型コロナウイルス感染症に係る入国制限措置の影響を受けた令和元（2019）年度～

令和３(2021）年度採用者について、令和４(2022）年度の指定の時期まで来日期限の延

長を認めるなど採用者の立場に立った柔軟な対応を実施し、希望する採用者全員が来日

し採用を開始することができた。 

 

（外国人特別研究員（一般／欧米短期／戦略的プログラム／サマー・プログラム）） 

・博士号取得前後の若手研究者を夏期 2 か月招へいする外国人特別研究員（サマー・プ
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ログラム）では、新型コロナウイルスの影響により、令和２(2020)年度は、2020 年度通

年・翌年度の 2021 年度プログラム参加を可能とする措置、令和３(2021)年度は、2021

年度通年・翌年度の 2022 年度プログラム参加を可能とする措置、行動制限措置期間を

採用期間に含めることを容認する等特例措置を講じた。 

 

■論文博士号取得希望者への支援事業 

・令和２(2020)年度及び令和３(2021)年度において、事前の申請により委託契約期間を

延長可能とする特例措置を実施した。 

 

■外国人研究者への交流支援、生活支援 

・令和２(2020)年度、令和３(2021)年度及び令和４(2022）年度第 1 回は新型コロナウ

イルス感染防止対策のためオンライン形式でオリエンテーションを実施した。 

・来日直後の外国人特別研究員に対し、Zoom 配信によるオリエンテーションを実施し、

研究者同士の交流や採用経験者との交流機会を設けた。 

 

■サイエンス・ダイアログ事業 

・新型コロナウイルス感染防止対策を目的としたオンライン形式の講義を可能とし、令

和２(2020）年度は参加校 61 校中 26 校が、令和３(2021）年度は参加校 66 校中 28 校

が、令和４(2022）年度は参加校 81 校中６校が、オンライン形式の講義を選択した。 

 

 ＜主な定量的指

標＞ 

【評価指標】 

３－４ 若手研究

者への国際的な

研さん機会の提

供に係る取組状

況（Ｂ水準：振

興会が実施する

シンポジウム等

参加者へのアン

ケート調査によ

り肯定的評価を

得た割合が 95％

程度） 

 

＜その他の指標

＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

３－４ 若手研究

者の学術的・国際

＜主要な業務実績＞ 

【優れた若手研究者の顕彰】 

■日本学術振興会賞 

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、原則 45 歳未満で博士又は博士と

同等以上の学術研究能力を有する者のうち、論文等の研究業績により学術上特に優れた

成果をあげている研究者を対象とした第 15回～第 19回日本学術振興会賞受賞候補者の

推薦について、我が国の学術研究機関及び学協会に対し依頼した。 

・被推薦者について、学術システム研究センターにおける予備審査を経て、日本学術振

興会賞審査会における選考結果に基づき、令和４(2022)年度までに合計 124名の受賞者

を決定した。 

・秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご臨席を得て、第 15 回、第 16 回、第 19 回の授賞式を日本

学士院において開催した。第 17回、第 18 回の授賞式については、新型コロナウイルス

感染症の影響により、開催を取りやめ、秋篠宮皇嗣殿下より受賞者に対するお祝いのこ

とばを頂き、受賞者に配布するとともに本会ウェブサイトに掲載した。 

・第 18 回より、学術研究分野における男女共同参画を推進する観点を踏まえ、推薦要

項の見直しを行い、年齢要件 45 歳未満のところ、一定の期間出産・育児による休業等

を取得した者については 47 歳未満に一部緩和し、推薦を募集した。 

 

■日本学術振興会育志賞 

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、34 歳未満で大学院における学業成

績が優秀であり、豊かな人間性を備え、意欲的かつ主体的に勉学及び研究活動に取り組

んでいる大学院博士後期課程学生を対象とした第 9 回～第 13 回日本学術振興会育志賞

受賞候補者の推薦について、我が国の大学及び学協会に対し依頼した。 

（３）研究者の顕彰・研さん機会の提

供 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通り、中期

目標を達成する実績を上げているこ

とから、評定を b とする。 

・日本学術振興会賞及び日本学術振

興会育志賞の募集、選考、授賞に係る

業務を通して、創造性に富み優れた

若手研究者の顕彰を円滑かつ着実に

実施した。 

・推薦要項の見直しを行い、より広く

優れた若手研究者の発掘と表彰に取

り組んできた。 

 

・有識者による国際生物学賞審査委

員会を毎年複数回開催し、最終審査

には４名の著名な外国人審査委員を

含めて英語で審議した。 

・受賞者の決定及び、天皇皇后両陛下

及び令和元(2019)年度以降は秋篠宮

（３）研究者の顕彰・研さん

機会の提供 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向

かって順調に実績を上げて

いると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・引き続き、優れた若手研究

者の顕彰の円滑かつ着実な

実施に努めて欲しい。 

・新型コロナウイルス感染

症の影響下において経験し

たオンライン形式の良さも

有効に活用するなど、次世

代の研究者の育成のため、

多様性を確保した若手研究

者の研さんの機会の実施に

努めてほしい。 

（３）研究者の顕彰・研さん

機会の提供 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・引き続き、優れた若手研究

者の顕彰の円滑かつ着実な

実施に努めて欲しい。 

・新型コロナウイルス感染

症の影響下において経験し

たオンライン形式の良さも

有効に活用するなど、次世

代の研究者の育成のため、

多様性を確保した若手研究

者の研さんの機会の実施に

努めてほしい。 
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的視野を広げる

観点から、振興会

が実施するシン

ポジウム等へ参

加したことによ

る効果について

アンケート調査

を実施し、前中期

目標期間におけ

るアンケート調

査の結果（平成 25

～28 年度実績：

91～100％）を踏

まえ、各シンポジ

ウム等において

95％程度の肯定

的評価を得るこ

とを達成水準と

する。 

・被推薦者について、学術システム研究センターにおける面接選考を含む予備選考を経

て、日本学術振興会育志賞選考委員会における選考結果に基づき、令和４(2022)年度ま

でに合計 90名の受賞者を決定した。 

・秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご臨席を得て、第 9 回、第 13 回の授賞式を日本学士院にお

いて開催した。第 10～12 回の授賞式については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、開催を取りやめた。 

・育志賞受賞者のネットワーク構築を図ることを目的とした育志賞研究発表会を令和元

(2019)年度を除く各年度実施した。令和元(2019)年度は、令和２(2020)年３月に開催を

予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止とした。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・第 17 回日本学術振興会賞について、令和２(2020)年４月１日～６日に実施した推薦

受付において、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、郵送物の受付期間を緩和す

る等、受付方法の一部変更を行った。 

・第 17 回～第 19 回の日本学術振興会賞の審査会をオンラインで開催した。 

・第 11 回日本学術振興会育志賞について、令和２(2020)年６月１日～５日に予定して

いた推薦受付において、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和２(2020)年７

月２日～８日に延期した。 

・第 11 回～第 13 回の育志賞の面接選考、選考委員会をオンラインで開催した。 

・令和２(2020)年度～令和４(2022)年度の育志賞研究発表会をオンラインで開催した。 

 

【国際生物学賞に係る事務】 

・毎年計 4 回の審査委員会を開催し、最終審査では 4 名の著名な外国人審査委員を含め

て厳正な審議を行い、毎年度、世界的に著名な研究者１ 名への授賞を決定した。 

・授賞式は、平成 30(2018)年度は天皇皇后両陛下、令和元(2019)年度以降は秋篠宮皇嗣

同妃両殿下の御臨席を賜り、日本学士院において挙行した。 

・授賞式に関連して、振興会と大学との共催による国際生物学賞記念シンポジウムを開

催し、その中で受賞者による特別講演会を実施した。平成 30(2018)年度、令和元(2019)

年度、令和４(2022)年度の３年間で計約 800 名が参加した。 

・令和２(2020)年度の授賞式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、

事務局である日本学術振興会内において伝達式の形式に変更し、令和３(2021)年度は次

年度に延期した。これを受けて令和４(2022)年度は第 37 回、第 38回合同形式で授賞式

を実施した。また記念シンポジウムは、実施機関との慎重な協議の結果、令和２(2020)

年度は中止、令和３(2021)年度は次年度に延期し、令和４（2022）年度は第 37回（東京

大学と共催）、第 38 回（基礎生物学研究所と共催）の 2つのシンポジウムをそれぞれ開

催した。 

・国際生物学賞パンフレットを作成し、毎年約 1,500件超の国内外の関係機関、研究者

に配布するとともに、電子メールや新聞、雑誌等の媒体を通じた幅広い広報を行った。 

・国際生物学賞基金の拡大に努め、５年間で 24,130,000円（のべ 28 件）の寄付を収集

した。 

・基金の管理・運用については、銀行預金のほか、利付国債（2 億円）、仕組預金により

適切に運用した。 

 

皇嗣同妃両殿下に御臨席賜る授賞式

を滞りなく開催すると共に、振興会

と大学等研究機関との共催により、

一般の人も参加可能な国際生物学賞

記念シンポジウムを開催し、受賞者

による特別講演を通じて、学術研究

の成果を広く国民にアピールしたこ

とは、中期目標・中期計画を超えた活

動として評価できる。 

・また、国際生物学賞パンフレットを

作成し、毎年 1,500 を超える関係者

に配布したことは、賞の広報につな

がる取組であり評価できる。 

・令和４（2022）年度は、新型コロナ

ウイルスの影響により本年度に延期

された第 37回の授賞式、シンポジウ

ムも合わせて行うなど業務量が増大

したが、それぞれ円滑に実施したこ

とは評価できる。 

・野口英世アフリカ賞（医学研究分

野）の第 3 回及び第 4 回の授賞にあ

たり、内閣府との協議を経て、滞りな

く推薦依頼・受付を行い、推薦委員会

を運営しており、中期計画通り着実

に業務を実施していると評価でき

る。 

・国際的な研さん機会を提供する事

業では、HOPE ミーティングを着実に

実施し、参加者の 95%以上が「すばら

しい」又は「良い」と評価した。 

・ノーベル・プライズ・ダイアログは、

共催機関との緊密な連携の下に開催

し、参加者の 95%以上が「また参加し

たい」と肯定的に評価した。 

・先端科学シンポジウムでは 5 カ国

の共催機関と連携し、参加者の９割

以上が「学術的な視野が広がった」

「同種のシンポジウムにもう一度参

加したい」と肯定的に評価した。 

・リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派

遣事業では、主催者との連絡調整を

行いながら、日本人参加者の選考・推

薦・派遣を着実に実施した。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

＜その他事項＞ 

－ 
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【野口英世アフリカ賞に係る事務】 

●推薦委員会の運営 

学術研究に高い識見を有し、研究評価及び経験が豊富かつアフリカでの感染症等の疫病

対策に造詣の深い研究者から成る推薦委員会（医学研究分野のみ）を振興会に設置し、

第 3 回の授賞にあたり平成 30(2018)年度中に第 2回～第 5 回、第 4回の授賞にあたり令

和２(2020)年度中に第 1 回、令和３(2021)年度中に第 2回～第 5 回の推薦委員会を開催

した。 

●推薦依頼先の選定及び推薦書類の作成・配付 

内閣府との協議を経て、推薦依頼書類（和英仏）を作成の上、国内外の研究機関及び研

究者に推薦書類を送付した。 

●推薦受付用電子申請システムの構築 

推薦書類の送付後速やかに受付を開始できるよう、受付用電子申請システムを構築し、

推薦書類の受付を開始した。 

●外国人委員の選定 

内閣府との協議、第 2回推薦委員会での検討を経て、外国人委員を選定した。 

●審査 

推薦委員会での検討を経て、選考方法や基準を決定、書面審査の後、最終的に推薦委員

会において「野口英世アフリカ賞」受賞候補者を選考し、野口英世アフリカ賞委員会に

推薦した。 

 

【ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供】 

■HOPEミーティング 

・平成 30(2018)年度には、第 11回 HOPE ミーティングを物理学、化学、生理学・医学及

び関連分野を対象分野に開催した。梶田隆章運営委員長（2015 年ノーベル物理学賞）を

始めとする６名のノーベル賞受賞者及び１名の著名研究者と、104 名の参加者が参加し

た。会議後に行った参加者へのアンケート調査では、回答者の全員が HOPE ミーティン

グを「すばらしい」又は「良い」と評価した。 

・令和元(2019)年度に開催準備を進めていた第 12回 HOPE ミーティングは新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大のリスクに鑑み、開催直前に中止を決定した。また令和２

(2020)年度に開催を予定していた第 13回 HOPE ミーティングは、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大を受け、オンライン開催も含め実施形態の検討を行ったが、事業趣旨に

沿った開催は困難として延期を決定した。 

・令和３(2021)年度は、延期となっていた第 13 回 HOPEミーティング（対象分野：物理

学、化学、生理学・医学及び関連分野）について、本ミーティングの趣旨及び全参加者

の健康に配慮した開催形態について運営委員会に諮りつつ検討を重ね、オンライン開催

とすることを決定し、講演者（ノーベル賞受賞者）９名、若手研究者 91名の参加を得て

開催した。会議後に行った参加者へのアンケート調査では、回答者の 92％が HOPE ミー

ティングを「すばらしい」あるいは「良い」と評価した。 

・令和４(2022）年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止に最大限配慮するととも

に、出入国に係る各国の水際対策の方針変更等にも適切に対応し、第 14回 HOPE ミーテ

ィング（対象分野：物理学、化学、生理学・医学及び関連分野）を対面形式で開催した。、

講演者（ノーベル賞受賞者）８名（うち、２名はオンライン参加）とアジア・太平洋・

アフリカ地域からの若手研究者 104 名が参加し、会議後に行った参加者へのアンケート

 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・国際生物学賞について、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止の観

点から、令和２(2020)年度及び令和

３(2021)年度は推薦委員会をオンラ

インで開催し、授賞式及び記念シン

ポジウムの開催形態を関係者と協議

の上決定したことは評価できる。 

・野口英世アフリカ賞（医学研究分

野）について、新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止の観点から、令

和２(2020)年度～令和３(2021)年度

の推薦委員会はオンラインで開催し

た。 

・HOPE ミーティングは、第 12 回の中

止、第 13 回の延期を経て、令和３

(2021)年度には第 13回をオンライン

開催、令和４(2022)年度には感染防

止に最大限配慮しつつ対面・集合形

式で開催するなど、感染拡大状況を

踏まえた対応を行った。 

・ノーベル・プライズ・ダイアログで

は、事業目的を満たしながら新型コ

ロナウイルス感染症に対応した開催

形態について共催機関と協議を重

ね、令和４(2022)年に第５回を成功

裏に開催した。 

・先端科学シンポジウムについて、新

型コロナウイルス感染症の影響を受

け開催延期となった間には、事業広

報のためのオンラインイベント

「Open FoS」を開催し、多くの参加者

から肯定的評価を得た。また令和４

（2022）年度には、対応機関との調整

のもと感染防止に最大限配慮し、水

際対策にも適切に対応しながら、日

仏・日米独・日加の３回のシンポジウ

ムを対面・合宿形式で成功させ、参加

研究者のネットワーク形成に寄与し

た。 
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調査では、回答者の 98％が HOPE ミーティングを「すばらしい」あるいは「良い」と評

価した。 

・いずれの会議においても、講演、討議、参加者によるポスター発表やチームごとの発

表等が行われ、活発な質疑応答・意見交換がなされた。また、日本側参加者は公募を行

い、HOPE ミーティング運営委員会よる書面及び合議審査を経て決定している。 

 

■ノーベル・プライズ・ダイアログ 

・「ノーベル・プライズ・ダイアログ」は、ノーベル・プライズ・アウトリーチ（ノー

ベル財団広報部門）が平成 24(2012)年よりスウェーデンにおいてノーベル賞授賞式の

時期に開催している一般向け公開シンポジウム「Nobel Week Dialogue」を、平成

27(2015)年３月に、同団体との共催でスウェーデン国外では世界で初めて開催したも

のである。第４期中期目標期間中には、共催機関と協定書を締結の上、平成 31(2019)

年３月に第４回となる「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2019」を開催した。ま

た、令和４(2022)年 10 月には第５回となる「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京

2022」を開催した。 

・第４回ノーベル・プライズ・ダイアログは、国外から研究者や学生を含む多くの観

客を得て開催され、ノーベル賞受賞者を含む国内外の著名な研究者・有識者が登壇

し、各テーマについて様々な角度から講演、ディスカッションを行った。また、特設

サイトにて全セッションの同時中継を行うとともに、開催後はノーベル財団の公式

YouTube チャンネルにて全録画を公開し、全世界に向けて発信を行った。 

・第５回ノーベル・プライズ・ダイアログは、当初令和３(2021)年３月に開催予定であ

ったところ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクに鑑み、令和４(2022)年 10

月 23 日に延期して開催した。延期後の開催形態については、事業趣旨を踏まえつつ、

変化する新型コロナウイルス感染症の状況に対応したものとすべく共催機関とオンラ

インでの調整を重ね、参加者数を約半数に制限したうえで、対面とオンライン・事前録

画を組み合わせたハイブリッド形式での実施となった。 

・プログラムの検討及び登壇者候補の選考については、ダイアログ毎、そのテーマに沿

って本会に設けられた運営委員会に諮りつつ、共催機関と協議を行っている。 

 

○ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2019 

日程：平成 31(2019)年３月 17日（日） 

テーマ：The Age to Come 科学が拓く明るい長寿社会 

パネリスト数：19 名（うちノーベル賞受賞者５名） 

（主な登壇者） 

・本庶 佑（2018年生理学・医学賞） 

・エリザベス・H・ブラックバーン（2009 年生理学・医学賞） 

・ティム・ハント（2001 年生理学・医学賞） 

・ランディ・シェックマン（2013年生理学・医学賞） 

・アンガス・ディートン（2015 年経済学賞） 

・川島 隆太（東北大学加齢医学研究所所長） 

・山海 嘉之（CYBERDYNE 株式会社代表取締役社長/CEO） 

・サラ・ハーパー（オックスフォード大学教授） 

・原山 優子（東北大学名誉教授）  等 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、優れた研究能力を有する

研究者に対する顕彰等の取組におけ

る募集、選考等を着実に行っていけ

るよう、各事業の特性に配慮しつつ

工夫に努める。 

 

・国際生物学賞の国内外における更

なる認知度向上に向けた広報の在り

方を検討していく。 

・国際的な研さん機会を提供する事

業では、集合形式での開催とオンラ

インによる開催双方の長所・短所を

考慮した上で、事業の趣旨・目的を十

分に達成できる形式での開催を引き

続き検討していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である３－４については、

新型コロナウイルス感染症拡大の影

響を受け実施できなかったシンポジ

ウム等がある中、オンラインでの開

催を含め実施された HOPEミーティン

グ、ノーベル・プライズ・ダイアログ

及び先端科学シンポジウム参加者へ

のアンケートでは、肯定的評価が平

均して 95.6％と、中期目標に定めら

れた水準（95％）と同程度となってい

る。 
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参加者数：国内外約 1,000 名（回答者の 96.8％がノーベル・プライズ・

ダイアログにまた参加したいと評価） 

動画視聴回数：令和４(2022)年３月 10 日時点で各動画視聴回数計 5,000

回超 

 

○ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2022 

日程：令和４(2022）年 10月 23日（日） 

テーマ：Water Matters 水から考える持続可能な未来 

パネリスト数：23 名（うちノーベル賞受賞者７名） 

（主な登壇者） 

・天野 浩（2014年物理学賞） 

・ピーター・アグレ（2003年化学賞） 

・ティム・ハント（2001 年生理学・医学賞） 

・ポール・ミルグロム（2020 年経済学賞） 

・コンスタンチン・ノボセロフ（2010 年物理学賞） 

・ダン・シェヒトマン（2021 年化学賞） 

・クルト・ヴュートリッヒ（2002年化学賞）  等 

参加者数：国内外約 400 名（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参

加者数を約半数に制限。このうち、アンケート回答者の 97.2％

がノーベル・プライズ・ダイアログにまた参加したいと評価） 

動画視聴回数：令和 5(2023）年１月 23日時点で各動画視聴回数計 9,140 

回超 

 

【若手研究者への国際的な研鑽機会の提供】 

■ 先端科学シンポジウム事業 

・各国対応機関との共催で、自然科学から人文学・社会科学にわたる異分野間で先端

科学について討議を行うシンポジウムを、平成 30(2018)～令和４(2022)年度に計６件

実施し、日本側からのべ 154名の若手研究者が参加した。 

・令和元(2019)年度には、平成 26(2014)年度を最後に開催休止となっていた日仏先端

科学（JFFoS）シンポジウムを再開すべく、フランス国立科学研究センターと覚書を締

結した。コロナによる延期を経て、令和４（2022）年度に８年ぶりに実施。その成功

を受けて次年度以降の継続が決定し、覚書再締結に向けた手続きを完了した 

・令和元(2019)年度末から令和３(2021)年度にかけて開催を予定していたシンポジウ

ムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、オンライン開催も含め実施形態

の検討を行った結果、「寝食を共にしたインフォーマルな機会を含めて議論を重ねるこ

とで、分野の異なる参加者間の結びつきを強めるのが事業趣旨であるところ、時差も

ある中で、オンライン開催でそうした直接的な交流を十分に確保することは難しい。」

とする共催機関側の意向を踏まえ、開催を延期した。 

・令和４(2022)年度には、対応機関との調整のもと、延期された日仏（国内開催）・日

米独（米国開催）・日加（カナダ開催）の３件を対面・合宿方式で実施。新型コロナウ

イルス感染症拡大の防止に最大限配慮するとともに、出入国に係る政府レベルの水際

対策の方針変更等にも適切に対応しながら、滞りなく参加者間のネットワーク形成の

場を提供した。 
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・長年、日本との先端科学シンポジウム実施の要望を受けていたイスラエルに関し

て、令和５(2023）年度中に試行的にシンポジウムを開催する方向で科学技術イノベー

ション省と協議を開始し、対象分野や企画委員の選定を行った。 

 

○第 14 回日独先端科学（JGFoS）シンポジウム 

共催機関：フンボルト財団（AvH）  

日程：平成 30（2018）年９月６日～９月９日 

開催場所：日本・京都市 

参加者数：日本 30名、ドイツ 26名 

○第２回日米独先端科学（JAGFOS）シンポジウム 

共催機関：米国科学アカデミー（NAS）,フンボルト財団（AvH） 

日程：令和元（2019）年９月 26日～９月 29日 

開催場所：日本・京都市 

参加者数：日本 24名、米国 21 名、ドイツ 26名 

○第３回日英先端科学（UK-Japan FoS）シンポジウム 

共催機関：英国王立協会 

日程：令和元（2019）年 11 月７日～11月 10 日 

開催場所：日本・浦安市 

参加者数：日本 29名、英国 27 名 

○第 10 回日仏先端科学（JFFoS）シンポジウム 

共催機関：国立科学研究センター（CNRS） 

日程：令和４（2022）年６月 24日～６月 27日 

開催場所：日本・京都市 

参加者数：日本 20名、フランス 20 名 

○第３回日米独先端科学（JAGFOS）シンポジウム 

共催機関：米国科学アカデミー（NAS）,フンボルト財団（AvH） 

日程：令和４（2022）年９月 15日～９月 18日 

開催場所：米国・カリフォルニア 

参加者数：日本 22名、米国 19 名、ドイツ 21名 

○第２回日加先端科学（JCFoS）シンポジウム 

共催機関：カナダ王立協会（RSC）、カナダ先端研究機構（CIFAR） 

日程：令和５（2023）年３月６日～３月９日 

開催場所：カナダ・バンフ 

参加者数：日本 29名、カナダ 30名 

 

・シンポジウム実施にあたっては、セッショントピックやスピーカー等の選定を含む

セッションの構成を参加者である企画委員（PGM）が自ら企画するなど、参加者自身が

主体的に運営に携わった。 

・開催済みのシンポジウムにおいてシンポジウム後に行った参加者へのアンケート調

査では、参加者の 98.8％が「学術的な視野が広がった」、92.7％が「同種のシンポジウ

ムにもう一度参加したい」と高く評価した。 

・令和３(2021)年３月には、本事業シンポジウムを疑似体験することで、今後開催す
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るシンポジウムへの参加希望に繋げるとともに、本シンポジウムの知名度の一層の浸

透を図ることを目的とした公開シンポジウム（Open FoS）をオンラインで開催し、開

催後には、本会公式 YouTubeチャンネルにて一部抜粋した動画を公開した。研究者や

学生を含む約 300 名（Zoomウェビナー232 名、YouTube ライブ配信 60 名）が参加し、

ディスカッションでは様々な分野・職位（学生を含む。）の参加者から多くの質問が投

稿され、活発な議論が行われた。シンポジウム後に行った参加者へのアンケートで

は、参加者のうち 96%が「楽しかった」、87%が「先端科学(FoS)シンポジウムに参加し

たい」と回答した。 

・先端科学シンポジウム事業委員会を年 1～3回程度開催し、事業運営や枠組みについ

ての検討や公募による候補者も含めた参加者の選考等を行うとともに、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を踏まえた対応の検討も行った。 

 

 

■国際的な会議等への若手研究者の参加支援 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 

・新型コロナウイルス感染症の影響により開催がなかった令和２(2020)年度を除き、毎

年日本人参加者の募集及び推薦、参加決定者への経費支援を行った。令和３(2021)年度

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため初めてのオンライン開催となった

が、主催者（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会及びリンダウ・ノーベル賞受賞者

会議基金）と密に連絡を取り合うことで、遺漏なく参加者への支援を行った。日本人参

加者候補の選考においては、国際事業委員会で審査を行った。会議後に行ったアンケー

トでは、参加者全員が「参加は有益だった」「他の日本人若手研究者にも本事業への参加

を勧めたい」と回答した。 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度の間における本会推薦によるリンダウ・ノー

ベル賞受賞者会議への日本からの参加者は計 37 名にのぼる。派遣された参加者からは、

「世界各国の著名なノーベル賞受賞者や同世代の意欲的な研究者達との交流を通じ、自

分の研究を客観的に捉え、科学的素養を身に付けた人間としてその知識や経験をどのよ

うに社会へ還元していくべきかを、明確に考えるきっかけを得られた」といった声が寄

せられている。 

 

○リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣実績 

回数・対象分野 派遣人数 開催日程 

第 68回 生理学・医学 11 名 平成 30(2018 年)年６月 24 日

～29 日 

第 69回 物理学 ９名 令和元(2019 年)年６月 30 日

～７月５日 

第 70回 3分野合同 ５名 令和３(2021 年)年６月 27 日

～７月２日（令和２年から１

年の延期を経て、オンライン

にて開催） 

第 71回 化学 ８名 令和４(2022 年)年６月 26 日

～７月１日 

第 7 回 経済学 ４名 令和４年８月 23 日～８月 27
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日（令和２年から２年の延期

を経て開催） 

 

■国際ワークショップ及びセミナーの実施  

・ブラジルサンパウロ州立研究財団、インド科学技術庁との共催により、ワークショッ

プ・セミナーを実施し、多数の若手研究者が参加した。 

・若手研究者は、実施機関が幅広く周知・選考し、質の確保に努めた。 

 

〇ワークショップ・セミナー開催実績 

年度 実施件数 参加人数 

平成 30 年度 2 件 121人 

令和元年度 1 件 105人 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・国際的な研さん機会を提供する事業のうち、本会が主催する HOPE ミーティングにつ

いては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、第 12回の開催を中止した。

第 13回は１年間の延期の後、長期にわたる若手研究者への参加機会の喪失を防ぐため、

事業趣旨の達成に配慮の上、オンラインで開催した。第 14 回は、徹底した感染防止対

策の上、対面・集合形式で開催した。 

・海外対応機関との共催で実施しているノーベル・プライズ・ダイアログ及び先端科学

（FoS）シンポジウムについては、事業趣旨や共催機関の意向を踏まえ、令和２(2020)年

度及び３(2021）年度におけるシンポジウムの開催延期を決定した。一方で、ポストコロ

ナにおける事業の円滑な実施を担保するため、将来の参加者増を目的とした先端科学シ

ンポジウムでのオンラインによる公開シンポジウム（Open FoS）を開催した。令和４

(2022）年度には、会場での感染症対策や出入国に係る水際対策に最大限の配慮をしなが

ら、ノーベル・プライズ・ダイアログについては参加者数を制限したうえでのハイブリ

ッド形式、先端科学（FoS）シンポジウムに関しては国内１回、国外２回の計３回を対

面・合宿方式で成功裏に開催した。 

・相手国が主催であるリンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業においては、主催機関

による延期及びオンライン開催という決定に対して随時確認を取りながら適切に対応

し、滞りなく事務手続きを行った。また、延期により参加者の募集を行わなかった年度

には、事業広報リーフレットを作成するなど事業再開時に向けた準備を行った。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

【卓越研究員事業】 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度にかけて、のべ 1,737 名の研究者から申請を

受け付け、我が国の第一線級の研究者等からなる卓越研究員候補者選考委員会を設置し

た上で、同委員会による書面審査を実施し、審査結果を文部科学省に報告した（同省に

おいて書面審査結果に基づき卓越研究員候補者のべ 728名を決定）。 

・文部科学省が定めた審査方針や審査方法をウェブサイト上で公開するとともに、審査

終了後にウェブサイトを通じて、任期を終了した審査員の名簿を公表するなど、審査の

透明性の確保に努めた。 

・審査員に対して、審査の手引き等を配付して書面審査の基準や利害関係者の取扱いに

（４）研究者のキャリアパスの提示 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通りに実

績を上げていることから、評定を bと

する。 

・事業の実施に当たっては、専門家に

よる公正な審査体制を整備し、事業

の透明性、信頼性を確保しながら、文

（４）研究者のキャリアパ

スの提示 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中

期計画通り、中期目標に向

かって順調に実績を上げて

いると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

（４）研究者のキャリアパ

スの提示 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を b とする。 

卓越研究員事業の推進や新
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ついて周知し、精度の高い審査を実施した。 

・本事業への理解促進のため、研究者を対象とした公募説明会を東京、大阪の会場で実

施した。 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度にかけて、電子申請システムを用いて計 115

機関から 553 件のポスト申請を受け付け、申請結果を文部科学省に報告するとともに、

ポスト情報をウェブサイトで一覧化し公開した。 

・ポストを提示した研究機関と卓越研究員候補者（申請者）の当事者間交渉を支援する

ため、候補者（申請者）に関する情報提供を行った。（令和元(2019)年度以降は、各年度

の候補者に前年度からの候補者資格の継続者を加えることとし、当事者間交渉が完了し

た候補者について、平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度に文部科学省が計 181名を

卓越研究員に決定した。また、補助金算定の対象となる関連研究者（提示されたポスト

に採用された卓越研究員以外の若手研究者）として、平成 30(2018)年度から令和４

(2022)年度に計 18名が採用された）。 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度に卓越研究員を採用した計 75 の研究機関に

対して、円滑に補助金を交付した。また、平成 29(2017)年度から令和３(2021)年度に補

助金を交付した研究機関に対して、額の確定調査を適切に実施した上で、額の確定通知

書を送付した。 

・次年度の公募に向け、申請や一覧化公開等のための電子申請システムを構築した。 

・文部科学省における本事業の効果的な運営に資するよう、平成 28(2016)年度から令和

元(2019)年度に決定された卓越研究員に対して、研究活動状況について追跡調査を実施

し、その結果を文部科学省へ報告した。 

・平成 28(2016)年度から平成 30(2018)年度に卓越研究員を雇用した研究機関に対して、

卓越研究員の研究活動情報等に関する成果報告書の提出を求め、文部科学省へ報告し

た。 

・本事業を広く周知するため、公募に関する情報をウェブサイトで公開するとともに、

研究機関向けのパンフレットや研究者向けのリーフレットを作成し各研究機関への配

布やウェブサイトへ掲載することで、情報発信を行った 。また、本事業の概要や卓越研

究員の声及び研究機関の声をまとめ、ウェブサイトで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-le/index.html  

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・令和２(2020)年度において、各機関からの令和元(2019)年度実績報告書の提出期限は、

新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、1 ヶ月間延長した。 

・令和２(2020)年度において、平成 29(2017)年度に卓越研究員を雇用した研究機関から

の成果報告書の提出期限は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、11日間延長し

た。 

・令和元(2019)年度～令和４(2022)年度の公募説明会については、新型コロナウイルス

感染症の影響を考慮し、ウェブサイトに資料及び説明動画を掲載するオンライン開催と

した。 

 

部科学省の定めた審査要領に従って

審査業務を着実に実施している。 

・研究機関への交付を円滑に実施し、

また、額の確定調査を適切に実施し

ている。 

・本事業の周知のため、事業パンフレ

ットの作成や、卓越研究員及び研究

機関の声をホームページに掲載する

など、情報発信に取り組んできた。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、公平性、透明性が確保さ

れた審査、円滑な交付を着実に実施

していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

ー 

卓越研究員事業の推進や新

型コロナウイルス感染症へ

の対応など中期計画通り順

調に進んでいる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

ー 

 

＜その他事項＞ 

－ 

型コロナウイルス感染症へ

の対応など中期計画通り順

調に進んでいる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

ー 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－４ 

４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化 
（１）世界最高水準の研究拠点の形成促進 
（２）地域の中核・特色ある研究大学の強化促進 
（３）大学教育改革の支援 
（４）大学のグローバル化の支援 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第３号、第６号、第７号、第８号 

当該項目の重要度、難易度 【重要度：高】 

次世代の研究者の養成に係る業務は、学術の振興を目的とする資金配

分機関として、研究支援業務と並んで根幹をなすものであり、将来に

わたり我が国の学術研究の水準を高めていくための取組として重要

であるため。 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

参考ＵＲＬ 世界トップレベル研究拠点プログラム https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/index.html  

卓越大学院プログラム https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/index.html 

デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業 https://www.jsps.go.jp/j-x-pro/ 

知識集約型社会を支える人材育成事業 https://www.jsps.go.jp/j-chishiki/index.html 

地域活性化人材育成事業～ＳＰＡＲＣ～ https://www.jsps.go.jp/j-sparc/ 

大学の世界展開力強化事業 https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/index.html  

スーパーグローバル大学創成支援事業 https://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html  
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２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達

成

目

標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度  平成 

30 年度 

令和元年

度 

２年度 ３年度 ４年度 

評価指標 予算額（千円） 709,970 662,773 717,405 727,859 861,772 

大学教育改革の支援及び大学のグローバル

化の支援における国の方針を踏まえた審査・

評価等の実施状況（委員会の開催実績等を参

考に判断） 

－ 42～77回 72 回 58 回 50 回 31 回 49 回 

決算額（千円） 620,258 560,184 648,761 641,055 770,213 

経常費用（千円） 619,003 565,437 630,054 686,168 756,018 

経常利益（千円） 5,028 -24,499 18,724 -41,918 25,419 

関連指標 行政サービス実施

コスト（千円） 
629,598 － － － － 

大学等にお

ける教育研

究拠点の形

成やグロー

バル化の取

組等を支援

する事業に

おける採択

機関の取組

状況 

世界トップレベル研究拠点

プログラムにおいて、研究水

準及び運営のいずれも世界

最高水準であると認定され

た割合 

－ 100％ － 100％ 100％ 100％ － 

行政コスト（千円） － 629,382 630,054 686,168 756,018 

従事人員数 22 19 20 21 21 

 

大学教育改革の支援及び大

学のグローバル化の支援に

おいて、想定どおり、あるい

はそれ以上の成果を上げた

とする事業の割合 

－ 75％ 79％ 82％ 89% 95％ 83% 

注１）予算額、決算額は「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」の支出額を記載。人件費に

ついては共通経費部分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」の事業担当者数を計上

（重複を含む）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定：A 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回る実績を上げて

いることから評定を Aとする。 

・世界最高水準の研究拠点の形成促進

においては、対象拠点の数は３件の増

加となる中、着実に審査・評価及び進捗

管理行業務を実施して来た。特に令和

２(2020)年度以降、新型コロナウイル

ス感染症の世界的流行の継続により、

対面形式での審査会やフォローアップ

の実施が困難となる中で、オンライン

化の充実に向け事務局が入念に準備

し、委員、拠点との連携のもと、平時に

劣らないきめ細やかな審査及びフォロ

ーアップを実現していることは高く評

価できる。また、成果の最大化に向けた

活動支援に関しても、新型コロナウイ

ルス感染症の継続の中でも、オンライ

ン化による継続的なアウトリーチの取

組のほか、WPI 拠点や WPI プログラムの

世界的な認知度調査などの調査・分析

活動を充実させ、その報告書を拠点や

文部科学省と共有し、今後の WPI 全体

のブランディング戦略の基礎を築くな

ど、果敢な姿勢で当初計画を達成し

様々な対象に拠点の成果を不断に届け

ていることは高く評価できる。 

・大学改革や人材育成等の国の助成事

業について、事業ごとに委員会や部会

等を合計 211 回開催し、審査・評価業

務に従事している。事業の実施にあた

っては、事業ごとにそれぞれ国の定め

た制度・方針等を踏まえて、専門家によ

評定 A 評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、自己点検評価に記載のと

おり、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回るペー

スで実績を上げていると見込

まれることから評定を A とす

る。 

 

・教育・研究に関する国の諸

事業の実施機関として、振興

会が選出されていることは、

振興会の有する審査・評価業

務に対する経験と知見が当該

事業の推進に必須であると認

められてのことであると評価

する。その期待を裏切らず、

世界トップレベル拠点形成事

業、大学・大学院教育改革の

支援事業及び大学のグローバ

ル化の推進事業の様々なプロ

グラムについて、適切に審査・

評価、管理業務がなされてい

ることは高く評価できる。ま

た、振興会の有する審査・評

価に関する知見が生かされる

場合は、大学教育改革の国の

新規事業の実施機関に積極的

に応募し、新規２事業の実施

機関として選定されたことも

評価できる。 

・各事業とも新型コロナウイ

ルス感染症の影響を多大に受

けながらも、審査・評価、フ

ォローアップが着実に行われ

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい

ると言えることから評定を A

とする。 

・教育・研究に関する国の諸

事業の実施機関として、振興

会が選出されていることは、

振興会の有する審査・評価業

務に対する経験と知見が当該

事業の推進に必須であると認

められてのことであると評価

する。その期待を裏切らず、

世界トップレベル拠点形成事

業、大学・大学院教育改革の

支援事業及び大学のグローバ

ル化の推進事業の様々なプロ

グラムについて、適切に審査・

評価、管理業務がなされてい

ることは高く評価できる。ま

た、振興会の有する審査・評

価に関する知見が生かされる

場合は、大学教育改革の国の

新規事業の実施機関に積極的

に応募し、新規４事業の実施

機関として選定されたことも

評価できる。 

・各事業とも新型コロナウイ

ルス感染症の影響を多大に受

けながらも、審査・評価、フ

ォローアップが着実に行われ

ている。 

・世界最高水準の研究拠点の
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る公正な審査・評価体制を整備し、事業

の透明性、信頼性、継続性を確保してい

るとともに、審査・評価結果等の速やか

なホームページ掲載、事業内容を紹介

するパンフレット（英語版・日本語版）

の作成など、広報戦略について検討を

行い積極的な情報公開を着実に実施し

ている。 

・審査・評価実施機関の公募が行われ、

振興会の有する審査・評価に関する知

見が活用できる場合には、当該事業へ

の応募及び実施機関として選定される

よう努め、新たに４事業（卓越大学院プ

ログラム、デジタルと掛けるダブルメ

ジャー大学院教育構築事業、知識集約

型社会を支える人材育成事業、地域活

性化人材育成事業～ＳＰＡＲＣ～）の

業務を実施していることは高く評価で

きる。 

・委員会等において、委員の事業全般に

係る意見や中間評価アンケート調査結

果の概要の文部科学省への提供や、文

部科学省も交えた議論を行っており、

今後の政策に活かせるものと高く評価

できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・大学の学部や大学院の教育改革を支

援する国の助成事業において、引き続

き公正かつ迅速・円滑な審査・評価を実

施していくとともに、プログラムの着

実な実施に向けてフォローアップ体制

の充実・許可を測りつつ、各大学の参考

となりうる積極的な発信にも努めてい

く。 

 

ている。 

・世界最高水準の研究拠点の

形成促進においては、平成

30(2018)年度に 2 拠点、令和

３(2021)年度に 1 拠点、令和

４(2022)年度に 3 拠点を新規

公募し、審査委員会において

三段階審査を行うほか、シス

テムレビュワ、サイエンスレ

ビュアを相当数選考し、サイ

エンスメリット、システム改

革両面を審査するなどきめ細

かい審査に対応していること

は評価できる。また、補助金

支援期間終了を迎える拠点に

関しては、補助金支援期間延

長や、WPI アカデミー拠点と

認定するなど適切にフォロー

アップ、プログラム管理を行

っていることも評価できる。

さらに、成果最大化に向けた

活動の支援としては、アウト

リーチやブランディング、フ

ァンドレイジングについて

も、効果的な支援を行ってい

る。特に WPI サイエンスシン

ポジウムにおける高校生と拠

点研究者の双方向的交流は、

まさに若い世代への“学術の

振興”と評価できる。 

・世界トップレベル研究拠点

プログラム委員会では、女性

委員の比率が上昇したことを

評価する。 

・大学教育改革支援および大

学のグローバル化の支援にお

いては、目標・目的が異なり、

活動内容も異なる多くのプロ

グラムに対し、それぞれにプ

ログラム委員会、審査・評価

委員会等を設け、採択大学の

便宜を図った管理運営がなさ

れている。性格、目標の異な

形成促進においては、平成

30(2018)年度に 2 拠点、令和

３(2021)年度に 1 拠点、令和

４(2022)年度に 3 拠点を新規

公募し、審査委員会において

三段階審査を行うほか、シス

テムレビュワ、サイエンスレ

ビュアを海外の有識者も含め

て相当数選考し、サイエンス

メリット、システム改革両面

を審査するなどきめ細かい審

査に対応していることは評価

できる。また、補助金支援期

間終了を迎える拠点に関して

は、補助金支援期間延長や、

WPI アカデミー拠点と認定す

るなど適切にフォローアッ

プ、プログラム管理を行って

いることも評価できる。さら

に、成果最大化に向けた活動

の支援としては、アウトリー

チやブランディング、ファン

ドレイジングについても、効

果的な支援を行っている。特

に WPI サイエンスシンポジウ

ムにおける高校生と拠点研究

者の双方向的交流は、まさに

若い世代への“学術の振興”

と評価できる。 

・世界トップレベル研究拠点

プログラム委員会での女性委

員の比率上昇は評価できる。 

・大学教育改革支援および大

学のグローバル化の支援にお

いては、目標・目的が異なり、

活動内容も異なる多くのプロ

グラムに対し、それぞれにプ

ログラム委員会、審査・評価

委員会等を設け、採択大学の

便宜を図った管理運営がなさ

れている。性格、目標の異な

る委員会を毎年相当数支援し

ているが、委員の日程調整に
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る委員会を毎年相当数支援し

ているが、委員の日程調整に

始まり、議事案、委員長との

打ち合わせ、議事録の作成、

とりまとめ等の作業が遅滞な

く、適切に行われていること

は、特筆すべきである。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・全てのプログラム委員会、

審査・評価委員会など、新型

コロナ感染症の影響により進

められたオンライン化、ハイ

ブリッド化の成果を検証し、

厳密かつ信頼性があり、さら

に効率的な方式を提案、実施

していってほしい。 

・性格の異なる多数のプログ

ラム、したがって性格の異な

る多数の委員会を管理するた

めに可能な振興会の職員数は

確保してほしい。逆に言えば、

現在の振興会職員数で管理で

きるプログラム数の上限を具

体的に示してほしい。振興会

職員の献身的で、時には限界

を超えた量の労働には頭が下

がるが、ライフワークバラン

スの取れた勤務形態を維持す

る必要もあると考える。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

始まり、議事案、委員長との

打ち合わせ、議事録の作成、

とりまとめ等の作業が遅滞な

く、適切に行われていること

は、特筆すべきである。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・全てのプログラム委員会、

審査・評価委員会など、新型

コロナ感染症の影響により進

められたオンライン化、ハイ

ブリッド化の成果を検証し、

厳密かつ信頼性があり、さら

に効率的な方式を提案、実施

していってほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【関連指標】 

４－Ａ 大学等に

おける教育研究拠

点の形成やグロー

バル化の取組等を

支援する事業にお

＜主要な業務実績＞ 

・平成 29(2017)年度より文部科学省の「WPI 総合支援事業」に採択され、「WPI プ

ログラムによる研究拠点形成に係る審査・評価・進捗管理」及び「WPI プログラ

ムの成果の最大化に向けた活動の支援」業務を実施した。 

・審査・評価・管理業務の実施に当たっては、振興会において定めた「世界トッ

プレベル研究拠点プログラム委員会規程」に基づき、国内外の学術研究機関の長・

教員及び学識経験を有する者等からなるプログラム委員会等を組織して各種業務

を遂行した。 

（１）世界最高水準の研究拠点の形成

促進 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回る実績を上げて

いると言えることから、評定をａとす

（１）世界最高水準の研究拠

点の形成促進 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回るペースで実績を

（１）世界最高水準の研究拠

点の形成促進 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい
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ける採択機関の取

組状況 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

４－１ 世界最高

水準の研究拠点の

形成を目指す事業

に係る国際的な審

査・評価等の実施

状況（審査・評価

等を行う委員会の

体制整備状況等を

参考に判断） 

 

＜評価の視点＞ 

４－１ 世界最高

水準の研究拠点の

形成を目指す事業

の審査・評価等を

行う委員会におい

て、国の方針を踏

まえ、国際的な観

点から事業及び研

究拠点の形成に有

益な指摘を得るた

めの審査・評価等

が適切に行われた

か、委員会におけ

る外国人委員参画

割合、英語による

審査・評価等を行

う体制整備の状況

等を参考に判断す

る。 

 

４－Ａ 振興会の

関与を通じ、国の

方針を踏まえた取

組が適切に行われ

たかを把握するた

め、事業採択機関

における取組状況

・業務の実施に当たっては、国の定めた制度・方針を踏まえ、プログラム・ディ

レクター（PD）、プログラム・ディレクター代理（DPD）及び拠点ごとのプログラ

ム・オフィサー（PO）を配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理

する体制を整備した。また、平成 29(2017)年度に文部科学省が設けた世界トップ

レベル研究拠点プログラム（WPI）アカデミーについて、WPI アカデミー拠点のフ

ォローアップのため、アカデミー・ディレクター（AD）及び拠点ごとのアカデミ

ー・オフィサー（AO）を配置し、その運営状況を確認している。 

・各拠点のフォローアップは、プログラム委員会及び拠点作業部会において、い

ずれも外国人委員を含むメンバー（令和 4(2022)年度実績：委員等 40 名中外国人

16 名、40％）により、国際的な観点を踏まえ実施した。 

・「WPI 総合支援事業」の実施期間が令和３(2021)年度を以て終了することに伴い、

文部科学省が令和４(2022)年度以降の WPI プログラムによる国際研究拠点形成に

係る審査・評価・進捗管理等を担う機関を募った「国際研究拠点形成総合支援事

業」に応募し、過去 15年にわたる WPI業務での実績等が高く評価され採択を受け

た。 

 

世界トップレベル研究拠点プログラム委員会名簿（所属は当時のもの） 

（平成 30(2018)年 9月） 

生駒 俊明 東京大学 名誉教授 

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 分

子科学研究所長 

黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授 

小林 誠 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研

究機構 特別栄誉教授 

2008年ノーベル物理学賞受賞 

鈴木 典比古 公立大学法人国際教養大学 理事長・学長 

永井 良三 自治医科大学 学長 

中村 道治 国立研究開発法人科学技術振興機構顧問 特

別主監 

野依 良治 

（委員長） 

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開

発戦略センター長 

2001年ノーベル化学賞受賞 

濵口 道成 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 

松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所 理事長 

ハリエット・ウオルバーグ カロリンスカ大学 前学長 

クラウス・フォン・クリッツ

ィング 

マックス・プランク研究所 部局長 

1985年ノーベル物理学賞受賞 

リタ・コーウェル メリーランド大学 名誉教授 

元全米科学財団(NSF)長官 

ビクター・ヨセフ・ザウ 米国医学アカデミー 会長 

ジャン・ジン－ジュスタン 原子力・代替エネルギー庁 フランス宇宙基礎

科学研究所学術顧問 

る。 

・国の定めた制度・方針を踏まえ、PD・

PO 体制を構築するとともに、プログラ

ム委員会や拠点作業部会において外国

人研究者も参画した体制を整備するこ

とにより、審査・評価・進捗管理業務を

国際的な視点で着実に実施した。 

・WPI の評価・進捗管理業務では、１件

の拠点を10年かけて構築していく上で

5 年度目の中間評価、8年度目の延長審

査（文科省の政策判断により、延長審査

は令和元(2019)年の H24 年度採択拠点

より後は実施しないこととなった）及

び10年度目の最終審査を拠点毎に行っ

ている。またアカデミー拠点について

は、概ね 3 年毎の評価も実施しており、

これらのことから年によって前年度の

準備も含めて評価や進捗管理の作業の

内容や負荷に変化があり、複雑な業務

となっているが、中期目標期間中、年々

拠点の数が増える中、オンライン実施

の導入や充実化の工夫も積極的に行い

ながら、これらの業務を遺漏無く実施

した。 WPI の海外の有識者に参画いた

だき、国際的な審査・評価を実施する振

興会のノウハウは、他機関からも問い

合わせや情報提供依頼を受けている。 

・とりわけ、令和３(2021)年度は現地視

察とプログラム委員会でのフォローア

ップ結果の取り纏めという通常の進捗

管理に加えて新規採択拠点の審査、補

助金支援期間 5年目の拠点（2拠点）に

対する中間評価及び補助金支援期間最

終年度の拠点（4 拠点）の最終評価、更

には 2 拠点の拠点長交代に関する審査

という各種の審査・評価業務を並行し

て行うことが求められる、過去に類例

がないほどに業務が複雑化した年であ

ったところ、オンラインの機能を活用

して審査・評価の効率化と円滑化を図

り、全ての業務を滞りなく遂行したこ

とは特に高く評価できる。 

なお、令和２(2020)年度以降は新型コ

上げていると見込まれること

から評定を a とする。 

・WPI事業において、審査・評

価・管理業務の実施に当たっ

ては、振興会において定めた

「世界トップレベル研究拠点

プログラム委員会規程」に基

づき、国内外の学術研究機関

の長・教員及び学識経験を有

する者等からなるプログラム

委員会等を組織して各種業務

を遅滞なく遂行していたが、

令和元(2019)年度末に始まる

新型コロナウイルス感染症の

拡大により「対面」「訪問」「移

動」に制約が出てきた中でも、

「目に見える研究拠点」の形

成のため、事業が円滑に実施

できるよう会議や現地視察等

のオンライン化を進めた。新

型コロナウイルス感染症の影

響が永続する中で、経験を積

み、入念な事前準備など様々

な工夫や柔軟な措置を講じ、

文部科学省の方針を踏まえ適

切に実施したことは高く評価

できる。特に、令和３(2021)

年度は通常の進捗管理に加え

て新規採択拠点の審査、補助

金支援期間 5年目の拠点（2拠

点）に対する中間評価及び補

助金支援期間最終年度の拠点

（4拠点）の最終評価、更には

2 拠点の拠点長交代に関する

審査という性格の異なる審

査・評価業務にも並行して対

応する等、量的にも質的にも

大きな負荷がかかる中、オン

ラインツールの活用等により

適切かつ円滑に成し遂げたこ

とは特筆すべき実績と言え

る。また、拠点への現地視察

において「若手研究者による

ると言えることから評定を a

とする。 

・WPI事業において、審査・評

価・管理業務の実施に当たっ

ては、振興会において定めた

「世界トップレベル研究拠点

プログラム委員会規程」に基

づき、国内外の学術研究機関

の長・教員及び学識経験を有

する者等からなるプログラム

委員会等を組織して各種業務

を遅滞なく遂行していたが、

令和元(2019)年度末に始まる

新型コロナウイルス感染症の

拡大により「対面」「訪問」「移

動」に制約が出てきた中でも、

「目に見える研究拠点」の形

成のため、事業が円滑に実施

できるよう会議や現地視察等

のオンライン化を進めた。新

型コロナウイルス感染症の影

響が永続する中で、経験を積

み、入念な事前準備など様々

な工夫や柔軟な措置を講じ、

文部科学省の方針を踏まえ適

切に実施したことは高く評価

できる。特に、令和３(2021)

年度は通常の進捗管理に加え

て新規採択拠点の審査、補助

金支援期間 5年目の拠点（2拠

点）に対する中間評価及び補

助金支援期間最終年度の拠点

（4拠点）の最終評価、更には

2 拠点の拠点長交代に関する

審査という性格の異なる審

査・評価業務にも並行して対

応する等、量的にも質的にも

大きな負荷がかかる中、オン

ラインツールの活用等により

適切かつ円滑に成し遂げたこ

とは特筆すべき実績と言え

る。また、拠点への現地視察

において「若手研究者による
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について事後評価

等を通じて毎年度

確認を行うととも

に、前中期目標期

間における実績

（世界最高水準の

研究拠点の形成を

目指す事業につい

ては、研究水準及

び運営のいずれも

世界最高水準であ

ると認定された割

合が 100％（平成

28 年度実績）、大

学教育改革の支援

及び大学のグロー

バル化の支援につ

いては、想定どお

り、あるいはそれ

以上の成果を上げ

たとする事業の割

合が 75％（平成

25～28 年度にお

ける中間評価及び

事後評価の実

績））を基準とし

た状況変化を評価

において考慮す

る。 

 

リチャード・ダッシャー スタンフォード大学 特任教授 

チュアン・ポー・リム シンガポール科学技術研究庁 長官 

 

（令和元(2019)年 11 月） 

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 分

子科学研究所長 

黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授 

小林 誠 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研

究機構 特別栄誉教授 

2008年ノーベル物理学賞受賞 

鈴木 典比古 公立大学法人国際教養大学 理事長・学長 

永井 良三 自治医科大学 学長 

中村 道治 国立研究開発法人科学技術振興機構顧問 

野依 良治 

（委員長） 

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開

発戦略センター長 

2001年ノーベル化学賞受賞 

濵口 道成 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 

松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所 理事長 

ハリエット・ウオルバーグ カロリンスカ医科大学 教授 

クラウス・フォン・クリッツ

ィング 

マックス・プランク研究所 部局長 

1985年ノーベル物理学賞受賞 

リタ・コーウェル メリーランド大学 名誉教授 

元全米科学財団(NSF)長官 

ビクター・ヨセフ・ザウ 米国医学アカデミー 会長 

ジャン・ジン－ジュスタン フランス宇宙基礎科学研究所 学術顧問 

リチャード・ダッシャー スタンフォード大学 米国・アジア技術経営研

究センター所長 

リム・チュアン・ポー シンガポール食品庁 長官 

元シンガポール科学技術研究庁 長官 

 

（令和２(2020)年 10 月） 

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 分

子科学研究所長 

黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授 

鈴木 典比古 公立大学法人国際教養大学 理事長・学長 

永井 良三 自治医科大学 学長 

中村 道治 国立研究開発法人科学技術振興機構顧問 

野依 良治 

（委員長） 

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開

発戦略センター長 

2001年ノーベル化学賞受賞 

濵口 道成 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 

ロナウイルス感染症の世界的感染拡大

という困難な状況にあり、「対面」「訪

問」「移動」に制約がある中で、オンラ

インを活用し、事務局による念入りな

準備のもと、国内外の委員と繋がり、拠

点作業部会による現地視察及びプログ

ラム委員会によるヒアリングを実施

し、進捗状況を平時に劣らずきめ細か

く把握して、各拠点の改善すべき点等

を取りまとめて提示したことは、高く

評価できる。 

 

・WPI プログラムの成果の最大化に向

けた活動への支援業務については、業

務目的を踏まえ、アンケート結果等を

通じた各拠点からの要望、前年度の取

組の効果等を参考に検証を行いつつ、

WPI 拠点や文部科学省と足並みを揃え

ながら適切に行っている。 

・特に、アウトリーチ活動やファンドレ

イジング活動支援についても、新型コ

ロナウイルスの影響で集合会議の開催

が困難な状況が続く中、オンライン会

議等を活用した活動を意欲的に推進し

たことは高く評価できる。 

・中でも、令和２(2020)年度に高校生向

け WPI シンポジウムをオンラインで開

催したことに引き続き、令和３(2021)

年度に「第 10回 WPI サイエンスシンポ

ジウム」をスーパーサイエンスハイス

クール（SSH）生徒研究発表会との合同

企画として実施し、高校生による発表

と WPI 拠点の研究者がフィードバック

を行う双方向の交流を実現し、参加者

の基礎科学及び基礎研究に対する興

味・関心の向上へとつなげたことは特

に高く評価できる。 

・また、成果横展開のプラットフォーム

となるウェブサイト「WPI Forum」の刷

新・充実を進め、研究大学コンソーシア

ム（RUC）との共催シンポジウムの開催、

採択拠点の職員を対象とした実務担当

者会議など、WPI 拠点に蓄積された経

ポスターセッション」のオン

ラインでの実施や「研究現場

の設備や環境に関する動画の

視聴による視察」など、実際

の現地訪問に近づけることを

実現したことも、令和元

(2019)年度末からの経験を踏

まえた業務の更なる質的向上

への取組であり、期待以上に

達成したものとして高い評価

に値する。 

・WPI プログラムの成果の最

大化に向けた活動への支援業

務についても、新型コロナウ

イルス感染症の影響に対応し

てオンラインツールを用いた

活動を積極的進めたことは高

く評価できる。特に「WPI サイ

エンスシンポジウム」におけ

る高校生による発表と WPI 拠

点の研究者がフィードバック

を行う双方向の交流は、オン

ラインでのイベント開催が通

常となる新たな生活様式への

移行に適切に対応したもので

あり、新型コロナウイルス感

染症の影響を奇貨として、新

たに振興会事業に縁遠かった

遠隔地の高校生等の参加も促

すことを可能にしたものとし

て、今後の継続を期待したい。

また、「WPI サイエンスシンポ

ジウム」は、JSPS の WPI と JST

の SSH の二つのプログラム、

すなわち日本を代表する二つ

のファンディングエージェン

シーのコラボレーションであ

ることも評価したい。 

・Almuni組織の確立は、各拠

点の活動、成果の世界的共有

や展開のために重要であると

判断できるが、振興会がその

確立に向けて主導的役割を果

ポスターセッション」のオン

ラインでの実施や「研究現場

の設備や環境に関する動画の

視聴による視察」など、実際

の現地訪問に近づけることを

実現したことも、令和元

(2019)年度末からの経験を踏

まえた業務の更なる質的向上

への取組であり、期待以上に

達成したものとして高い評価

に値する。 

・WPI プログラムの成果の最

大化に向けた活動への支援業

務についても、新型コロナウ

イルス感染症の影響に対応し

てオンラインツールを用いた

活動を積極的に進めたことは

高く評価できる。特に「WPI サ

イエンスシンポジウム」にお

ける高校生による発表と WPI

拠点の研究者がフィードバッ

クを行う双方向の交流は、オ

ンラインでのイベント開催が

通常となる新たな生活様式へ

の移行に適切に対応したもの

であり、新型コロナウイルス

感染症の影響を奇貨として、

新たに振興会事業に縁遠かっ

た遠隔地の高校生等の参加も

促すことを可能にしたものと

して、今後の継続を期待した

い。また、「第 10 回 WPI サイ

エンスシンポジウム」は、JSPS

の WPI と JST の SSH の二つの

プログラム、すなわち日本を

代表する二つのファンディン

グエージェンシーのコラボレ

ーションであることも評価し

たい。 

・Almuni組織の確立は、各拠

点の活動、成果の世界的共有

や展開のために重要であると

判断できるが、振興会がその
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松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所 理事長 

ハリエット・ウオルバーグ カロリンスカ医科大学 教授 

クラウス・フォン・クリッツ

ィング 

マックス・プランク研究所 部局長 

1985年ノーベル物理学賞受賞 

リタ・コーウェル メリーランド大学 名誉教授 

元全米科学財団(NSF)長官 

ビクター・ヨセフ・ザウ 米国医学アカデミー 会長 

ジャン・ジン－ジュスタン フランス宇宙基礎科学研究所 学術顧問 

リチャード・ダッシャー スタンフォード大学 米国・アジア技術経営研

究センター所長 

リム・チュアン・ポー シンガポール食品庁 長官 

元シンガポール科学技術研究庁 長官 

 

（令和３(2021)年 11 月） 

天野 浩 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 

教授 

2014年ノーベル物理学賞受賞 

石村 和彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長 

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 分子

科学研究所長 

黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授 

永井 良三 自治医科大学 学長 

長谷川 眞理子 国立大学法人総合研究大学院大学学長 

濵口 道成（委員長） 国立研究開発法人科学技術振興機構 理事長 

松本 紘 国立研究開発法人理化学研究所 理事長 

ハリエット・ウオルバーグ カロリンスカ医科大学 教授 

クラウス・フォン・クリッツ

ィング 

マックス・プランク研究所 部局長 

1985年ノーベル物理学賞受賞 

リタ・コーウェル メリーランド大学 名誉教授 

元全米科学財団(NSF)長官 

ビクター・ヨセフ・ザウ 米国医学アカデミー 会長 

ジャン・ジン－ジュスタン フランス宇宙基礎科学研究所 学術顧問 

リチャード・ダッシャー スタンフォード大学 米国・アジア技術経営研

究センター所長 

リム・チュアン・ポー シンガポール食品庁 長官 

元シンガポール科学技術研究庁 長官 

 

（令和４(2022)年 11 月） 

天野 浩 国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 

教授 

2014年ノーベル物理学賞受賞 

験・ノウハウの共有・展開も積極的に進

めており、その効果も着実に上げてい

ると評価できる。 

・とりわけ、「WPI Forum」ウェブサイト

において WPI 拠点で異分野の融合によ

り新たな研究が生まれた背景や仕掛を

「WPI ならではの研究創成ものがたり」

として紹介したことや、WPI 拠点におけ

る多様性確保のための取組事例をウェ

ブサイト「CHEERS!」でも閲覧できるよ

うにしたことは、WPI 拠点のみならず国

内の研究機関及び研究者に広く有益な

示唆を与えるものと言える。 

・加えて、Alumni 組織の確立のための

データベース構築について、本会にお

いてデータベースの雛形を作成して各

WPI拠点に提供したほか、実務担当者会

議でのデモンストレーションを通じて

ノウハウの共有を図り、各拠点におけ

るAlumniデータベース構築を支援した

ことは、WPI 事業により進められた国際

頭脳循環に向けた取組を各拠点の資産

として蓄積し、Alumni 組織の基礎を作

るための重要な貢献と言える。 

更に令和 4(2022)年度には高校生向

けブックレットを制作し、スーパーサ

イエンスハイスクール（SSH）生徒研究

発表会及び WPI サイエンスシンポジウ

ムの会場において頒布したことや、「国

際研究拠点形成総合支援事業」の要求

に応え、「初等・中等教育段階」も含め

た社会との協働を進めるため、小中学

生とその親を主たる読者層とした定期

刊行物におけるペイドパブリシティを

行い、出版物のみならずインターネッ

トや SNS など多様な媒体を駆使した施

策の展開により、小中学生とその親に

対して WPI に対する関心と理解の増進

を図り、従来の施策ではアプローチが

難しかった層が WPI を知り、関心を抱

く機会を創出したことなどは、各層へ

の WPI の認知度を高めるための開拓的

な業務として特筆に値する。 

たして各拠点を牽引している

ことは、高く評価できる。 

・ウェブサイトの充実、オン

ラインを利用した他機関との

共催シンポジウムの開催や採

択拠点の職員を対象とした実

務担当者会議など、WPI 拠点

に蓄積された経験・ノウハウ

の共有・展開も積極的かつ不

断に進めており、その効果も

着実に上げていると評価でき

る。 

また、海外研究連絡センター

主催のフォーラムへの拠点の

参画などの連携や、在京大使

館と協力した情報交換会の開

催など、WPI の国際的ブラン

ド価値の向上や、拠点のファ

ンドレイジングを支援する試

みも積極的に行っている。更

に、WPI 事業及び各拠点の国

際的評価や、各拠点が行った

研究活動の科学的・社会的イ

ンパクト等を多角的に調査・

分析して調査報告書にまとめ

たことも、客観的エビデンス

に基づくブランディング戦略

の構築に大きく資するものと

考えられ、高く評価できる取

組である。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・WPI は評価の高い事業であ

り、実力のある各拠点の優れ

た研究実施により成果が上が

っている。オンライン形式を

活用することにより、渡日が

難しい海外審査員も複数回の

委員会に出席を依頼できる可

能性が増えたことになり、こ

のための事前準備等支援業務

においても様々な向上が見ら

れるため、今後も継続してほ

確立に向けて主導的役割を果

たして各拠点を牽引している

ことは、高く評価できる。 

・ウェブサイトの充実、オン

ラインを利用した他機関との

共催シンポジウムの開催や採

択拠点の職員を対象とした実

務担当者会議など、WPI 拠点

に蓄積された経験・ノウハウ

の共有・展開も積極的かつ不

断に進めており、その効果も

着実に上げていると評価でき

る。 

・令和 4(2022)年度において、

「初等・中等教育段階」も含

めた社会との協働に係る新た

な取組として、小中学生等を

主たる読者層とした定期刊行

物におけるペイドパブリシテ

ィを行ったことは、未来の学

術研究を支える世代に「研究

者・研究という仕事」の魅力

を伝えるとともに、先端的な

研究の場である WPI に対する

関心と理解を広めるための素

晴らしい取組と言える。冊子

だけではなく誰もが閲覧でき

るウェブサイトに記事を掲載

し、SNS を用いた WPI の研究

者と視聴者との双方向の交流

を行うなど、多様な媒体を駆

使して効果を高める工夫を行

ったことも高く評価できる。 

WPI のプロモーション動画の

制作に着手したことも、WPI

のプレゼンス向上に向けた重

要かつ意欲的な取組として評

価に値する。 

 

また、海外研究連絡センター

主催のフォーラムへの拠点の

参画などの連携や、在京大使

館と協力した情報交換会の開
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石村 和彦 国立研究開発法人産業技術総合研究所理事長 

川合 眞紀 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 機

構長 

永井 良三 自治医科大学 学長 

長谷川 眞理子 国立大学法人総合研究大学院大学学長 

濵口 道成（委員長） 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 

先進的研究開発戦略センター（SCARDA）センタ

ー長 

国立研究開発法人科学技術振興機構 顧問 

松本 紘 公益財団法人国際高等研究所 所長 

ハリエット・ウオルバーグ カロリンスカ医科大学 教授 

クラウス・フォン・クリッツ

ィング 

マックス・プランク研究所 部局長 

1985年ノーベル物理学賞受賞 

リタ・コーウェル メリーランド大学 名誉教授 

元全米科学財団(NSF)長官 

ビクター・ヨセフ・ザウ 米国医学アカデミー 会長 

ジャン・ジン－ジュスタン フランス宇宙基礎科学研究所 学術顧問 

リチャード・ダッシャー スタンフォード大学 米国・アジア技術経営研

究センター所長 

リム・チュアン・ポー シンガポール食品庁 長官 

元シンガポール科学技術研究庁 長官 

プログラム委員名簿及び各拠点作業部会委員名簿については、ウェブサイトで公

開している。 

プログラム委員名簿：https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/07_iinkai.html 

各拠点作業部会委員名簿： 

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/08_followup.html 

 

・審査・評価・進捗管理業務に加え、WPI プログラムの成果の最大化に向けた活

動支援を行うため、世界トップレベル拠点形成推進センター（以下「WPI センタ

ー」という。）のセンター長に WPI プログラムに深い知見を有する PD を委嘱し、

業務を円滑に実施するための万全の体制を敷いている。 

 

■審査 

□平成 30(2018)年度採択拠点 

平成 30(2018) 年度新規採択拠点の公募に対する 13 件の申請について、プログ

ラム委員会及びプログラム委員会の下に設置された審査委員会により、二段階の

書類審査及びヒアリングを伴う三段階審査を行い、2 件の採択候補拠点を決定す

るとともに審査委員会からのコメントをとりまとめ、文部科学省に報告した（そ

の後、同省において 2 件の採択拠点を決定・発表）。審査においては、システムレ

ビュア 7 名及びサイエンスレビュア 40 名を選考し、国内外の研究者によるサイ

エンスメリットとシステム改革面の両面から詳細な審査を行うとともに、各審査

委員の利益相反に配慮した。また、審査結果については、事業ウェブサイトで公

WPI 事業自体の存在感を国内外の多

様な層に印象付けることを狙いとした

プロモーション動画の制作を令和 4 年

度に開始したことも、WPI のプレゼンス

向上に向けた意欲的な取組である。 

このほか、WPI の国際的なブランド価値

向上にむけて、海外研究連絡センター

が開催するフォーラムとの協力や在京

大使館との共催イベントの開催など、

様々な機会を活用・創出して WPI の認

知度向上に努めたことも、オンライン

を活用した積極的な取組として評価に

値する。また、「WPI 事業及び各拠点の

国際的評価」、「各拠点が行った研究活

動の科学的・社会的インパクト」、「過去

に WPI に在籍した研究者の業績やキャ

リアパスの変化」を調査・分析して調査

報告書にまとめ、本会のウェブサイト

で公開したことは、WPI事業の更なる発

展のための基盤となる情報を得ると共

に、WPI 事業の成果を広く社会に発信し

たものとして評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、拠点の審査・評価・管理業

務を着実に実施する。特に、令和

5(2023)年度に予定されている新規拠

点採択のための審査に向けて、更なる

体制整備に努める。 

・WPIの成果の最大化のため、引き続き

独自性や創意工夫を凝らし、様々な媒

体を通じた効果的な情報発信や、国内

外のブランディングの戦略的な推進に

努める。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である４－１については、ノ

ーベル賞受賞者を含むプログラム委員

会及び拠点作業部会のいずれも外国人

を含む委員構成にするとともに、英語

による資料の作成、及び会議の運営を

行っている。また、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大という、中期計画の

しい。 

・世界トップレベル研究拠点

プログラム委員会における日

本人女性委員の比率をもう少

し高めてほしい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

催など、WPI の国際的ブラン

ド価値の向上や、拠点のファ

ンドレイジングを支援する試

みも積極的に行っている。更

に、WPI 事業及び各拠点の国

際的評価や、各拠点が行った

研究活動の科学的・社会的イ

ンパクト等を多角的に調査・

分析して調査報告書にまとめ

て公開したことも、客観的エ

ビデンスに基づくブランディ

ング戦略の構築に大きく資す

るものと考えられ、高く評価

できる取組である。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・WPI は評価の高い事業であ

り、実力のある各拠点の優れ

た研究実施により成果が上が

っている。オンライン形式を

活用することにより、渡日が

難しい海外審査員も複数回の

委員会に出席を依頼できる可

能性が増えたことになり、こ

のための事前準備等支援業務

においても様々な向上が見ら

れるため、今後の継続も考え

られる。 

・WPI 事業の中でのダイバー

シティを検討してもらいた

い。 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/03_sinsa.html 

 

□令和３(2021)年度採択拠点 

令和３(2021)年度新規採択拠点の公募に対する 7件の申請について、プログラム

委員会及びプログラム委員会の下に設置された審査委員会により、二段階の書類

審査と合議審査により絞り込みを行った上でヒアリングを行う三段階の審査によ

り、１件の採択候補拠点を決定するとともに審査委員会からのコメントをとりま

とめ、文部科学省に報告した（その後、同省において 1件の採択拠点を決定・発

表）。 

審査においては、システムレビュア 6 名及びサイエンスレビュア 30 名を選考

し、国内外の研究者によるサイエンスメリットとシステム改革面の両面から詳細

な審査を行うとともに、各審査委員の利益相反に配慮した。また、審査結果につ

いては、事業ウェブサイトで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/03_sinsa.html 

 

□令和４(2022)年度採択拠点 

文部科学省が令和４(2022)年度に新規 3 拠点を採択することに伴い、文部科学省

及び PD、DPD と協議の上公募要領等を策定し、プログラム委員会国内委員会（国

内のプログラム委員による会議。以下「国内委員会」という。）の承認を得て公募

を行い、16件の申請を受け付けた。プログラム委員会及びプログラム委員会の下

に設置された審査委員会により、二段階の書類審査及びヒアリングを伴う三段階

審査を行い、３ 件の採択候補拠点を決定するとともに審査委員会からのコメン

トをとりまとめ、文部科学省に報告した（その後、同省において３件の採択拠点

を決定・発表）。審査においては、システムレビュア 7 名及びサイエンスレビュ

ア 54 名を選考し、国内外の研究者によるサイエンスメリットとシステム改革面

の両面から詳細な審査を行うとともに、各審査委員の利益相反に配慮した。また、

審査結果については、事業ウェブサイトで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/03_sinsa.html 

 

□令和５(2023)年度採択拠点 

文部科学省が令和５年度に新規拠点を採択することに伴い、伴走成長方式の「WPI 

CORE」及び「複数のホスト機関で提案する WPI」という二つの新方式による公募

の実施となったことを踏まえて各種関係文書や手続きを改定・整備した上、プロ

グラム委員会国内委員会の承認を得て公募を行い、「WPI CORE」17件、「複数のホ

スト機関で提案する WPI」2 件の申請を受け付けた。 

 

■フォローアップ 

・「世界トップレベル研究拠点プログラム委員会規程」等に基づき、以下のとおり

拠点構想進捗状況の把握と適切な管理を実施した。また、フォローアップにおい

ても各委員等の利益相反に配慮した。 

□平成 19(2007)年度採択拠点（5拠点） 

平成 28(2016)年度に補助金支援期間 10 年目を迎え、プログラム委員会において

策定時には予測していなかった状況下

においても、新型コロナウイルス感染

症の影響による困難を様々な工夫で乗

り越え、例年どおりの水準で達成され

ている。 

 

・関連指標である４－Ａについて、第４

期中期目標期間において補助金支援期

間の最終年度を迎えた拠点の最終評価

及び平成 29(2017)年度に WPIアカデミ

ーに認定された拠点のアカデミー認定

継続に係る評価を、それぞれプログラ

ム委員会及び国内委員会が行い、評価

を行ったすべての拠点が世界最高水準

であると認定されており、中期目標に

定められた割合（100％）を達成してい

る。 
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「研究水準及び運営が世界トップレベル（“world premier”status）である」と

認められて「WPIアカデミー」拠点に認定された 5 拠点のうち、平成 28(2016)年

度に補助金支援期間が終了した 4拠点に対しては、AD・AO による拠点視察訪問を

毎年度実施し、その結果をプログラム委員会に報告した。また、令和２(2020)年

度は当該 4 拠点が WPIアカデミーとしての水準を引き続き維持しているかを確認

するため、AD、PD、DPD 及び拠点担当の AO を中心とした WPI アカデミー拠点作業

部会による現地視察（オンライン会議方式）を実施し、国内委員会において 4 拠

点を継続してアカデミー拠点として認定することを決定した。 

補助金支援期間が 5 年間延長された１拠点については PD、DPD 及び拠点担当の PO

を中心とした拠点作業部会による現地視察を行い、補助金支援期間最終年度に当

たる令和３(2021)年度においてはプログラム委員会において最終評価を実施し、

引き続き高い水準で“world premier”status を維持している旨確認した。 

なお、AD・AO による拠点視察訪問及びプログラム委員会への報告によるフォロー

アップは、令和４(2022)年度も継続して実施した。 

 

□平成 22(2010)年度採択拠点（1拠点） 

PD 及び拠点担当の PO を中心とした拠点作業部会による現地視察を行うととも

に、プログラム委員会が進捗状況についてヒアリングを実施し、フォローアップ

結果として、拠点の改善すべき点等をとりまとめた。補助金支援期間最終年度に

当たる令和元(2019)年度においては、プログラム委員会において最終評価を実施

し、「研究水準及び運営が世界トップレベル（“world premier”status）である」

と認められた。また、同拠点についても申請に基づく国内委員会での審査により

「WPI アカデミー」拠点に認定された。 

令和２(2020)年度からは AD・AO による拠点視察訪問を通じてアカデミー拠点の

活動が世界トップレベルとして相応しい水準を確保していることを確認し、その

結果をプログラム委員会に報告する形でフォローアップを行っている。当該フォ

ローアップは令和４(2022)年度も継続して実施した。 

 

□平成 24(2012)年度採択拠点（3拠点） 

PD及び拠点担当のPOを中心とした拠点作業部会による現地視察を行うとともに、

プログラム委員会が進捗状況についてヒアリングを実施し、フォローアップ結果

として、拠点の改善すべき点等をとりまとめた。補助金支援期間最終年度に当た

る令和３(2021)年度においてはプログラム委員会において最終評価を実施し、す

べての評価対象機関が「研究水準及び運営が世界トップレベル（“ world 

premier”status）である」と認められた。また、同拠点のうち 2拠点については

令和 3(2021)年度の国内委員会での審査により、1 拠点については令和４(2022)

年度のプログラム委員会での審査により、「WPIアカデミー」拠点に認定された。 

令和４(2022)年度は、当該 3 拠点についても AD・AO による拠点視察訪問を実施

し、拠点の活動が世界トップレベルとして相応しい水準を確保していることを確

認した。（確認の結果は令和５(2023)年度のプログラム委員会にて報告予定。） 

 

なお、令和 4（2022）年度における「WPI アカデミー」拠点への AD・AO の訪問は、

新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限が緩和された状況を踏まえつ
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つ、訪問者側と拠点側出席者との間でより一層円滑なコミュニケーションを図れ

るよう、令和 4（2022）年 11月から令和 5年 3 月にかけて実際に拠点を訪問する

対面会議の方式で実施した。 

 

□平成 29(2017)年度採択拠点（2拠点） 

PD 及び拠点担当の PO を中心とした拠点作業部会による現地視察を行うととも

に、プログラム委員会が進捗状況についてヒアリングを実施し、フォローアップ

結果として、拠点の改善すべき点等をとりまとめた。また、補助金支援期間 5 年

目に当たる令和３(2021)年度においては中間評価を実施し、拠点長及びホスト機

関長からヒアリングを行うと共に、POが現地視察の状況を報告し、プログラム委

員が各拠点の進捗状況を確認・評価すると共に、改善すべき点等を取り纏め、最

終年度に向けて“world premier” status が確保できるよう、拠点構想の改善に

つなげた。 

 

□平成 30(2018)年度採択拠点（2拠点） 

PD及び拠点担当のPOを中心とした拠点作業部会による現地視察を行うとともに、

プログラム委員会が進捗状況についてヒアリングを実施し、フォローアップ結果

として、拠点の改善すべき点等をとりまとめた。補助金支援期間 5年目に当たる

令和４(2022)年度においては中間評価を実施し、プログラム委員による各拠点の

進捗状況の確認・評価結果及び改善すべき点等を取り纏めた。 

 

□令和 3(2021)年度採択拠点（1拠点） 

PD 及び拠点担当の PO を中心とした拠点作業部会による現地視察を行うととも

に、プログラム委員会が進捗状況についてヒアリングを実施し、フォローアップ

結果として、拠点の改善すべき点等をとりまとめた。 

 

□令和 4(2022)年度採択拠点（3拠点） 

令和 4（2022）年度に新たに採択された 3つの WPI 拠点に対して、令和 5(2023)年

1 月から 2 月にかけて PD、DPD、PO による拠点訪問を実施した。拠点訪問では拠

点長及びホスト機関の長などから拠点の立ち上げ状況を聴取し、意見交換を行う

とともに、WPI の趣旨に沿った研究拠点として順調な発展が望めるよう、必要に

応じて助言を行った。 

拠点訪問は、新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限が緩和された状況

を踏まえ、実際に拠点を訪問して対面会議の方式で行い、PD 等の訪問者側と拠点

側出席者との間でより一層円滑なコミュニケーションが行われるように努めた。 

 

なお、補助金支援期間にあるその他の拠点についても令和 5（2023）年 1 月から

3 月にかけて PD、DPD、PO による拠点訪問を対面会議の方式で行い、拠点長及び

ホスト機関の長などにプログラム委員会による中間評価又は年次フォローアップ

の結果を伝達するとともに、必要に応じて助言を行った。 

 

■PDPO・ADAO会議の開催 

PD、PD 代理、AD、PO 及び AOが集う PDPO・ADAO会議を毎年開催し、評価者間の情
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報共有に努めた。 

 

■WPI プログラムの成果の最大化に向けた活動への支援 

業務の実施にあたっては、アウトリーチ担当者による会議を通じ、WPI 拠点や文

部科学省との情報・方向性の共有を図った。また実施した取組は、アンケート結

果や取組の効果、アウトリーチ担当者会議での各担当者からの意見等を踏まえ、

振興会理事、PD、DPD、AD 等で構成される WPI センター会議において、幅広い対

象を適切にカバーできているか、認知・理解の向上に繋がる種をどれだけまいた

か、目的に則した取組であったか等の観点から評価し、その結果を次の取組にフ

ィードバックした。 

 

□WPI のブランディング等 

WPI プログラム全体が社会から「見える」存在となることを目指し、以下の取組

を行った。 

●WPI のブランディングに向けた取組 

・国内外に向けた情報発信媒体として、事業及び各拠点の概要と成果を示したパ

ンフレット（日英併記）を作成・配布したほか、振興会ウェブサイトにおいても

日英ほぼ同内容の情報を適宜発信した。さらに、各拠点からの要望を踏まえ、日

英二言語で制作した WPI 事業紹介リーフレットについても、在京大使館、科学・

技術関連機関及び本会海外研究連絡センター等に配布した。 

また、国内に向けた取組としては、「WPI サイエンスシンポジウム」を WPI 拠点と

の協力により年 1 回開催し、幅広い世代を対象に、科学・技術や研究への理解向

上と関心醸成を目的として世界最高水準の科学を紹介するとともに、研究者との

直接対話の機会を提供した。同シンポジウムは、新型コロナウイルス感染症の拡

大により集合会議の開催が困難となった令和２(2020)年度以降もオンライン会議

を活用して着実に実施しており、令和２(2020)年度は約 300 名、令和３(2021)年

度は約 570 名、令和４(2022)年度は約 280 名の参加者を得た。また、平成 30(2018)

年及び令和元(2019)年度はスーパーサイエンスハイスクール（SSH）生徒発表会へ

のブース出展を行ったほか、令和２(2020)年度は高校生向け WPI シンポジウムの

オンライン開催を行い、令和３(2021)年度は「WPI サイエンスシンポジウム」に

おいて集合会議とオンラインを併用したハイブリッド形式を採用しつつ高校生に

よる研究口頭発表とポスター発表も実施し、発表に対して WPI拠点の研究者がフ

ィードバックを行う双方向の交流も行うなど、若い世代の基礎科学、基礎研究に

対する興味・関心の向上に向けた取組も継続的に推進している。なお、令和３

(2021)年度における同シンポジウム参加者へのアンケートでは、高校生を中心と

した回答者の 87％が「基礎科学、基礎研究に対する興味・関心が更に高まった」

と答えており、当初の目的を高い水準で達成していることが確認された。 

同シンポジウムは令和 4(2022)年度もハイブリッド形式で開催し、参加者アンケ

ートでは 98％が「基礎科学、基礎研究に対する興味・関心が更に高まった」と回

答している。 

一方、海外に向けた取組としては WPIの国際的ブランド価値向上のため、振興会

の海外研究連絡センターと連携し、センターが在外公館等と共催するシンポジウ

ムにおいて WPI拠点の研究者が WPI やその成果を紹介する機会を設けるほか、令
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和２(2020)年度及び令和３（2021）年度には在京の各国大使館と連携して「WPI大

使館セミナー/S&TDC連携セミナー」を開催（オンライン）し、WPIの事業紹介の

ほか、WPI 拠点からの要望を踏まえ、大使館側からは日本からも応募が可能な海

外のファインディング情報の紹介を受けることにより、拠点のファンドレイジン

グ活動にも資する双方向の情報交換を実現した。同セミナーには、令和２(2020)

年度に約 100 名、令和３(2021)年度も約 70 名の参加を得ている。 

令和 4（2022）年度には、「国際研究拠点形成総合支援事業」における要求に応え、

「初等・中等教育段階」も含めた社会との協働に係る取組として、小中学生やそ

の親を主たる読者層とした定期刊行物においてペイドパブリシティ（記事体広告

の掲載）を実施した。具体的には、株式会社朝日新聞出版が刊行する「ジュニア

エラ」（発行部数 25,000 部）及び「AERA with Kids」（発行部数 24,200部）にお

いて、合計 3 回にわたり 7 つの WPI 拠点とその研究者を紹介する記事体広告を掲

載し、小中学生とその家族に対して「研究者・研究という仕事」の魅力を伝える

とともに、先端的な研究の場である WPI に対する関心と理解の増進を図った。当

該記事体広告はウェブサイト「AERA dot.」において無料で読むことができるよう

にしたほか、抜き刷り冊子を全国 200の小学校に配布して、広告効果の向上を図

った。なお、「AERA dot.」に掲載した記事体広告のページビュー数は公開から 1

か月間で 19,000 を超えたほか、読者アンケートでは「記事を読んで WPIのことを

もっと知りたいと思いましたか」との問いに対して回答者の 98.8%が「そう思う」

又は「非常にそう思う」と回答した。 

また、本企画の一環として筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）の

研究者を招いた「AERA with Kids」のインスタライブも開催し、研究者が視聴者

からの質問に答える双方向の交流も実現することで、WPI に対する理解・関心の

一層の促進にも努めた。当該インスタライブの延べ視聴回数（アーカイブ視聴を

含む。）は 5,000 回に達した。 

令和 4（2022）年度においては、国内外における WPI のプレゼンスを高めるため

の更なる施策として、各 WPI拠点と WPI プログラムとの関係性を明示的に打ち出

して事業自体の存在感を印象付けることを狙いとしたプロモーション動画の制作

を開始した。当該動画制作においては全 17の WPI 拠点での撮影を行うこととし、

令和 4（2022）年度においては 5 つの拠点でそれぞれ 2 日間にわたる撮影を行っ

た。撮影にあたっては、事前に撮影業者を伴って拠点に赴き、撮影内容や撮影場

所等についての綿密な打合せを行い、事業の広報のみならず、個々の WPI 拠点に

とっても広報効果の高い動画となるように努めた。更に、WPI のイメージをより

広く社会に認知してもらうための WPIのロゴを活用したブランディングクリップ

動画も作成した。 

その他の取組としては、WPIの公式 Facebook アカウントにおいて、各拠点の研究

成果やイベント等の周知を行ったほか、科学に興味がある一般層に向けてわかり

やすく発信することを目的として、毎年度、講談社ブルーバックス公式サイト上

に WPI 拠点の研究成果を記事として掲載する取組を行っている。 

 

過去のサイエンスシンポジウム開催実績 

年度 開催日時 主催拠点 テーマ 参加者数 

(参加者アンケート
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の回答に占める肯定

的評価の割合) 

H30 H30年 12 月 27 日 ITbM トランスフォームする

サイエンス～分野をつ

ないで世界を変える～ 

820名 

（92%） 

R 元 R2 年 1月 12 日  Kavli 

IPMU 

数学の驚くべき力―数

学が繋ぐ多様な世界 

約 480 名 

（89%） 

R2 R3年 2月 7日～

8 日 

（オンライン） 

ELSI 21 世紀の「生命」研究 約 300 名 

（78%） 

R3 R3年 12月 18日 

（ハイブリッ

ド） 

NanoLSI 未 来 へ 向 か う Nano 

World 

約 570 名 

（87%） 

R4 R4年 11月 23日

（ハイブリッ

ド） 

IRCN 科学で拓く無限大の可

能性 

284名 

（98%） 

 

その他の会議開催・出席等 

年度 内 容 

H30 ・SSH 生徒研究発表会へのブース出展 

・AAAS年次総会へのブース出展 

・研究大学コンソーシアム(RUC)とシンポジウムを共催 

・Royal Society 、在外公館との英国でのシンポジウムにおいて WPI

を紹介（ロンドン研究連絡センターとの連携） 

R 元 ・SSH 生徒研究発表会へのブース出展 

・研究大学コンソーシアム(RUC)とシンポジウムを共催 

・ライフサイエンスに関する４拠点の最新の研究成果を企業関係者に

紹介するネットワーキングナイトを開催 

・米国ボストンの日本の研究成果を発信するフォーラムにて WPI 拠点

の研究活動・成果を紹介（ワシントン研究連絡センターとの連携） 

R2 ・高校生向け WPI シンポジウム 2020(オンライン) 

・研究大学コンソーシアム(RUC)とシンポジウムを共催(オンライン) 

・S&T Diplomatic Circle との連携セミナーを開催(オンライン) 

R3 ・研究大学コンソーシアム(RUC)とシンポジウムを共催(オンライン) 

・S&T Diplomatic Circle との連携セミナーを開催(オンライン) 

・米国ボストンの日本の研究成果を発信するフォーラムにて WPI 拠点

の研究活動・成果を紹介（ワシントン研究連絡センターとの連携） 

R4 ・研究大学コンソーシアム(RUC)とシンポジウムを共催(オンライン) 

・米国ワシントン D.C.で開催された日本の研究成果を発信するフォ

ーラムにて WPI事業及び WPI拠点の研究活動・成果を紹介（ワシント

ン研究連絡センターとの連携） 

・米国ワシントン D.C.で開催された全米科学振興協会（AAAS）の年次
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会合にて、WPI 事業の紹介（ワシントン研究連絡センターとの連携） 

※上記には、各拠点が独自に開催しているシンポジウムやセミナーは計上してい

ない。 

 

●ファンドレイジング活動の支援 

・ファンドレイジング活動に関しては、WPI 拠点が応募可能な資金獲得機会の情

報提供活動を推進している。具体的には、平成 30(2018)年度に WPIアカデミー拠

点にファンドレイジングの専門家を派遣し、拠点が主体的に行うファンドレイジ

ング活動の支援を行った。また、WPI 拠点及びその所属機関関係者を対象とした

ファンドレイジングセミナーを令和２(2020)年 5月にオンラインで開催し、先行

してファンドレイジングに取り組む拠点による事例発表やクラウドファンディン

グの専門家による講演を行い、参加者の 8割以上から「満足した」との評価を得

た。また、「WPI大使館セミナー/S&TDC 連携セミナー」において、大使館側による

「日本から応募可能な海外のファンディング情報」の紹介をプログラムに盛り込

み、WPI 拠点からの要望に応えた。（再掲） 

また、各拠点の事務部門長と本会及び文部科学省の WPI担当者が情報の伝達・共

有のために年 1回開催している「事務部門長会議」において、国際的な資金調達

の一助としての情報提供として令和３(2021)年 11 月にエルゼビアが日本でのサ

ービスを開始した、国際的研究資金検索サービス「Funding Institutional」につ

いてエルゼビアの担当者からの説明を受ける機会を設けた。 

このほか、ファンドレイジングに係る基礎知識・ノウハウ及びファンドレイジン

グ研修の資料一式、各拠点の取組事例、ファンドレイジング活動の体験インタビ

ュー記事を、振興会が WPI 拠点の知見を国内の大学等と共有するプラットフォー

ムとして開設したウェブサイト「WPI Forum」の関係者限定ページに掲載して拠点

間のノウハウ展開を推進している。 

WPI Forum：https://wpi-forum.jsps.go.jp/ 

 

●国際頭脳循環の促進に繋がる活動の支援 

・日本の国際頭脳循環の加速・拡大に資するべく、WPI アカデミー拠点と業務委

託契約を締結し、海外の研究者の招へい、WPI アカデミー拠点の研究者の海外へ

の派遣や、国際シンポジウムの開催などの活動を毎年度支援している。 

 

□情報収集・分析 

・令和２(2020)年度及び令和３(2021)年度には、今後の WPI のブランディング戦

略を検討する上での基礎資料として、世界各国の大学等研究機関、ファンディン

グエージェンシー、有力科学誌等における WPI 事業の定性的評価を分析するため、

インタビュー調査を専門とするシュプリンガー・ネイチャー社等に委託して 66人

の対象者（学識経験者 55人、編集者 3 人、政策立案者/行政関係者 8 人）に対し

てインタビューを行い、分析した結果を調査報告書に纏めた。また、WPI 拠点の

行った研究の科学的・社会的インパクトについても、専門家による書誌学的分析

と SNS 等の分析結果を調査報告書に纏めた。 

これらの調査では、各拠点の研究力は非常に高く評価されており、基礎研究を通

じて社会的・科学的に顕著なインパクトを与えていることが示される一方、拠点
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群としての WPIの認知度には向上の余地があることが確認され、今後のブランデ

ィング戦略における課題を明確化することができた。 

また、WPI 拠点への在籍が国際的な頭脳循環にどのように貢献しているかを可

視化するため、WPI 拠点に過去在籍した研究者について、WPI在籍前、在籍中、在

籍後の業績や職位等を比較して WPI 拠点を経てキャリアがどのように変化したか

を明らかにする調査分析を行い、調査報告書に纏めた。 

 なお、これらの報告書は、いずれも本会ウェブサイトにて公開している。 

調査報告書の URL：https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/20_reports.html 

令和 4(2022)年度においては、情報科学分野の研究成果は学術雑誌への論文掲

載よりも学会のプロシーディング（講演要旨）として発表されることが多いこと

を踏まえ、情報科学分野における科学的成果の評価手法を検討するための基礎情

報を得るため、情報科学分野の会議録文献を広範囲にカバーするデータベースを

用いた試験的な調査・分析を行った。 

 

 

□成果の共有・展開 

・WPI 拠点の知見を国内の大学等と共有するプラットフォームとして平成

30(2018)年度に「WPI Forum」ウェブサイトを開設し、外国人研究者の受入に関す

るノウハウ等を掲載している。開設以来コンテンツ充実に向けた取り組みを続け、

令和３(2021)年度には WPI 拠点だからこそ生まれてきた融合研究や、新たな研究

領域を創成した事例などを、その研究が生まれるに至った仕掛けなども含めて紹

介する「WPI ならではの研究創成ものがたり」の連載を開始し、4件のインタビュ

ー記事を公開した。令和 4(2022)年度も当該取組を継続し、4 件のインタビューを

掲載した。 

また、本会が研究とライフイベントの両立に関する情報発信等を行うために令和

３(2021)年 5 月に公開したウェブサイト「CHEERS!」にも「WPI Forum」のコンテ

ンツへのリンクを設定することで、多様性のある研究環境の実現に向けた WPI 拠

点の取組が、より多くの大学等に共有されるよう展開を推し進めた。 

WPI Forumの URL: https://wpi-forum.jsps.go.jp/ 

CHEERS!の URL：https://cheers.jsps.go.jp/casestudy/ 

 

このほか、研究大学コンソーシアム（RUC）が主催するシンポジウムに共催機関と

して参画し、大学、研究機関の研究者や URA を対象とした分科会の企画を担当し

たことなどにより、WPI拠点が培ったノウハウ等の共有・展開を図っている。 

 

・また、WPI事業を通じて我が国で研究を行った経験のある研究者の Alumni 組織

確立に向けて、各拠点における Alumni データベースの構築を促進するため、本会

が作成した「Alumni 研究者等データベース雛形」を各拠点に配布した。これと併

せ、各拠点事務部門の実務担当者を集めて令和３(2021)年 5 月に開催した「実務

担当者会議」において、雛形のデモンストレーションを行い、効果的な利用の促

進に努めた。なお、実務担当者会議では前出の現地視察におけるポータルサイト

を用いたポスターセッションについても本会の職員がシステムのデモンストレー

ションを行いながら詳しい説明を行った。このような取組に対して、実務担当者
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会議参加者へのアンケートでは 81%の回答者が「参考になった」との回答を寄せ

ている。 

令和 4(2022)年度においても、新規採択拠点に対するデータベース雛形の配布を

行い、Alumniデータベースの構築を促した。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

令和２(2020)年度以降、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を受け、

従来は集合会議形式で行っていた会議や拠点に赴く現地視察等、審査・評価・進

捗管理に係るほぼ全ての会議をオンラインにて実施することで、委員や拠点関係

者の安全を確保しつつ着実に目的を達成した。令和２(2020)年 6 月から開始され

た現地視察（国内外の委員等約 50名が参加）のオンライン化にあたっては、まだ

評価者、評価される各拠点、振興会事務局の誰にとってもオンライン対応が浸透

しておらず不慣れであることを想定し、オペレーション事務にかかるマニュアル

を早期（5月中）に整備し、委員、拠点と連携し、テスト接続を行い通信トラブル

の事前回避を図る等、入念に事前準備を行うことで万全の体制を整え、従来の対

面型現地視察等を通じて行うフォローアップに限りなく近いフォローアップを実

施した。 

令和３(2021)年度においては前年度の経験を踏まえ、オンラインで行う拠点への

現地視察が実際の現地訪問により近い内容となるように工夫を凝らし、「拠点の

主な研究者による研究成果発表と質疑応答」、「若手研究者によるポスターセッシ

ョン」及び「研究現場の設備や環境に関する動画の視聴による視察」を内容に加

え、8 拠点の現地視察では全ての拠点の作業部会メンバーから、若手研究者の現

状を把握する上で有意義であったとの評価を得た。 

プログラム委員会における令和３(2021)年度新規採択拠点の審査においては、各

委員がオンライン上の Web フォームに評価を入力し、集計結果を迅速に集計・共

有できる方式を導入したことにより、円滑かつ効率的な合議審査を実現した。 

（なお、令和 4年 11 月以降に実施した PD・PO、AD・AO による拠点訪問について

は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和された状況を踏まえ、対面

会議方式での開催を再開している。） 

 

成果の最大化に係る業務においても、令和２(2020)年度以降はほぼ全ての会議

や催しをオンライン会議又はオンラインと集合会議を併用したハイブリッド形式

にて実施した。特に、「WPIサイエンスシンポジウム」においてはオンライン導入

後も令和 3(2021)年度にはスーパーサイエンスハイスクール（SSH）研究発表会と

の合同企画とすることで高校生による研究口頭発表とポスター発表も実施し、発

表に対して WPI拠点の研究者がフィードバックを行う双方向の交流も行うなど、

幅広い世代を対象として世界最高水準の科学を紹介するとともに、研究者との直

接対話の機会を提供し、科学・技術や研究という営みへの理解向上と関心醸成を

目指す本来の趣旨を献じている。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

■基金の設置 

・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法律第 63 号）

（２）地域の中核・特色ある研究大学の

強化促進 

補助評定：b 

― （２）地域の中核・特色ある

研究大学の強化促進 

補助評定：b 
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第 27 条の２第１項に基づき、中期目標等の変更を受けて、国から交付された補

助金により、新たに「地域中核研究大学等強化促進基金」を令和５(2023)年３月

27 日付けで造成した。 

 

■体制及び関連規程の整備 

・地域の中核大学や研究の特定分野に強みを持つ大学が、その強みや特色のある

研究力を核とした経営戦略の下、他大学との連携等を図りつつ、研究活動の国際

展開や社会実装の加速等により研究力強化を図る環境整備を支援する「地域中核・

特色ある研究大学強化促進事業」について、国の定めた制度・方針に従い、審査・

評価・進捗管理、交付業務及び事業成果の最大化に向けた必要な支援業務等を行

うため、組織規程を改正し、令和５(2023）年１月１日付けで経営企画部に大学経

営支援課を設置した。 

・本事業の効果的な運用を目指し、文部科学省と定期的に協議を行うとともに、

令和５(2023）年度からの事業公募に向け、「地域中核・特色ある研究大学の振興

に係る事業推進委員会規程」を定め、審査・評価・進捗管理等の実施体制を整備

した。 

・「独立行政法人日本学術振興会地域中核研究大学等強化促進基金設置規程」等の

関係規程を整備し、基金の適切な管理・運用体制を構築した。 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていることか

ら、評定を b とする。 

・組織規程を改正し、経営企画部に大学

経営支援課を設置するとともに、「地域

中核・特色ある研究大学強化促進事業」

の公募等に向けた業務に必要な人員を

確保し、体制を整備したことは評価で

きる。 

・本事業の制度設計に係る文部科学省

の検討状況について情報収集及び定期

的に協議を行うとともに、「地域中核・

特色ある研究大学の振興に係る事業推

進委員会規程」を定め、令和５(2023）

年度以降に、国の定めた制度・方針等を

踏まえた審査・評価・進捗管理等を実施

するための体制整備を行ったことは評

価できる。 

・基金造成に必要な諸規程の整備を行

い、基金の適切な管理・運用体制を構築

し、国から交付された補助金により、本

事業の実施に必要な「地域中核研究大

学等強化促進基金」を新たに造成した

ことは、中期計画通り着実に業務を実

施していると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・今後、国の定めた制度・方針等を踏ま

え、振興会に設置する「地域中核・特色

ある研究大学の振興に係る事業推進委

員会」において、公募に向けた検討を行

う。また、公募終了後は公正性、透明性

を確保した適切な審査等を実施する。 

・事業の着実な実施に向けて、進捗管理

体制の整備・充実を図りつつ、情報の積

極的な発信にも努めていく。 

 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・「地域中核・特色ある研究大

学強化促進事業」の実施にあ

たり、経営企画部に大学経営

支援課を設置するなど必要な

体制整備を行ったこと、また、

令和５(2023)年度からの公

募、審査・評価・進捗管理等

に向けた関係規程の整備及び

基金の造成等が着実に進めら

れていることは評価できる。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・国の定めた制度・方針等を

踏まえ、文部科学省とも連携

し、本事業の効果的な運用を

図ることを期待する。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

＜主要な業務実績＞ 

●委員会等開催実績 

（３）大学教育改革の支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

（２）大学教育改革の支援 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 

（３）大学教育改革の支援 

補助評定：ａ 

＜補助評定に至った理由＞ 
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４－２ 大学教育

改革の支援及び大

学のグローバル化

の支援における国

の方針を踏まえた

審査・評価等の実

施状況（委員会の

開催実績等を参考

に判断） 

 

【関連指標】 

４－Ａ 大学等に

おける教育研究拠

点の形成やグロー

バル化の取組等を

支援する事業にお

ける採択機関の取

組状況 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

４－Ａ 振興会の

関与を通じ、国の

方針を踏まえた取

組が適切に行われ

たかを把握するた

め、事業採択機関

における取組状況

について事後評価

等を通じて毎年度

確認を行うととも

に、前中期目標期

間における実績

（世界最高水準の

研究拠点の形成を

目指す事業につい

ては、研究水準及

び運営のいずれも

世界最高水準であ

ると認定された割

合が 100％（平成

博士課程教育リーディングプログラム委員会  ２回 

同 類型別審査・評価部会 ６０回 

 同 PO 会議 ２回 

卓越大学院プログラム委員会  １８回 

同 審査・評価部会 ３３回 

 同 PO 会議 ３回 

デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業委員会 ４回 

大学教育再生加速プログラム委員会 １３回 

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業プログラム委員会 １２回 

知識集約型社会を支える人材育成事業プログラム委員会 １８回 

地域活性化人材育成事業～ＳＰＡＲＣ～委員会 ５回 

 

【博士課程教育リーディングプログラム】 

（平成 30(2018)年度） 

・平成 24(2012)年度採択プログラム 24 件に対して、プログラム委員会及び類型

別審査・評価部会において書面評価、現地調査、ヒアリング、合議評価を経て、

補助事業終了後の教育研究活動の持続的展開及びその水準の向上とさらなる発展

に資するための助言を含め、事後評価結果案をとりまとめ、プログラム委員会に

おいて審議・決定した上で、ウェブサイト等において速やかに公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-

hakasekatei/data/shinsa_kekka/h24shinsa_kekka.pdf 

・評価はＳ～Ｃの 4 段階で実施し、Ｓ評価７件、Ａ評価１０件、Ｂ評価７件、Ｃ

評価０件であった。 

（令和元(2019)年度） 

・平成 25(2013)年度採択プログラム 18 件に対して、プログラム委員会及び類型

別審査・評価部会において書面評価、現地調査、ヒアリング、合議評価を経て、

補助事業終了後の教育研究活動の持続的展開及びその水準の向上とさらなる発展

に資するための助言を含め、事後評価結果案をとりまとめ、プログラム委員会に

おいて審議・決定した上で、ウェブサイト等において速やかに公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-

hakasekatei/data/shinsa_kekka/h25shinsa_kekka.pdf 

・評価はＳ～Ｃの 4 段階で実施し、Ｓ評価６件、Ａ評価７件、Ｂ評価５件、Ｃ評

価０件であった。 

 

【卓越大学院プログラム】 

（平成 30(2018)年度） 

・38 の国公私立大学から 54 件の申請を受け付け、審査・評価部会において客観

的かつ公平・公正な審査を経て、プログラム委員会において 13 大学・15 件のプ

ログラムを選定した。審査終了後、選定結果を速やかに公表したほか、採択理由

及び不採択理由を各申請大学に通知し、審査の透明性を確保した。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/followup_h30.html 

 

（令和元(2019)年度） 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し、中期目標を上回る実績を上げて

いることから評定を aとする。 

・大学改革や人材育成等の国の助成事

業について、事業ごとに委員会や部会

等を合計 170 回開催し、審査・評価業

務に従事している。事業の実施にあた

っては、事業ごとにそれぞれ国の定め

た制度・方針等を踏まえて、専門家によ

る公正な審査・評価体制を整備し、事業

の透明性、信頼性、継続性を確保してい

るとともに、審査・評価結果等の速やか

なウェブサイト掲載、事業内容を紹介

するパンフレット（英語版・日本語版）

の作成など、広報戦略について検討を

行い積極的な情報公開を着実に実施し

ている。 

・審査・評価実施機関の公募が行われ、

振興会の有する審査・評価に関する知

見が活用できる場合には、当該事業へ

の応募及び実施機関として選定される

よう努め、新たに４事業（卓越大学院プ

ログラム、デジタルと掛けるダブルメ

ジャー大学院教育構築事業、知識集約

型社会を支える人材育成事業、地域活

性化人材育成事業～ＳＰＡＲＣ～）の

業務を実施していることは高く評価で

きる。 

・委員会等において、委員の事業全般に

係る意見や中間評価アンケート調査結

果の概要の文部科学省への提供や、文

部科学省も交えた議論を行っており、

今後の政策に活かせるものと高く評価

できる。 

 

【博士課程教育リーディングプログラ

ム】 

・各プログラムに対して事後評価を適

切に実施し評価結果をとりまとめると

ともに、その結果を速やかに公表した

ことは、評価の透明性及び信頼性の確

保の点で高く評価できる。 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回るペースで実績を

上げていると見込まれること

から評定を a とする。 

・大学教育改革の支援に関し

ては、振興会の有する審査・

評価業務に関する知識と経験

十分生かされ、それぞれのプ

ログラムに対して適切な委員

会や専門部会の設置、運営が

なされ、事業の円滑な推進に

貢献している。また、その実

績に基づき、卓越大学院プロ

グラム及び知識集約型社会を

支える人材育成事業の新規 2

事業の実施機関に選定された

ことは、高く評価できる。 

・各プログラムに対して評価

を適切に実施し評価結果をと

りまとめるとともに、その結

果を速やかに公表したこと

は、透明性、信頼性の確保の

点で高く評価できる。 

・フォローアップの一環とし

て行われた委員現地視察にお

いても、現地視察の実効性を

担保するための様々な工夫を

行ったことや、新型コロナウ

イルス感染症の影響下での各

プログラムの取組を丁寧にフ

ォローアップし、現地視察報

告書に記載することにより、

対応事例の共有を図ったこと

は、ポストコロナも見据えた

取組と言える。 

・審査・評価結果等の速やか

なホームページ掲載、事業内

容を紹介するパンフレット

（英語版・日本語版）の作成

など、広報戦略について検討

を行い積極的な情報公開を着

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい

ると言えることから評定を a

とする。 

・大学教育改革の支援に関し

ては、振興会の有する審査・

評価業務に関する知識と経験

が十分生かされ、それぞれの

プログラムに対して適切な委

員会や専門部会の設置、運営

がなされ、事業の円滑な推進

に貢献している。また、その

実績に基づき、卓越大学院プ

ログラム、デジタルと掛ける

ダブルメジャー大学院教育構

築事業、知識集約型社会を支

える人材育成事業及び地域活

性化人材育成事業～ＳＰＡＲ

Ｃ～の新規４事業の実施機関

に選定されたことは、高く評

価できる。 

・各プログラムに対して評価

を適切に実施し評価結果をと

りまとめるとともに、その結

果を速やかに公表したこと

は、透明性、信頼性の確保の

点で高く評価できる。 

・フォローアップの一環とし

て行われた委員現地視察にお

いても、現地視察の実効性を

担保するための様々な工夫を

行ったことや、新型コロナウ

イルス感染症の影響下での各

プログラムの取組を丁寧にフ

ォローアップし、現地視察報

告書に記載することにより、

対応事例の共有を図ったこと

は、ポストコロナも見据えた

取組と言える。 

・審査・評価結果等の速やか

なウェブサイト掲載、事業内
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28 年度実績）、大

学教育改革の支援

及び大学のグロー

バル化の支援につ

いては、想定どお

り、あるいはそれ

以上の成果を上げ

たとする事業の割

合が 75％（平成

25～28 年度にお

ける中間評価及び

事後評価の実

績））を基準とし

た状況変化を評価

において考慮す

る。 

・29 の国公私立大学から 44 件の申請を受け付け、審査・評価部会において客観

的かつ公平・公正な審査を経て、プログラム委員会において９大学・11 件のプロ

グラムを選定した。審査終了後、選定結果を速やかに公表したほか、採択理由及

び不採択理由を各申請大学に通知し、審査の透明性を確保した。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/followup_r1.html 

・26の全採択プログラムに対して、日常的な進捗状況の把握、相談、助言等を行

うプログラムオフィサー（以下、「PO」という）による現地訪問や、フォローアッ

プ担当の評価委員による現地視察を着実に実施した。その中で、各採択プログラ

ムの進捗状況及び採択時に示した留意事項等への対応状況の確認し、その結果を

各プログラムに示すことにより、改善を要する点等への今後の対応を求めた。ま

た、PO 会議を開催することで、文部科学省やプログラム委員会からの情報提供や

PO との意見交換を通じ、フォローアップ体制の充実・強化に引き続き努めた。 

・各採択プログラムの概要・成果を分かりやすく説明したパンフレットを作成し

広く配布するとともに、ウェブサイトにおいて公開することで、事業の広報に努

めた。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/brochure.html 

 

（令和２(2020)年度） 

・27 の国公私立大学から 42 件の申請を受け付け、審査・評価部会において客観

的かつ公平・公正な審査を経て、プログラム委員会において４大学・４件のプロ

グラムを選定した。審査終了後、選定結果を速やかに公表し採択理由及び不採択

理由を各申請大学に通知したほか、審査担当委員の氏名等関係する情報も速やか

に公表し、審査の透明性を確保した。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/followup_r2.html 

・30 の全採択プログラムに対して、POによる現地訪問や、フォローアップ担当の

評価委員による現地視察を着実に実施した。その中で、各採択プログラムの進捗

状況及び採択時に示した留意事項等への対応状況を確認し、その結果を各プログ

ラムに示すことにより、改善を要する点等への今後の対応を求めた。また、PO 会

議を開催することで、文部科学省やプログラム委員会からの情報提供や PO との

意見交換を通じ、フォローアップ体制の充実・強化に引き続き努めた。 

・採択プログラムに多数の留学生が参加していることに鑑み、日本人以外への広

報も必要であると捉え、各採択プログラムの概要をわかりやすく説明した日本語

版のパンフレットに加えて英語版のパンフレットを作成し、全国の大学へ広く配

布することで事業の積極的な広報に努め、本事業の知名度向上に寄与することが

できた。 

・令和３(2021)年度より初めて実施する中間評価に向け、審査・評価部会におい

て事前に意見を集約した上で評価要項等の関係資料を適切に整備し、プログラム

委員会において審議・決定後、ウェブサイト等を通じて迅速に公表することで、

中間評価実施に際しての透明性、信頼性の確保に努めた。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/chukan_hyoka/kekka.html 

 

 

（令和３(2021)年度） 

 

【卓越大学院プログラム】 

・大学から申請された課題について、審

査要項等を適切に整備した上で、プロ

グラム委員会及び審査・評価部会にお

いて客観的かつ公平・公正な審査を実

施し、その結果を関係情報と共に速や

かに公表したことは、審査の透明性及

び信頼性の確保の点で高く評価でき

る。 

・プログラムの着実な実施に向け、フォ

ローアップを実施するとともに、関係

者間の意見交換等を通じてフォローア

ップ体制の充実・強化に努めた点は高

く評価できる。 

・各プログラムに対して中間評価を適

切に実施し評価結果をとりまとめると

ともに、その結果を速やかに公表した

ことは、透明性、信頼性の確保の点で高

く評価できる。 

・パンフレットを作成・配布すること

で、事業の広報にも的確に取り組んで

いることが確認できる。特に、令和２

(2020)年度からは日本語版に加えて英

語版のパンフレットを作成し、令和３

(2021)年度には各プログラムのグッド

プラクティスを紹介する欄を新たに設

けるなど、事業の広報にも継続的に的

確に取り組んでおり、高く評価できる。 

・令和３(2021)年度からは、プログラム

関係者を対象に実施したアンケート調

査結果を評価に活用したことは、多様

な視点からの評価を可能とし、事業へ

のフィードバックに有用な新たな取組

みとして高く評価できる。 

 

【デジタルと掛けるダブルメジャー大

学院教育構築事業】 

・大学から申請された課題について、審

査要項等を適切に整備した上で、委員

会において客観的かつ公平・公正な審

査を実施し、その結果を関係情報と共

に速やかに公表したことは、審査の透

実に実施していることは、透

明性、信頼性の確保の点で高

く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・コロナ禍において大学等の

活動が今後も制約される可能

性があることから、関係情報

を公開することにより、各大

学での取組等を共有すること

で今後にいかして欲しい。 

・データを見ると、ほぼ毎週

1 回のペースで、ミッション、

性格の異なる委員会が開催さ

れていることになる。委員会

ごとに、委員の日程調整、委

員長との打ち合わせ、議案、

資料の作成、議事録の作成・

確認などの業務があり、特に

新型コロナウイルス感染症の

影響下ではオンラインで開催

の対応と、振興会の担当職員

の業務量は膨大なものである

ことが容易に想定される。日

常業務に加えての職務であ

り、これらプログラムが円滑

にかつ期待通りあるいは期待

以上の成果を収めていること

に対する振興会職員の尽力に

は深く感謝したい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

容を紹介するパンフレット

（英語版・日本語版）の作成

など、広報戦略について検討

を行い積極的な情報公開を着

実に実施していることは、透

明性、信頼性の確保の点で高

く評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・コロナ禍において大学等の

活動が今後も制約される可能

性があることから、関係情報

を公開することにより、各大

学での取組等を共有すること

で今後にいかして欲しい。 

・データを見ると、ほぼ毎週

1 回のペースで、ミッション、

性格の異なる委員会が開催さ

れていることになる。委員会

ごとに、委員の日程調整、委

員長との打ち合わせ、議案、

資料の作成、議事録の作成・

確認などの業務があり、特に

新型コロナウイルス感染症の

影響下ではオンラインによる

開催という対応と、振興会の

担当職員の業務量は膨大なも

のであることが容易に想定さ

れる。日常業務に加えての職

務であり、これらプログラム

が円滑にかつ期待通りあるい

は期待以上の成果を収めてい

ることに対する振興会職員の

尽力には深く感謝したい。 

 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・平成 30(2018)年度採択プログラム 15 件に対して、審査・評価部会において中

間評価を実施した。書面評価、現地調査、ヒアリング、合議評価を経て、評価結

果案をとりまとめ、プログラム委員会において審議・決定した上で、ウェブサイ

ト等において速やかに公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/followup_h30.html 

・評価はＳ～Ｄの５段階で実施し、Ｓ評価５件、Ａ評価９件、Ｂ評価１件、Ｃ評

価０件、Ｄ評価０件であった。 

・各採択プログラムに配置した POがフォローアップとして現地訪問を行い、その

結果を中間評価において活用したほか、書面評価にあたっては、プログラム担当

者及びプログラム参加学生に対して実施したアンケート調査結果を活用した。 

・30 の全採択プログラムに対して、POによる現地訪問や、フォローアップ担当の

評価委員による現地視察を実施した。その中で、各採択プログラムの進捗状況及

び採択時に示した留意事項等への対応状況を確認し、その結果を各プログラムに

示すことにより、改善を要する点等への今後の対応を求めた。 

・令和２(2020)年度に引き続き、日本語版のパンフレットに加えて英語版のパン

フレットを作成した。また、各プログラムのグッドプラクティスを紹介する欄を

新たに設けることで、好事例の横展開に貢献した。作成したパンフレットを全国

の大学へ広く配布することで事業の積極的な広報に努め、開始４年度目である本

事業の知名度向上に寄与することができた。 

 

（令和４(2022)年度） 

・令和元(2019)年度採択プログラム 11件に対して、プログラム委員会及び審査・

評価部会において書面評価、ヒアリング、合議評価等により中間評価を実施した。

書面評価、現地調査、ヒアリング、合議評価を経て、評価結果を取りまとめ、プ

ログラム委員会において審議・決定した上でウェブサイト等において速やかに公

表した。 

URL： https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu-pro/followup_r1.html 
・評価はＳ～Ｄの５段階で実施し、Ｓ評価３件、Ａ評価５件、Ｂ評価２件、Ｃ評

価１件、Ｄ評価０件であった。 

・各採択プログラムに配置した POがフォローアップとして現地訪問を行い、その

結果を中間評価において活用したほか、書面評価にあたっては、プログラム担当

者及びプログラム参加学生に対して実施したアンケート調査結果を活用した。 

・30 の全採択プログラムに対して、POによる現地訪問や、フォローアップ担当の

評価委員による現地視察を実施した。その中で、各採択プログラムの進捗状況及

び採択時に示した留意事項等への対応状況を確認し、その結果を各プログラムに

示すことにより、改善を要する点等への今後の対応を求めた。 

・令和３(2021)年度に引続き、日本語版のパンフレットに加えて英語版のパンフ

レットを作成した。また、各プログラムのグッドプラクティスを紹介する欄を引

続き設けて好事例の横展開に貢献した。作成したパンフレットを全国の大学へ広

く配布することで事業の積極的な広報に努めている。 

 

【デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業】 

（令和４(2022)年度） 

明性及び信頼性の確保の点で高く評価

できる。 

・事業の着実な実施に向け、フォローア

ップ体制を構築するとともに、フォロ

ーアップ要項において、その実施方法

等を明確化した点は評価できる。 

 

【大学教育再生加速プログラム】 

・77 件に及ぶ取組に対するフォローア

ップを実施するとともに、好事例の取

組への現地視察や委員全員でのヒアリ

ングなど、事業の効果的な実施及び事

業目標の着実な達成に向けて多角的な

フォローアップの仕組みを構築したこ

とは高く評価できる。また、フォローア

ップ結果の概要をウェブサイトに掲載

し公開することで、採択大学等以外の

国内大学等に対しても事業全体の進捗

状況、成果及び課題等の情報発信を積

極的に行っており高く評価できる。 

・事後評価を実施するにあたり、新型コ

ロナウイルス感染症対応により影響が

ある中で、委員会で事後評価要項の決

定、委員会委員による書面評価及び面

接評価の実施、その後の委員会におけ

る評価結果の決定などに対応するた

め、迅速に事務体制を整えるとともに、

適切な評価を行ったことは高く評価で

きる。また、評価要項及び調書の作成に

当たっては、中間評価時から種々の改

善を図ったことは高く評価できる。 

・新型コロナウイルス感染症による大

学の負担軽減のため、調書の確認期間

を短縮し、大学の調書作成期間を十分

に確保したことは高く評価できる。 

・評価終了後は、事後評価結果等をウェ

ブサイトで公開することにより、各大

学等に参考となりうる事例について積

極的な情報発信に努めており、評価の

透明性、信頼性の確保が認められる。 

 

【地（知）の拠点大学による地方創生推

進事業】 
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・８件の国立・私立大学から申請を受け付け、委員会において書面審査と、オン

ラインを活用した合議審査を行い客観的かつ公正な審査を実施し、選定候補事業

計画を決定した（その後、文部科学省が６件の採択を決定）。 

・委員会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、 議事内容

に応じて Web 会議又はメール審議を選択して開催するなど開催方法を工夫した。 

・審査終了後、ウェブサイト等を通じて、審査結果、計画調書等を含め、積極的

に関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。特に、審査結果につい

ては、委員会コメントを取りまとめ、審査の透明性を担保するだけでなく、選定

事業計画に期待する取組等について社会に広く公表した。 

・他の事業を参考に、フォローアップ担当委員によるフォローアップ体制を構築

し、フォローアップ要項において、その実施方法等を明確化した。 

 

【大学教育再生加速プログラム】 

・平成 26・27・28年度採択の 77件の取組に対して、大学教育再生加速プログラ

ム委員会（以下「委員会」という）において決定されたフォローアップ要項に基

づくフォローアップ及び事後評価要項に基づく事後評価を実施した。 

・平成 30(2018)年度及び令和元(2019)年度に実施したフォローアップにおいて

は、委員会委員による実施状況報告書の確認を行い、フォローアップ報告書を開

示することにより、指導・助言を行った。また、委員会において必要と判断され

た取組に対しては、フォローアップ報告書の開示後、現地視察を実施した。現地

視察については、従来は課題がある取組を対象としていたが、委員会での議論を

踏まえ、平成 30(2018)年度からは好事例のため現地を視察すべきと委員会が判断

した場合にも実施することとし、平成 30(2018)年度には７件、令和元(2019)年度

には１件の現地視察を実施した。さらに、次年度に事後評価を控えた令和元(2019)

年度においては、フォローアップ報告書の作成に当たり、平成 30(2018)年度まで

の進捗状況に課題がある取組に対し適切なフォローアップを行うため、委員会と

して必要と判断した取組１件に対し、全委員によるヒアリングを実施した。 

・フォローアップ終了後、ウェブサイトを通じてフォローアップ結果の概要等を

含め、関係資料を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-ap/jigo_hyoka.html 

 

・令和２(2020)年度に実施した事後評価においては、評価要項及び評価調書を作

成するにあたり、評価における重要な観点を明確化するために、中間評価の９つ

の評価観点を４つに整理するとともに、補助期間終了後の事業継続性を重視し、

事業定着に向けた実施体制及び継続のための取組状況にウェイトを置いた配点と

した。また、当初計画の達成状況を明確にするため、評価調書において申請時の

計画調書と実際の取組状況・成果を対比できる様式とした。 

・評価に当たっては、委員会委員による書面評価及び面接評価（必要と判断され

た１件）を行った上で、委員会において評価結果を決定した。評価結果は 77 件の

うち 20 件が４段階評価で最良の「S」（計画を超えた取組が行われ、優れた成果が

得られていることから、本事業の目的を十分に達成できたと評価できる。）、48件

が「A」（計画どおりの取組が行われ、成果が得られていることから、本事業の目

的を達成できたと評価できる。）、９件が「B」（概ね計画に沿った取組が行われ、

・42 件に及ぶ事業に対するフォローア

ッ プを 実施 すると とも に、平 成

30(2018)年及び令和元(2019)年度の２

年間で全事業に対し現地視察を実施

し、大学だけでなく事業協働機関であ

る自治体や企業からもヒアリングを行

う等、事業の効果的な実施及び事業目

標の達成に向けて多角的かつきめ細や

かなフォローアップの仕組みを構築し

たことは高く評価できる。また、フォロ

ーアップ結果の概要をウェブサイトに

掲載し公開することで、採択大学以外

の国内大学に対して事業全体の進捗状

況、成果及び課題等の情報発信を積極

的に行っており高く評価できる。 

・事後評価を実施するにあたり、新型コ

ロナウイルス感染症対応により影響が

ある中で、委員会で事後評価要項の決

定、委員会委員による書面評価の実施、

その後複数回の委員会における評価結

果の審議・決定などに対応するため、迅

速に事務体制を整えるとともに、適切

な評価を行ったことは高く評価でき

る。また、評価要項及び調書の作成に当

たっては、中間評価時から種々の改善

を図ったことは高く評価できる。 

・新型コロナウイルス感染症による大

学の負担軽減のため、調書の確認期間

を短縮し、大学の調書作成期間を十分

に確保したことは高く評価できる。 

・評価終了後は、事後評価結果等をウェ

ブサイトで公開することにより、各大

学等に参考となりうる事例について積

極的な情報発信に努めており、評価の

透明性、信頼性の確保が認められる。 

 

【知識集約型社会を支える人材育成事

業】 

・本事業における審査を実施するに当

たり、事業実施主体である文部科学省

との綿密な連絡調整により、新型コロ

ナウイルス感染症対応による影響があ

る中でも、円滑に委員会を運営し、事業
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一部で十分な成果がまだ得られていない点もあるが、事業の目的をある程度は達

成できたと評価できる。）であり、S 評価や A評価が併せて約 88％という結果であ

った。 

・評価結果については、各取組の事後評価結果を作成し開示・公表するとともに、

評価において明らかとなった先駆的な取組や成果を「事後評価結果の総括」とし

てとりまとめ、公表することにより、成果の発信・普及に努めた。 

・事後評価終了後、事後評価結果報告書（冊子）を作成するとともに、ウェブサ

イトを通じて評価要項等を含め、積極的な関係情報の提供を行い、評価の透明性

に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-ap/jigo_kekka.html 

 

【地（知）の拠点大学による地方創生推進事業】 

・平成 27(2015)年度採択の 42 件の事業に対して、地（知）の拠点大学による地

方創生推進事業委員会（以下「委員会」という）において決定されたフォローア

ップ要項に基づくフォローアップ及び事後評価要項に基づく事後評価を実施し

た。 

・平成 30(2018)年度及び令和元(2019)年度に実施したフォローアップにおいて

は、委員会委員による実施状況報告書の確認を行い、フォローアップ報告書を開

示した上で、現地視察を行い、指導・助言を行った。現地視察については、従来

は課題がある事業を対象としていたが、好事例となる事業についても現地視察を

行うことが必要であるという委員会での議論を踏まえ、平成 30(2018)年度及び令

和元(2019)年度の２年間で全 42件の事業に対し現地視察を実施し、その内、実施

状況報告書において現地で確認すべきであると委員会で判断された３件について

は、平成 30(2018)年度及び令和元(2019)年度の２度現地視察を実施した。また、

現地視察では中間評価に付された留意事項及び参考意見、開示したフォローアッ

プ報告書の課題への対応状況の確認に加え、大学だけでなく事業協働機関である

自治体や企業の担当者からもヒアリングを行い、事業の進捗状況をきめ細かく確

認した。 

・フォローアップ終了後、ウェブサイトを通じてフォローアップ結果の概要等を

含め、関係資料を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

平成 30(2018)年度：https://www.jsps.go.jp/j-coc/followup_h30.html 

令和元(2019)年度：https://www.jsps.go.jp/j-coc/followup_h30.html 

・令和２(2020)年度に実施した事後評価においては、評価要項及び評価調書を作

成するに当たり、評価における重要な観点を明確化するために、中間評価の７つ

の評価観点を４つに整理するとともに、補助期間終了後の事業継続性を重視し、

事業定着向けた実施体制及び継続のための取組状況にウェイトを置いた配点とし

た。また、当初計画の達成状況を明確にするため、評価調書において申請時の計

画調書と実際の取組状況・成果を対比できる様式とした。 

・評価に当たっては、委員会委員による書面評価を行った上で、委員会において

複数回の議論がなされた後、評価結果を決定した。評価結果は 42件のうち 12件

が４段階評価で最良の「S」（計画を超えた取組が行われ、優れた成果が得られて

いることから、本事業の目的を十分に達成できたと評価できる。）、23 件が「A」

（計画どおりの取組が行われ、成果が得られていることから、本事業の目的を達

趣旨を的確に捉えた審査を実施したこ

とは評価できる。 

・令和２(2020)年度の書面審査におい

て、申請事業計画において構築する教

育プログラムの体系性を複数の専門分

野ごとに確認するため、当初予定がな

かった専門委員を配置することによ

り、本事業趣旨を踏まえたより適切な

審査体制を柔軟に構築したことは高く

評価できる。 

・令和３(2021)年度の書面審査におい

て、公募締切から書面審査開始まで、約

2 週間と短い期間であったが、事業主体

である文部科学省との綿密な連絡調整

により、四学期制の導入等の教学マネ

ジメントに知見のある委員を書面審査

担当委員として速やかに配置し、メニ

ューⅢの事業趣旨に即した審査体制を

構築したことは高く評価できる。 

・メニューⅠ、Ⅱについては、採択事業

計画が申請時の計画に沿って着実に取

組を進めることができるよう、学部教

育を対象とした国の助成事業としては

初めてとなる PO を配置するなど、充実

したフォローアップ体制を構築した点

は高く評価できる。 

・効果的なフォローアップが行えるよ

う、委員会を開催し、フォローアップに

対する意識共有を図り、令和２(2020)

年度に採択された６件の事業計画（メ

ニューⅠ、Ⅱ）ついて、フォローアップ

担当委員による委員現地視察を実施す

ることで、令和４(2022)年度の中間評

価を見据えた的確な指導、助言等を行

い、事業計画の進捗状況や課題等をま

とめた現地視察報告書を公表したこと

は、高く評価できる。 

・令和４(2022)年度の中間評価におけ

る現地調査では、コロナ禍により実現

していなかった対面での現地調査を実

施し、オンラインでは不可能な、プログ

ラムの実習設備や実習室等の施設視

察、対面による現場担当者、学生の生の
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成できたと評価できる。）、７件が「B」（概ね計画に沿った取組が行われ、一部で

十分な成果がまだ得られていない点もあるが、本事業の目的をある程度は達成で

きたと評価できる。）であり、S評価や A 評価が併せて約 83.3％という結果であっ

た。 

・評価結果については、各取組の事後評価結果を作成し開示・公表するとともに、

評価において明らかとなった先駆的な取組や成果を「事後評価結果の総括」とし

てとりまとめ、公表することにより、成果の発信・普及に努めた。 

・事後評価終了後、事後評価結果報告書（冊子）を作成するとともに、ウェブサ

イトを通じて評価要項等を含め、積極的な関係情報の提供を行い、評価の透明性

に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-coc/jigohyoka.html 

 

【知識集約型社会を支える人材育成事業】 

・令和２(2020)年度においては 23件、令和３(2021)年度においては６件の申請を

受け付け、委員会において、書面審査とオンラインを活用した面接・合議審査行

い、客観的かつ公正な審査を実施し、知識集約型社会を支える人材育成事業委員

会（以下、「委員会」という）において選定候補事業計画を決定した（その後、文

部科学省が９件（メニューⅠ：５件、メニューⅡ：１件、メニューⅢ：３件）の

採択を決定）。審査終了後、ウェブサイト等を通じて、審査結果、委員名簿、計画

調書等を含め、積極的に関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-chishiki/sinsakekka.html 

・審査は、書面審査及び面接審査の２段階審査を行った。令和２(2020)年度に実

施したメニューⅠ、Ⅱの書面審査においては、申請事業計画において構築する教

育プログラムの体系性を複数の専門分野ごとに適切に審査するため、書面審査担

当委員として、委員に加え、当初予定のなかった専門委員を配置することとした。

公募締切後に、申請事業計画の専門分野に沿って、学識経験のある者を専門委員

として速やかに委嘱し、公募締切から書面審査開始までの短い期間であったが、

各申請事業計画の複数の専門分野に対応した審査体制を迅速かつ効率的に構築し

た。令和３(2021)年度に実施したメニューⅢの書面審査においては、事業目的で

ある四学期制の実施等、教学マネジメントに知見のある委員を書面審査担当委員

とし、公募締切から書面審査開始までの短い期間であったが、メニューⅢの事業

趣旨に即した審査体制を迅速かつ効率的に構築した。 

・令和２(2020)年度に採択した事業計画（メニューⅠ、Ⅱ）については、事業目

的の着実な達成に資するため、他事業で培った知見・ノウハウ等を十分に生かし、

学部教育を対象とした国の助成事業では初めてとなるプログラムオフィサー（以

下、「PO」という）を各採択事業計画に配置した。あわせて、他事業における PO

によるフォローアップの成果や課題を踏まえ、PO の位置付けを整理し、委員会で

共有するとともに、採択大学にも PO の位置付けに関する説明を行った。 

・令和２(2020)年度については、２月下旬～３月上旬にかけて、採択事業計画の

進捗状況の確認及び PO との顔合わせを目的として、令和３(2021)年度について

は、２月中旬～３月中旬にかけて、令和４(2022)年度に実施する中間評価に向け

た採択事業計画の進捗状況の確認を目的として、令和２(2020)年度に採択した事

業計画（メニューⅠ、Ⅱ）に対する PO 現地訪問を実施した。なお、PO 現地訪問

声を拾ったこと等により、適切な評価

を実施したことは高く評価できる。 

・委員現地視察に PO が立ち合うこと

で、PO 現地訪問や日常的な相談・助言

で確認された各事業計画の状況や課題

等を委員に情報共有することができ有

益であったと評価できる。また、フォロ

ーアップ担当委員とPOが情報共有や議

論を行うことで、今後の PO によるフォ

ローアップの改善につなげることがで

きた。 

・審査結果、委員名簿、計画調書、委員

現地視察報告書等をウェブサイトで公

表することにより、積極的な情報発信

に努めており、公正さ、透明性、信頼性

の確保が図られたことは評価できる。 

 

【地域活性化人材育成事業～ＳＰＡＲ

Ｃ～】 

・本事業における審査を実施するに当

たり、事業実施主体である文部科学省

との綿密な連絡調整により、新型コロ

ナウイルス感染症対応による影響があ

る中でも、円滑に委員会を運営し、事業

趣旨を的確に捉えた審査を実施したこ

とは評価できる。 

・令和４(2022)年度の書面審査におい

て、事業の性質上、ペーパーレフェリー

を学界・産業界・行政等の属性を踏まえ

て適切に配置することで、本事業趣旨

を踏まえたより適切な審査体制を柔軟

に構築したことは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・大学の学部や大学院の教育改革を支

援する国の助成事業において、引き続

き公正かつ迅速・適切な審査・評価を実

施していくとともに、プログラムの着

実な実施に向けてフォローアップ体制

の充実・許可を測りつつ、各大学の参考

となりうる積極的な発信にも努めてい

く。 
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に先立ち、各 PO に対して、事業趣旨や PO の役割を説明するなど、PO が各採択事

業計画の準備状況に応じて的確に相談、助言等を行えるよう努めた。 

・フォローアップについては、フォローアップ担当委員による委員現地視察を行

うフォローアップ体制を構築し、フォローアップ要項において、その実施方法等

を明確化した。加えて、令和２(2020)年度に採択した事業計画（メニューⅠ、Ⅱ）

については、他事業を参考に、POによる日常的な指導・助言等による伴走支援体

制を構築した。 

・令和２(2020)年度に採択された６件の事業計画（メニューⅠ，Ⅱ）について、

初期段階における事業趣旨に沿った事業計画の運営がなされるようフォローアッ

プ担当委員による委員現地視察を令和３(2021)年 10 月に実施した。委員現地視

察においても、委員会と同様、新型コロナウイルス感染症による影響を最小限に

するため、WEB 会議を用いたオンライン実施とした。委員現地視察に先立ち、委

員会を開催して、中間評価を見据えた委員現地視察の効果的な実施に向けてフォ

ローアップ担当委員の意識共有を図った。また、委員現地視察に際しては、各事

業計画の資料を作成の上、個別にフォローアップ担当委員と打合せを行うことに

より、各事業計画の問題点を共有しフォローアップ担当委員が的確な指導、助言

等を行えるよう努めた。 

・また、委員現地視察に PO が立ち会うことで、PO 現地訪問や日常的な相談・助

言で確認された各事業計画の状況や課題等を情報共有することが可能になり、委

員現地視察を実施する上で有益であった。また、フォローアップ担当委員と POが

委員現地視察において情報共有や議論を行うことで、今後の PO による指導・助言

に役立てることができた。 

・委員現地視察終了後、フォローアップ担当委員が事業計画の進捗状況や改善を

要する点をまとめた現地視察報告書と大学が作成した令和２(2020)年度実施状況

報告書についてホームページを通じて公表した。 

https://www.jsps.go.jp/j-chishiki/followup.html 

・令和４(2022)年度においては、令和２(2020)年度に採択した６件の事業計画（メ

ニューⅠ、Ⅱ）に対して、委員会における書面評価、現地調査、合議評価等によ

り中間評価を実施した。評価に当たっては、委員会委員による書面評価を行った

上で、委員会において複数回の議論がなされた後、現地調査を経て評価結果を決

定した。 

・現地調査に先立ち、委員会を開催して、中間評価を見据えた現地調査の効果的

な実施に向けて評価担当委員の意識共有を図った。また、現地調査に POが立ち会

うことで、PO 現地訪問や日常的な相談・助言で確認された各事業計画の状況や課

題等を情報共有することが可能になり、現地調査を実施する上で有益であった。

さらに、調査担当委員と POが現地調査において情報共有や議論を行うことで、今

後の PO による指導・助言に役立てることができた。 

・評価結果は６件のうち３件が５段階評価で最良の「Ｓ」（計画を超えた取組であ

り、現行の努力を継続することによって本事業の目的を十分に達成することが期

待できる。）、２件が「Ａ」（計画どおりの取組であり、現行の努力を継続すること

によって本事業の目的を達成することが期待できる。）、１件が「Ｂ」（一部で計画

と同等又はそれ以上の取組も見られるものの、計画を下回る取組があり、本事業

の目的を達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要である。）であり、Ｓ

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である４－２については

170回であった。 

・関連指標である４－Ａについては、各

事業とも 80％ほどであり、中期目標に

定められた水準（75％）を上回る成果が

見られた。 
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評価やＡ評価が併せて約 83.3％という結果であった。評価結果については、速や

かに取りまとめ、大学へ開示するとともに、ウェブサイト等において公表した。

令和３(2021)年度に採択した３件の事業計画（メニューⅢ）に対しては、フォロ

ーアップ担当委員による毎年度のフォローアップを実施として、フォローアップ

担当委員が作成した委員フォローアップ報告書に基づいて実施した。進捗状況に

課題がある取組に対し適切なフォローアップを行うため、委員会として必要と判

断した取組２件に対し、書面によって追加確認した。委員フォローアップ報告書

については、今後の事業運営にあたって参考となるよう、大学へ開示した。 

 

【地域活性化人材育成事業～ＳＰＡＲＣ～】 

・令和４(2022)年度において９件の申請を受け付け、委員会において、書面審査

とオンラインを活用した面接・合議審査行い、客観的かつ公正な審査を実施し、

地域活性化人材育成事業～SPARC～委員会（以下、「委員会」という）において６

件の選定候補事業計画を決定した（その後、文部科学省が６件（タイプ①：３件、

タイプ②：３件）の採択を決定）。審査終了後、ウェブサイト等を通じて、審査結

果、委員名簿、計画調書等を含め、積極的に関係情報を公表することで、審査の

透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-sparc/ 

・審査は、書面審査及び面接審査の２段階審査を行った。令和４(2022)年度に実

施したタイプ①、②の書面審査においては、事業の性質上、ペーパーレフェリー

を学界・産業界・行政等の属性を踏まえて適切に配置し、審査体制を迅速かつ効

率的に構築した。 

・フォローアップについては、フォローアップ担当委員による委員現地視察を行

う体制を構築し、フォローアップ要項において、その実施方法等を明確化した。 

 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

【卓越大学院プログラム】 

・審査評価における各種書類確認業務等について、新型コロナウイルス感染症拡

大防止のための在宅勤務を実施しながら、効率的に作業を進めることにより、限

られた人員体制の下で滞りなく着実に確認を行った。 

・会議については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、機動的にウェ

ブ会議環境を整えて実施した。特に、面接審査及び面接評価をウェブ会議で実施

するにあたり、オンラインにより参加している各部会委員が付した評点及び意見

を集計するためのウェブ集計システムを構築することにより、ウェブ会議におい

ても迅速な集計を実現し、滞りなく審査評価を実施した。 

・フォローアップにおいては、委員会の意見を踏まえ、一律にウェブ会議による

視察及び訪問を行うのではなく、フォローアップ担当委員の要望及び各大学にお

ける新型コロナウイルス感染症への対応方針に配慮しながら、委員が現地に赴い

ての対面による視察や、ウェブ会議による参加を使い分けて行うなど、新型コロ

ナウイルス感染症の影響下の制約がある中で感染拡大防止に配慮しつつ、現地視

察の実効性を担保するための様々な工夫を行った。 
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【デジタルと掛けるダブルメジャー大学院教育構築事業】 

・審査における各種書類確認業務等について、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のための在宅勤務を実施しながら、効率的に作業を進めることにより、限られ

た人員体制の下で滞りなく着実に確認を行った。 

・会議については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、機動的にウェ

ブ会議環境を整えて実施した。 

 

【大学教育再生加速プログラム】 

・事後評価における事後評価調書の作成において、委員会の意見を踏まえ、新型

コロナウイルス感染症への対応状況を踏まえた各大学の取組状況は、大学教育再

生加速プログラム全体の事業定着に向け価値ある情報であると判断し、各大学等

における影響、対応状況及び今後の見通しに係る記載欄を追加した。なお、事後

評価要項及び調書の作成期間は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための在

宅勤務を実施しながら、効率的に作業を進めることにより、滞りなく着実に大学

に調書の作成依頼を行うことができた。 

・採択校が提出する事後評価調書の作成期間については、委員会の意見を踏まえ、

新型コロナウイルス感染症の影響による選定校の負担を軽減するため、振興会事

務局による確認作業を短期間で完了させ、調書の確認期間を短縮することにより、

調書の提出期間を当初予定の１ヶ月間から 1 ヶ月半程度に延長した。 

 

【地（知）の拠点大学による地方創生推進事業】 

・事後評価要項及び調書の作成期間は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めの在宅勤務を実施しながら、効率的に作業を進めることにより、滞りなく着実

の大学に調書の作成依頼を行うことができた。 

・大学の事後評価調書作成期間については、新型コロナウイルス感染症の影響に

よる大学の負担を軽減するため、事業主体である文部科学省と綿密に相談しなが

ら事後評価調書の提出期間を１ヶ月半程度確保した。 

 

【知識集約型社会を支える人材育成事業】 

・審査における各種書類確認業務等について、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のための在宅勤務を実施しながら、効率的に作業を進めることにより、限られ

た人員体制の下で滞りなく着実に確認を行った。 

・会議については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、機動的に WEB

会議環境を整えて実施した。特に、面接審査を WEB 会議で実施するにあたり、オ

ンラインにより参加している各委員が付した評点及びコメントを集計するための

ウェブ集計システムを構築することにより、ウェブ会議においても迅速な集計を

実現し、滞りなく審査を実施した。 

 

【地域活性化人材育成事業～ＳＰＡＲＣ～】 

・審査における各種書類確認業務等について、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のための在宅勤務を実施しながら、効率的に作業を進めることにより、限られ

た人員体制の下で滞りなく着実に確認を行った。 

・会議については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、機動的にウェ
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ブ会議環境を整えて実施した。特に、面接審査をウェブ会議で実施するにあたり、

オンラインにより参加している各委員が付した評点及びコメントを集計するため

のウェブ集計システムを構築することにより、ウェブ会議においても迅速な集計

を実現し、滞りなく審査を実施した。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

４－２ 大学教育

改革の支援及び大

学のグローバル化

の支援における国

の方針を踏まえた

審査・評価等の実

施状況（委員会の

開催実績等を参考

に判断） 

 

【関連指標】 

４－Ａ 大学等に

おける教育研究拠

点の形成やグロー

バル化の取組等を

支援する事業にお

ける採択機関の取

組状況 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

４－Ａ 振興会の

関与を通じ、国の

方針を踏まえた取

組が適切に行われ

たかを把握するた

め、事業採択機関

における取組状況

について事後評価

等を通じて毎年度

確認を行うととも

に、前中期目標期

間における実績

＜主要な業務実績＞ 

●委員会開催実績 

大学の世界展開力強化事業プログラム委員会  １７回 

同 審査・評価部会 ５０回 

スーパーグローバル大学創成事業プログラム委員会  ８回 

同 審査・評価部会 ９回 

同 検証部会 ３回 

・令和２(2020)年度より新型コロナウイルス感染症の影響下におかれ対面での会

議開催や審査・面接遂行が困難となったが、オンラインを活用した審査・評価等

の実施や審査・評価システムの導入を行った。 

 

【大学の世界展開力強化事業】 

（平成 30(2018)年度） 

・国公私立大学より申請のあった 21 件について、プログラム委員会（以下「委員

会」）が審査要項等を決定の上、審査部会が書面・面接・合議による客観的かつ公

正な審査を行い、委員会が選定候補を決定した（その後、文部科学省が 10件の

選定を決定）。 

・審査終了後、審査結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて調書や部会委員名

簿を含め関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html 

・平成 28(2016)年度選定の全 25 件について、委員会が中間評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・面接・現地調査・合議による客観的かつ公正な評価を行っ

た（評価結果：S 評価 ４件、A評価 １５件、A－評価 ２件、B評価 ３件、C

評価 １件）。 

・各大学には、評価コメントにおいて対応が求められる課題等を示し、必要な改

善を促した。 

・評価終了後、中間評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/chukan_hyoka_kekka.html 

・平成 25(2013)年度選定の全 7 件について、委員会が事後評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結果：S 評

価 ２件、A 評価 ３件、A－評価 １件、B評価 １件）。 

・評価終了後、事後評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/jigo_hyoka_kekka.html 

・平成 26(2014)年度選定の全 9 件、27 年度選定の全 11 件、29 年度選定の全 11

件の各取組の進捗状況についてフォローアップを実施し、事業全体の進捗状況及

び各プログラムの取組、特記すべき成果等の結果を委員会に報告するとともにウ

（４）大学のグローバル化の支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画を上回って履

行し中期目標を上回る実績を上げてい

ることから評定をａとする。 

・大学のグローバル化を支援する国の

助成事業について、国の定めた方針を

踏まえ専門家による公正な審査・評価

体制と関係要項等を整備した上で、令

和元(2019)年度後半からの新型コロナ

ウイルス感染症の影響下においても業

務を円滑に進めるための様々な工夫を

行い事業ごとに委員会や部会を開催

し、事業の透明性、信頼性、継続性を確

保しつつ、業務成果の速やかな情報公

開を着実に実施したことは高く評価で

きる。 

 

【大学の世界展開力強化事業】 

・国の定めた方針を踏まえ、専門家によ

る公正な審査や中間・事後評価実施体

制と関係要項等を整備した上で、透明

性と信頼性に配慮した審査・評価業務

と情報公開を着実に実施したことは高

く評価できる。 

・大学の世界展開力強化事業において

は、令和元(2019)年度後期より新型コ

ロナウイルス感染症の影響下におかれ

対面での会議開催や審査・面接遂行が

困難となったが、オンラインを活用し

た新たな審査・評価システムや審査・評

価方法を確立する等し、想定外の事態

にも柔軟に対処できたことは高く評価

できる。 

・オンラインを活用した審査・評価シス

テムの導入に伴い、新型コロナウイル

（３）大学のグローバル化の

支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回るペースで実績を

上げていると見込まれること

から評定を a とする。 

・コロナ禍において様々な制

約を受けている事業である

が、オンラインを活用するこ

とにより、審査・評価等を実

施したことは高く評価でき

る。 

・審査・評価等の結果につい

ては、関係情報をウェブサイ

ト等において公開することに

より、審査・評価の透明性や

信頼性の確保に配慮したこと

は高く評価できる。 

・審査・評価結果の公表に当

たっては、各大学が今後取組

を実施していく上での諸課題

を示すことで必要となるであ

ろう対応を促していることは

高く評価できる。 

・審査・評価等の関係情報を、

ウェブサイトに掲載し公開す

ることで、選定大学以外の国

内大学等に対しても積極的な

情報発信が行われていること

は高く評価できる。 

・スーパーグローバル創成支

援事業により支援を受ける各

大学の優れた取組内容を紹介

する内容を含む中間評価結果

（４）大学のグローバル化の

支援 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、下記の理由により、中期

計画を上回って履行し、中期

目標を上回る実績を上げてい

ると言えることから評定を a

とする。 

・コロナ禍において様々な制

約を受けている事業である

が、オンラインを活用するこ

とにより、審査・評価等を実

施したことは高く評価でき

る。 

・審査・評価等の結果につい

ては、関係情報をウェブサイ

ト等において公開することに

より、審査・評価の透明性や

信頼性の確保に配慮したこと

は高く評価できる。 

・審査・評価結果の公表に当

たっては、各大学が今後取組

を実施していく上での諸課題

を示すことで必要となるであ

ろう対応を促していることは

高く評価できる。 

・審査・評価等の関係情報を、

ウェブサイトに掲載し公開す

ることで、選定大学以外の国

内大学等に対しても積極的な

情報発信が行われていること

は高く評価できる。 

・スーパーグローバル創成支

援事業により支援を受ける各

大学の優れた取組内容を紹介

する内容を含む中間評価結果
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（世界最高水準の

研究拠点の形成を

目指す事業につい

ては、研究水準及

び運営のいずれも

世界最高水準であ

ると認定された割

合が 100％（平成 28 

年度実績）、大学教

育改革の支援及び

大学のグローバル

化の支援について

は、想定どおり、あ

るいはそれ以上の

成果を上げたとす

る事業の割合が

75％（平成 25～28 

年度における中間

評価及び事後評価

の実績））を基準と

した状況変化を評

価において考慮す

る。 

ェブサイトで公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/followup.html 

 

（令和元(2019)年度） 

・国公私立大学より申請のあった 10 件について、委員会が審査要項等を決定の

上、審査部会が書面・合議による客観的かつ公正な審査を行い、委員会が選定候

補を決定した（その後、文部科学省が 3 件の選定を決定）。 

・審査終了後、審査結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて調書や部会委員名

簿を含め関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html 

・平成 29(2017)年度選定の全 11 件について、委員会が中間評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・面接・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結

果： S評価 １件、A評価 ８件、B評価 ２件）。 

・各大学には、評価コメントにおいて対応が求められる課題等を示し、必要な改

善を促した。 

・評価終了後、中間評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/chukan_hyoka_kekka.html 

・平成 26(2014)年度選定の全 9 件について、委員会が事後評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結果：S 評

価 １件、A 評価 ８件）。 

・評価終了後、事後評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/jigo_hyoka_kekka.html 

・平成 27(2015)年度選定の全 11件、28年度選定の全 25件、30 年度選定の全 10

件の各取組の進捗状況についてフォローアップを実施し、事業全体の進捗状況及

び各プログラムの取組、特記すべき成果等の結果を委員会に報告するとともにウ

ェブサイトで公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/followup.html 

 

（令和２(2020)年度） 

・国公私立大学より申請のあった 32 件について、委員会が審査要項等を決定の

上、審査部会が書面・面接・合議による客観的かつ公正な審査を行い、委員会が

選定候補を決定した（その後、文部科学省が 8 件の選定を決定）。 

・令和２(2020)年度新規事業公募説明会が新型コロナウイルス感染症の感染拡大

の影響下で中止となったが、事業実施主体である文部科学省と密に連携し、大学

からの質問対応について新型コロナウイルス感染症の影響下においても円滑に行

った。 

・審査終了後、審査結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて調書や部会委員名

簿を含め関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html 

・平成 30(2018)年度選定の全 10 件について、委員会が中間評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・面接・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結

ス感染症の感染拡大以前の審査と変わ

らず遂行できるよう、審査委員に対し

きめ細やかな対応・情報管理を行い、審

査を円滑に進めたことは高く評価でき

る。 

・令和２(2020)年度新規事業公募説明

会が新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響下で中止となったが、事業

実施主体である文部科学省と密に連携

し、大学からの質問対応について新型

コロナウイルス感染症の影響下におい

ても円滑に行ったことは高く評価でき

る。 

・令和４(2022)年度中間評価における

現地調査では、コロナ禍以降実現して

いなかった対面での現地調査を実施

し、オンラインでは不可能な、プログラ

ムの実習設備や実習室等の施設視察等

を行ったこと等、各局面で適切な評価

を行えるよう柔軟な業務執行を行った

ことは高く評価できる。 

・新規採択、中間評価、事後評価及びフ

ォローアップ終了後には、審査・評価結

果等をウェブサイトで公開することに

より、迅速かつ積極的な情報発信に努

めており、審査・評価の透明性、信頼性

の確保及び積極的な情報発信が認めら

れ高く評価できる。 

・審査・評価結果の公表に当たっては、

各大学が今後取組を実施していく上で

の諸課題を示すことで必要となるであ

ろう対応を促しており高く評価でき

る。 

・フォローアップの結果をウェブサイ

トに掲載し公表することで、選定大学

以外の国内大学等を含む社会に対して

も事業全体の進捗状況及び各プログラ

ムの取組、特筆すべき成果等の情報発

信を着実に実施したことは高く評価で

きる。 

 

【スーパーグローバル大学創成支援事

業】 

報告書（冊子）を作成し配布

したことは、同事業に採択さ

れている大学間の相互理解を

深め、優れた取組を参考とし

た新たな工夫を各大学が採用

しうるため、適切な試みであ

ると評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・コロナ禍において大学等の

活動が今後も制約される可能

性があることから、関係情報

を公開することにより、各大

学での取組等を共有すること

で今後にいかして欲しい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

報告書（冊子）を作成し配布

したことは、同事業に採択さ

れている大学間の相互理解を

深め、優れた取組を参考とし

た新たな工夫を各大学が採用

しうるため、適切な試みであ

ると評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・コロナ禍において大学等の

活動が今後も制約される可能

性があることから、関係情報

を公開することにより、各大

学での取組等を共有すること

で今後にいかして欲しい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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果： S評価 １件、A評価 ８件、A－評価 １件）。 

・各大学には、評価コメントにおいて対応が求められる課題等を示し、必要な改

善を促した。 

・評価終了後、中間評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/chukan_hyoka_kekka.html 

・平成 27(2015)年度選定の全 11 件について、委員会が事後評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結果：S 評

価 ４件、A 評価 ６件、A－評価 １件）。 

・評価終了後、事後評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/jigo_hyoka_kekka.html 

・平成 28(2016)年度選定の全 25件、29 年度選定の全 11 件、令和元(2019)年度選

定の全 3件の各取組の進捗状況についてフォローアップを実施し、事業全体の進

捗状況及び各プログラムの取組、特記すべき成果等の結果を委員会に報告すると

ともにウェブサイトで公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/followup.html 

 

（令和３(2021)年度） 

・国私立大学からの申請について、委員会が審査要項等を決定の上、審査部会が

書面・合議による客観的かつ公正な審査を行い、委員会で選定候補順位を報告し

た（その後、文部科学省が 20 件の選定を公表）。 

・審査終了後、審査結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて調書や部会委員名

簿を含め関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html 

・令和元(2019)年度選定の全 3 件について、委員会が中間評価要項等を決定の上、

評価部会が書面・面接・現地調査・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評

価結果：A評価 ２件、B評価 １件）。 

・各大学には、評価コメントにおいて対応が求められる課題等を示し、必要な改

善を促した。 

・評価終了後、中間評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/chukan_hyoka_kekka.html 

・平成 28(2016)年度選定の全 25 件について、委員会が事後評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結果：S 評

価 ６件、A 評価 １２件、A－評価 ７件）。 

・特に中間評価で C 評価を受けたプログラムについては、文部科学省と連携して

フォローアップを行い、その結果、より良い成果につながった。 

・評価終了後、事後評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/jigo_hyoka_kekka.html 

・平成 29(2017)年度選定の全 11件、30 年度選定の全 10 件、令和２(2020)年度選

定の全 8件の各取組の進捗状況についてフォローアップを実施し、事業全体の進

・平成 30(2018)・令和元(2019)・３

(2021)・４(2022)年度において、フォロ

ーアップの結果を委員会に報告すると

ともに、ウェブサイトに掲載し公表す

ることで、選定大学以外の国内大学等

を含む社会に対しても事業全体の進捗

状況及び各プログラムの取組等の情報

発信を着実に実施したことは高く評価

できる。 

 

・中間評価において、評価部会や面接を

全てオンラインで実施する等、新型コ

ロナウイルス感染症の影響に柔軟に対

応し、円滑に業務執行したことは高く

評価できる。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影

響下において大学の負担軽減を行った

ことは高く評価できる。 

・中間評価の過程で得られた各大学に

おける優れた取組（グッドプラクティ

ス）等をまとめた冊子の配布やウェブ

サイトでの公開を通じて、関連情報を

広く社会に提供したことは高く評価で

きる。 

・中間評価結果等を冊子配付やウェブ

サイトで公表することにより、迅速か

つ積極的な情報発信に努め、評価の透

明性、信頼性の確保に配慮したことは

高く評価できる。 

・令和 5(2023)年度の事業終了を見据

え、事業全体の検証を行う検証部会を

設置するにあたり、事業実施主体であ

る文部科学省との間で部会設置から運

営まで綿密な意見交換及び調整を進

め、着実に実施してきたことは高く評

価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・大学のグローバル化を支援する国の

助成事業において、引き続き公正かつ

迅速・適切な審査・評価を実施していく

とともに、プログラムの着実な実施に

向けてフォローアップ体制の充実・強
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捗状況及び各プログラムの取組、特記すべき成果等の結果を委員会に報告すると

ともにウェブサイトで公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

https://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/followup.html 

 

（令和４(2022)年度） 

・国公私立大学からの申請について、委員会が審査要項等を決定の上、審査部会

が書面・面接・合議による客観的かつ公正な審査を行い、委員会が選定候補を決

定した（その後、文部科学省が 14 件の選定事業を決定）。 

・審査終了後、審査結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて調書や部会委員名

簿を含め関係情報を公表することで、審査の透明性に配慮した。 

・令和２(2020)年度選定の全８件について、委員会が中間評価要項等を決定の上、

評価部会が書面・面接・現地調査・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評

価結果：S評価 １件、A 評価 ３件、A-評価 ２件、B 評価 ２件）。 

・中間評価では現地調査を行い、大学役員を含む事業担当者やプログラムの参加

学生とのインタビューを通じて事業の実情に関する精密な調査を行った。特に、

コロナ禍以降実現していなかった対面での現地調査を実施し、オンラインでは不

可能な、プログラムの実習設備や実習室等の施設視察等を行う等、有意義な現地

調査となった。 

・各大学には、評価コメントにおいて対応が求められる課題等を示し、必要な改

善を促した。 

・評価終了後、中間評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

・平成 29(2017)年度選定の全 11 件について、委員会が事後評価要項等を決定の

上、評価部会が書面・合議による客観的かつ公正な評価を行った（評価結果：S 評

価 １件、A 評価  9 件、A-評価 １件）。 

・評価終了後、事後評価結果報告（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿

等を含め関係情報を公表することで、評価の透明性に配慮した。 

・平成 30(2018)年度選定の全 10 件、令和元(2019)年度選定の全３件、３(2021)

年度選定の全 20 件の各取組の進捗状況についてフォローアップを実施し、事業

全体の進捗状況及び各プログラムの取組、特記すべき成果等の結果を委員会に報

告するとともにウェブサイトで公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/index.html 

 

【スーパーグローバル大学等事業】 

●スーパーグローバル大学創成支援事業 

（平成 30(2018)・令和元(2019)・３(2021)・４年度(2022)） 

・採択の 37大学へフォローアップ調査を実施した。具体的には、「共通の成果指

標と達成目標（国際化、ガバナンス改革、教育改革）」、「大学独自の成果指標と達

成目標」、「国際的評価の向上につながる取組」、「大学の特性を踏まえた特徴ある

取組」の観点から、各大学の取組内容や達成目標の進捗について調査を行い、と

りまとめた結果を各年度開催のスーパーグローバル大学創成支援プログラム委員

会に報告した。 

・事業全体の進捗状況及び各プログラムの取組等のフォローアップ結果は、我が

化を図りつつ、各大学の参考となりう

る情報の積極的な発信にも努めてい

く。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である４－２については 87

回であった。 

・関連指標である４－Ａについては、各

事業とも 90％ほどであり、中期目標に

定められた水準（75％）を上回る成果が

見られた。 
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４．その他参考情報 

 

 

国の高等教育の国際競争力の向上のための参考として活用するとともに、事業成

果の還元のため、ウェブサイトを通じて公表し、社会に向けた情報発信を行った。 

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/follow-up.html 

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/iinkai.html 

 

（令和２(2020)年度） 

・全 37 件について、スーパーグローバル大学創成支援事業として２回目となる令

和２(2020)年度の中間評価を、委員会が中間評価要項等を決定の上、評価部会が

書面・面接・現地調査（必要に応じて）・合議による客観的かつ公正な評価を行っ

た（評価結果： S 評価８件、A 評価 ２５件、B 評価 ４件）。 

・中間評価において、オンラインを活用した新たな審査・評価方法を確立し、評

価部会や面接を全てオンラインで実施する等、新型コロナウイルス感染症の影響

に柔軟に対応し、円滑に業務執行した。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響による大学の負担軽減のため、調書の確

認期間を短縮し、大学の調書作成期間を十分に確保した。 

・評価結果について事業全体の成果を中間評価結果の総括としてまとめた。 

・各大学には、評価コメントにおいて対応が求められる課題等を示し、必要な改

善を促した。 

・同事業により支援を受ける各大学の優れた取組内容を紹介する内容を含む中間

評価結果報告書（冊子）を作成し配布した。 

・評価終了後、評価決定から３日後という短期間で、中間評価結果等をウェブサ

イトで公開することにより、迅速かつ積極的な情報発信に努め、また、中間評価

結果報告書（冊子）やウェブサイトを通じて部会委員名簿等を含め関係情報を公

表することで、評価の透明性、信頼性の確保に配慮した。 

http://www.jsps.go.jp/j-sgu/index.html 

 

（令和４(2022)年度） 

・令和５(2023)年度の事業終了を控え、事業全体の検証を行う検証部会を開催し

た。その運営に関し文部科学省との間で綿密な連絡調整に努めた。 

 

124



 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－５ 

５ 強固な国際研究基盤の構築 
（１）事業の国際化と戦略的展開 
（２）諸外国の学術振興機関との協働 
（３）在外研究者コミュニティの形成と協働 
（４）海外研究連絡センター等の展開 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根

拠（個別法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第３号 

当該項目の重要度、難易度 【難易度：高】 

強固な国際研究基盤の構築に当たっては、振興会の業務全般を横断する基盤的機能を有す

る組織の整備という初めての取組を行うこととしており、また、これまで長期的に実施し

てきた事業の在り方を検討する際には、多様な関係者の理解を得ながら実施するプロセス

が不可欠であることから、難易度は高い。 

関連する政策評価・行

政事業レビュー 

 

参考ＵＲＬ グローバルリサーチカウンシル（GRC） https://www.jsps.go.jp/j-grc/index.html  

日中韓フォーサイト事業 https://www.jsps.go.jp/j-foresight/index.html  

招 へ い 研 究 者 へ の 交 流 支 援 、 研 究 者 ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化 

https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/index.html 

外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program） https://www.jsps.go.jp/j-

plaza/bridge/index.html 

JSPS Researchers Network(JSPS-Net)  https://www-jsps-net.jsps.go.jp/ 

海外研究連絡センターにおける調査・情報収集 https://www-overseas-news.jsps.go.jp/  

 

２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目

標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度  平成 

30 年度 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

評価指標 予算額（千円） 434,009 444,362 450,056 456,566 464,930 

同窓会の活動状況及び在外日

本人研究者コミュニティとの

連携状況（同窓会イベント等の

開催実績等を参考に判断） 

－ 56 56 45 44 49  76 

決算額（千円） 816,454 822,296 600,146 645,563 908,065 

経常費用（千円） 824,504 822,296 581,674 617,303 895,402 

経常利益（千円） -23,165 -19,465 77,527 65,671 116,733 

海外研究連絡センター等にお

ける活動状況（Ｂ水準：ホーム

ページによる情報発信数が年

間 840 件程度） 

年間

840件

程度 

年間 652～

1,181 件 
715 1,858 576 611 666 

行政サービス実施

コスト（千円） 
812,770 － － － － 

行政コスト（千円） － 897,274 581,674 617,303 895,402 

従事人員数 10 13 14 15 18 

関連指標 

 国際交流事業の採用者による

国際共著論文数 
－ 

年間 341～

422件 
331 365 318  415 370 

注１）予算額、決算額は「５ 強固な国際研究基盤の構築」の支出額を記載。人件費については共通経

費部分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「５ 強固な国際研究基盤の構築」の事業担当者数を計上（重複を含む） 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定：B 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を B とする。 

・当初の予定通り国際統括本部におい

て国際戦略を策定するとともに、学術

振興機関長会議に積極的に参画し、海

外の学術振興機関とのパートナーシッ

プを強化するなど、計画通り着実に業

務を実施している。 

・同窓会の新規設立等により外国人研

究者と日本人研究者とのネットワーク

の強化を図ったことは、計画を上回る

実績を上げたと評価できる。 

・海外研究連絡センターにおいて着実

に海外情報の収集や発信を行ってい

る。 

・海外研究連絡センター及び学術情報

分析センターを含む関係各所、各国の

学術振興機関及び研究者ネットワーク

と意見・情報交換を行い、計画通り順調

に強固な国際研究基盤を構築している

と評価できる。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえ、対面による諸外国の学術機関

等との交流に代えて、オンラインを介

した学術振興機関長との交流を積極的

に実施することで、これまで以上に海

外の学術振興機関とのパートナーシッ

プの強化を図るなど、中期計画通り着

実に業務を実施している。 

・新型コロナウイルス感染症の多大な

影響がありながらも、同窓会支援業務

や海外研究連絡センター業務について

臨機応変に対応するだけでなく、オン

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を B とする。 

・日本学術振興会の国際戦略

を策定し、国際事業を推進す

べく、理事長直轄組織として

国際統括本部が設置されたこ

とが特筆される。今後の活動

を期待したい。 

・本中期目標期間に新型コロ

ナウイルス感染症によるパン

デミックが発生したが、その

影響下においても国際的な取

り組みに尽力し、その各種事

業情報を国内の研究機関へ適

宜発信されていることを評価

したい。 

・学術振興機関長会議に積極

的に参画するとともに、海外

の学術振興機関との緊密な連

携関係が、新型コロナウイル

ス感染症の影響下においても

オンラインを介して維持さ

れ、海外の学術振興機関との

国際パートナーシップが維

持・強化されていることは高

く評価される。 

・新型コロナウイルス感染症

の影響が続く中、JSPS 同窓会

活動に対する支援や、ソ-シャ

ル・ネットワーク・サービス

強化による若手研究者の学術

交流の維持・発展に努力して

いることは特筆に値する。 

・海外研究連絡センターの継

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから、評定を B

とする。 

・日本学術振興会の国際戦略

を策定し、国際事業を推進す

べく、理事長直轄組織として

国際統括本部が設置されたこ

とを高く評価する。日本学術

振興会の国際的研究活動の支

援体制の充実と、今後の新た

な展開が大いに期待される。 

・本中期目標期間に新型コロ

ナウイルス感染症によるパン

デミックが発生したが、その

影響下においても国際的な取

り組みに尽力し、その各種事

業情報を国内の研究機関へ適

宜発信されていることを評価

したい。 

・学術振興機関長会議に積極

的に参画するとともに、海外

の学術振興機関との緊密な連

携関係が、新型コロナウイル

ス感染症の影響下においても

オンラインを介して維持さ

れ、海外の学術振興機関との

国際パートナーシップが維

持・強化されていることは高

く評価される。 

・新型コロナウイルス感染症

の影響が続く中、JSPS同窓会

活動に対する支援や、ソ-シャ

ル・ネットワーク・サービス

強化による若手研究者の学術

交流の維持・発展に努力して
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ラインでのイベント開催等のための環

境整備をいち早く行い、対面でのイベ

ントに代わり積極的に代替策を遂行す

るなど、着実に海外情報の収集や発信

を行っていることは、高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・諸外国との強固かつ双方向の国際研

究基盤を構築・発展させるため、既存の

ネットワークを発展させながら、最新

の国際的な動向を注視し、国際的視点

に立って各事業を推進していく。 

 

続的で活発な活動は高く評価

される。大学機関が連絡セン

ターを海外事務所として利用

していること、連絡センター

のオンライン業務に即した環

境整備が迅速に行われたこと

も評価したい。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・我が国の国際研究基盤をさ

らに充実させ、学術研究の国

際競争力を維持・強化するこ

とが強く望まれる。 

・文部科学省と連携して、日

本学術振興会で我が国の学術

発展のための国際戦略を検討

してほしい。そのために、事

業の国際化に対する戦略的展

開を立案する有識者会議を国

際統括本部に設置することも

一案。 

 

＜その他事項＞ 

・新型コロナウイルス感染症

への対応において、個々の計

画については柔軟に対応して

成果を上げてきたことが高く

評価される一方で、我が国で

は海外との往来がとりわけ厳

しく制限されたことにより、

国際交流の今後への悪影響も

懸念される。そうした点にも

留意し、必要な対応を検討し

てほしい。 

・日中韓の学術交流に対して

幾つかの障壁が存在するが、

日本学術振興会は国際学術交

流の基本理念に立脚して、こ

れらの国の学術機関との事業

を推進してもらいたい。 

 

いることは特筆に値する。 

・海外研究連絡センターの継

続的で活発な活動は高く評価

される。大学機関が連絡セン

ターを海外事務所として利用

していること、連絡センター

のオンライン業務に即した環

境整備が迅速に行われたこと

も評価したい。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・我が国の研究力向上のため

には、これまで以上に国際研

究基盤を充実させることが求

められている。学術研究の国

際競争力を維持・強化するた

めの国際戦略を立案し、それ

を実施することが強く望まれ

る。 

・文部科学省とも連携のう

え、日本学術振興会で我が国

の学術発展のための国際戦略

を検討してほしい。そのため

に、事業の国際化に対する戦

略的展開を立案する有識者会

議を国際統括本部に設置する

ことも一案ではないか。 

 

＜その他事項＞ 

・日本学術振興会で我が国の

学術発展のための国際戦略を

検討してほしい。そのために、

事業の国際化に対する戦略的

展開を立案する有識者会議を

国際統括本部に設置すること

が望まれる。 

・日中韓の学術交流に対して

幾つかの障壁が存在するが、

日本学術振興会は国際学術交

流の基本理念に立脚して、こ

れらの国の学術機関との事業

を推進してもらいたい。 
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 ＜主な定量的指標

＞ 

【関連指標】 

５－Ａ 国際交流

事業の採用者によ

る国際共著論文数 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

５－１ 前中期目

標期間中に「強固

な国際協働ネット

ワークの構築」と

して実施した業務

との比較による改

善・強化状況（有

識者の意見を踏ま

え判断） 

 

５－２ 国際的な

取組の内容に関す

る発信状況（有識

者の意見を踏まえ

判断） 

 

＜評価の視点＞ 

５－１ 事業の在

り方に係る検討を

経て、効果的な改

善・強化が行われ

たか、有識者の意

見を踏まえ判断す

る。 

 

５－２ 国際的な

取組を体系的に整

理し、効果的な周

知がなされたか、

有識者の意見を踏

まえ判断する。 

 

５－Ａ 学術の国

＜主要な業務実績＞ 

【国際共同研究等に係る基本的な戦略】 

・国際統括本部において、各種事業の国際的な活動や海外関係機関等の動向・現

状を共有する国際統括本部会議及び連絡会を開催し、最新の情報を海外研究連絡

センター及び学術情報分析センターを含む関係各所と随時共有し、必要に応じて

意見交換した。 

また、振興会評議員等の外部有識者や文部科学省の意見も聴取し、令和元年（2019

年）５月に「日本学術振興会第４期中期計画に係る国際戦略」を策定しウェブサ

イト上に公開した。 

JSPS 国際戦略： 

https://www.jsps.go.jp/j-kokusai/data/JSPS_kokusaisenryaku.pdf 

 

■事業説明会の実施 

・大学等研究機関や学会からの要望に応えて事業説明会に赴き、学術国際交流事

業の制度や募集の内容等に係る認知度の向上と理解の促進に努め、研究者や URA

を含む大学等研究機関関係者から好評を得た。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・オンラインでも事業説明を行ったほか、対面での説明会に代えて、事業説明の

動画をオンライン（振興会 YouTube チャンネル）で公開した。 

 

■各国の学術振興機関との意見・情報交換 

・我が国との研究者交流に関心のある各国の学術振興機関からの面会要望に応

え、学術国際交流事業の制度や募集の内容等に係る認知度の向上と理解の促進に

努めるとともに、両国の研究者交流の発展等を目的とした意見・情報交換を行い、

各国の学術動向の最新情報を得た。 

・平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度にかけて、二国間科学技術協力合同委

員会に計 36件出席し、振興会の事業内容を説明するとともに、意見・情報交換を

行った。 

 

（１）事業の国際化と戦略的展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定をｂとする。 

・国際統括本部が主導して「日本学術振

興会第４期中期計画に係る国際戦略」

を策定し、国際統括本部会議における

関係各所との情報共有・意見交換を行

い、着実に業務を実施していることは

評価できる。 

・振興会の業務に係る国際的な取組に

ついて、事業情報の提供を行うととも

に、リーフレットを国内の大学・研究機

関等に送付するなど、積極的に情報発

信を行っている。さらに各国の学術振

興機関等との意見・情報交換を行った

ことは、振興会の取組の認知度の向上

と理解の促進につながるものであり評

価できる。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・国際事業委員会委員に新型コロナウ

イルス感染症の影響下における我が国

の研究の国際化が停滞しないよう意見

を求めるなど、着実に業務を実施して

いることは評価できる。 

・オンラインでの事業説明に留まらず、

事業説明の動画を作成し、YouTubeで公

開していることは、積極的な情報発信

として評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・積極的に事業の国際化を進めていく

とともに、事業説明会、ウェブサイト等

による効果的な情報発信を引き続き行

っていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－１について、事業

（１）事業の国際化と戦略的

展開 

補助評定：ｂ 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・理事長直轄の国際統括本部

が設置され、国際事業全般を

俯瞰する仕組みが構築される

とともに、第 4 期の国際戦略

が策定され、各国際事業の取

組を滞りなく推進できたこと

は評価できる。 

また、新型コロナウイルス感

染症の影響下においても国際

的な取り組みに関する情報を

国内の研究機関へ適宜発信さ

れている。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・事業の国際化に対する戦略

的展開を立案するため、有識

者の意見を聴取する仕組みを

国際統括本部に設けて、我が

国の学術発展に資する国際戦

略を策定してほしい。    

・国際共同研究の更なる充実

に積極的に努めてほしい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

（１）事業の国際化と戦略的

展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから、評定を b

とする。 

・理事長直轄の国際統括本部

が設置され、国際事業全般を

俯瞰する仕組みが構築される

とともに、第 4 期の国際戦略

が策定され、各国際事業の取

組を滞りなく推進できたこと

は高く評価できる。 

・新型コロナウイルス感染症

の影響下においても、国際的

な取り組みに関する情報が国

内の研究機関へ適宜発信され

たことも評価したい。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・事業の国際化に関する戦略

的展開を立案するため、有識

者の意見を聴取する仕組みを

国際統括本部に設けるなどし

て、我が国の学術発展に資す

る国際戦略を策定してほし

い。    

・国際共同研究の更なる充実

に積極的に努めてほしい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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際的な競争・協働

の中で我が国のプ

レゼンス向上の状

況を把握するた

め、国際交流事業

の採用者による国

際共著論文数につ

いて毎年度確認を

行うとともに、そ

の状況変化を評価

において考慮す

る。 

 

の効果的な改善・強化に向けて有識者

と意見交換したことは改善に向けて着

実な取組がなされていると評価でき

る。 

・評価指標である５－２については、国

際的な取組に係る事業を目的別に整理

したリーフレットを配布した他、学術

国際交流事業に関する説明を行い、計

画通りの水準である。 

・関連指標である５－Ａについては

318～415 件であり、前中期目標期間実

績等（年間 341～422件）と同水準であ

る。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

ー 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

５－３ 諸外国の

学術振興機関等と

の交流の見直し等

の状況（有識者の

意見を踏まえ判

断） 

 

＜評価の視点＞ 

５－３ 質の高い

国際的な共同研究

や学術交流を推進

する基盤を構築す

る観点から、各国

の学術振興機関と

の交流状況に応じ

て適切に協定の廃

止・改訂や、新規

立ち上げが行われ

ているか、有識者

の意見を踏まえ判

断する。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【諸外国の学術振興機関との連携】 

■グローバルリサーチカウンシル（Global Research Council: GRC） 

・第４期中期目標期間において、第７回から第 10 回の GRC年次会合（新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、第９回は１年延期後オンライン開催、第 10 回は

ハイブリッド開催）に振興会理事長が出席し、課題の共有とその解決のため各国

の学術振興機関と連携するとともに、理事長が GRC 理事会（Governing Board）メ

ンバーを務める等積極的に運営に関わり、日本のプレゼンスを高めた。 

・Governing Board を中心に、議題に沿って議論を交わし、「ピア／メリット・レ

ビューの原則に関する宣言」（2018 年）、「社会的・経済的効果への期待に応える

ための原則に関する宣言」（2019 年）、「ミッション指向の研究の原則に関する宣

言」及び「パブリック・エンゲージメントの原則に関する宣言」（2020 年）、「迅速

な研究成果が求められる状況下での研究倫理、研究公正及び研究風土のための原

則と実施に関する宣言」及び「科学技術の人材育成の原則に関する宣言」(2022 年)

と題する成果文書が採択された。 

 

（アジア・太平洋地域会合） 

・アジア・太平洋地域の学術振興機関長が参加し、議題に沿って議論が交わされ

た。 

・令和４(2022)年 11月のアジア・太平洋地域会合については、タイ国家科学研究

イノベーション事務局(TSRI)・タイ国立研究評議会事務局（NRCT）主催、科学技

術振興機構（JST）及び振興会の共催により、タイ（バンコク）を拠点としてハイ

ブリッド形式で開催された。 

 

■日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs） 

・A-HORCs において重要とされた研究テーマに基づき、翌年には当該テーマにお

ける日中韓の研究者が一同に会し、国際共同研究開始につながるネットワーク構

築を目的とする「北東アジアシンポジウム」を開催するとともに、そのさらに翌

年には、当該テーマに基づき、日中韓３カ国を中核としたアジア地域における世

（２）諸外国の学術振興機関との協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定をｂとする。 

・グローバルリサーチカウンシルの 

Governing Board を中心に対面・オンラ

イン双方の交流を積極的に実施するこ

とで、海外の学術振興機関とのパート

ナーシップを強化し、各国共通の課題

解決に向けて着実に活動を続けている

ことは評価できる。 

・日中韓学術振興機関長会議の合意に

基づいたシンポジウム開催について、

着実に業務を実施していることは評価

できる。 

・日中韓フォーサイト事業では、中間評

価、事後評価において概ね高い評価を

受けたほか、北東アジアシンポジウム

の実施分野において公募を行い、のべ

18 件の交流支援を行うことにより、日

中韓３か国を中核としたアジアにおけ

る研究拠点の構築に寄与したことは評

価できる。 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・関係機関と協議し、状況に応じて適切

な形式で会議・シンポジウムを開催す

（２）諸外国の学術振興機関

との協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・海外の学術振興機関との緊

密な連携関係を確保してお

り、新型コロナウイルス感染

症の影響下においてもこれら

海外機関との国際連携事業が

順調になされていることは高

く評価できる。 

・グローバルリサーチカウン

シルと日中韓学術振興機関長

会議の実施は一時延期された

が、オンライン等を介した連

携は続けられ、パートナーシ

ップが強化されていることは

評価される。また、日中韓フ

ォーサイト事業の実施に対し

て柔軟な対応がなされてい

る。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・海外各国の学術振興機関と

（２）諸外国の学術振興機関

との協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・海外の学術振興機関との緊

密な連携関係を確保してお

り、新型コロナウイルス感染

症の影響下においてもこれら

海外機関との国際連携事業が

順調になされていることは高

く評価できる。 

・グローバルリサーチカウン

シルと日中韓学術振興機関長

会議の実施は一時延期された

が、オンライン等を介した連

携は続けられ、パートナーシ

ップが強化されていることは

評価される。また、日中韓フ

ォーサイト事業の実施に対し

て柔軟な対応がなされてい

る。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・海外各国の学術振興機関と
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界的水準の研究拠点構築等を支援する「日中韓フォーサイト事業」を実施。この

ように、A-HORCs において日中韓３カ国にとって重要とされたテーマを、研究者

のネットワーク構築及びその後の国際交流推進による研究水準の構築につなげる

など、学術振興機関長会議の決定内容を研究者の取組に反映させる仕組を設けて

いる。 

 

・北東アジアシンポジウム開催実績 

年度、回数 テーマ 開催日程 主催国（開催地） 

平成

30(2018)年

度 

第 20回 

21 世紀の原子核物理学

（Nuclear physics in 

the 21st century） 

平成 30 年９月

19 日～20 日 

日本（名古屋） 

令和元

(2019)年度 

第 21回 

知能 IoT（IoT with 

Intelligence） 

令和元年９月

17 日～18 日 

中国（北京） 

令和３

(2021)年度 

第 22回 

北東アジアにおけるフ

ューチャー・アースの

推進：気候変動とその

影響を踏まえて

（Approaches for 

Future Earth in 

Northeast Asia — 

Climate Change and 

Its Effects） 

令和３年 11 月

４日～５日（令

和２年から１

年延期） 

韓国（オンライ

ン開催） 

令和４

(2022)年度 

第 23回 

 

細胞老化：病態生理か

ら治療へ（Cellular 

senescence: from 

pathophysiology to 

treatment） 

令和４年９月

１日～２日 

日本（東京）（中

国はオンライン

参加） 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・令和２(2020)年度に韓国 NRF の主催により韓国（済州島）で開催される予定で

あった第 18回 A-HORCs 及び第 22回北東アジアシンポジウムは、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大を受け令和３(2021)年度に延期され、主催国である韓国側との

協議を経て、オンラインで開催された。第 18回 A-HORCs には振興会から理事長が

出席した。 

・令和４(2022)年度の第 19 回 A-HORCs は振興会が主催機関となり、新型コロナ

ウイルス感染症の状況を踏まえ、関係機関と協議の上、オンラインにて開催した。

北東アジアシンポジウムは、各国の感染症対策方針を踏まえ、中国からの参加者

はオンライン参加とする一方、日韓の参加者は会場に参集するハイブリッド形式

にて開催した。 

 

■ 日中韓フォーサイト事業 

ることで、新型コロナウイルス感染症

の影響下でも学術振興機関ネットワー

クの維持・発展に寄与したことは評価

できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・今後も学術振興機関長会議や、多国間

の学術振興機関ネットワークにおいて

果たすべき役割を積極的に担うととも

に、戦略的に重要な諸外国の学術振興

機関とのパートナーシップを強化し、

各国共通の課題解決に向けて着実に活

動を続けていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－３について、各国

の学術振興機関長等と世界の最新の学

術交流状況を共有し、一部の事業は機

関長会議で重要とされた研究テーマに

基づき着実に実施しているほか、交流

状況に応じて各国学術振興機関との交

流協定等を適切に見直している。 

 

の緊密な連携を継承・発展さ

せる努力を続けて欲しい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

の緊密な連携を継承・発展さ

せる努力を続けて欲しい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・日中韓３カ国の実施機関が連携し、A-HORCs において重要と認められた分野に

おいて公募を行い、平成 30(2018)年度から令和４(2022)年度までにのべ 18 課題

（９機関）における共同研究・セミナー・研究者交流への支援を行った。 

・事業の進捗状況等を確認し、適切な助言を行うとともに、その課題を継続すべ

きかどうかを判断するため中間評価を行った。また、事業の成果及び効果を把握

するため採択を終了した課題に対する事後評価を実施した。 

 

●中間・事後評価の実施・公表実績 

令和４(2022)年度までに行った中間評価８件のうち、５件で想定通りとの評価を

得た。また、令和４(2022)年度までに行った事後評価８件のうち、８件で想定通

り、又は想定以上との評価を得た。 

 実施課題数 評価結果（中間評価：平

成 30 年度以前採択課題

／平成 31 年度以降採択

課題、事後評価：平成 27

年度以前採択課題／平成

28 年度以降採択課題） 

中間評価 ８ B/A：想定どおりの成果を

あげつつあり、現行の努

力を継続することによっ

て目標の達成が概ね期待

できる／５課題 

C/B：ある程度の成果をあ

げつつあるが、目標達成

のために一層の努力が必

要である／３課題 

事後評価 ８ A/S：想定以上の成果をあ

げており、当初の目標は

達成された／１課題 

B/A：想定どおりの成果を

あげており、当初の目標

は達成された／７課題 

※ 評価は、平成 30（2018）年度までの採択課題に係る中間評価及び平成 27（2015）

年度までの採択課題に係る事後評価は A～D の４段階で、平成 31（2019）年度以

降の採択課題に係る中間評価と平成 28（2016）年度以降の採択課題に係る事後評

価はＳ～Ｃの４段階で実施。 

評価結果： 

https://www.jsps.go.jp/j-foresight/11_hyouka.htmlgo.jp/j-

foresight/11_hyouka.html 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う弾力的な運用） 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和２(2020)年度から令和４(2022)年

度の間に以下の運用を実施した。 
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①研究交流経費総額の 50％以上を旅費として用いることとする制限を免除した。 

②弾力的な経費執行に対応するため、事前の申請により該当年度事業計画の実施

期間延長を可能とした。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う渡航制限措置等の影響を受けながらも、

各課題では、必要に応じてオンラインを活用した共同研究の実施、ウェブ会議シ

ステムを利用した研究発表やセミナーの開催などにより、研究交流を推進した。

渡航を要とする計画を含む課題は、前述の特例措置を利用し、該当年度事業計画

の実施期間を延長した。 

 

■各国学術振興機関との交流協定等に基づくパートナーシップについて 

・各種学術交流事業において各国の学術振興機関と交流協定等を締結し、強固な

パートナーシップを持続的に形成するだけでなく、交流状況を踏まえながらその

見直し 

も行っている。第４期中期目標期間を通じて、対応機関との間の経費負担等の改

善を図る改訂や次年度以降継続的に共催シンポジウムを開催するための覚書締結

等を行った。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

５－４ 同窓会の

活動状況及び在外

日本人研究者コミ

ュニティとの連携

状況（同窓会イベ

ント等の開催実績

等を参考に判断） 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

５－４ 同窓会主

体の活動が活発に

行われたか、また

外国人研究者と在

外日本人研究者コ

ミュニティ等が連

携する機会が提供

されたか、同窓会

イベント等の開催

実績、会員数等を

参考に判断する。 

＜主要な業務実績＞ 

・振興会事業経験者による研究者コミュニティ（JSPS 同窓会）について、20 か国

（平成 29(2017) 年度末 18か国）のコミュニティが行う諸活動（シンポジウム・

年次総会の開催、Web やニューズレターを通じた広報など）の支援を行った。う

ち、ノルウェー及びマレーシアに関しては、同窓会設立の要望を受け、設立に向

けた各種の情報提供、他の同窓会の例などを参考にしたアドバイスを積極的に行

った結果、令和元(2019)年度に新規同窓会として認定された。また、アジア、ア

フリカ、欧州、中南米といった幅広い地域から新規同窓会設立に関する問い合わ

せが数多く寄せられている。令和４(2022)年度末時点で同窓会会員数は 8,329 名

（平成 29(2017) 年度末 7,759 名）であり、会員に対しては行事予定等をメール

で送付するなどして情報提供に努めている。また、同窓会は主催行事としてシン

ポジウムや学術セミナー等を開催し、日本から基調講演者を招き日本との学術交

流を深めているほか、振興会事業説明会も開催し、積極的に振興会事業の広報活

動を行った。新型コロナウイルス感染症の影響下においては、オンラインによる

同窓会の活動を積極的に支援した。 

 

・海外研究連絡センター等の協力を得ながら、各国の研究者コミュニティに所

属する研究者に対し、再度来日して日本人研究者との研究協力関係を形成・維持・

強化する機会を提供することを目的に、外国人研究者再招へい事業（BRIDGE 

Fellowship Program）を実施し、170名の研究者を招へいした。新型コロナウイ

ルス感染症に係る入国制限措置の影響を受けた令和元（2019）年度～令和２(2020）

年度採用者については、令和４（2022）年度の指定の時期まで来日期限の延長を

認めるなど採用者の立場に立った柔軟な対応を実施し、希望する採用者全員が来

日し採用を開始することができた。 

 

平成 30(2018)年度と令和元(2019)年度には、事業のフォローアップも兼ねて、

（３）在外研究者コミュニティの形成

と協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を b とする。 

・振興会事業経験者による研究者コミ

ュニティ（JSPS 同窓会）について、20

か国（平成 29(2017)年度末 18か国）の

コミュニティが行う諸活動（シンポジ

ウム・年次総会の開催、Web やニューズ

レターを通じた広報など）の支援を行

ったことは評価できる。同窓会会員数

は令和４ (2022)年度末時点現在で

8,329 名（平成 29(2017)年度末 7,759

名）と５年間で着実に増加しており、会

員に対しては行事予定等をメールで送

付するなどして情報提供に努めたこと

は評価できる。 

また、同窓会は主催行事としてシンポ

ジウムや学術セミナー等を開催し、日

本から基調講演者を招き日本との学術

交流を深めているほか、振興会事業説

明会も同時に開催し、積極的に振興会

事業の広報活動を行ったことは評価で

（３）在外研究者コミュニテ

ィの形成と協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・新規同窓会の設立を積極的

に支援したこと、また新型コ

ロナウイルス感染症の影響下

においても同窓会のオンライ

ンでの活動を積極的に支援し

たことは高く評価できる。 

・多様な地域での研究者のネ

ットワークを発展・強化する

ため、第 4 期にソーシャルネ

ットワークサービス JSPS-

Net の運用を開始したことは

評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

（３）在外研究者コミュニテ

ィの形成と協働 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・新規同窓会の設立を積極的

に支援したこと、また新型コ

ロナウイルス感染症の影響下

においても同窓会のオンライ

ンでの活動を積極的に支援し

たことは高く評価できる。 

・多様な地域での研究者のネ

ットワークを発展・強化する

ため、第 4 期に JARC-Net をソ

ーシャルネットワークサービ

ス JSPS-Netに統合させ、本格

運用を開始したことは評価で

きる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 
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来日したフェローやホスト研究者へのインタビューを実施し、振興会事業を終え

て帰国した研究者ネットワークを改めて維持・強化することができるようになっ

た。また、インタビューの結果を踏まえ、令和元(2019)年度より採用期間（45 日

→30 日）及び支援単価（15，000 円→13，000 円）等の変更を加え、より多くの

招へい枠を確保し、事業のさらなる効率化とネットワーク強化による学術交流の

発展という波及効果を目指している。 

 

・日本への留学・滞在経験を有する海外の研究者との国際的な研究協力に関心を

持つ日本人研究者が情報を登録する留日経験研究者データベース（Japan-

Affiliated Research Community Network: JARC-Net）の運用を平成 30(2018)年

12 月末をもって終了し、JARC-Net のデータベースを平成 28(2016)年度より開始

した在外日本人研究者等のためのソーシャル・ネットワーク・サービス（JSPS-

Net）に統合した。その結果、JSPS-Net には令和 4(2022)年度末時点で 3,568 名

（平成 29(2017)年 3月末 1,016 名）の登録を得ている。登録者に対して、会員間

の検索機能やグループ作成機能を提供するとともに、JSPS の公募事業の案内等の

情報提供を行った。さらに、様々な分野で活躍する研究者が自らの研究生活につ

いて語る「My Research Life」機能や、若手研究者の受入を希望する研究者と若

手研究者とのマッチングをするサービス、及び、会員の日本との関わり、日本で

の研究生活の思い出、現在の研究生活、他の会員へのメッセージなどを掲載する

「Member's Voice」機能を設置している。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・外国人研究者再招へい事業に関して、新型コロナウイルス感染症に対する対応

として採用期間延長等の柔軟な取扱いなどの特例措置を行った。 

 

きる。 

 

・海外研究連絡センター等の協力を得

ながら、各国の研究者コミュニティに

所属する研究者に対し、再度来日して

日本人研究者との研究協力関係を形

成・維持・強化する機会を提供すること

を目的に、外国人研究者再招へい事業

（BRIDGE Fellowship Program）を実施

し、170 名の研究者を招へいしたことは

評価できる。 

 

・世界で活動する各国の研究者のネッ

トワーク、研究者コミュニティの形成

を支援するため、研究者・グループのた

めの研究者ソーシャルネットワークサ

ービス（JSPS Researchers Network

（JSPS-Net））の運用し、研究者コミュ

ニティの交流機会の拡大に努めたこと

は評価できる。登録者数は令和４

(2022)年度末時点で 3,568 名と５年間

順調に増加しており、登録者に対して

会員間の検索機能やグループ作成機能

を提供するとともに、JSPS の公募事業

の案内等の情報提供を行ったことは評

価できる。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・新型コロナウイルス感染症の影響下

においても、感染拡大初期より、オンラ

インによる同窓会の活動を積極的に支

援し、さらなるネットワーク強化によ

る学術交流の発展を目指していること

は、中期計画通り実施していると評価

できる。 

 

・外国人研究者再招へい事業に関して、

新型コロナウイルス感染症に対する対

応として、前例のない事態であるにも

かかわらず、採用期間延長等の柔軟な

取扱いなどの特例措置を講じ、希望す

る採用者全員の採用開始を支援したこ

－ ＜その他事項＞ 

－ 
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とは高く評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き同窓会の活動を着実に支援し

ていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－４については、第

４期中期目標期間中に 270 件、年平均

54 件の同窓会イベント等の開催実績が

あり、新型コロナウイルス感染症拡大

のリスクに鑑み、実施できなかったイ

ベントがあるなか基準値通りの水準で

あった。また、全同窓会会員数が 8,329

名と 5 年間で着実に増加しており、順

調に業務を実施している。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

５－５ 海外研究

連絡センター等に

おける活動状況

（Ｂ水準：ホーム

ページによる情報

発信数が年間 840 

件程度） 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

５－５ 現地の事

務所を利用した効

果的な情報収集・

情報発信を実施す

る観点から、前中

期目標期間におけ

る実績（平成 25～

28 年度実績：年間

652～1,181 件）を

踏まえ、全センタ

ーのホームページ

＜主要な業務実績＞ 

・海外の学術振興機関との協議及びその他の連携に関しては、センター所在地域

の主要な対応機関や大学等との協力関係を維持・強化すべく、各センター所在地

近辺の対応機関等との共催でのイベントを積極的に開催したほか、情報交換及び

将来の事業連携の検討を相談するなどした。新型コロナウイルス感染症の拡大以

降はイベントの開催が限定されたこともあり、毎年定期的に開催してきたイベン

トが開催できなかったものもあったほか、令和２(2020)年度には半年～1 年近く

センターを不在にせざるを得なかったものの、現地対応機関等との情報交換を絶

やさずにオンラインも活用することで、ネットワークを維持することができてい

る。第４期中期目標期間中、１～２年ぶりに対応機関等との共催イベントを再開

できたセンターもあり、対応機関等との協力関係は新型コロナウイルス感染症の

影響を乗り越えて維持・強化された。 

 

・外国人研究者招へい事業その他の振興会事業の実施に関して、本会事業の事業

説明会（オンライン含む）を各センターにおいて随時開催したほか、外国人特別

研究員の推薦枠や再招へい事業（BRIDGE プログラム）の公募・審査等とそれに伴

う業務、外国人特別研究員の渡日前オリエンテーション等の実施により、本会事

業の円滑な遂行に貢献した。新型コロナウイルス感染拡大以降は、外国人特別研

究員が渡航を制約される中、採用されたフェローが最寄りの海外研究連絡センタ

ーに入国に関して相談するケースが増大し、フェローの状況に応じて丁寧に対応

することでフェローの混乱を軽減することができた。令和４(2022)年度には日本

入国に際しての水際対策が緩和されたことに伴い、一時中断していた渡日前オリ

エンテーションの再開を予定している。また事業説明会については、オンライン

と対面の両方のメリットを活かしつつ、開催地の状況に応じて適切な形式を選択

し、着実に実施した。 

 

（４）海外研究連絡センター等の展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を b とする。 

 

・海外研究連絡センターにおいて現地

の学術振興機関や大学等と共催でシン

ポジウム等を着実に開催し、新たな研

究者ネットワークの構築を促進してい

ることは評価できる。 

・大学等海外活動展開協力・支援事業と

して、計６大学等に６箇所の海外研究

連絡センターの利用機会を提供するこ

とで、大学の海外展開を支援したほか、

国公私立大学の職員を対象に国際学術

交流研修を実施するなど、中期計画通

り着実に業務を実施していると評価で

きる。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対

応】 

・イベントの中止・延期のほか、センタ

ー赴任者の緊急帰国及びその後の再渡

航、海外実務研修受講予定者の渡航延

（４）海外研究連絡センター

等の展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・海外研究連絡センターの活

発で継続的な事業展開は特筆

に値する。新型コロナウイル

ス感染症の感染状況が悪化し

ている時期においても、諸外

国の学術振興機関や大学等と

の学術シンポジウムをオンラ

インも含めて毎年度 100 件以

上開催されたことは特筆に値

する。 

・海外研究連絡センターの存

在意義がより一層大きくなっ

ている中で、我が国の大学や

研究者等の海外活動への支援

や、新型コロナウイルス感染

症の影響下において速やかに

オンライン業務に即した環境

（４）海外研究連絡センター

等の展開 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・海外研究連絡センターの活

発で継続的な事業展開は極め

て重要であり、その効果は高

く評価される。新型コロナウ

イルス感染症の感染状況が悪

化している時期においても、

諸外国の学術振興機関や大学

等との学術シンポジウムをオ

ンラインも含めて毎年度 100

件以上開催された。 

・海外研究連絡センターの存

在意義がより一層大きくなっ

ている中で、我が国の大学や

研究者等の海外活動への支援

や、新型コロナウイルス感染

症の影響下において速やかに

オンライン業務に即した環境
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で年間 840 件程度

の情報発信が行わ

れることを達成水

準とする。 

・大学の海外活動拠点の構築や大学職員の海外研修の実施については、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により令和２(2020)年度の海外実務研修は中止せざるを

得なかったが、令和２(2020)年度を除き、平成 30(2018)年度 16 名、平成 31(2019)/

令和元(2019)年度 16 名、令和３(2021)年度 10 名、令和４(2022)年度 15 名に対

し、センターでの海外実務研修を実施した。 

また、我が国の大学等の海外活動展開への協力・支援については、平成 30(2018)

年度 6 機関、平成 31(2019)/令和元(2019)年度 7機関、令和２(2020)年度 7機関、

令和３(2021)年度 6 機関、令和４(2022)年度 6 機関が利用し、我が国の大学等の

国際化を支援した。 

 

・日本人研究者を含む現地の研究者の国際研究ネットワーク構築とそのフォロー

アップについては、各センターにおいて、現地の日本人研究者データベースの構

築や日本人研究者を対象とした研究交流会の開催、ニューズレターや HP により

現地で活躍する日本人研究者の紹介（インタビュー）などを通し、現地でのネッ

トワーク構築に資する取組を実施した。また、現地の研究者の同窓会の管理運営

を支援し、各同窓会において理事会や総会の開催を支援したほか、同窓会との共

催シンポジウム等を開催した。新型コロナウイルス感染拡大以降は原則オンライ

ンでの対応となったが、オンラインにより地理的に遠い場合でも集まりやすいメ

リットを活用することで継続してネットワーク構築に取り組むことができた。 

 

・シンポジウムの実施等による我が国の学術情報の発信や海外の学術動向などに

関する情報収集については、中期目標期間を通して年度あたり 100～200 件程度

のシンポジウム等を開催し、年度あたり延べ 6,000～9,000 名程度の参加者を得

た。また、事業説明会は中期目標期間を通して年度あたり 40～90回程度開催でき

た。新型コロナウイルス感染症拡大以降には、オンラインやハイブリッドでのイ

ベントを実施せざるを得ない状況が続いたが、オンラインのメリットも活かし、

効果的な情報発信を実施した。 

各センターが収集した学術情報・高等情報については、ホームページにより情報

発信を行い、令和４(2022)年度までに 4,426 件を発信したことから、中期目標期

間中に目標としていた 4,200件（年間 840 件×5 年）を上回る記事を公開できた。

新型コロナウイルス感染拡大以降、一時的に情報収集が制限された時期があった

ものの、その後は継続的に情報発信することができた。 

 

・地域研究等を海外で行う研究者の支援については、該当のセンターにおいて、

現地調査等を目的に渡航する日本人研究者に対して、受入機関の紹介、調査許可

取得の支援、調査器具の預かり等を実施した。また、治安情報及び新型コロナウ

イルス感染拡大に伴う現地の感染状況や入国に関する情報についても情報提供を

行うことができた。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・イベントの中止・延期のほか、センター赴任者の緊急帰国及びその後の再渡航、

海外実務研修受講予定者の渡航延期対応など、新型コロナウイルス感染症の影響

に臨機応変に対応した。 

期対応に追われたが、臨機応変に対応

できており、新型コロナウイルス感染

症の影響下においても着実に業務を実

施したことは評価できる。 

・オンラインでのイベント開催等のた

めの環境整備をいち早く行い、対面で

のイベントに代わり積極的に代替策を

遂行したことは評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・各国学術振興機関との関係構築等を

通じて国際的な学術研究ネットワーク

の形成を支援する。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である５－５については令

和４（2022）年度までに 4,426 件を発

信したことから、目標としていた 4,200

件（年間 840 件×5 年）を達成できた。 

整備を積極的に実施したこと

は評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・大学をめぐる状況が厳しさ

を増している現在、海外展開

も以前に比べて難しくなって

いることも考えられる。情報

を密に交換しながら、大学を

できるだけ支援してほしい。 

 

＜その他事項＞ 

・海外研究連絡センターの存

在意義・価値はより一層大き

くなったと考えられ、継続的

な支援が望まれる。 

整備を積極的に実施したこと

は評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・大学をめぐる状況が厳しさ

を増している現在、海外展開

もこれまでとは異なった視点

に立つ新たな戦略が必要とな

る。その意味で、情報を密に

交換しつつ、大学の国際戦略

を支援してほしい。海外研究

連絡センターの存在意義は一

層大きくなっている。継続的

な支援が望まれる。 

 

＜その他事項＞ 

・海外研究連絡センターの存

在意義・価値はより一層大き

くなったと考えられ、継続的

な支援が望まれる。 
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４．その他参考情報 

 

 

 

・オンラインでのイベント開催等のための環境整備をいち早く行い、対面でのイ

ベントに代わり積極的に代替策を遂行した。 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－６ 

６ 総合的な学術情報分析基盤の構築 
（１）情報の一元的な集積・管理体制の構築 
（２）総合的な学術情報分析の推進 
（３）学術動向に関する調査研究 

業務に関連する政策・施策 当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第６号 

当該項目の重要度、難易度 関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

参考ＵＲＬ 学術システム研究センター（調査報告等） https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html 

学術情報分析センター https://www.jsps.go.jp/j-csia/index.html  

２．主要な経年データ 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度 平成 

30 年度 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

評価指標 予算額（千円） 333,395 345,156 341,971 322,751 356,763 

情報の分析や調査研

究の成果の発信状況

（Ｂ水準：中期目標

期間中に 10 件程度） 

中期目標

期間中に

10 件程度 

－ 

4 件 

(適時の成果

の公表を含

む) 

2 件 2 件 2 件 2 件 

決算額（千円） 335,160 345,777 373,980 358,873 392,940 

経常費用（千円） 333,564 345,777 332,779 335,531 392,155 

経常利益（千円） 13,190 38,410 41,719 34,441 121,918 

学術動向調査の実施

件数（Ｂ水準：中期目

標期間中に 614 件程

度） 

中期目標

期間中に

614件程度 

614件 128件 129件 129件 129件 139件 

行政サービス実施

コスト（千円）
328,501 － － － － 

行政コスト（千円） － 413,321 332,779 335,531 392,155 

従事人員数 4 5 5 4 3 

注１）予算額、決算額は「６ 総合的な学術情報分析基盤の構築」の支出額を記載。人件費について

は共通経費部分を除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「６ 総合的な学術情報分析基盤の構築」の事業担当者数を計上（重複

を含む）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定： Ｂ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を B とする。 

・総合的な学術情報分析基盤の構築に

ついて、情報セキュリティの確保、管理

体制の構築及び維持に着実に取り組む

とともに、学術情報分析センター及び

学術システム研究センターにおいて着

実に業務を実施している。 

 

＜課題と対応＞ 

・情報の一元的な管理に向けた取組を

今後も引き続き進めていく。 

 

評定 Ｂ 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を B とする。 

・新たに学術情報分析センタ

ーが設置され、日本学術振興

会の動向調査能力が付与され

たことが評価される。 

・情報の集積と整理を行う一

元管理、さらには情報セキュ

リティの確保にも効果的に対

処できるようになったことも

評価できる。 

・科研費審査委員選考支援シ

ステムの開発が進められ、膨

大な科研費申請案件を審査員

の人選が迅速化されることが

期待される。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・学術システム研究センター

が作成する研究動向調査等の

結果を、科研費等の政策立案

や審査方法の改善に有効に活

用して欲しい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を B と

する。 

・新たに学術情報分析センタ

ーが設置され、日本学術振興

会の動向調査能力が付与され

たことが評価される。 

・情報の集積と整理を行う一

元管理、さらには情報セキュ

リティの確保にも効果的に対

処できるようになったことも

評価できる。 

・科研費審査委員選考支援シ

ステムの開発が進められ、膨

大な科研費申請案件を審査員

の人選が迅速化されることが

期待される。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

・学術システム研究センター

が作成する研究動向調査等の

結果を、科研費等の政策立案

や審査方法の改善に有効に活

用して欲しい。そのために、

自由度を保ちつつ、方向性を

もった研究動向調査の依頼が

可能であるかの検討をして欲

しい。 

・学術システム研究センター

主任研究員の業務負担の軽減

が図られるような支援システ

ムの開発を引き続き検討して
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ほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

６－１ 情報の一

元的な管理の状況

（取組実績を参考

に判断） 

 

＜評価の視点＞ 

６－１ 事業の枠

を超えた活用を可

能とする情報基盤

が構築されている

か、情報の一元的

な管理に係る取組

実績を参考に判断

する。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【情報の一元的な集積・管理】 

（1）諸事業に係る情報を一元的に集約・管理する基盤の構築 

振興会の諸事業が取り扱っている情報について、引き続き業務システムの調査

やヒアリングを経て整理し、リスト化を行い、横断的に事業情報を管理していく

ための基盤を構築した。 

 

（2）管理体制の構築 

今後の諸事業に係る情報の追加や更新等に追随して対応できるように、引き続き

業務システムにおけるカスタマイズ等の仕様変更を事前にチェックするフローを

確立し、情報基盤が陳腐化しないように管理する体制を整えた。 

（１）情報の一元的な集積・管理 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、中期

計画通りに実績を上げたことから、評

定を b とする。 

 

・諸事業が取り扱う情報について整理

し、事業横断的な情報基盤を構築し、か

つ今後も維持管理していくための体制

を整えており、中期計画通り着実に業

務を実施したと評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

諸事業の情報整理とリスト化を更に

進め、一元管理する情報基盤を構築す

る。合わせて運用管理体制等を整える

など必要な取り組みも実施していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である６－１については、

必要な取り組みを行っており、情報基

盤の構築に向けて毎年度着実に実施し

た。 

 

（１）情報の一元的な集積・

管理 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・情報の整理や一元化を実施

する礎は整備されたので、日

本学術振興会が保有する膨大

な学術・研究情報の有効活用

に本格的に取り組んでほし

い。 

・さらに、海外の当該情報も

収集して、我が国の学術基盤

の立ち位置を客観的に示して

ほしい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

（１）情報の一元的な集積・

管理 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・情報の整理や一元化を実施

する礎は整備されたので、日

本学術振興会が保有する膨大

な学術・研究情報の有効活用

に本格的に取り組んでほし

い。 

・さらに、海外の当該情報も

収集して、我が国の学術基盤

の立ち位置を客観的に示して

ほしい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

６－２ 情報の分

析や調査研究の成

＜主要な業務実績＞ 

【学術情報分析センター】 

・学術情報分析センターの設置 

 学術情報分析センターは、平成 30(2018)年 3 月末まで設置されていたグローバ

ル学術情報センターを改組し、平成 30(2018)年４月に設置された。 

（２）総合的な学術情報分析の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

（２）総合的な学術情報分析

の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

（２）総合的な学術情報分析

の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について
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果の発信状況（Ｂ

水準：中期目標期

間中に 10 件程

度） 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

６－２ 振興会の

諸事業に係る情報

を横断的に活用

し、各種事業の動

向や成果を総合

的、長期的に把握・

分析する観点か

ら、10 件程度のテ

ーマを設定し、分

析や調査研究を行

い、その成果につ

いて発信すること

を達成水準とす

る。 

 同センターは、所長の下、分析研究員及び分析調査員により構成しており、分

析研究員 3～4 名（大学等の学術研究機関において教授または准教授の職にある者

3 名が兼務し、うち 1 名は副所長。令和 3(2021)年度から非常勤の専門職 1名を増

員。）は、それぞれのテーマに係る調査分析を総括するとともに、振興会の諸事業

に係る調査分析に関し助言を行った。また、分析調査員 3～5 名（常勤 3～4 名、

非常勤 1 名）は、分析研究員の指導の下、当該テーマに係る調査分析の業務を担

うとともに、事業動向など事務的な調査分析業務を処理した。 

・連絡会議の設置 

学術情報分析センターの業務の円滑な推進を図るため、学術情報の分析に係る関

係機関その他の有識者の委員により構成される連絡会議を設置し、会議を開催す

るとともに、適時に学術情報分析センターの活動に対する助言を得た。 

・JST 研究開発戦略センター（CRDS）職員との意見交換を実施 

 次期中期目標期間における学術情報分析センターの在り方を見据え、他法人の

取組も参考とするため、CRDS職員と同センターの組織や取組について意見交換を

行った。 

 

・情報の把握・分析基盤の構築 

＜科研費助成事業の研究課題情報、研究者情報及び成果情報の紐付け＞ 

 科研費の採択研究課題、研究者、研究成果の高い精度による紐付けを通じたデ

ータ基盤を整備することにより、科研費に関連する様々な分析を可能とした。 

＜特別研究員経験者の所属・職、科研費獲得及び成果に関する情報の紐付け＞ 

 特別研究員経験者について、所属・職、科研費の獲得、発表論文等の情報の紐

付けを通じた分析を可能とした。 

＜学術国際交流諸事業の横断的な分析のための情報の紐付け＞ 

 学術国際交流諸事業により支援を受けた研究者の紐付けを行い、諸事業を横断

的に分析するための基盤を整備した。 

＜特別研究員事業、海外特別研究事業、学術国際交流事業等の改善に資するエビ

デンスデータ等の作成＞ 

 「独立行政法人日本学術振興会の令和元(2019)年度における業務の実績に関す

る評価」における主務大臣の評価「特別研究員事業、海外特別研究事業、国際交

流事業等については、国内外の情勢により変化が求められることから、各事業の

改善に資するエビデンスデータ等の提供にも注力いただきたい。」に対応し、特別

研究員採用者及び学術国際交流事業に関する情報の紐付けに加え、海外特別研究

員採用者の紐付けを行い、エビデンスデータを構築した。 

 

・学術システム研究センターにおける科研費の審査委員等の選考の支援 

 学術システム研究センターとも連携を密にし、以下の業務を実施した。 

＜「審査意見書作成候補者選考支援システム」の開発＞ 

確率的潜在意味解析（LDA）の取組の成果に基づき、支援システムを開発し、平

成 30(2018)年度に実装した科研費の特別推進研究、基盤研究(Ｓ)の審査意見書作

成候補者選考を支援するシステムの改良を平成 31(2019)年度以降進めた。 

＜「審査委員等候補者検索システム」の開発＞ 

令和元(2019)年度以降、特別推進研究、基盤研究(Ｓ)以外の科研費の種目を対

上げたことから、補助評定をｂとする。 

・情報の把握・分析基盤を構築すると

ともに、科研費助成事業、人材育成事

業、学術国際交流事業といった振興会

の諸事業を対象に、各担当部署等から

の要望や学術システム研究センターか

らの意見等を踏まえ数多くのテーマを

設定し、当該担当部署等とも連携しつ

つ情報の把握・分析の取組を進めたこ

とは高く評価できる。その成果は振興

会内の関連部署に提供しており、諸事

業の改善・高度化に向けた検討に資す

るものであると評価できる。 

・情報発信については、今中期目標期

間中に JSPS-CSIA REPORTを毎年 2件以

上刊行し、中期計画を上回る成果を上

げていると評価できる。 

・連絡会議は、振興会と他の学術情報

の分析を行う機関との間で相互に情報

やノウハウを共有するための効果的な

枠組みとして機能していると評価でき

る。 

・学術システム研究センターとも連携

を密にし、科研費の審査意見書作成候

補者選考支援システムの改良、審査委

員等候補者検索システムの実用化に向

けた検討、海外レビュア選考支援シス

テムを開発したことは学術システム研

究センター研究員の業務の支援に大き

く貢献するものであると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・把握・分析のテーマの多くは、長期的

な観点における調査分析が求められる

ことから、次年度以降も継続的な取組

を行う。 

・審査委員等候補者検索システム及び

海外レビュア選考支援システムについ

ては、引き続き改良を進めていく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である６－２については、

今中期目標期間中に 12 件刊行してお

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・グローバル学術情報センタ

ーを改組して新たに学術情報

分析センターが設置され、従

来弱いとされていた日本学術

振興会の学術動向調査能力や

研究動向調査能力が向上した

ことが高く評価される。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・振興会による調査分析は、

豊富な研究者のデータを基盤

としており、どの項目をみて

も大変有用で他では実施でき

ないものも多い。これらの結

果がどのように活用されてい

るか、どのような施策につな

がったかは、後になって明確

になることも多いので、引き

続きフォローアップを行う必

要がある。 

 

＜その他事項＞ 

― 

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・グローバル学術情報センタ

ーを改組して新たに学術情報

分析センターが設置され、従

来弱いとされていた日本学術

振興会の学術動向調査能力や

研究動向調査能力が向上した

ことが高く評価される。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・振興会による調査分析は、

豊富な研究者のデータを基盤

としており、どの項目をみて

も大変有用で他では実施でき

ないものも多い。これらの結

果がどのように活用されてい

るか、どのような施策につな

がったかは、後になって明確

になることも多いので、引き

続きフォローアップを行う必

要がある。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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象とした審査委員の選考を支援する新たなシステムの実用化に向けた検討を進め

た。 

 

＜「海外レビュア選考支援システム」の開発＞ 

科研費新種目の「国際先導研究」において、海外レビュアによる審査が行われ

るため、令和３(2021)年度に科研費担当部署からの「海外レビュアの選考方法・

ツールの開発」の要望を踏まえ、「審査委員等候補者検索システム検討合同タスク

フォース」で検討し、令和 4(2022）年度に実装した。 

 

・振興会の諸事業に関する調査分析 

 科研費助成事業、人材育成事業、学術国際交流事業といった振興会の諸事業を

対象に、各担当部署等からの要望や学術システム研究センターからの意見を踏ま

えテーマを設定し、当該担当部署等とも連携しつつ、情報の把握・分析の取組を

実施した。その成果に基づき、今後、振興会諸事業の改善・高度化に向けた検討

に資することを目的として以下の報告書等（内部検討資料）を作成し、関連部署

に提供した。 

通番 名称 

１ 基礎データ集（毎年） 

２ 特別研究員経験者の研究活動の状況に関する分析（令和元年度） 

３ 文献データベースを用いた外国人特別研究員経験者の研究活動の分

析（令和元年度） 

４ 文献データを用いた日本と英独瑞との間の研究協力状況（平成 30 年

度） 

５ 海外のファンディングエージェンシーの学際的研究の推進方策に関

する調査（令和元年度） 

６ 国際的に卓越した研究者の創出における科研費助成事業による支援

の効果（令和２年度） 

７ 人文学・社会科学分野に焦点を絞った振興会事業による支援の成果の

分析手法について（令和２年度） 

８ 日本学術振興会研究者養成事業における特別研究員のキャリアに関

する調査・分析報告書（令和２年度） 

９ 日本学術振興会顕彰事業における日本学術振興会賞受賞者のキャリ

ア調査・分析（令和２年度、令和３年度） 

10 

 

日本学術振興会顕彰事業における日本学術振興会育志賞受賞者のキ

ャリア調査・分析（令和２年度、令和３年度） 

11 学術国際交流事業の研究代表者、参加者を対象とした分析（令和２年

度、令和３年度） 

12 主要国における研究者養成の仕組み（令和２年度） 

13 日本の論文に占める科研費論文の状況 ― 文献の助成情報からの

助成機関名等の抽出等（令和３年度） 

14 米国 NSF等におけるピアレビュー（特にバーチャルパネル）について

（令和３年度） 

り、中期計画の目標を達成した。 
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15 日本学術振興会研究者養成事業における特別研究員のキャリアパス

の分析（令和３年度） 

16 科研費における研究課題の成果文献に関する調査分析（令和３年度） 

17 特別研究員 PD の研究機関移動の効果（令和３年度） 

18 基金化の学術研究に対する効用の分析 ― FWCI の分布の基金化前

後比較（令和３年度） 

19 科研費の採択率、充足率と研究成果等の関係性（令和３年度） 

20 HOPE ミーティング参加者のキャリア分析（令和３年度） 

21 科研費研究成果に関する計量書誌学的評価指標等調査報告（令和 4年

度） 

22 先端科学（FoS）シンポジウム参加者の研究活動状況の分析（令和 4

年度） 

23 学術国際交流事業経験者の研究活動の Scopus による分析（令和 4年

度） 

 

・分析ツール等の利用に関する説明会の開催 

 学術情報分析センターが調査分析の際に活用している文献データベースの

Scopus や分析ツールの SciVal について、振興会職員の育成やスキルアップと自

らの業務において補完的な分析が行えるよう、その使用方法や分析手法に係る説

明会（研修）を令和 4(2022）年度に３回実施した。 

 

・調査分析の成果の情報発信 

 調査分析の成果を、JSPS-CSIA REPORT（CSIA は学術情報分析センターの英文名

称「Center for Science Information Analysis」の略）として毎年 2 件以上刊行

した。 

通番 刊行時期 名称 

１ 平成 30 年７月 日本学術振興会諸事業による国際的な活動の展開 

２ 平成30年12月 日本学術振興会特別研究員事業によるポストドク

ターのフェローシップと海外研鑽の効果について 

ポストドクター等の動向分析から見えるもの① 

３ 平成 31 年３月 出産・育児による研究中断を経験した若手研究者支

援への取り組み－「特別研究員‐ RPD(Restart 

Postdoctoral Fellowship)」の現状と推移－ 

４ 平成 31 年３月 学術情報分析センター平成 30 年度活動報告 

５ 令和２年３月 日本学術振興会諸事業による国際的な活動の展開 

６ 令和２年３月 主要国のファンディングエージェンシーにおける

学際的研究の推進方策 

７ 令和３年３月 日本学術振興会諸事業による国際的な活動の展開 

８ 令和３年３月 海外のファンディングエージェンシーにおける審

査・評価システムの最近の動向 
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９ 令和４年３月 日本学術振興会諸事業による国際的な活動の展開 

10 令和４年３月 公開情報による科学研究費等の研究助成に関する

調査の方法 

11 令和５年３月 「研究成果の質」に着目した基金化の効果の検証手

法の一提案・解説 

12 令和５年３月 日本学術振興会諸事業による国際的な活動の展開 

 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

６－３ 学術動向

調査の実施件数

（Ｂ水準：中期目

標期間中に 614 件

程度） 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

６－３ 学術の振

興を図るための諸

事業を長期的観点

に立って効果的に

展開する観点か

ら、国内外におけ

る学術振興施策の

現状や学術研究の

動向等の調査研究

について、前中期

目標期間における

実績（614 件）と同

程度実施すること

を達成水準とす

る。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【学術システム研究センター】 

・学術システム研究センター研究員を研究担当者として振興会と研究員が所属す

る研究機関が委託契約を締結し、学術研究動向等に関する調査研究を実施した。 

 学術動向調査の実施件数 

H30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 計 

 128 129 129 129 139 654 

・学術研究動向等に関する調査研究は、各研究員の専門分野または周辺分野にお

ける最新かつ広範な研究動向、各分野における課題や今後の方向性、国内外の学

術振興方策に関する調査研究であり、その成果を次のような振興会の審査･評価業

務の向上や、事業全般に対する提案・助言等に活用した。 

＞科研費における審査・評価業務：学術動向を踏まえつつ、公募要領、審査区分

表、審査の手引き等の見直し等、審査の改善等について検討した。公募要領等の

見直しはその後の公募に反映された。特に審査区分表の見直しについては、令和

５(2023)年度公募に反映された。 

＞特別研究員事業における審査・評価業務：学術動向を踏まえつつ、書面審査セ

ットの見直しや審査方法など、審査制度の改善について検討した。書面審査セッ

トの見直しや審査方法については、各年度の募集・審査に反映された。 

＞科研費・特別研究員事業等における審査委員等の候補者案の作成及び審査結果

の検証。 

＞日本学術振興会賞の査読及び日本学術振興会育志賞の予備選考 

 

・なお、新型コロナウイルス感染症の学術研究動向等への影響については、令和

３(2021)年４月に報告書が提出された令和２(2020)年度の調査研究成果や令和４

(2022)年４月に報告書が提出された令和３(2021)年度の調査研究成果として、学

会運営や若手研究者キャリアパスの観点からの報告があった。 

 

・研究計画の作成及び研究成果の公開 

前年度の委託契約に基づく調査研究成果として提出された『調査研究実績報告書』

を取りまとめ、毎年 6 月頃にウェブサイトで公開している。令和３(2021)年度の

委託契約に基づく報告書については、今般の新型コロナウイルス感染症の学術へ

の影響に関する報告に「新型コロナウイルス関係」の見出しを付し、閲覧者に対

する配慮を行った。なお、未発表の研究情報や個人情報が含まれる場合には、公

開の可否について個別に検討を行っている。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html 

（３）学術動向に関する調査研究の推

進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていることか

ら、評定を b とする。 

 

・学術研究の動向について、学術シス

テム研究センターの研究員の専門的な

知見に基づき、人文学、社会科学から自

然科学に渡る全ての学術領域をカバー

する学術研究動向等に関する一貫した

調査研究を着実に実施している。その

成果は、審査区分表の見直しの検討や

審査委員選考等の業務に活用され、振

興会が行う審査・評価業務等の向上に

役立っている。また、研究成果は、知的

財産権や個人情報に注意しながら、積

極的に公開している。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き学術研究動向等に関する調

査研究を実施し、振興会事業の企画・立

案等に活用していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である６－３については中

期目標に定められた水準（中期目標期

間中に 614 件）を越えて（654 件）実施

し、中期目標を達成した。（達成率

106.5％） 

（３）学術動向に関する調査

研究の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・学術システム研究センター

が作成する研究及び学術動向

調査等の結果を分析し、科研

費等の政策立案や審査方法の

改善に有効に活用する仕組み

を構築してほしい。 

・従来の科学技術系の学術動

向分析に加え、人文社会科学

研究及びその国際化の動向調

査を積極的に行ってほしい。

さらに、文理融合の研究推進

支援にも努めてほしい。 

・センター研究員の調査報告

書は、公開されている内容を

見る限り、フリーフォーマッ

トで、その分野のトピックス

を記述しているもので、これ

を誰がどのように活用してい

るのかは不明である。せっか

くセンター研究員に専門的な

視点から調査していただくの

であれば、たとえば「当該分

野におけるコロナ感染症の影

響」とか「若手研究者の活躍」

（３）学術動向に関する調査

研究の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・学術システム研究センター

が作成する研究及び学術動向

調査等の結果を分析し、科研

費等の政策立案や審査方法の

改善に有効に活用する仕組み

を構築してほしい。そのため

にも、自由度を維持しつつ、

方向性をもった動向調査が依

頼できないか、下記について

検討して欲しい。 

・従来の科学技術系の学術動

向分析に加え、人文社会科学

研究及びその国際化の動向調

査を積極的に行ってほしい。

さらに、文理融合の研究推進

支援にも努めてほしい。 

・センター研究員の調査報告

書は、公開されている内容を

見る限り、フリーフォーマッ

トで、その分野のトピックス

を記述しているもので、これ

を誰がどのように活用してい

るのかは不明である。せっか

くセンター研究員に専門的な
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４．その他参考情報 

 

 

 

令和５(2023)年度の委託契約に基づく調査計画書の作成においては、計画の例示

として新型コロナウイルス感染症の学術への影響に関する項目を追加し、選択肢

として提示した。 

 

・科研費特設分野研究及び科研費特設審査領域の研究代表者交流会の実施 

科研費の基盤研究（B、C）では令和元(2019)年度公募まで審査区分として「特設

分野研究」、挑戦的研究では令和２(2020)年度公募まで「特設審査領域」が設定さ

れていたが、この特設分野研究、特設審査領域は、学術システム研究センターで

学術研究動向等の調査研究を踏まえた検討の結果を、文科省科学技術・学術審議

会学術分科会科学研究費補助金審査部会に提案し、これに基づき設定されたもの

である。センターでは特設分野研究、特設審査領域に採択された研究代表者を対

象に、既存の分野を超えた新たなネットワークの構築と新しい学術の芽が生まれ

ることを期待して、研究代表者交流会を開催した。研究代表者交流会にはセンタ

ー研究員も参加し、最新の研究動向の把握に努めた。 

 研究代表者交流会の実施 

特設分野

研究 

グローバル・スタディーズ 1 回（H30 年度） 

人工物システムの強化 1 回（H30 年度） 

複雑系疾病論 1 回（H30 年度） 

オラリティと社会 2 回（H30 年度～R1 年度） 

次世代の農資源利用 2 回（H30 年度～R1 年度） 

情報社会におけるトラスト 2 回（H30 年度～R1 年度） 

特設審査

領域 

高度科学技術社会の新局面 3 回（H30 年度～R2 年度） 

超高齢社会研究 3 回（H30 年度～R2 年度） 

 

 

さらには「AI や DX による研

究開発手法の変革」というよ

うな共通の切り口やテーマを

決めて実施していただくのも

ひとつの方策ではないか？ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

視点から調査していただくの

であれば、たとえば「当該分

野におけるコロナ感染症の影

響」とか「若手研究者の活躍」

さらには「AI や DX による研

究開発手法の変革」というよ

うな共通の切り口やテーマを

決めて実施していただくのも

ひとつの方策ではないか？ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－７ 

７ 横断的事項 
（１）電子申請等の推進 
（２）情報発信の充実 
（３）学術の社会的連携・協力の推進 
（４）研究公正の推進 
（５）業務の点検・評価の推進 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

独立行政法人日本学術振興会法第 15 条第５号、第７号、第９号 

独立行政法人通則法第 32条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

参考ＵＲＬ 振興会ホームページ 和：https://www.jsps.go.jp/index.html、英：https://www.jsps.go.jp/english/index.html  

メールマガジン（バックナンバー） https://www.jsps.go.jp/j-mailmagazine/backnumber.html  

ひらめき☆ときめきサイエンス https://www.jsps.go.jp/j-hirameki/index.html  

卓越研究成果公開事業 https://www.jsps.go.jp/j-takuetsu/index.html  

学術の社会的連携・協力の推進事業 https://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.html  

不正使用・不正行為受付窓口 https://www.jsps.go.jp/j-kousei/madoguchi.html 

研究公正推進事業 https://www.jsps.go.jp/j-kousei/index.html 
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２．主要な経年データ 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達

成

目

標 

基準値 

（前中期目

標期間最終

年度値等） 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

２年度 ３年度 ４年度  平成 

30 年度 

令和元年

度 

２年度 ３年度 ４年度 

評価指標 予算額（千円） 667,067 859,095 737,896 485,322 593,891 

振興会ホームページへ

のアクセス状況（アク

セス数等を参考に判

断） 

－ 
4,783,818

件 

8,899,354

件 

5,286,704

件 

4,576,218

件 

4,797,012

件 

4,559,379

件 

決算額（千円） 832,517 835,777 538,216 580,262 682,192 

経常費用（千円） 741,015 743,516 529,899 488,183 707,115 

経常利益（千円） 32,373 163,105 44,308 144,858 38,241 

大学と産業界の研究者

等による情報交換の場

として新たに設置した

委員会・研究会数（Ｂ水

準：中期目標期間中に

８件程度） 

８

件

程

度 

10 件 ４件 １件 ６件 ２件 １件 

行政サービス実施

コスト（千円） 
509,113 － － － － 

行政コスト（千円） － 749,048 529,899 488,183 707,115 

従事人員数 9 10 7 8 6 

 

研究倫理教育の高度化

に係る支援状況（Ｂ水

準：研究分野横断的又

は研究分野の特性に応

じたセミナー若しくは

関係機関と連携したシ

ンポジウムを毎年度２

回程度開催） 

毎

年

度

２

回

程

度 

６回 ２回 ２回 ２回 ２回 ２回  

注１）予算額、決算額は「７ 横断的事項」の支出額を記載。人件費については共通経費部分を

除き各業務に配賦した後の金額を記載。 

注２）従事人員数については「７ 横断的事項」の事業担当者数を計上（重複を含む）。 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標、中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

  ＜自己評価＞ 

評定：B 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を B とする。 

 

・電子申請等の推進について、募集要

項・応募様式等の書類をホームページ

から入手可能な状態とし、電子申請シ

ステムによる各事業の応募（申請）受

付、審査業務、交付業務の実施や、e-Rad

の連携活用の推進、適切な情報セキュ

リティ対策を実施している。特に、振興

会で応募審査から交付まで所管してい

る種目について全て電子申請システム

で管理することを可能とするなど、計

画に基づき着実に業務を実施している

と評価できる。 

また、新型コロナウイルスの影響に

伴う申請手続きの変更等への対応を着

実に行うなど、柔軟に業務を実施して

いる。 

・科研費において、特別推進研究、基盤

研究（Ｓ）の中間評価について、報告書

提出から評価結果通知を一貫して行え

る機能を構築したことや、研究計画調

書の引き戻し機能を電子申請システム

に実装し、応募書類の誤送信や提出漏

れといった研究機関及び応募者の締切

前後の物理的・心理的負担を軽減した

ことは高く評価できる。 

・審査の電子化を推進し、電子審査シス

テムの Web ブラウザ上で研究計画調書

を閲覧する機能を導入するなど、審査

委員の負担の軽減を積極的に図ってい

ることも評価に値する。 

・ひらめき☆ときめきサイエンスにつ

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると言えることから、評

定を B とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を B と

する。 

・電子申請システムについて

は、各事業の応募（申請）受

付、審査業務、交付業務を実

施した。また、研究者や事務

担当者の意見等に基づき、利

便性の向上等を図るととも

に、適宜電子化の拡充、制度

改善等に伴う改修をしたこと

は評価される。 

・科学研究費助成事業におい

て e-Rad の更新に対応し、電

子申請システムと e-Rad の双

方向連携を実施するなど、e-

Radの連携活用を推進した。 

・電子審査システムの Web ブ

ラウザ上で研究計画調書を閲

覧する機能を導入し、審査委

員の負担の軽減を積極的に図

ったことも高く評価される。 

 

 

＜指摘事項、業務運営上の課

題及び改善方策＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

― 
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いては、新型コロナウイルス感染症拡

大等の状況に鑑み、交付申請留保の仕

組みを設け、プログラムの準備や開催

日の検討が困難となった研究者のニー

ズに応えた点で評価できる。 

・情報発信の充実について、広報企画室

を新設することで広報活動に係る体制

を整備し、10 年ぶりとなる大規模リニ

ューアルを行ったことは評価できる。 

公募情報や新型コロナウイルス感染

症に関連する対応等、ウェブサイトに

よる迅速な情報提供を行った。また、ウ

ェブサイト及び概要をはじめとした各

種事業のパンフレットでわかりやすい

情報発信を行ったほか、一般国民や若

手研究者をターゲットにしたウェブサ

イトによる情報発信など、効果的な情

報発信が着実に実施されている。 

個人情報等に配慮しつつ、学術シス

テム研究センターによる学術研究動向

等に関する調査研究成果の公表や学術

情報分析センターによる JSPS-CSIA 

REPORT の公表、海外学術動向ポータル

サイトにおける海外の情報発信、「科研

費 研究成果トピックス」による優れ

た研究成果の公開等により、得られた

成果等を積極的に社会に提供してい

る。 

・学術の社会的連携・協力の推進につい

て、産学協力委員会及び産学協力研究

委員会が精力的に活動し、国内外の研

究者を集めてのセミナー、シンポジウ

ムを開催し刊行を通じ委員会の成果発

信を行っており、新型コロナウイルス

感染症の影響下でも、着実に事業を運

営し、中期計画通り着実に業務を実施

していると評価できる。 

・研究公正の推進について、研究費の不

合理な重複及び過度の集中の排除のた

め、審査結果等を他の競争的研究費の

配分機関に対して迅速に提供してい

る、各研究機関における不正防止に対

する取組の状況等について、チェック
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リストにより研究機関における体制整

備状況を把握しているなど、業務を着

実に実施している。 

また、事業実施にあたっての研究倫

理教育プログラムの履修義務付けや不

正があった場合の厳格な対応について

は、事業説明会や公募要領において周

知・徹底することにより着実に実施し

ている。 

・自己点検評価及び外部評価を、毎年度

それぞれ適切に実施し、評価結果をウ

ェブサイトで適切に公表しており、中

期計画通り着実に業務が実施されてい

ると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、研究不正防止に向けた取組

や、自己点検評価及び外部評価等を着

実に実施する。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

ー 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

７－１ 電子申請

等の推進状況（応

募手続や審査業務

等の電子化実績等

を参考に判断） 

 

＜評価の視点＞ 

７－１ 研究者の

負担軽減や業務効

率化を図るための

情報システムが整

備されているか、

応募手続や審査業

務等の電子化の実

績及び制度改善や

研究者等の意見を

踏まえたシステム

＜主要な業務実績＞ 

【公募事業における電子化の推進】 

・公募要領等をウェブサイトから入手可能な状態とすること、電子申請システム

により各事業の応募受付等を実施すること、また対象事業等の拡充を実施するこ

と、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の連携活用を推進すること、適切な

情報セキュリティ対策を実施することなど、計画を着実に実施している。 

 

・科学研究費助成事業において電子申請システムと e-Rad の双方向連携を実施す

るなど、e-Rad の連携活用を推進した。 

 

・第４期中期目標期間中に、電子申請システムでの Web入力に対応していない様

式についても、アップローダによる提出を可能とするとともに、交付内定等の各

種通知についても電子申請システム上でダウンロードさせる形式とするなど、書

類授受のペーパーレス化を達成した。 

 

・電子申請システムの設計・開発において、情報セキュリティポリシー及び「政

府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を含む政府機関における一連

の対策を踏まえた情報セキュリティ対策を実施し、可能な限り脆弱性を保有しな

いように努めた。また、電子申請システムの基幹部分において、必要に応じてア

ップグレードを行い、セキュリティを確保した。 

 

■科学研究費助成事業 

・令和３(2021)年度に実施した、令和４(2022)年度助成事業の公募から、例年４

（１）電子申請等の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を b とする。 

 

・募集要項・応募様式等の書類をウェブ

サイトから入手可能な状態とし、電子

申請システムによる各事業の応募（申

請）受付、審査業務、交付業務の実施や、

e-Rad の連携活用の推進、適切な情報セ

キュリティ対策の実施等、中期計画通

り着実に業務を実施していると評価で

きる。 

・電子申請システムで対応していない

様式についても、アップローダによる

提出とするとともに、交付内定等の各

種通知についても電子申請システム上

でダウンロードさせる形式とするなど

ペーパーレス化を着実に推進してい

る。 

・電子申請システムにおいて、新型コロ

（１）電子申請等の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・電子申請システムの充実を

図ると同時に、セキュリティ

対策もよりいっそう強化して

ほしい。 

・科学研究費助成事業の公

募・審査・交付業務の早期化

を実現したことによって研究

者の利便性が格段に高まった

ことは高く評価できるが、早

期化の要望は従前よりあり、

逆に言えば、なぜこれまで実

現できなかったのか。研究現

場の要望をしっかり受け止め

（１）電子申請等の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定をｂと

する。 

・電子申請システムの対象事

業等の拡充を図るとともに、

e-Rad の連携活用の推進、適

切な情報セキュリティ対策の

実施等に取り組むなど、着実

に実施していることが特筆さ

れる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・電子申請システムの充実を

図ると同時に、セキュリティ

対策もよりいっそう強化して

ほしい。 

・科学研究費助成事業の公

募・審査・交付業務の早期化
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の改修実績等を参

考に判断する。 

 

月に審査結果通知が行われていた基盤研究等について、研究期間開始と同時に効

果的に研究を立ち上げられるよう公募・審査・交付業務などを早期化するため、

審査結果通知の仕組みを電子申請システム上に構築し、通知時期の早期化を実現

した。（約７万２千件の研究課題に対して２月末に審査結果を通知。） 

前年度のうちに審査結果が通知されることで、研究スタッフの継続雇用や物品調

達の準備、出張の調整等の事前手続きが前年度中に実施できるようになり、研究

者や研究機関の利便性が格段に高まった。 

 

・奨励研究、国際共同研究加速基金（国際先導研究、帰国発展研究）、研究成果公

開促進費については応募だけで無く、新規に交付申請や実績報告書等の交付業務

についても電子申請システムで実施できるよう改修を行った。 

 

・電子申請システムにアップロード可能な添付ファイルの上限サイズを順次拡張

し、研究計画調書の引き戻し機能を実装するなど、利用者の利便性向上のための

取り組みを着実に実施している。 

 

・特別推進研究、基盤研究（Ｓ）の評価において、評価報告書の受付・評価業務

を電子申請システム等により行うことで、ペーパーレス化を達成した。特に、評

価件数の多い中間評価については、研究代表者からの評価報告書提出から評価結

果通知を一貫して電子申請システム上で行える機能を構築した。今後、事後評価

についても同様の機能を構築する予定である。 

 

・電子審査システムの Web ブラウザ上で研究計画調書を閲覧する機能を導入する

など、審査委員の負担の軽減を積極的に図り、審査の電子化を推進した。 

 

・（再掲）研究者用ハンドブックについて、従来、PDFファイルのみの掲載として

いたところ、電子化の推進の一環として、スマートフォンやタブレット端末等に

よる閲覧を想定した操作性の向上のため、令和４(2022)年６月に電子ブック形式

による掲載を行った。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・補助金の繰越申請手続きについて、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う繰

越の場合には、専用の選択肢を設けることにより通常の繰越に比べて必要となる

入力項目を削減するなど、研究者の手続き簡素化に配慮した。 

•新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基金の補助事業期間再延長承認申請手

続きについて、科研費電子申請システムにより受け付けるよう改修を行った。 

 

■特別研究員事業、海外特別研究員事業等 

・特別研究員事業、海外特別研究員事業の申請受付・審査業務を電子申請システ

ムにより行った。また、審査方法の変更に伴う改修等において、システムの機能

等の充実を図り、利用者の利便性を向上させた。 

 

・特別研究員事業においては、令和３(2021)年度審査実施分までは、審査委員に

ナウイルスの影響に伴う申請手続きの

変更等への対応を着実に行った。 

・JSPS で応募審査から交付まで所管し

ている種目について全て電子申請シス

テムで管理することを可能とした。 

・科研費においては、特別推進研究、基

盤研究（Ｓ）の中間評価について、報告

書提出から評価結果通知を一貫して行

える機能を構築したことや、研究計画

調書の引き戻し機能を電子申請システ

ムに実装し、応募書類の誤送信や提出

漏れといった研究機関及び応募者の締

切前後の物理的・心理的負担を軽減し

たことは高く評価できる。 

・研究期間開始と同時に効果的に研究

を立ち上げられるよう、審査結果通知

の仕組みを電子申請システム上に構築

し、通知時期の早期化を実現した。前年

度のうちに審査結果が通知されること

で、研究スタッフの継続雇用や物品調

達の準備、出張の調整等の事前手続き

が前年度中に実施できるようになり、

利便性が高まったことは高く評価でき

る。 

・奨励研究、国際共同研究加速基金（国

際先導研究、帰国発展研究）、研究成果

公開促進費については応募だけで無

く、交付申請や実績報告等も含めペー

パーレス化を達成した。 

・審査の電子化を推進し、電子審査シス

テムの Web ブラウザ上で研究計画調書

を閲覧する機能を導入するなど、審査

委員の負担の軽減を積極的に図ってい

ることも評価に値する。 

・研究者用ハンドブックについて、利用

者の目線に立ち、従来の PDF ファイル

以外の掲載方法を工夫することによ

り、利便性の向上を図っていることも

評価に値する。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

て、真に研究者の立場に立っ

た仕組みになっているか、常

に確認することが重要ではな

いか。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

を実現したことによって研究

者の利便性が格段に高まった

ことは高く評価できる。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

150



送付する審査資料は紙媒体のみの対応としていたが、審査委員からの意見も踏ま

え、令和４(2022)年度審査実施分より、希望する審査委員については、電子媒体

のみによる審査を可能とする対応を実施した。 

 

・特別研究員事業においては、特別研究員採用内定者が申請時と同様の「電子申

請システム」上で採用手続を行うことを可能とするシステムの拡張を行い、令和

４(2022)年１月から、運用を開始した。さらに、令和４(2022)年度に受入研究機

関事務担当者向けに実施したアンケートの結果を踏まえて、受入研究機関におい

て、自機関で受け入れる採用内定者の手続の進捗を把握できるよう、更に機能を

充実させ、令和５(2023）年１月より運用を開始した。また、特別研究員採用者が

自身の登録データを Web 上で確認するとともに、オンラインで採用後の各種申請

等を行うことを可能とするウェブシステム「日本学術振興会特別研究員（採用後）

マイページ」（通称：「学振マイページ」）を構築し、令和３(2021)年６月から運用

を開始した。 

 

・若手研究者海外挑戦プログラムにおいて、令和２(2020)年度採用分より導入す

ることとした２段階書面審査を実施するため、令和元(2019)年度から２年度にか

けて必要な改修を行った。 

 

■学術の国際交流事業 

・既に電子化を行っている事業については、第４期中期目標期間中も引き続き申

請受付・審査業務を電子申請システムにより行った。 

 

・推薦書の添付が必要な「外国人特別研究員」及び「外国人招へい研究者」にお

いても、平成 30(2018)年度に推薦書等の提出を含めた完全電子申請化を実現し、

利便性を高めた。 

 

・国際共同研究事業のうち、リードエージェンシー方式による応募・審査業務を

実施できるようにするため、令和元(2019)年度から２年度にかけて、電子申請シ

ステムの改修を行った。 

 

・HOPE ミーティングにおける申請受付用務を電子申請システムにより行えるよう

にするため、令和２(2020)年度に新たに電子申請システムの開発を行った。 

 

・論文博士号取得希望者に対する支援事業における申請受付用務全般を電子申請

システムにより行えるようにするため、令和３(2021)年度に電子申請システムの

改修を行った。 

 

・第４期中期目標期間において、半年毎に、各事業の担当から電子申請システム

の改修希望を聴取して取り纏め、システム開発業者から見積を徴取した上で、学

術国際交流事業全体としての費用対効果を勘案し、必要部分についての改修を行

った。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

評価指標である７－１については、研

究者の負担軽減や業務効率化を図るた

めの情報システム整備、応募手続や審

査業務等の電子化及び制度改善や研究

者等の意見を踏まえたシステムの改修

等を行い、目標水準に達している。 
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 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

７－２ 振興会ホ

ームページへのア

クセス状況（アク

セス数等を参考に

判断） 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

７－２ 振興会の

活動及びその成果

の総合的かつ効果

的な情報発信が行

われているか、ホ

ームページへのア

クセス件数（平成

26～28 年度の各

年度平均実績：

478 万件）、コン

テンツごとのアク

セス動向等を参考

に判断する。 

 

＜主要な業務実績＞ 

【広報と情報発信の強化】 

・振興会ウェブサイトについて、コンテンツごとのアクセス動向等を踏まえ、利

用者のニーズに応える的確かつ見やすいものとなるよう、サイトの構成やデザイ

ンの大幅な見直し、スマートフォン対応、ウェブアクセシビリティの改善に係る

検討を行い、令和５(2023)年２月に大規模なリニューアルを実施した。 

・本会の「ウェブアクセシビリティガイドライン（2011年 11月制定）」について、

日本工業規格 JIS X 8341-3:2016 の達成基準を網羅するよう大幅に改定を行っ

た。 

・ひらめき☆ときめきサイエンス事業では、児童・生徒や教員に積極的に研究の

魅力や振興会の役割を紹介するとともに、各種業務をペーパーレス化したことに

より着実に業務を実施した 。 

・平成 30(2018)年度には、本会が賛助会員として参加している日本科学技術ジャ

ーナリスト会議の月例会として、振興会を会場に、科研費 100周年を振り返る機

会を設ける等、発信内容の充実を図った。また、各事業の実施状況等、学術研究

に関わる情報について、以下の方法により公開し、積極的な情報発信を行った。 

 

■ウェブサイトの活用 

・ウェブサイトがより見やすく分かりやすいものとなるよう、平成 30(2018)年度

に CMS の移行作業、令和４(2022）年度に大規模なリニューアルを実施した。振興

会ウェブサイトへのアクセス数は、平成 30(2018)年度 8,899,354件（移行作業に

伴うアクセスを含む）、令和元(2019)年度 5,286,704 件、令和２(2020)年度

4,576,218 件、令和３(2021)年度 4,797,012 件、令和４(2022)年度 4,559,379 件

であった。 

・公募情報を中心とする、振興会の業務内容に関し、最新情報を速やかにウェブ

サイトにて提供し、利用者に広く迅速な情報発信を行った。 

・ウェブサイトリニューアルに際し、一般国民向けに、振興会という組織や主な

実施事業について、分かりやすく数字やイラストを用いて紹介する「ひと目でわ

かる学振」コンテンツを企画・制作し、新たに掲載した。 

・若手研究者が自ら情報を得て、支援を受けやすくするため、振興会が行う研究

費助成、研究者養成、シンポジウム・セミナー、学術国際交流の事業のうち、若

手研究者向け及び博士後期課程学生向けの支援メニューを横断的に抽出し、一覧

化したページをウェブサイトに新たに作成した。 

若手研究者向けの支援事業一覧：https://www.jsps.go.jp/j-list/for_young_researchers.html  

博士後期課程学生向けの支援事業一覧：https://www.jsps.go.jp/j-list/for_phd_student.html  

 

・（再掲）学術分野における男女共同参画の推進を目的としたウェブサイト

「CHEERS!」を令和３(2021)年５月 11日から公開し、「CHEERS!」において、継続

的に研究者や研究機関における優良事例、海外の研究現場における事例、及び振

興会の支援制度に係る情報を発信した。令和５（2023）年１月から「女性研究者

の出産に伴うキャリア継続支援事業」を開始するにあたり、メールマガジンや

Twitter による予告も含めた重層的な情報発信やプレスリリースを行った。 

https://cheers.jsps.go.jp/ 

（２）情報発信の充実 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を b とする。 

【広報と情報発信の強化】 

・令和４(2022)年度にウェブサイトの

デザインやページ構成の大幅な見直

し、スマートフォン対応、ウェブアクセ

シビリティの改善等、10 年ぶりとなる

大規模リニューアルを行い、着実に業

務を実施していると評価できる。 

・公募情報や新型コロナウイルス感染

症に関連する対応等、ウェブサイトに

よる迅速な情報提供を行った。また、ウ

ェブサイト及び概要をはじめとした各

種事業のパンフレットによりわかりや

すい情報発信を行ったほか、一般国民

や若手研究者をターゲットにしたウェ

ブサイトによる情報発信など、効果的

な情報発信が着実に実施されている。 

・メールマガジンやソーシャルメディ

ア等、媒体の特性を活かした広報活動

を着実に行った。特にメールマガジン

については登録者数25,000人前後を維

持しており、Twitter もフォロワー数が

伸びている。 

 

【成果の社会還元・普及・活用】 

・ひらめき☆ときめきサイエンスにつ

いては、新型コロナウイルス感染症拡

大等の状況に鑑み、交付申請留保の仕

組みを設け、プログラムの準備や開催

日の検討が困難となった研究者のニー

ズに応えた点で評価できる。 

また、交付業務を電子申請システムに

より行えるようにすることで業務効率

化が図られており、改善を行いながら

着実に事業を実施したと評価できる。 

・個人情報等に配慮しつつ、学術システ

ム研究センターによる学術研究動向等

に関する調査研究成果の公表や学術情

（２）情報発信の充実 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・ホームページについて、平

成 30(2018）年度には CMS の

移行作業を行った結果、アク

セス状況が 8,899,354 件と飛

躍的に増加した。しかし、そ

の後、令和３(2021）年度には

4,797,012 件と漸減してお

り、令和４(2022）年度にリニ

ューアルに向けた作業を開始

することになっているのは、

大変評価できる。 

・我が国の科学研究の実情や

博士課程進学者の伸び悩みと

いった状況を考えると、振興

会の活動について理解を深

め、その成果に関する情報を、

より広く、より効果的に発信

することが求められている。

新たな発想も加え、情報発信

のより一層の強化を図ってほ

しい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

（２）情報発信の充実 

補助評定： b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから、評定をｂ

とする。 

・令和 4(2022)年度には、一般

国民向けに振興会の組織・職

員や主な事業について、分か

りやすく数字やイラストを用

いて紹介する「ひと目でわか

る学振」コンテンツを新たに

掲載した。 

・令和 4(2022)年度に開始し

た「女性研究者の出産に伴う

キャリア継続支援事業」につ

いて、ウェブサイト「CHEERS!」

における公開やプレスリリー

スのほか、メールマガジンや

Twitter による予告も含めた

重層的な情報発信を行い、同

事業募集開始案内の Twitter

投稿に対する表示回数は 15

万回に達したことは高く評価

される。 

・ウェブサイトの見やすさ・

分かりやすさの確保に向け、

令和 4(2022)年度にデザイン

やページ構成の大幅な見直し

等を行い、10 年ぶりとなる大

規模リニューアルを行ったこ

とは評価できる。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・我が国の科学研究の実情や

博士課程進学者の伸び悩みを

鑑みる、学術振興会の活動に

ついて社会的に理解を深め、

その成果に関する情報発信に

努めることが求められてい

る。 
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■概要等の発行 

・振興会の事業内容及び成果について編集した概要を毎年度発行し、全国の国公

私立大学等への配布等を行った。そのほか、科学研究費助成事業、学術国際交流

事業等の事業ごとにパンフレット等を分かりやすく作成・編集し国内外の関係者

に広く周知した。作成した概要やパンフレット等は以下の振興会ウェブサイトで

電子媒体でも公開した。 

上記概要や各事業のパンフレット等の一部は、日本語版に加え英語版を作成した。 

日本語版： 

https://www.jsps.go.jp/publications/index.html 

英語版： 

https://www.jsps.go.jp/english/publications/index.html 

 

・（再掲）株式会社朝日新聞出版が刊行する「ジュニアエラ」（発行部数 25,000 部）

及び「AERA with Kids」（発行部数 24,200 部）において、合計 3回にわたり 7 つ

の WPI 拠点とその研究者を紹介する記事体広告を掲載し、小中学生とその家族に

対して「研究者・研究という仕事」の魅力を伝えるとともに、先端的な研究の場

である WPI に対する関心と理解の増進を図った。当該記事体広告はウェブサイト

「AERA dot.」において無料で読むことができるようにしたほか、抜き刷り冊子を

全国 200の小学校に配布して、広告効果の向上を図った。 

 

■メールマガジンの発信 

・毎月およそ 25,000 名の登録者にメールマガジン「学振便り（JSPS Monthly）」

を配信した。公募情報や行事予定の紹介に加え、科研費関連ニュース等、事業内

容や公募・イベント情報の周知に努め、情報発信の強化を図った。公募情報につ

いては、受け手にわかりやすいよう、目的別に整理して発信した。 

 

■ソーシャルメディアの活用 

・多様な媒体による迅速な情報発信を行うため、メールマガジン配信時や Cheers!

及び JSPS-Net 等の各ウェブサイト更新時に合わせて速やかに Twitter へ掲載し

た。 

https://twitter.com/jsps_sns 

 

・WPIや HOPE ミーティング事業、先端科学（FoS）シンポジウム事業、ノーベル・

プライズ・ダイアログでは、公募やイベントの情報を一元的かつ迅速に発信する

ため、フェイスブック等を活用している。 

https://ja-jp.facebook.com/wpi.japan/ 

https://www.facebook.com/jspskenkyo2 

https://www.facebook.com/jspshope/ 

 

【成果の社会還元・普及・活用】 

■ひらめき☆ときめきサイエンス 

報分析センターによる JSPS-CSIA 

REPORT の公表、海外学術動向ポータル

サイトにおける海外の情報発信、「科研

費 研究成果トピックス」による優れ

た研究成果の公開等により、得られた

成果等を積極的に社会に提供してい

る。 

・卓越研究成果公開事業において、参画

機関の新たなデータベースの登録・公

開を行うなど着実に事業を実施した。 

 

＜課題と対応＞ 

・ターゲットや重点的・優先的に取り組

む課題等を明確化した次期中期目標期

間における広報戦略の策定に向け、検

討を進める。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標 7－2 について、ウェブサイ

トへのアクセス数は平成 30(2018)年度

8,899,354 件 、 令 和 元 (2019) 年 度

5,286,704 件 、 令 和 ２ (2020) 年 度

4,576,218 件 、 令 和 ３ (2021) 年 度

4,797,012 件 、 令 和 ４ (2022) 年 度

4,559,379 件であった（平均実績

5,623,733 件）。CMS の移行作業に伴う

アクセス数の増加があった平成

30(2018)年度を除いても、令和元

(2019)年度～４(2022)年度の平均実績

は 4,804,828 件であり、評価指標の目

標水準の考え方で示されている平成 26

～28 年度の各年度平均実績（4,783,818

件）と同程度のアクセス数が得られて

おり、中期目標に定められた水準を達

成していると評価できる。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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・（再掲）児童・生徒や教員に積極的に研究の魅力や振興会の役割を紹介するとと

もに、各種業務をペーパーレス化したことにより着実に業務を実施した。 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大等の状況に鑑み、プログラムの準備や開催日の

検討が困難となった場合には交付申請を留保できるよう対応を行った。 

 

■学術システム研究センターによる学術研究動向等に関する調査研究 

（再掲）前年度の委託契約に基づく調査研究成果として提出された『調査研究実

績報告書』を取りまとめ、毎年 6 月頃にウェブサイトで公開している。令和３

(2021)年度の委託契約に基づく報告書については、今般の新型コロナウイルス感

染症の学術への影響に関する報告に「新型コロナウイルス関係」の見出しを付し、

閲覧者に対する配慮を行った。なお、未発表の研究情報や個人情報が含まれる場

合には、公開の可否について個別に検討を行っている。 

https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html 

令和５(2023)年度の委託契約に基づく調査計画書の作成においては、計画の例示

として新型コロナウイルス感染症の学術への影響に関する項目を追加し、選択肢

として提示した。 

 

■学術情報分析センターによる調査分析 

・学術情報分析センターにおいて実施した調査分析の成果の一部について、JSPS-

CSIA REPORT としてウェブサイトで公開した。 

https://www.jsps.go.jp/j-csia/survey_and_analysis.html 

 

■海外研究連絡センターによる収集情報 

・海外研究連絡センターが収集した海外の学術・高等教育動向に関する情報を集

約した「海外学術動向ポータルサイト」において、最新のニュースやレポートを

発信した。 

https://www-overseas-news.jsps.go.jp/ 

 

■科研費による研究成果の公開 

・（再掲）科研費によって生み出された優れた研究成果について、「科研費 研究

成果トピックス」としてウェブサイト等で紹介した。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/37_topics/index.html 

 

■卓越研究成果公開事業 

・第４期中期目標期間中、本事業に参画している学協会等の卓越した研究成果約

650件をデータベース化して公開した（累計公開件数 3,298 件）。 

 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

・新型コロナウイルス感染症に関連する対応として提出書類の期限延長やイベン

トの中止等に関する情報をまとめて振興会ウェブサイトに掲載することによっ

て、分かりやすい情報提供に努めた。 
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 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

７－３ 大学と産

業界の研究者等に

よる情報交換の場

として新たに設置

した委員会・研究

会数（Ｂ水準：中

期目標期間中に８

件程度 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

７－３ 適時適切

な研究テーマの設

定により、学界と

産業界の交流・連

携を促進する観点

から、平成 29 年度

中に活動している

研究開発専門委員

会と先導的研究開

発委員会の合計８

委員会全てを中期

目標期間中に刷新

することを達成水

準とする。 

＜主要な業務実績＞ 

【学術の社会的連携・協力の推進】 

■新たな事業方針に基づく事業運営 

令和元(2019)年度に新たな事業方針を決定し、各委員会の活動を支援するとと

もに、新たな産学協力委員会の選定を行った。 

 

■産学協力総合研究連絡会議の開催 

産学協力総合研究連絡会議を開催し、以下のとおり新たな事業方針に基づく産

学協力委員会の選定を行った。 

① 公募の実施 

令和元(2019)年 10月、新たに産学協力委員会の公募を行った。 

また、次年度以降の公募要領については、前年度の課題を踏まえた見直しを行

った。 

② 厳格な審査の実施及び新たな委員会の設定 

審査要項等に基づき産学協力総合研究連絡会議において厳格な審査を行い、会

議の選定結果を踏まえ、産学協力委員会として設定する委員会を令和元(2019)年

度に６件、令和２(2020)年度に２件、令和３(2021)年度には１件、令和４(2022)

年度には５件決定した。 

 

■委員会対応業務の効率化 

問い合わせが多く寄せられていた経費執行等の事項や従来運用で取り扱ってい

た事項をルール化し、令和２年度に各委員会に周知し、委員会対応業務の更なる

効率化を図った。 

 

■産学協力委員会及び産学協力研究委員会の活動 

大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界の要請や研究動向についての情

報交換等を行い、学術の社会的連携・協力の推進を図る場を設けるなど、産学協

力の橋渡しを行った。 

 

■研究開発専門委員会の活動 

  今後の発展を促すべき適切な研究課題、学界及び産業界からのニーズの高まり

が予想される先導的な研究課題について議論する場として、平成 30(2018)年度に

委員会を４件設置した。 

 

■国際シンポジウム開催の支援 

 産学協力に資するため、テーマの重要性、事業計画の妥当性、成果の発信と学

術の国際交流の促進、援助の必要性といった観点で、産学協力によるシンポジウ

ムの開催を支援した。（支援件数 平成 30(2018)年度：４件 令和元(2019)年度：

３件） 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

 各委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響下においても、オンラインで情

（３）学術の社会的連携・協力の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を b とする。 

 

・新たな事業方針を定め、公募・採択の

形式により委員会を設置した。 

 

・産学協力委員会及び産学協力研究委

員会が精力的に活動し、セミナー、シン

ポジウム等を開催し委員会の成果発信

を行うなど、着実に事業を運営した。 

 

・学術関係国際会議については、案件の

新規受託はなかったが、周知に努め着

実に事務を実施しており、今後も引き

続き周知に努める。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き公募や審査にあたり課題を

洗い出し、公募要領及び審査要項を見

直しつつ、新たな産学協力委員会を設

定していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

評価指標である７－３については、中

期目標期間中に 14件となり、中期目標

に定められた水準（中期目標期間中８

件程度）を達成している。 

（３）学術の社会的連携・協

力の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 

（３）学術の社会的連携・協

力の推進 

補助評定： b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・新たな事業方針に基づき、

大学と産業界の研究等による

情報交換の場として新たに14

の委員会を設定したことは特

筆される。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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報交換を行うなど、工夫して積極的に活動を行った。 

 

■情報発信 

学術の社会的連携・協力の推進事業について、振興会のウェブサイトにて情報

発信に努めた。 

事業の概要 

https://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/jigyo.html 

公募の概要 

https://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/koubo.html#gaiyou 

産学協力委員会一覧 

https://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_5.html 

産学研究協力委員会一覧 

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_2.html 

 

【学術関係国際会議開催に係る募金事務】  

・指定寄附金による募金及び特定公益増進法人としての募金について、第４期中

期目標期間中に新規受託した募金事務はなかった。 

・引き続きウェブサイトでの募金事務の受託基準、依頼方法、申請書類、FAQ 等

を掲載して、周知に努めている。 

 

■情報発信 

振興会のウェブサイトにて情報発信に努めた。 

学術関係国際会議開催募金事務の受託 

https://www.jsps.go.jp/j-donation/oversea.html 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

【評価指標】 

７－４ 研究倫理

教育の高度化に係

る支援状況（Ｂ水

準：研究分野横断

的又は研究分野の

特性に応じたセミ

ナー若しくは関係

機関と連携したシ

ンポジウムを毎年

度２回程度開催） 

 

＜その他の指標＞ 

ー 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

【研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除】 

・研究費の不合理な重複等を避けるため、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）

を活用して、審査結果等を他の競争的研究費の配分機関に対して迅速に提供した。 

 

【研究費の不正使用及び研究活動の不正行為の防止】 

■研究機関における研究費の管理・監査や公正な研究活動の推進に向けた体制整

備 

・事業実施にあたり、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン

（実施基準）」に基づく体制整備等自己評価チェックリストや「研究活動における

不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリ

ストを文部科学省に提出することを研究機関に求めることにより、各研究機関に

おける研究費の管理・監査や公正な研究活動の推進に向けた体制整備の把握に努

めた。 

 

・科研費では文部科学省と連携して実地検査を行い（平成 30(2018)年 60 機関、

令和元(2019)年 60機関、令和２(2020)年 38 機関、令和３(2021)年 37 機関、令和

４(2022)年 39 機関）、各研究機関の科研費管理体制の実態や不正防止の取組状況

（４）研究公正の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通りに実績を

上げたことから、評定を b とする。 

・研究費の不合理な重複及び過度の集

中の排除については、審査結果等を他

の競争的研究費の配分機関に対して迅

速に提供し着実に実施している。 

・各研究機関における不正防止に対す

る取組の状況等については、チェック

リストにより研究機関における体制整

備状況を把握した。さらに、その実態や

不正防止の取組状況の把握について

は、科研費において実地検査を行うこ

とにより着実に実施している。また、事

業実施にあたっての研究倫理教育プロ

（４）研究公正の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・大学をめぐる昨今の厳しい

状況は、研究費の不正使用や

研究活動の不正行為を誘発し

たり、またそれらが発覚しに

くくなったりしているとも指

摘されている。不正防止に向

けてよりいっそう実効性をも

たせた取組を継続するととも

（４）研究公正の推進 

補助評定： b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・研究倫理プログラム履修義

務や不正があった場合の厳格

な対応についての周知や研究

倫理教育教材の開発・改修等、

計画通りに実施した。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・研究費の不正使用や研究活

動の不正行為を防ぐべく、よ

りいっそう実効性をもたせた
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７－４ 研究機関

における研究倫理

教育の高度化を効

果的に支援する観

点から、研究分野

横断的又は研究分

野の特性に応じた

セミナー若しくは

関係機関と連携し

たシンポジウムを

毎年度２回程度開

催することを達成

水準とする。 

の把握に努めた。また、管理体制の改善を要する点等についての検査記録を研究

機関に通知し、必要に応じてフォローアップを行うこととした。 

 

■研究者を含む関係者の意識改革の促進 

・事業説明会等の場において、実地検査で把握した事例の周知を通じて、研究機

関の教職員に対して不正使用、研究活動の不正行為の防止策について注意喚起、

指導等を実施した。 

 

■研究者の理解の明確化 

・事業実施にあたり、研究者の意識改革の取組として、参画する全ての研究者に

研究倫理教育プログラムの履修を義務付けた。 

 

・公募要領において、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、

交付決定の取消や契約の解除、研究資金の返還及び振興会が交付する研究資金を

一定期間交付しないなど厳格に対応する旨を周知した。 

 

■その他 

・振興会が実施する事業に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発

等受付窓口を設置している。 

 

【研究公正推進事業】 

■研究倫理教育教材の開発・改修 

・人文学、社会科学から自然科学までの全ての分野に共通する標準的な研究倫理

に関する教育教材として開発した図書教材『科学の健全な発展のために－誠実な

科学者の心得－』（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会編（平

成 27 年３月 31 日発行））をもとにした研究者向け e-learning 教材『eL CoRE』

（日本語版・英語版）のサービス提供を引き続き実施するとともに、令和２(2020)

年度には、利用者のアンケート結果をもとに、操作性の向上のための改修を行っ

た。また、令和３(2021)年度、令和４(2022）年度には、今後の改修に向けて有識

者の意見を聴取した。 

 

・研究機関における大学院生向け研究倫理教育のニーズ調査に基づき、平成

30(2018)年度に開発を行った大学院生向け e-learning 教材『eL CoRE』（日本語

版・英語版）のサービス提供を引き続き実施した。 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html 

 

・上記 e-learning教材の更なる活用のため、研究者向け e-learning 教材の履修

者を対象とした研究倫理セミナー「研究者倫理教育にグループワークを導入する」

を毎年度開催した。その中で、反転学習としてグループワークを導入する際のポ

イントやグループワークに適した事例の作成方法を解説するとともに、模擬グル

ープワークの体験を行った。なお、令和２(2020)年度、令和３(2021)年度および

令和４(2022)年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラ

イン形式で実施した。 

グラムの履修義務付けや不正があった

場合の厳格な対応については、事業説

明会や公募要領において周知・徹底す

ることにより着実に実施している。こ

れらの取組は、継続して実施している

ものであり、研究費の不正使用及び研

究活動の不正行為の防止に実効性を持

たせていると評価できる。 

・研究倫理教育教材については、既存の

e-learning 教材のサービス提供を継続

しつつ、利用者のアンケート結果をも

とに、今後の内容改善に向けて有識者

を交え検討した。また、研究機関におけ

る電子書籍の導入増加に応えるため、

図書教材の電子版のサービス提供を令

和４(2022)年度より開始した。さらに、

研究倫理セミナーを開催するととも

に、他の研究資金配分機関と共催して

研究公正シンポジウムを開催した。こ

れらは、公正な研究活動を推進するた

めに有効かつ適切な取組となっている

と評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、研究不正防止に向けた取組

を実施していく。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

・評価指標である７－４については、中

期目標期間を通して、中期目標に定め

られた水準（毎年度２回程度開催）と同

程度にセミナー及びシンポジウムを開

催し、順調に実績をあげており、目標水

準を達成している。 

に、不正事案の発生状況やそ

の内容などを分析し、防止対

策の有効性を確認したり、よ

り有効にするために生かして

ほしい。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

取組を継続するとともに、不

正事案の発生状況やその内容

などの分析が求められてい

る。 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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・研究機関における電子書籍の導入増加に応えるため、『科学の健全な発展のため

に－誠実な科学者の心得－』電子版のサービス提供に向けて検討を行った（令和

３(2021)年度）。 

 

■研究機関における研究倫理教育の高度化に係る支援 

（再掲）・上記 e-learning 教材の更なる活用のため、研究者向け e-learning 教材

の履修者を対象とした研究倫理セミナー「研究者倫理教育にグループワークを導

入する」を開催した。その中で、反転学習としてグループワークを導入する際の

ポイントやグループワークに適した事例の作成方法を解説するとともに、模擬グ

ループワークの体験を行った。なお、令和２(2020)年度、令和３(2021)年度およ

び令和４（2022）年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オ

ンライン形式で実施した。 

 

・科学技術振興機構および日本医療研究開発機構との共催で、研究公正シンポジ

ウムを、毎年１回東京で開催した。 

 

 ＜主な定量的指標

＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

【評価指標】 

７－５ 業務の点

検・評価の実施状

況（Ｂ水準：自己

点検評価及び外部

評価を毎年度実

施） 

 

＜評価の視点＞ 

７－５ 継続的な

業務運営の改善を

図る観点から、自

己点検評価及び外

部評価を毎年度実

施することを達成

水準とする。 

＜主要な業務実績＞ 

【自己点検評価】 

 毎事業年度の終了後に、各事業年度における業務の実績について、自己点検評

価を実施した。また、平成 30(2018)年度には、第３期中期目標期間における業務

実績について自己点検評価を実施した。さらに、令和４(2022)年度には第４期中

期目標期間の終了時に見込まれる業務実績について自己点検評価を実施してお

り、中期目標期間を通して、必要な自己点検評価を実施した。 

 

 自己点検評価においては、毎年度、計画・評価委員会を開催し、自己点検評価

報告書をまとめて外部評価委員会に提出した。なお、計画・評価委員会には、学

術システム研究センターの所長・副所長、学術情報分析センターの所長・副所長、

世界トップレベル研究拠点推進センター長、人文学・社会科学データインフラス

トラクチャー構築推進センター長も委員として参画している。 

 

【外部評価】 

 外部評価委員会には、学会や産業界を代表する６名の有識者に就任いただいて

いる。 

 外部評価委員会では、毎年度、計画・評価委員会から提出された自己点検評価

報告書を基に振興会における管理運営や各事業の実施状況について総合的に評価

を行った。 

 令和４(2022)年度に実施した、令和３(2021)事業年度における業務実績に係る

外部評価では、外部評価委員会の下部組織である「外部評価委員会作業チーム」

を設置し、会計の専門家による外部評価委員への助言を行う体制を整備した。 

 

●第７期外部評価委員会 名簿 

（任期：平成 29(2017)年 5月 1 日～令和元(2019)年 4月 30日） 

（５）業務の点検・評価の推進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げているこ

とから、評定を b とする。 

・自己点検評価及び外部評価を、毎年度

それぞれ適切に実施し、評価結果をウ

ェブサイトで適切に公表しており、中

期計画通り着実に業務が実施されてい

ると評価できる。 

・自己点検評価及び外部評価を通じて、

業務の現状・課題の把握・分析を行い、

業務の改善や見直し、効率的な実施に

役立てており、適切に PDCA サイクルを

実施しており、中期計画通り着実に業

務が実施されていると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・業務の改善等につなげるため、引き続

き自己点検評価及び外部評価を通じて

業務の現状・課題の把握・分析に努め

る。 

 

（各評価指標等に対する自己評価） 

（５）業務の点検・評価の推

進 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていることから、評定を b と

する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

第 5 期中期目標期間において

も、引き続き自己点検評価及

び外部評価を適切に実施し、

日本学術振興会における業務

の現状・課題の把握・分析に

努めることを求める。 

 

＜その他事項＞ 

－ 

（５）業務の点検・評価の推

進 

補助評定： b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

 

＜今後の課題・指摘事項＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

－ 
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                        （所属は任期当時のもの） 

青木 克己  長崎大学名誉教授、長崎大学国際連携研究戦略アドバイザー 

射場 英紀  トヨタ自動車(株)電池材料技術・研究部長 

巽 和行 名古屋大学特任教授 

辻 篤子 名古屋大学特任教授 

古瀬 奈津子 お茶の水女子大学基幹研究院教授 

観山 正見 広島大学学長室特任教授 

 

●第８期外部評価委員会 名簿 

（任期：令和元(2019)年 5月 1 日～令和３(2021)年 4月 30日） 

                        （所属は任期当時のもの） 

射場 英紀  トヨタ自動車(株)電池材料技術・研究部長（令和元年度） 

トヨタ自動車(株)CPE（チーフプロフェッショナルエンジニ

ア）（令和２年度） 

片岡 幹雄 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授 

巽 和行 名古屋大学特任教授（令和元年度） 

名古屋大学名誉教授（令和２年度） 

辻 篤子 名古屋大学特任教授（令和元年度） 

科学ジャーナリスト（令和２年度） 

古瀬 奈津子 お茶の水女子大学基幹研究院教授（令和元年度） 

お茶の水女子大学名誉教授（令和２年度） 

観山 正見 広島大学特任教授 

 

●第９期外部評価委員会 名簿 

（任期：令和３(2021)年 5月 1 日～令和５(2023)年 4月 30日） 

射場 英紀  トヨタ自動車(株)CPE（チーフプロフェッショナルエンジニ

ア） 

片岡 幹雄 奈良先端科学技術大学院大学名誉教授 

巽 和行 名古屋大学名誉教授 

辻 篤子 中部大学特任教授 

古瀬 奈津子 お茶の水女子大学名誉教授 

観山 正見 岐阜聖徳学園大学学長 

 

●外部評価委員会作業チーム 名簿 

（任期：令和４（2022）年６月１日～令和５（2023）年４月 30 日） 

青山 伸一 公友監査法人公認会計士 

新保 博之 新保博之税理士事務所公認会計士 

辻 篤子 中部大学特任教授 （外部評価委員会委員） 

観山 正見 岐阜聖徳学園大学学長 （外部評価委員会委員） 

 

【評価結果の公表】 

 毎年度の事業について、自己点検評価・外部評価の結果を事業年度の終了後３

・評価指標である７－５については、自

己点検評価及び外部評価を毎年度実施

したことから、目標水準を達成してい

る。 
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４．その他参考情報 

 

 

 

月以内にウェブサイト上に公開した。 

毎年度の事業について、前年度の業務実績に関する評価結果をどのように事業

に反映したかをとりまとめ、事業年度の終了後３月以内にウェブサイト上に公開

した。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

 振興会における管理運営や各事業等において、新型コロナウイルス感染症によ

り受ける影響を最小限にするために行った工夫や柔軟な措置等について、また、

ポストコロナに向けて行った積極的な取組や検討について、自己点検評価報告書

に具体的に記載した。また、それらの対応について、自己点検評価における各事

業等の評定に反映した。 
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業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 

業務運営の効率化に関する事項 
１ 組織の編成及び業務運営 
２ 一般管理費等の効率化 
３ 調達等の合理化 
４ 業務システムの合理化・効率化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要

な情報 

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標・中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ＜主要な業務実績＞ 

 

＜自己評価＞ 

評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていると見込ま

れることから、評定を B とする。 

・業務運営、一般管理費等の効率化、調

達等の合理化、業務システムの合理化・

効率化のいずれの事項についても、計

画通り着実に実施しており、効率的な

業務運営がなされていると評価でき

る。 

・新型コロナウイルス感染症の流行に

伴い、事務業務や会議のリモートでの

実施を推奨し、そのためのインフラ整

備を進めるなど、業務を停止させるこ

となく着実に継続できるよう努めてい

る。 

 

＜課題と対応＞ 

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると言えることから、評

定を B とする。 

・新型コロナウイルス感染症

の広がりのなかで、業務や会

議のリモート化やそのための

インフラ整備が適切に進めら

れ、また、柔軟に対応するこ

とによって、適切に業務が遂

行されたことは高く評価でき

る。 

 

＜今後の課題＞ 

－ 

 

＜その他事項＞ 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を B と

する。 

・新型コロナウイルス感染症

の広がりのなかで、業務や会

議のリモート化やそのための

インフラ整備が適切に進めら

れ、また、柔軟に対応するこ

とによって、適切に業務が遂

行されたことは高く評価でき

る。 

 

＜今後の課題＞ 

コロナ禍への対応のため業務

の見直しが柔軟に進められて

おり、これを契機として、引
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・本中期目標、中期計画通り実施してお

り、業務運営の効率化に当たっては、引

き続き研究者等へのサービス低下を招

かないように配慮して実施する。 

 

－ き続き業務の合理化を推進し

ていくことが望まれる。 

一般管理費等について、目標

を定め毎期低減できている点

評価されるが、業務の合理化

を目的とした臨時的な費用な

ど、戦略的な視点をもって支

出計画に盛り込んでいくこと

があってもよいと思われる。 

 

＜その他事項＞ 

業務のリモート化について

は、それぞれの業務の責任の

所在が不明瞭にならないよう

に気をつけて欲しい。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

【理事長のリーダーシップによる業務運営】 

■役員会 

理事長及び理事により構成され、監事も出席する役員会を原則月に２回定期的

に開催し、予算、事業計画、規程の制定等、組織の運営に係る重要事項につい

て審議し実施することで、理事長の強力なリーダーシップによる機動的な業務

運営を図っている。 

 

【効果的・効率的な業務運営の実現】 

■組織体制の整備 

業務を効果的・効率的に運営するための体制整備として、主に以下のような組

織改編、担当業務の整理を行った。 

（平成 30(2018)年度） 

・国際的な取組の戦略的かつ機動的な推進を図るため、国際統括本部を設置。 

・事業の成果等の情報の把握及び分析並びに情報発信等を図るため、グローバ

ル学術情報センターを学術情報分析センターに改組。 

・各事業における情報システム・データの管理業務を行うため、情報企画課を

設置。 

・研究公正業務を行うため監査・研究公正室を設置。 

・人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業を実施するた

め、人文学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進センターを設

置。 

 

（令和元(2019)年度） 

・国際共同研究に係る業務を一元的に運営するため、国際企画課から研究協力

第二課に移管。 

 

１ 組織の編成及び業務運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていることか

ら、評定を b とする。 

 

・理事長のリーダーシップのもと、業務

運営が適切かつ円滑に進められるよ

う、役員会を設置し、重要事項を審議し

実施している。 

・事業の開始や終了、広報やシステム関

連機能の強化といった、国の施策や社

会の潮流に対応できる組織体制の整備

を積極的に実施し、また、担当業務の整

理により効率的な運営を図った。 

•国の政策を踏まえ、府省共通研究開発

管理システム(e-Rad)等を活用して審

査結果等をより迅速に提供するほか、

KAKEN に科研費の情報を速やかに掲載

するなど、関連する事業を実施してい

る機関等との適切な連携•協力を行っ

ている。 

•国立研究開発法人科学技術振興機構

(JST)への科研費の研究進捗評価結果

等の提供や、JST 及び国立研究開発法

１ 組織の編成及び業務運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・理事長のリーダーシップの

下に順調に実績を積み上げて

いる。同時に、効果的かつ効

率的な業務運営などについて

も中期目標が適切に遂行され

ている。 

 

＜今後の課題＞ 

・国全体として、より効率的、

かつバランスのとれた研究支

援を行うため、他のファンデ

ィングエージェンシーとの連

携をいっそうの強化が求めら

れる。 

 

＜その他事項＞ 

― 

１ 組織の編成及び業務運営 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・理事長のリーダーシップの

下に順調に実績を積み上げて

いる。同時に、効果的かつ効

率的な業務運営などについて

も中期目標が適切に遂行され

ている 

 

＜今後の課題＞ 

・さまざまな支援の取り組み

があるが、国全体として、よ

り効率的、かつバランスのと

れた研究支援を行うため、コ

ミュニケーションを図るなど

他のファンディングエージェ

ンシーとの連携のいっそうの

強化が求められる。 

・業務を効果的・効率的に運

営するため、機動的に組織改

編を行っている点、評価され
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（令和３(2021)年度） 

・本会全体の筆頭課としての役割を、総務課から経営企画課に移管。 

・広報企画室を情報企画課から経営企画課に移管。 

・研究者養成課の顕彰事業および卓越研究員事業を海外派遣事業課に移管し、

海外派遣事業課の名称を「人材育成企画課」に変更。 

・情報企画課情報システム室の科研費システムの担当を研究助成企画課に移

管。 

・国際共同研究加速基金に係る業務を、研助企画課から研助三課（新設）に移

管。 

・国際統括本部の機能強化のため、国際企画部と国際事業部の二部体制を構築。 

 

（令和４(2022)年度） 

・次期中期計画に向けた検討や、概算要求・予算編成及び振興会内の諸課題に

係る企画立案・総合調整など、法人経営を適切にマネジメントする観点から

経営支援課を新設。 

・令和４(2022）年度補正予算により造成された基金による地域中核・特色ある

研究大学強化促進事業の実施に伴い、大学経営支援課を新設。 

・振興会の人事機能の強化のため、人事企画課を新設。 

 

【他機関との連携】 

・他のファンディングエージェンシーとは、科研費電子申請システムからのデ

ータ連携で府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に科研費の審査結果等を迅

速に提供するなどにより連携を図った。 

・国立情報学研究所（NII）の科学研究費助成事業データベース（KAKEN）に科

研費の採択情報や成果等を速やかに公開し、他のファンディングエージェンシ

ーや大学等が科研費の情報を自由に活用できるようにしている。 

・国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)とは、科研費の「特別推進研究」及

び「基盤研究（Ｓ)」の評価結果の提供を行い、更に国際業務での意見・情報交

換を行った。令和３(2021)年度からは、評価結果の提供時期を２ヶ月程度早め、

JST の要請に基づき、特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）の新規採択者に対して

アンケートを実施するなど科研費の研究代表者から戦略的創造研究推進事業

に相応しい研究者を推薦する仕組みを構築するとともに、さらなる連携の方策

について検討を開始した。 

 

【新型コロナウイルス感染症への対応】 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況下において、理事長のリーダーシ

ップの下、出勤が必要な業務を除いては在宅勤務の実施、会議等も原則リモー

トで実施した。リモート環境下でもスムーズな業務運営、かつ機密性を確保す

るため、情報システムのインフラ整備等を行った。令和２(2020)年度には、通

勤ラッシュを避けるため、出勤時間を 7:00～10:30の範囲で設定を可能とする、

時差出勤に対応した新たな勤務時間を導入した。 

 

人日本医療研究開発機構(AMED)との研

究公正に関するシンポジウムの共催

等、関係機関との密接な連携・協力関係

を構築している。 

・新型コロナウイルス感染症の流行に

伴い、事務業務や会議のリモートでの

実施を推奨し、そのためのインフラ整

備に力を注ぐなど、業務を停止させる

ことなく着実に継続できるよう努めて

いる。 

 

＜課題と対応＞ 

・既に構築されている他機関との適切

な連携・協力関係を今後も継続的に維

持していく。 

るが、組織を変更することに

よるコスト負担、業務効率悪

化が生じることもあるため、

既存組織での柔軟な対応とバ

ランスをとった業務運営が望

まれる。 

 

＜その他事項＞ 

― 

  ＜主要な業務実績＞ ２ 一般管理費等の効率化 ２ 一般管理費等の効率化 ２ 一般管理費等の効率化 
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運営費交付金を充当して行う事業について、第４期中期目標期間の中期計画

予算においては、人件費、公租・公課、及び本部建物借料等の効率化が困難な

経費を除き、初年度予算から毎年度、一般管理費については前年度比△3.00％、

その他の事業費については前年度比△1.00％の効率化を行う計画としている。

なお、中期計画予算は、毎年度経費の効率化を行いつつ、一方で新規追加・拡

充分など、社会的需要、国の政策的需要を踏まえて文部科学省が財政当局と協

議のうえ追加する事業費も想定されており、これらは各事業年度の予算編成過

程において具体的に決定する計画となっている。これらのことから独立行政法

人の運営費交付金を充当して行う事業費における効率化を織り込んだ予算と

は、必ずしも対前年度比で減少するものではなく、不断に事業の見直し・再構

築（リストラクチャ）を含むものとなっている。 

第４期中期目標期間においては、この計画を踏まえ編成された運営費交付金

の交付を受け、理事長のリーダーシップの下それを充当する事業予算を計画し

つつ、限られた予算を最大限に活かすため、その執行の状況を定期的に把握す

るなど、きめ細かい予算管理を行った。（毎年度４月当初に配分した予算につい

て、その執行状況を踏まえて理事長のガバナンスの下予算実施計画の見直しを

検討し、予算の変更配分案について１２月に本会の最高意思決定機関である役

員会に報告した。） 

更に、後述する「独立行政法人日本学術振興会調達等合理化計画」に基づく

調達方法等の見直し等による経費削減等に引き続き取り組みこれらを通して

中期計画予算で予定された効率化を実施することが出来た。 

また、執行実績においても、着実に効率化を図った。 

 

【人件費の効率化 】 

・振興会は、①学術研究の助成、②若手研究者の養成、③学術に関する国際交

流の推進、④大学改革の支援のための事業を行う我が国唯一の学術振興機関で

あり、これらの事業を適切かつ着実に実施するためには、高度な専門性が求め

られる。例えば高い言語能力を有する職員や研究推進のため業務に高度な対応

ができる博士課程修了者を採用するなど優秀な人材を確保していることから、

学歴勘案では、国に比べてやや高い給与水準となっている。 

・国家公務員の給与支給基準を基礎とする新たな俸給表を導入し、給与水準の

検証や適正化に、より適切に取り組んでいる。 

・平成 30(2018)年度～令和３(2021)年度の人件費削減の進捗状況や給与水準の

在り方について主務大臣の検証を受けた結果、進捗状況は適正であり、適正な

水準に見直されている旨の意見を受けており、検証結果はウェブサイトで公表

した。（令和４(2022)年度実績については令和５(2023)年 6月 30日にウェブサ

イトで公表を予定している 。） 

 

◇ラスパイレス指数の推移 

 H30年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

対国家公務

員指数 

105.8 103.6 100.8 105.2 

地域勘案 94.8 92.4 90.0 93.5 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていることか

ら、評定を b とする。 

・運営費交付金を充当して行う事業に

ついて、第４期中期目標期間において

は、毎事業年度、人件費、公租・公課、

及び本部建物借料等の効率化が困難な

経費を除く一般管理費については前年

度比△3.00％、その他の事業費につい

ては前年度比△1.00％の効率化を踏ま

えた運営費交付金の交付を受け、効率

的な財務運営に努めることにより交付

を受けた金額の範囲内で執行すること

ができており、中期計画通り達成され

ていると評価できる。 

・振興会の事業を適切に実施するため

には、高度な専門性が求められること

から、優秀な人材を確保する必要があ

ることなどから、国に比べて、やや高い

給与水準となっているが、地域差を是

正した給与水準の比較では国家公務員

の水準未満となっていることから、給

与水準は適正であると評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き、国家公務員の給与改善に関

する取組を踏まえ、適正な水準の維持

に努めていくことが求められる。 

 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・一部の部分を除き計画通り

事業費や一般管理費は順調に

効率化が図られている。 

・令和３年度においては、振

興会の予算配分・見直しのプ

ロセスが適切に行われている

か、予算の執行状況等を元に

確認を行い、振興会において

一般管理費等の効率化を達成

するための体制が整備され適

切に運営されていることを、

外部の公認会計士を含む外部

評価委員会作業チームにて確

認した。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・一部の部分を除き計画通り

事業費や一般管理費は順調に

効率化が図られている。 

・令和３(2021)年度において

は、振興会の予算配分・見直

しのプロセスが適切に行われ

ているか、予算の執行状況等

を元に確認を行い、振興会に

おいて一般管理費等の効率化

を達成するための体制が整備

され適切に運営されているこ

とを、外部の公認会計士を含

む外部評価委員会作業チーム

にて確認した。 

 

＜今後の課題＞ 

可能な範囲の業務効率化によ

り、建設的な業務などの検討

をお願いしたい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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学歴勘案 104.4 101.9 99.1 102.6 

地域・学歴勘

案 

94.2 91.3 88.8 91.3 

 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5

月 25日総務大臣決定）に基づき、毎年度「独立行政法人日本学術振興会調達等

合理化計画」（以下、「合理化計画」という。）を策定し、合理化計画に沿って、

調達の現状と要因の分析、重点的に取り組む分野の設定、調達に関するガバナ

ンスの徹底等の取組を着実に実施した。また、合理化計画の策定にあたっては、

契約監視委員会を開催し、外部委員の意見をもとに役員会において決定した。 

監事及び外部有識者からなる契約監視委員会を毎年度 2回開催し、前年度の

契約状況の点検を行うとともに、各年度の計画（案）の審議を行った。また議

事概要についても本会ウェブサイトで公開した。 

 計画に記載した「重点的に取り組む分野」「調達に関するガバナンスの徹底」

に係る取組実績は以下の通りである。 

 

１．重点的に取り組む分野 

（１）一者応札・応募改善に係る取組 

 毎年度の調達において一者応札の可能性が見込まれた場合には、公告期間の

延長、仕様書の見直し等による調達のやり直しを行った。また、応札しなかっ

た業者や、令和元(2019)年度からは必要に応じて担当課へのヒアリングを実施

し、応札への障壁となっている要因や今後の方策等の情報共有を図った。また、

複数年度で一者応札が継続している案件については、公告スケジュールや仕様

書等の見直し等に取り組んだ。その結果、令和２(2020)年度まで複数年度にわ

たり一者応札であった２件について、令和３(2021)年度調達で複数者の応札を

得ることができた。 

 また、本会調達ウェブサイトの改善や、令和２(2020)年度より開始した入札

説明会のオンライン化等により、新型コロナウイルス感染症への対応を契機と

して、本会調達情報へのリモートアクセスを促進した。 

 

○第４期中期目標期間における一者応札・応募状況 

 平 成 30

年度 

令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

【一者応札

数件数】 

14 件 

(3.0 億

円) 

26 件 

(20.2 億

円) 

23 件 

(15.3 億

円) 

21 件 

(16.6 億

円) 

21 件 

(42.2 億

円) 

うち一般競

争入札の結

果一者応札 

8 件 

(2.6 億

円） 

14 件 

(3.7 億

円） 

11 件 

(2.5 億

円） 

9 件 

(2.2 億

円） 

11 件 

(29.2 億

円） 

うち随契確

認公募 

6 件 

(0.4 億

12 件 

(16.5 億

12 件 

(12.8 億

12 件 

(14.4 億

10 件 

(13.0 億

３ 調達等の合理化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていることか

ら、評定を b とする。 

・「独立行政法人における調達等合理化

計画の取組の推進について」（平成27年

５月 25 日総務大臣決定）に基づき、毎

年度調達等合理化計画を策定し、調達

の現状と要因の分析、重点的に取り組

む分野の設定、調達に関するガバナン

スの徹底等の取組を着実に実施すると

ともに、監事及び外部有識者からなる

契約監視委員会を毎年度 2 回開催する

ことにより契約状況の点検を着実に実

施している。また議事概要についても

本会ウェブサイトで公開している。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、公正性・透明性を確保しつ

つ、自立的かつ継続的に調達等の合理

化に努めていくことが求められる。 

３ 調達等の合理化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・調達等合理化の取組の推進

が計画通り順調にはかられて

いる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

３ 調達等の合理化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・調達等合理化の取組の推進

が計画通り順調にはかられて

いる。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

165



 

 

円) 円) 円) 円) 円) 

【競争入札

等総数】 
40 件 43 件 46 件 49 件 44 件 

 

（２）契約方法等の見直しによる経費節減及び業務の効率化の推進 

 各年度において経費節減や業務の効率化が見込まれるものについて検討し、

下記の取組を実施した。 

 

（主な取組実績） 

① 労働者派遣契約の包括化（平成 30(2018)年度）：ニーズに応じた派遣職員

が安定的に共有される仕組みの導入とともに、労働者派遣契約の入札件数

の大幅減により入札事務を軽減した。 

② 外国人研究者招へい事業に係る国際航空券手配の包括化（平成 30(2018)

年度）：発注先を一本化し、発券手数料を定額化することにより年間約 600

万円（推定額）の節減につながった。 

③ 学術システム研究センター開催会議のペーパーレス化の促進（令和元

(2019)年度）：会議室フロアの無線アクセスポイントや有線 LAN の増設の

調達により紙代、コピー台の経費削減ととともに、印刷に係る業務負担の

軽減、紙資料の保管場所スペースの有効活用につながった。 

④ 本会ウェブサイトの運用・更新、コンテンツ管理業務に係る委託業務の見

直し（令和元(2019)年度）：常時 2 名の作業員の確保（繁忙期には増員可

能）が可能となり、本会職員が作業管理業務に専念することができるよう

になったことで、ウェブサイトの運用・更新、コンテンツ管理業務を安定

的に運用できるようになった。 

⑤ 外国人研究者招へい事業に係る国際航空券手配の包括契約の複数年度化

（令和２(2020)年度）：複数年度契約化（最長 3 年間）により、契約単価

が下がり、年間約 80 万円（推定額）の経費節減と入札事務の軽減につな

がった。 

⑥ コピー用紙の共同調達開始（令和２(2020)年度）：日本芸術文化振興会他 3

機関との共同調達を実施した。共同調達の結果、最も発注数量が多い A4サ

イズの単価が下がったため、前回本会が単独で実施した調達より安く調達

できることとなり、約 5 万円（推定額）の経費節減と入札事務の軽減につ

ながった。 

⑦ FAX 回線契約の見直し（令和３(2021)年度）：各フロア 1 台に整理した結

果、8回線を解約し、年間基本料約 24万円（推定額）の経費節減を図るこ

とができた。 

⑧ 自動車借上げ及び運行管理業務の契約の複数年度化（令和３(2021)年度）：

複数年度化により、約 390 万円（推定額）の経費節減と入札事務の軽減に

つながった。 

⑨ 携帯電話等のレンタル契約の複数年度化（令和４(2022)年度）：レンタル

契約期間を単年から 2年に契約期間を延ばし、単年契約時より契約単価に

ついて約 2 割の効率化が図られた。 

⑩ 省エネ性能の高い冷蔵庫への更新（令和４(2022)年度）：社会情勢から入
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居するビルの電気料金が改定されたため、消費電力を考慮し、現有品より

省エネ性能が高い冷蔵庫への更新を行い、電気使用量の節減を図ってい

る。 

 

なお、中長期的に更改が見込まれているデータベース・システムについては、

システムの最適化に向けた検討に継続して取り組んだ。平成 30(2018)年度には

コンサルタント業者へのシステム最適化計画案策定支援業務の委託について

仕様書の検討に着手し、令和元(2019)年度には当該システムと関連システムの

開発・運用を行っている業者による現状分析を実施した。令和２(2020)年度に

はコンサルタント業者へ過去事例のヒアリングを行い、最適化計画の方向性に

ついて検討を行いつつ、委託業務の仕様書の作成を進めた。令和３(2021)年度

には入札不調に終わったものの、最適化計画案策定支援業務の調達を実施する

とともに、現行システムにおいて使用されている極端に古い開発言語の改修作

業に着手した。令和４(2022)年度には置換したソースコードに対する性能評価

の基準策定及び策定した基準に基づく性能評価の結果を踏まえ、最適化計画の

進め方と現行システムのレガシー化解消のための古い開発言語からの脱却に

向けた検討会を実施し、検討結果を踏まえた最適化計画検討支援業務の調達を

行うための準備を行った。 

 

２．調達に関するガバナンスの徹底 

（１）随意契約に関する内部統制の確立 

 履行できる者が一者しかいないとして随意契約するものについて、他に競争

参加者がいないことを確認し、随意契約の透明性を高めるための手続きである

「随意契約事前確認公募」を、平成 30(2018)年度に試行的に開始した。令和元

(2019)年度に本公募手続きの運用上の詳細な手続き等に係る「随意契約事前確

認公募実施要領」（理事長裁定）を整備し、各年度の調達において本公募手続き

を積極的に実施した。 

また、競争性のない随意契約の締結にあたっては、各年度の調達において契

約を締結する都度、総務担当理事を総括責任者とする「調達等合理化検証・検

討チーム」により会計規程に照らしその妥当性を確認した。 

 

（２）不祥事の発生の未然防止のための取組 

 平成 30(2018)年度に「契約・資産管理手続きに関するマニュアル」の作成及

び当マニュアルに係る e ラーニングを開始した。毎年マニュアル及び e ラーニ

ングの問題を更新し、令和２(2020)年度からは受講者へのアンケートを追加

し、アンケートによるフィードバックを活用した更新を行った。 

また、会計課調達担当の職員に対して「物品等調達事務に従事する者の留意

事項」を毎年配布し、令和３(2021)年度から公正取引委員会が提供している入

札談合等関与行為防止法に係る研修用動画の視聴を開始することにより職員

の意識向上や、不正の発生の未然防止に努めた。 

さらに、令和元(2019)年度に金券等の利用取扱基準を改正し、各課で保管し

ている使用見込みのない金券等を出納役に返却する規定を新たに整備すると

ともに、令和元(2019)年度より金券等の管理に係る実地検査の実施を開始し
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た。毎年度検査を行うことにより、職員に対し、使用が見込まれない金券を長

期手許保管しないことや、施錠できる場所に保管すること等、金券等の管理に

関する意識の向上をはかり、不正の発生の未然防止に努めた。 

 

（３）適切な予定価格の設定及び情報システム調達の仕様書案の検証について 

 情報システム等の開発、改修、保守・運用に係る契約については、毎年の調

達において、全件 CIO（情報化統括責任者）補佐官による目的・使途と仕様の

審査を行い予定価格に反映させた。また、それ以外の調達案件にあっても過去

の実績を参照する他、積極的に他の独立行政法人、国立大学法人等の納入実績

を照会し、それを参考にした。 

また、令和３(2021)年度から情報セキュリティやサプライチェーンリスク等

に留意が必要な調達案件について、仕様書作成過程において CIO補佐官の検証

を受け、確認事項を仕様書に反映させる取組を開始した。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

■情報インフラの整備 

(1)業務システムの開発・改善 

・振興会ネットワークの負荷状態を視覚的にモニタリングできるように改善を

行った。 

・各会議室に Web 会議用の有線ネットワークを整備した。 

・業務システム保守業者が外部から振興会ネットワークへリモート接続する場

合の接続方法の見直しを行い、セキュリティをより強固なものにした。 

(2)情報管理システムの活用推進 

・情報システム管理台帳及び端末管理台帳を整備し、振興会内の情報システム

の一元的な管理を行った。 

(3)情報共有化システムの整備 

・グループウェア内の掲示板及びポータルページ活用を促進し、必要な情報を

振興会全体で共有できるようにした。 

・情報共有を効率化するため、役職員に対してチャットツールを整備した。 

・Web 会議システムの利用促進に資するよう Web会議ライセンスを追加した。 

 

 

■業務運営の配慮事項 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、自宅から職場環境へリモ

ート接続して在宅勤務が円滑に行える環境を維持し、研究者等へのサービス低

下を招かないよう配慮した。 

・令和２(2020)年度、研究者等の事務負担を軽減するため、押印廃止や電子媒

体による各種書類の受付等の推進、また、振興会から発出する文書についても

原則として押印を廃止し、業務の効率化を図った。 

 

４ 業務システムの合理化・効率化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下記

の理由により、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げていることか

ら、評定を b とする。 

・振興会ネットワークの整備や見直し、

セキュリティ強化のための対策を行っ

た。 

・振興会内の情報システムの一元的な

管理を行った。 

・グループウェアの利活用促進、チャッ

トツールの導入、Web会議システムのラ

イセンスを追加するなどの対応を行っ

た。 

・在宅勤務が円滑に行える環境を維持

し、研究者等へのサービス低下を招か

ないよう配慮した。 

・令和２(2020)年度には、押印廃止や電

子媒体による各種書類の受付等を推進

し、研究者等の負担軽減及び振興会業

務の効率化を図った。 

 

＜課題と対応＞ 

― 

４ 業務システムの合理化・効

率化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

に向かって順調に実績を上げ

ていると見込まれることか

ら、評定を b とする。 

・自己点検評価に記載の内容

で示された通り、中期計画通

り概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

・振興会の情報インフラが整

備され、新たな情報システム

を活用した会議開催等、在宅

勤務環境の整備などが適切に

進められている。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

４ 業務システムの合理化・効

率化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況について

は、中期計画通り、中期目標

を達成する実績を上げている

と言えることから評定を b と

する。 

・自己点検評価に記載の内容

で示された通り、中期計画通

り概ね着実に業務が実施され

たと認められるため。 

・振興会の情報インフラが整

備され、新たな情報システム

を活用した会議開催等、在宅

勤務環境の整備などが適切に

進められている。 

 

＜今後の課題＞ 

コロナ禍により導入が加速さ

れたオンライン会議やリモー

トワークであるが、その長所

を最大限に活かす業務体制を

検討していってほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 

財務内容の改善に関する事項 
１ 予算、収支計画及び資金計画 
２ 短期借入金の限度額 
３ 重要な財産の処分等に関する計画 
４ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易度  

 

関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 前中期目標期間最終

年度値 

30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標・中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ＜主要な業務実績＞ 

 

＜自己評価＞ 

評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通りに実

績を上げたことから、評定をＢとす

る。 

・中期目標期間における総利益の発

生要因は、予算配分時に予見できな

かった執行残額等。利益剰余金につ

いては、発生要因を的確に把握。実

物資産の保有については、必要最低

限。金融資産については、管理状況、

資産規模ともに適切であり、保有目

的は明確。以上から、計画通り着実

に実施しており、効率的な業務運営

がなされていると評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き予算の効率的な執行に努

め、適切な決算処理手続きを遂行す

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標に向かって順調に実績を

上げていると見込まれるこ

とから、評定を B とする。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を B とする。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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る。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

平成 30(2018)～令和４(2022)年度収支計画 

（単位：百万円） 

 中期計画額 計画額 

（＊） 

実績額 

（＊） 

差引増減額 

経常費用 1,293,726 1,335,274 1,300,564 △34.710 

経常収益 1,293,695 1,335,243 1,305,831 △29.412 

臨時損失 － － 544 544 

臨時利益 － － 554 554 

純損失 31 31 － △31 

純利益 － － 5,277 5,277 

前中期目標期間繰

越積立金取崩額 

31 31 87 56 

総利益 － － 5,364 5,364 

* 計画額及び実績額は、平成30(2018)～令和４(2022)年度までの計画額の合計である 。 

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 

 

【財務状況】 

■中期目標期間における総利益 

・5,364 百万円 

 

■中期目標期間における総利益の発生要因 

・中期目標期間における総利益については、予算配分時に予見できなかった執行残額等

であり、経営努力による利益ではないため、目的積立金の申請は行わない。 

 

■利益剰余金 

平成 30(2018)年度  155 百万円 

令和元(2019)年度 598百万円 

令和２(2020)年度 1,317 百万円 

令和３(2021)年度 2,140 百万円 

令和４(2022)年度 5,364 百万円 

 

■繰越欠損金 

・該当なし。 

 

■溜まり金 

・精査した結果、該当なし。 

 

【実物資産】 

■保有状況 

実物資産の名称と内容、規模 

１ 予算、収支計画及び資金計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通りに実

績を上げたことから、評定を b とす

る。 

・中期目標期間における総利益の発

生要因は、予算配分時に予見できな

かった執行残額等であり、決算処理

手続きにおいて利益と整理している

もの。このため法人運営において事

業の実施に影響を及ぼさないと認識

している。 

・利益剰余金についても、発生要因

を的確に把握している。 

・実物資産の保有については、必要

最低限である。 

・金融資産については、管理状況、

資産規模ともに適切であり、保有目

的も明確である。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き予算の効率的な執行に努

め、適切な決算処理手続きを遂行す

る。 

１ 予算、収支計画及び資

金計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標に向かって順調に実績を

上げていると見込まれるこ

とから、評定を b とする。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

１ 予算、収支計画及び資

金計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を b とする。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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平成 30(2018)年度 車両：計 5 台（5カ所の海外研究連絡センターにて保有） 

令和元(2019)年度 車両：計 5 台（5カ所の海外研究連絡センターにて保有） 

令和２(2020)年度 車両：計 4 台（4カ所の海外研究連絡センターにて保有） 

令和３(2021)年度 車両：計 4 台（4カ所の海外研究連絡センターにて保有） 

令和４(2022)年度 車両：計 4 台（4カ所の海外研究連絡センターにて保有） 

※振興会本部が所有する車両（公用車）はない。 

 

【金融資産】 

■保有状況 

①金融資産の名称と内容、規模 

（単位：億円） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

現金及び預金 964 1,003 1,070 

うち定期預金 50 222 100 

投資有価証券(10 年もの

国債) 

2 

（1億円×2） 

－ － 

 

 令和３年度 令和４年度 

現金及び預金 1,225 2,906 

うち定期預金 200 270 

投資有価証券 － － 

 

②保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用性・有効性） 

（学術研究助成業務勘定） 

・学術研究助成基金から交付する助成金の支払計画を踏まえ、支払い時期が到来するま

での間に資金を運用し、生じた利子（利息の受取実績額：17 百万円）を基金に充てるこ

とにより、有効に管理している。 

・保有方法については、日本学術振興会法附則第二条の二第３項に基づき、独立行政法

人通則法第四十七条に規定する金融機関への預金により保有しており、その管理は適切

である。 

（地域中核研究大学等強化促進業務勘定） 

・地域中核研究大学等強化促進業務勘定は令和４年度より新たに設けられた勘定であ

り、地域中核研究大学等強化促進基金から交付する助成金の支払計画を踏まえ、支払い

時期が到来するまでの間に資金を運用し、生じた利子を基金に充てることにより有効に

管理することとしています。 

・保有方法については、日本学術振興会法附則第二条の二第３項に基づき、独立行政法

人通則法第四十七条に規定する金融機関への預金により保有しており、その管理は適切

である。 

 

■資金の運用体制の整備状況 

・基金の運用責任者は理事長であり、運用業務は総務部長が行い、運用業務に係る事務

は会計課長が行うことが基金管理委員会規程等で定められており、適切な運用体制を構

築している。 
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・監事及び外部監査人による監査を受け適正である旨の報告を受けている。 

 

■資金の運用に関する法人の責任の分析状況 

・上記運用体制から、責任は明確になっている。 

 

■貸付金・未収金等の債権と回収の実績 

・未収金の主なものは、科学研究費補助金等の繰越しに伴う国庫返納のため、各年度に

補助金等の交付を受けた大学等に対し期限を定め返還を求めた。これらについては、そ

れぞれ令和元(2019)年５月８日、令和２(2020)年５月 15 日、令和３(2021)年４月 23 日、

令和４(2022)年４月 28 日、令和５(2023)年４月 21日までに全額の回収を終了した。 

 

■回収計画の有無とその内容（無い場合は、その理由） 

・科学研究費補助金等の繰越に係る、大学等から振興会への返還額の回収については、

返還の期限を定めるなど計画的に実施した。 

 

【知的財産等】 

■保有の有無及びその保有の必要性の検討状況 

・該当なし。 

 

■知的財産の整理等を行うことになった場合には、その法人の取組状況／進捗状況 

・該当なし。 

 

■出願に関する方針の有無 

・該当なし。 

 

■出願の是非を審査する体制整備状況 

・該当なし。 

 

■活用に関する方針・目標の有無 

・該当なし。 

 

■知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状況 

・該当なし。 

 

■実施許諾に至っていない知的財産について、 

① 原因・理由、② 実施許諾の可能性、 

③ 維持経費等を踏まえた保有の必要性、 

④ 保有の見直しの検討・取組状況、 

⑤ 活用を推進するための取組 

・該当なし。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

平成 30(2018)～令和４(2022)年度において、運営費交付金の受入に遅延は生じず、短期

２ 短期借入金の限度額 

補助評定：－ 

２ 短期借入金の限度額 

補助評定：－ 

２ 短期借入金の限度額 

補助評定：－ 
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借入金の実績はない。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

平成 30(2018)～令和４(2022)年度において、重要な財産を処分する計画はなく、実績に

ついても該当なし。 

３ 重要な財産の処分等に関する計

画 

補助評定：― 

 

３ 重要な財産の処分等に

関する計画 

補助評定：― 

３ 重要な財産の処分等に

関する計画 

補助評定：― 

  ＜主要な業務実績＞ 

平成 30(2018)～令和４(2022)年度において剰余金の使用実績は無い。 

４ 剰余金の使途 

補助評定：― 

 

４ 剰余金の使途 

補助評定：― 

４ 剰余金の使途 

補助評定：― 

 

４．その他参考情報 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 

その他業務運営に関する重要事項 
  １ 内部統制の充実・強化 
  ２ 情報セキュリティの確保 
  ３ 施設・設備 
  ４ 人事 

５ 中期目標期間を超える債務負担 
６ 積立金の使途 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 前中期目標期間 

最終年度値 

30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標・中期計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績・自己評価 外部評価委員による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 ＜主要な業務実績＞ 

 

＜自己評価＞ 

評定：B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通り、中

期目標を達成する実績を上げている

ことから、評定を B とする。 

・内部統制の充実・強化、情報セキ

ュリティの確保、 人事、 積立金の

使途のいずれの事項についても、計

画通り着実に実施される見込みであ

り、適切な業務運営がなされている

と評価できる。 

 

＜課題と対応＞ 

・中期計画通り実施しており、今後

も内部統制の充実・強化、情報セキ

ュリティの確保、職員の育成・充実

に努め、これらの取組を通して適切

評定 B 評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標に向かって順調に実績を

上げていると言えることか

ら、評定を B とする。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

＜評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を B とする。 

 

＜今後の課題＞ 

よりいっそう、適切な業務

運営を確保してほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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な業務運営を確保する。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

【統制環境】 

・適切な業務運営を図るため、内部統制に関する規程を整備し運用している。 

・初任者を対象に、コンプライアンス研修を行うとともに、次年度の新規採用予定者を

対象にビジネスマナーとともに組織における仕事の進め方や法令遵守等基礎的な内部

統制に関する研修を行っている。 

・内部統制の推進のため、定期的に、法人文書管理に関する研修及び契約・資産管理手

続きに関するコンプライアンス研修を e-learning 形式で実施した。 

・役職員倫理規程、独立行政法人日本学術振興会行動規範を内部 HP に掲載し、役職員

に周知している。 

・役職員の法令等違反行為に関する内部通報窓口、外部通報窓口を設けている。外部通

報窓口については外部 HP で周知するなど、法令等違反行為を早期に発見・対応する体

制を整備している。 

・役員会、月曜会等、役員と幹部職員が重要事項を審議したり、情報交換したりする会

議を定期的に開催し、理事長の指示が全職員に伝達できる体制を整備し、その資料は全

職員が閲覧可能とする等効率的に業務運営している。 

 

【リスクの評価と対応】 

・政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、緊急事態宣言等の措置

等を踏まえ、リスクの評価と対応について検討を重ね、令和３(2021)年度には「新型コ

ロナウイルス感染症に関する対応ガイドライン」を取りまとめて、その後も状況を注視

し改正を行っている。 

・感染拡大防止への対応として、機密性を保持しつつ在宅勤務を実施するためのシステ

ム環境の整備を実施している。令和３(2021)年度には、職員の感染リスク低減と業務の

安定的運営のため、他の文部科学省文教団体と連携し、職員とその家族を対象とした職

域接種を実施した。 

・監事及び外部有識者から成る契約監視委員会を毎年度 2 回開催した。 

 

【モニタリング】 

・監査・研究公正室による内部監査、監事による監事監査、会計監査人による法定監査

を以下の通り行った。 

■監査・研究公正室による内部監査 

・毎年度、内部監査計画書に基づき、内部統制の整備及び運用状況について監査を実施。 

■監事による監事監査 

・毎年度、監事監査計画書に基づき、業務運営、予算・決算及び組織・人員に対して、

法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果

的かつ効率的に実施されているか等の監査を実施。内部監査部門である監査・研究公正

室及び会計監査人と連携し、財務諸表及び決算報告等にかかる監事監査を実施。 

■会計監査人による法定監査 

・毎年度、会計監査人による監査計画概要書に基づき内部統制の有効性に係る評価を受

けた。 

１ 内部統制の充実・強化 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通り、中

期目標を達成する実績を上げている

ことから、評定を b とする。 

 

・研修を通して内部統制に関する職

員の理解を深めるとともに、内部通

報窓口、外部通報窓口の設置等によ

り、業務運営上のリスクの把握と対

応を迅速に行う体制を整備、運用し

ている。 

・政府の「新型コロナウイルス感染

症対策の基本的対処方針」、緊急事態

宣言等の措置等を踏まえ、リスク評

価と対応について協議し、「新型コロ

ナウイルス感染症に関する対応ガイ

ドライン」を取りまとめるとともに、

業務の継続と職員の感染拡大防止の

ため職域接種を行う等、措置を講じ

ている。 

・役員会、月曜会等の機会を通して

理事長の指示が全役職員に伝達され

る体制が整備され、効率的に運用さ

れている。 

・役職員倫理規程と行動規範を役職

員に周知し、法令遵守に対する意識

向上を図った。 

・内部監査、監事監査、会計監査人

による法定監査を実施し、内部統制

の仕組みが適切に運用されているか

点検・検証を行ったことから、中期

計画通り着実に業務を実施すること

が見込まれる。 

 

・内部監査、監事監査、会計監査人

による法定監査を実施し、内部統制

の仕組みが適切に運用されているか

点検・検証を行っていることから、

１ 内部統制の充実・強化

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標に向かって順調に実績を

上げていると見込まれるこ

とから、評定を b とする。 

・研修などを通して、内部

統制に関する体制の強化が

適切に図られている。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

１ 内部統制の充実・強化

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を b とする。 

・研修などを通して、内部

統制に関する体制の強化が

適切に図られている。 

 

＜今後の課題＞ 

・リスクをどう評価してど

う対応するか、今回の新型

コロナウイルス感染症のも

とでの経験を今後に生かし

てほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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中期計画通り着実に業務を実施する

ことが見込まれる。 

＜課題と対応＞ 

・中期計画通り実施しており、今後

も統制環境、リスクの評価と対応、

統制活動、情報と伝達、モニタリン

グをバランスよく継続することによ

り、内部統制の充実・強化を図る。

＜主要な業務実績＞ 

・「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」と照らし合わせて、情報

セキュリティ・ポリシーや手順書等について必要な改正を行った。

・振興会の保有する情報システムについて、外部の専門業者によるセキュリティ監査

（「ポリシー準拠性監査」を含む。）を実施し、その結果をもとに対策を講じた。

・新規採用の職員等に Learning Management System (LMS) で情報セキュリティ研修を

受講するように義務付けた。

・情報セキュリティ・ポリシーの遵守状況を確認するため、全職員を対象とした自己点

検を実施した。

・情報システム・機器・役務等、調達の業務フローの見直しを行い、情報システム等の

調達仕様については情報部門が全て確認、合議を行った。

・CISO補佐官業務については、外部の専門家に業務を委託した。また CISO 補佐官の助

言に基づき、情報セキュリティ研修資料の更新を行った。

・標的型攻撃メール訓練とフォローアップのためのｅラーニング講座を実施するなど、

振興会の情報セキュリティ対策の強化に資する取組を行った。

・情報システムの運用継続計画（BCP）について見直しを行うとともに、BCP に基づきシ

ステムの運用を行った。

２ 情報セキュリティの確保 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通り、中

期目標を達成する実績を上げている

ことから、評定を b とする。 

・「政府機関等の情報セキュリティ

対策のための統一基準群」と照らし

合わせて、情報セキュリティ・ポリ

シーや手順書等について必要な改正

を行った。

・外部の専門業者によるセキュリテ

ィ監査を実施し、その結果をもとに

対策を講じた。

・標的型攻撃メール訓練とフォロー

アップのためのｅラーニング講座を

実施した。

＜課題と対応＞ 

－ 

２ 情報セキュリティの確

保 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標に向かって順調に実績を

上げていると見込まれるこ

とから、評定を b とする。 

・外部の専門業者によるセ

キュリティ監査を実施して

必要な対策を講じるなど、

セキュリティ対策が強化さ

れていると判断する。

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・情報セキュリティの重要

性が増しており、その強化

のためによりいっそうの努

力が求められる。

＜その他事項＞ 

－ 

２ 情報セキュリティの確

保 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を b とする。 

・外部の専門業者によるセ

キュリティ監査を実施して

必要な対策を講じるなど、

セキュリティ対策が強化さ

れていると判断する。

＜今後の課題・指摘事項＞ 

・情報セキュリティの重要

性が増しており、その強化

のためによりいっそうの努

力が求められる。

＜その他事項＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

施設・設備に関する計画はない。 

３ 施設・設備に関する計画 

補助評定：― 

３ 施設・設備に関する計

画 

補助評定：― 

３ 施設・設備に関する計

画 

補助評定：― 

＜主要な業務実績＞ 

振興会業務を実施するための人材確保、人員配置、処遇、職場環境、人事評価など振興

会全体の人事機能を担う組織として、令和 4(2022)年 4月 1 日付けで新たに人事企画課

を設置した。 

４ 人事に関する計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通り、中

４ 人事に関する計画 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

４ 人事に関する計画 

補助評定：a 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、下記の理由により、中
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【人事管理方針】 

・我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関として、学術の振興を図る目的を達成す

るための人材を常に確保していく必要がある。こうした人材の確保・配置及び育成を振

興会の環境の変化に適切に応えつつ、計画的かつ公平・公正に実施していくため、毎年

人事管理方針を策定した。  

・令和 4(2022)年度からは、振興会業務が適切に実施される体制を整備することを目的

として、全課室長を対象に人事企画課との意見交換を個別に実施し、各課室の業務や職

員の状況把握に努め、人員配置を検討する際の参考とした。 

 

【人事評価】 

・〈役員〉 

理事長が文部科学大臣の行う業績評価の結果を勘案し、期末手当の額を 100 分の 80 以

上 100 分の 110以下の範囲内で増減できることとしている。 

・〈職員〉 

複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評定を行い、職員の勤務実績等の評価結果を

勤勉手当や人事配置等へ具体的に反映した。 

 

【質の高い人材の確保】 

〈人事交流〉 

① 他機関からの受入 

・大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、当該機関における業務経験を

持つ人材を活用することが業務の効果的・効率的な運営上有益であることから、国立大

学法人等から出向者を人事交流により受け入れ、適切な人事配置を行った。 

◇国立大学からの出向者数 

H30 R1 R2 R3 R4 

77 名 67 名 56 名 45 名 45 名 

・これらの者に振興会の業務を経験させることにより研究助成や国際交流等の経験を

積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益なスキルを身につけさせる等、

育成することができた。 

② 他機関への出向 

・振興会プロパー職員の育成と業務水準の向上を目的とし、文部科学省や国立大学法人

等と連携し、振興会プロパー職員の出向機会を確保した。 

・令和 4(2022)年度から、出向中のプロパー職員と人事企画課とで個別面談等を実施し、

各職員が出向先で健康の不安なく勤務できているか確認を行うとともに、出向の成果と

しての業務能力の伸長を窺い、また、他機関での業務経験に基づく情報交換を行った。 

  

〈国際学術交流研修〉 

・国私立大学の職員を研修として受入れ、高度な国際実務能力と国際交流に関する幅広

い見識を有する大学職員の養成を図った。 

 

〈新規採用〉 

・質の高い人材確保に向けて、振興会での業務の魅力を伝えるため、座談会やインタビ

ューを含む職員募集ウェブサイトの更新、職員募集リーフレットの作成を行ったほか、

期目標を達成する実績を上げている

ことから、評定を b とする。 

 

・今後の交流人事のあり方や、職員

の育成についての方策について検討

し、限られた人員で事業効果の最大

化を図れるよう体制を整備する方針

を毎年策定している。 

 

・職員の勤務評定については、勤務

実績等の評価結果を職員の処遇に適

切に反映させ、勤務評定の実効性を

上げるとともに複数の評定者が関わ

ることで、客観的かつ公平な実施を

行っている。 

 

・国立大学等における豊富な事務経

験を有する人材や有望な新規職員を

確保に努め、その経験を活かせる部

署に配置し、業務を効率的・効果的

かつ機動的に実施できるようにして

いる。 

 

＜課題と対応＞ 

・引き続き人事評定を反映させた人

事配置に努める等の取組をすること

により、職員の育成・充実を図って

いく。 

 

標に向かって順調に実績を

上げていると見込まれるこ

とから、評定を b とする。 

・限られた人員で事業効果

の最大化を図るための体制

整備方針を定めたほか、職

員の資質向上の方策が実施

されている。 

 

＜今後の課題＞ 

・国立大学法人等からの出

向者が減少の一途をたどっ

ている。大学改革などへの

対応のために業務量が増え

ており、人材育成を目的と

した人事交流の余裕がなく

なってきていると見られ

る。人事交流の停滞は、振興

会と大学の双方にとって好

ましいことではなく、人材

の質と量の両面での対応を

考えてほしい。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

期計画を上回って履行し、

最終的には中期目標を上回

る実績を上げていると言え

ることから評定をａとす

る。 

・この５年の間において業

務量が年々増加している中

で、令和４年４月に人事企

画課を新設し、振興会内の

業務と人員体制の現状把

握・分析に取り組み、人事機

能強化を図るための各種改

革に着手し始めたことは大

きな一歩であり、高く評価

できる。特に、優秀な職員の

確保に向けた積極的な採用

活動、職員による高度な専

門性獲得を可能とする各種

研修の整備、振興会職員の

働きやすさ向上に資する人

事関係制度の整備に見られ

る振興会の取組姿勢は、今

後の職能の多様化を見据え

た前進と評価できる。 

・大学院博士課程修了者ま

でをもターゲットとした優

秀な人材確保を狙って、イ

ンターンシップや大学と連

携しての採用説明会の開催

に乗り出し、また、インター

ネットを通じた広報にも力

を入れている。優秀な職員

の確保は振興会組織の発展

に不可欠であり、振興会で

はこうした採用活動を積極

的に進めている。この取組

は、博士課程修了者のキャ

リアパスの多様化の面でも

重要であり、成果を期待し

たい。 

・今後の学術振興において

研究の国際化が一層求めら

れていくのと同じように、
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令和 4 年度は新たにインターンシップの実施、大学の就職支援部門との新たな連携構築

を基にした大学主催の採用説明会への積極的参加等の取り組みを行った。 

・振興会業務の特性を踏まえ、優秀な大学院博士課程修了者を積極的に採用し活用すべ

く、博士課程修了者における本会職員採用試験の受験要件の緩和を検討し（令和 5(2023)

年度職員採用試験から受験資格を拡大）、また、博士課程学生や博士課程修了者を対象

とした就職支援サイト等の効果的な利用をはじめ広報活動に注力した。 

 

【職員の研修】 

・職員の専門性及び意識の向上を図るため、国内及び国外における各種研修等を実施し

た。 

〈受講が必須な研修〉 

・初任者研修（利便性向上のため、令和 4(2022)年度にオンライン化。） 

・内定者研修（令和 4(2022)年度にリニューアルし、内容を充実。） 

・新人職員フォローアップ研修（令和 4(2022)年度に新設） 

・情報セキュリティ研修 

・契約・資産管理手続き担当者のコンプライアンス研修 

・職員の心身の健康の保持増進活動に取り組むための研修：メンタルヘルス研修（セル

フケア研修とラインケア研修の二種目構成として新たに導入）、管理職のためのメン

タルヘルスマネジメント研修、ハラスメント防止研修、ハラスメント相談員研修（ハ

ラスメント相談員は受講必須） 

〈任意の研修〉 

・英語力の向上を目的とした新任職員語学研修 

・スキルアップ研修：職務能力向上のための自己啓発研修 

・その他外部研修：放送大学を活用した科目の履修、財務省主催の会計事務職員研修等 

・その他、職員が若手段階においてより積極的に海外で研鑽する機会を用意し、本会の

国際業務の中核となる人材の育成を目指して、令和 4(2022)年度に以下の研修制度の

整備を行った。（令和 5(2023)年から派遣予定。） 

   海外研修： 

職員自らの企画立案をベースに、海外の研究機関にて本会業務に関連した

研究に従事する、あるいは、海外の研究助成機関にてインターン等に従事す

るもの。 

   海外研究連絡センター実務研修： 

振興会の海外研究連絡センターにて実務に従事しつつ、現地の語学学校等

にて語学力の向上を図るもの。 

 

【その他】 

振興会の職員全員が働きやすい環境をつくることによって、その能力を十分に発揮でき

るようにするため、令和 4 年度に人事関係制度の整備・検討を行った。 

・心身のリフレッシュを図る新しい特別休暇の導入に向けた検討及び準備 

・有期雇用職員の特別休暇と産前産後休暇の改善に向けた検討及び準備 

・メンター制度の本運用を開始 

・在宅勤務に関するルールの制定に向けた検討及び準備 

・ハラスメント会外相談窓口の設置に向けた検討及び準備 

振興会職員にも業務の国際

化に対応できる資質の向上

が求められる。振興会では

このことを踏まえ、職員自

ら企画立案し海外の研究機

関にて研究に従事する、あ

るいは海外の研究助成機関

においてインターン等に従

事する海外研修、振興会の

海外研究連絡センターにお

いて実務に従事する海外研

究連絡センター実務研修の

二つの研修制度の整備を行

っている。 

・新型コロナ感染症の影響

が広がるなかで、その対応

のために職員には相当の負

担がかかったと思われる

が、滞りなく業務が遂行さ

れたことに、敬意を表した

い。そうした緊急時対応に

限られるものではないが、

職員全員が働きやすい環境

を整備することが組織とし

て求められている。この点

振興会では、テレワークな

ど在宅勤務に関するルール

を整備するとともに、若手

職員の職場環境への円滑な

適応のためのメンター制度

の導入や、会内での相談窓

口に加えて新たに外部のハ

ラスメント相談窓口の設置

の準備を行うなど、各種改

革に積極的に着手してい

る。 

 

＜今後の課題＞ 

・国立大学法人等からの出

向者が減少の一途をたどっ

ている。大学改革などへの

対応のために業務量が増え

ており、人材育成を目的と
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 した人事交流の余裕がなく

なってきていると見られ

る。人事交流の停滞は、振興

会と大学の双方にとって好

ましいことではなく、人材

の質と量の両面での対応を

考えてほしい。 

 

＜その他事項＞ 

・新型コロナウイルス感染

症への対応は、緊急時対応

でありながら、思いがけず

長期化することになった。

職員に過度の負担をかける

ことは本来望ましいことで

はないので、こうした事態

への対応について、今回の

経験を今後に活かすことを

考えてほしい。 

・振興会は、他機関からの

出向者が多く、さまざまな

知見や経験の交流の場とな

っていることが強みでもあ

るが、半面、そうした知見や

経験の蓄積という意味では

弱みとなる面もある。振興

会が果たすべき役割が今後

さらに大きくなっていくこ

とを考えれば、知見や経験

が最大限に活かされるよ

う、プロパー職員を増やし

ていくことが重要ではない

だろうか 。 

 

  ＜主要な業務実績＞ 

・中期目標期間を超える債務負担はない。 

 

５ 中期目標期間を超える債務負担 

補助評定：― 

５ 中期目標期間を超える

債務負担 

補助評定：― 

 

５ 中期目標期間を超える

債務負担 

補助評定：― 

  ＜主要な業務実績＞ 

・前中期目標期間最終年度における積立金残高 960,975,378 円のうち、今中期目標期間

の業務財源として繰越承認を受けた額は 87,464,077 円である。これらは、海外研究連

絡センターに係る前払費用等であり、平成 30(2018)年度に 85,421,135円、令和元年度

に 2,019,505 円、令和２(2020)年度に 23,437 円が取り崩され取崩しが完了しており、

６ 積立金の使途 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況については、下

記の理由により、中期計画通り、中

６ 積立金の使途 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目

６ 積立金の使途 

補助評定：b 

＜補助評定に至った理由＞ 

中期計画の実施状況につい

ては、中期計画通り、中期目
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令和３(2021)年度以降の実績はない。 期目標を達成する実績を上げている

ことから、評定を b とする。 

・前期中期目標の期間の最終事業年

度における積立金残高のうち、文部

科学大臣の承認を受けた金額につい

ては、日本学術振興会法に定める業

務の財源に充てており、中期計画通

り着実に業務を実施している。

＜課題と対応＞ 

― 

標に向かって順調に実績を

上げていると見込まれるこ

とから、評定を b とする。 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 

標を達成する実績を上げて

いると言えることから評定

を b とする。 

＜今後の課題＞ 

― 

＜その他事項＞ 

― 

４．その他参考情報 
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